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１ 計画策定の趣旨 
 
 ○  我 が国 で は、少子 化が 進行 し 、平 成 17 年 には 死 亡数 が 出生 数を 初め て 上回 りま

した 。子 供や 子 育て を めぐ る状 況は 厳 しく 、国や 地域 を挙 げ て子 供や 家庭 を支 援 す
る新 しい 支え 合 いの 仕組 みを 構築 し てい くこ とが 求め ら れま した 。  

 
 〇  そ うし た 状況 を受 けて、平 成 24 年 8 月 に、子 ど も・子 育 て支 援法 をは じ めと す

る「 子ど も・子育 て 関連 3 法 」が 成 立し 、平 成 27 年 4 月か ら「子 ども・子 育て 支
援新 制度 」が ス ター トし まし た。  

 
 ○  ま た、平成 １ ５ 年７ 月に 制定 さ れた 次世 代育 成支 援 対策 推進 法（ 以下「次 世代 法」

とい う。）も改 正 され 、引き 続 き、職 場 や 地域 にお いて 子 育て しや すい 環境 を 整備
する ため 、法 の 有効 期限 が令 和 6 年 度末 まで 10 年間 延 長さ れ まし た。  

 
 ○  平 成 26 年 1 月 には 、子供 の貧 困対 策 を総 合的 に推 進 する こと を目 的と し て、「 子

ども の貧 困対 策 の推 進に 関す る法 律」（ 以 下「子 ども の貧 困 対 策法 」とい う。）が施
行さ れま した 。  

 
 ○  平 成 26 年 7 月 には 、子ど も・子 育 て 支援 法第 60 条 第 1 項 の規 定に 基づ き、「 教

育・保 育及 び地 域子 ども・子育 て支 援事 業の 提供 体制 の 整備 並び に子 ども・子育 て
支 援 給 付 及 び 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本 的
な指 針」（ 以下「 子 ど も・子 育て 支 援法 に 基づ く基 本指 針」と いう。）が 告示 され ま
した 。  

 
 ○  こ うし た こと を踏 まえ 、子ど も・子 育て 支援 法及 び 次世 代法 に基 づき 、子供 の貧

困対 策も 包含 す る計 画と して 、平成 ２６ 年度 末に「 東京 都子 供・子 育て 支援 総合 計
画」（ 以 下「 第１ 期計 画」 とい う。）を 策定 しま した 。  

 
 〇  平 成２ ９ 年度 末に は、区市 町 村の 教 育・保育 の量 の 見込 み と確 保方 策及 び 東京 都

の 目 標 数 値 の 更 新 並 び に 子 ど も の 貧 困 対 策 法 に 基 づ く 計 画 と し て の 位 置 づ け を 明
確化 する など 、 第１ 期計 画の 中間 見 直し を行 いま した 。  

 
 〇  国 にお い ては 、幼児 教育 の負 担 軽減 を図 る少 子化 対 策や 、生涯 にわ たる 人 格形 成

の基 礎を 培う 幼 児教 育の 重要 性に 鑑 み、令和 元年 ５月 、子ど も・子 育て 支援 法を 改
正し 、同 年１ ０ 月か ら幼 児教 育・ 保 育の 無償 化を 実施 し まし た。  
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 ○  都 にお い ては 、令和 元 年１ ２月 、今後 の都 政運 営 の新 たな 指針 とし て「『未 来の
東京 』戦 略ビ ジ ョン 」を 取り まと め まし た。  

 
 〇  こ うし た 状況 や、これ まで の 都の 子 供・子育 て支 援 に係 る 取組 の成 果を 踏 まえ 、

令 和 ２ 年 ３ 月 に 「 東 京 都 子 供 ・ 子 育 て 支 援 総 合 計 画 （ 第 ２ 期 ）」 を 策 定 し ま し た 。 
 
 ○  「『 未来 の東 京 』戦略 」の策 定や「 東京 都こ ども 基 本条 例 」の 施行 、子供 政 策連

携 室 の 設 置 を 背 景 に 、 少 子 化 の 進 行 や コ ロ ナ 禍 の 影 響 な ど を 踏 ま え 、 令 和 ４ 年 度
末 、新 規事 業の 追 加 や 、保 育サ ービ ス・学 童ク ラブ の整 備 目標 を更 新す るな ど 、第
２期 計画 の中 間 見直 しを 行い まし た 。  

 
 〇  令 和 ４ 年 ６ 月 に は 、 子 育 て に 困 難 を 抱 え る 世 帯 が こ れ ま で 以 上 に 顕 在 化 し て き

てい る状 況等 を 踏ま え、児童 等に 対 する 家 庭や 養育 環境 の 支援 を強 化し 、児 童 の権
利の 擁護 が図 ら れた 児童 福祉 施策 を 推進 する ため 、児童 福祉 法が 改正 され ま した。 

 
 〇  令 和 ５ 年 ４ 月 に は 、 こ ど も 施 策 を 社 会 全 体 で 総 合 的 か つ 強 力 に 推 進 し て い く た

めの 包括 的な 基 本法 とし て 、こ ども 基本 法が 施行 され ま した 。同 年 12 月 、こ ども
基本 法に 基づ き 、こ ど も政 策を 総合 的 に推 進す るた め、政 府全 体 のこ ども 施策 の 基
本的 な方 針等 を 定め る「 こど も大 綱 」が 閣議 決定 され ま した 。  

 
 ○  令 和６ 年 ５月 には、次 世代 法が 改正 され、法 の有 効期 限が 令和 16 年度 末 まで 10

年間 延長 され ま した 。  
 
 〇  令 和６ 年 ６月 には 、子ど もの 貧困 対策 法の 改正 に より 、法 律 の名 称が「 こど もの

貧困 の解 消に 向 けた 対策 の推 進に 関 する 法律 」に 改め ら れま し た。こど も大 綱 の記
述を 踏ま え 、法 律の 題名 に「貧 困の 解消 」を入 れる こと とし 、「 目的 」及び「 基本
理念 」に おい て 、解 消す べき 「こ ど もの 貧困 」が 具体 化 され まし た。  

 
 ○  令 和６ 年 １０ 月に は 、子 ども・子 育 て支 援法 が改 正 され、「 こど も未 来戦 略」（ 令

和５年 12 月 22 日 閣 議決 定） の「 加 速化 プラ ン」 に盛 り 込ま れた 施策 を着 実 に実
行 す る た め 、 ラ イ フ ス テ ー ジ を 通 じ た 子 育 て に 係 る 経 済 的 支 援 の 強 化 や 全 て の こ
ども ・子 育て 世 帯を 対象 とす る支 援 の拡 充が 図ら れま し た。  

 
 ○  こ うし た 状況 や、これ まで の 都の 子 供・子育 て支 援 に係 る 取組 の成 果を 踏 まえ 、

東京 都子 供・子 育て 支援 総合 計画（ 第３ 期）」（ 以下「 本計 画 」とい う。）を 策 定し
まし た。  
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２ 計画の性格 
 
 ○  本 計画 は 、東 京都 にお ける 子 供・子育 てに 関す る 総合 計画 とし て 、子 ど も・子育

て支 援法 第 62 条に 基 づく 都道 府県 子 ども・子 育て 支援 事業 支 援計 画と 次世 代 法第
9 条 に 基づ く都 道府 県行 動計 画、 こ ども の貧 困解 消法 第 10 条 に基 づく 都道 府 県こ
ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 に つ い て の 計 画 と を 合 わ せ て 一 体 的 に 策 定 す る も
ので す。  

 
 ○  ま た、本計 画は 、「2050 東 京戦 略（ 案 ）」を 推進 す る計 画と 位置 付け ると と もに 、

毎年 度策 定さ れ る「 こ ども 未来 アク シ ョン 」及び「 東京 都の 少子 化 対策 」と連 携し 、
東京 都の 他の 関 連す る計 画と 整合 を 図り 、区市 町村 子ど も・子 育 て支 援事 業計 画 と
も調 整の 上、 策 定し てい ます 。  
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３ 計画期間 
 
 ○  本 計画 の 期間 は、 令和 ７年 度 から 令和 １１ 年度 ま での 5 年 間で す。  
 

 

４ 計画の構成 
 
 ○  本 計画 は 、５ つの 章で 構成 し てい ます 。  
 
 ○  第 1 章で は 、 都が 子供 と子 育 て家 庭に 対す る支 援 施策 を推 進し てい く 上で の基

本的 な考 え方 や 、計 画の 「理 念」「目 標」「視 点」 を示 し ます 。  
 
 ○  第 ２章 で は、計 画策 定に 当た っ て実 施し た子 供の 意 見を 聴く 取組 の結 果 や、都 の

取組 との 関連 な どを 示し ます 。  
 
 ○  第 ３章 で は、目標 ごと に取 り 巻く 状況 や現 状と 課 題、施策 の方 向性 、具体 的な 都

の取 組を 示し ま す。  
 
 ○  第 ４章 で は、人 材の 確保 と資 質 の向 上が 一層 重要 に なっ てき てい るこ と から 、こ

れに 関す る広 域 自治 体と して の都 の 取組 の方 向性 を示 し ます 。  
 
 ○  第 ５章 で は、本計 画の 推進 に 向け て、都・区 市町 村・事 業主・地 域社 会・都 民の

役割 を明 らか に する とと もに 、計 画 の進 捗管 理な どに つ いて 示し ます 。  
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５ 子ども・子育て支援新制度等 

（１）子ども・子育て支援新制度の概要 

   新 制度 で は、就 学前 の子 供に 教 育・保 育を 行う「 子ど もの た めの 教育・保育 給付 」
とし て 、① 幼稚 園・保 育所 等の 教育・保育 施 設を 利用 する 場 合に は「 施 設型 給付 費」
が 、 ② 小 規 模 保 育 事 業 等 の 地 域 型 保 育 事 業 を 利 用 す る 場 合 に は 「 地 域 型 保 育 給 付
費」 が支 給さ れ てい ます 。  

   ま た、「 子育 て のた めの 施設 等 利用 給付」とし て、幼稚 園（私学 助成 ）、一 時 預 か
り事 業、 認可 外 保育 施設 等を 利用 し た場 合に 施設 等利 用 費が 支給 され てい ま す。  

 
◆子 ども ・子 育 て支 援新 制度 にお け る給 付・ 事業  
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（２）幼児教育・保育の無償化 

   令 和元 年 10 月 の子 ども・子育 て支 援法 改正 等に 基 づき 、主 に 認定 こど も園 、幼
稚 園 、 保 育 所 等 を 利 用 す る ３ 歳 か ら ５ 歳 ま で の 子 供 の 利 用 料 及 び 住 民 税 非 課 税 世
帯の ０歳 から ２ 歳ま での 子供 の利 用 料が 無償 化さ れて い ます 。  

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁 Ｈ Ｐ   
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（３）保育政策の新たな方向性 

   国 は、 全 国ど こで も質 も高 い 保育 が受 けら れ、 地 域で ひと りひ とり の こど もの
育ち と子 育て が 応援 ・支 援さ れる よ うな 社会 を実 現す る ため 、今 後の 保育 政 策の
在り 方に つい て 示し た「 保育 政策 の 新た な方 向性 」（ 令和 6 年 12 月 20 日 公表 ）
を取 りま とめ ま した 。  

   人 口減 少 に対 応し なが ら、 こ ども まん なか 社会 の 実現 を図 るた め、 保 育政 策に
つい て、 今後 は 、待 機児 童対 策を 中 心と した 「保 育の 量 の拡 大」 から 、「 地域 の
ニー ズに 対応 し た質 の高 い保 育の 確 保・ 充実 」と 、「 全て のこ ども の育 ちと 子 育
て家 庭を 支援 す る取 組の 推進 」に 政 策の 軸を 転換 し、 あ わせ て「 保育 人材 の 確
保・ テク ノロ ジ ーの 活用 等に よる 業 務改 善」 を強 力に 進 め、 制度 の持 続可 能 性を
確保 する 方針 を 打ち 出し まし た。  

 
 

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁 Ｈ Ｐ  
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（４）直近の法改正等 

  ○ 児童 福 祉法 改正  
   児 童虐 待 の相 談対 応件 数の 増 加な ど、 子育 てに 困 難を 抱え る世 帯が こ れま で以

上に 顕在 化し て きて いる 状況 等を 踏 まえ 、子 育て 世帯 に 対す る包 括的 な支 援 のた
めの 体制 強化 等 を行 うこ とが 必要 で ある こと から 、令 和 ４年 児童 福祉 法が 改 正さ
れま した 。  

   こ の法 改 正に より 、子 育て 世 帯訪 問支 援事 業、 児 童育 成支 援拠 点事 業 、親 子関
係形 成支 援事 業 が新 たに 創設 され 、 これ らの 事業 につ い ても 、地 域子 ども ・ 子育
て支 援事 業に 位 置づ けら れま した 。  

   ま た、 子 育て 短期 支援 事業 、 養育 支援 訪問 事業 、 一時 預か り事 業、 子 育て 世帯
訪問 支援 事業 、 児童 育成 支援 拠点 事 業、 親子 関係 形成 支 援事 業が 家庭 支援 事 業と
して 位置 付け ら れま した 。  

 
  ○ 子ど も ・子 育て 支援 法改 正  
   「 こど も 未来 戦略」（ 令和 ５年 12 月 22 日 閣議 決 定） の 「加 速化 プラ ン 」に 盛

り込 まれ た施 策 を着 実に 実行 する た め、 ライ フス テー ジ を通 じた 子育 てに 係 る経
済的 支援 の強 化 、全 ての こど も・ 子 育て 世帯 を対 象と す る支 援の 拡充 、共 働 き・
共育 ての 推進 に 資す る施 策の 実施 に 必要 な措 置を 講じ る ため 、令 和６ 年子 ど も・
子育 て支 援法 が 改正 され まし た。  

   こ の法 改 正に より 、妊 婦等 包 括相 談支 援事 業と 乳 児等 通園 支援 事業 （ こど も誰
でも 通園 制度 ） が創 設さ れ、 これ ら ２事 業と 産後 ケア 事 業が 新た に地 域子 ど も・
子育 て支 援事 業 とし て位 置付 けら れ まし た（ 施行 期日 は 令和 ７年 ４月 １日 ）。  

   ま た、 妊 娠期 から の切 れ目 な い支 援を 行う 観点 か ら、「 妊婦 のた めの 支 援給
付」 が創 設さ れ まし た（ 施行 期日 は 令和 ７年 ４月 １日 ）。  

   な お、 こ ども 誰で も通 園制 度 につ いて は、 令和 ８ 年度 以降 は新 たに 創 設さ れる
「乳 児等 のた め の支 援給 付」 とし て 支給 され るこ とと さ れて いま す。  
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６ 都における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策 
 
  子ど も・子 育 て 支援 法に より 、都 道 府県 は 、質 の高 い 幼 児期 の学 校教 育・保 育が、

それ ぞれ の家 庭 や子 供の 状況 に応 じ て適 切に 提供 され る よう 、教 育・保 育 の「 量 の 見
込み 」並 びに 実 施し よ うと する 教育・保 育 の 提供 体制 の確 保 の内 容及 びそ の実 施 時期
（以 下「確 保方 策 」と いう。）、そ して それ らを 定め る単 位 とな る区 域の 設定 を 都道 府
県子 ども ・子 育 て支 援事 業支 援計 画 に定 める こと とさ れ てい ます 。  

  都は 、本計 画 に 基づ き 、区 市町 村 が 地域 の実 情に 応 じて 、教育・保育 の 提供 体 制を
整備 でき るよ う 支援 して いま す。  

 

（１）都道府県設定区域の設定 

 ○  区 市町 村 は、子ど も・子育 て 支援 法に 基づ き、「地 理的 条件 、人 口 、交 通事 情そ
の他 の社 会的 条 件、教 育・保育 を提 供 する た めの 施設 の整 備 の状 況そ の他 の条 件 を
総合 的に 勘案 し た区 域」と して 、「教 育・保育 提供 区域 」を 定 める こと にな っ てい
ます。教育・保 育提 供 区域 は、教 育・保育 及 び地 域子 ども・子 育 て支 援事 業を 通 じ
て共 通の 区域 設 定と する こと が基 本 とさ れて いま す。  

 
 〇  都 道府 県 は、教育・保育 の「量 の 見込 み」「 確保 方策 」を定 める 単位 と して 、区

市町 村が 定め る 教育・保育 提供 区域 を 勘案 し、隣接 区市 町 村等 に おけ る広 域利 用 の
実態 を踏 まえ た 区域 を設 定す るこ と とさ れて いま す。  

 
 ○  都 道府 県 は、認定 こど も園 や 認可 保育 所の 認可・認定 の判 断を 行う 際 、都 道府 県

設 定 区 域 に お け る 利 用 定 員 の 総 数 が 、 当 該 年 度 の 必 要 利 用 定 員 総 数 に 既 に 達 し て
いる か 、又 は設 置 に よっ てこ れを 超 える こと にな るま で 、原 則と して 、認可・認 定
を行 いま す 。そ のた め、都 道府 県設 定区 域は 、この 需給 調整 の判 断基 準と な るこ と
も踏 まえ て設 定 する 必要 があ りま す 。  

  



11 
 

＜都 にお ける 区 域設 定＞  
１ 号 認 定   都 内 で は 、 交 通 の 利 便 性 が 高 く 、 私 立 幼 稚 園 が 占 め る 割 合 も 高

い 。 そ の た め 、 区 市 町 村 の 区 域 を 超 え た 通 園 が 多 い と い う 特 徴 が

あ る 。  

 ま た 、 新 制 度 に お い て 、 幼 稚 園 に は 需 給 調 整 の 仕 組 み は 導 入 さ

れ て い な い。  

 よ っ て 、都 全 域 を 一 つ の 区 域 設 定と す る 。  

２ ・ ３ 号 認定   保 育 の 実 施 主 体 は 区 市 町 村 で あ り 、 都 が 区 市 町 村 域 を 超 え て 区

域 を 設 定 し た 場 合 、 各 区 市 町 村 が 整 備 す べ き 保 育 サ ー ビ ス の 量 が

不 明 確 に なる お そ れ が あ る 。  

 ま た 、 区 市 町 村 は 、 地 域 型 保 育 の 認 可 に 当 た り 、 地 域 の 実 情 に

応 じ て 設 定し た 「 区 市 町 村 設 定 区 域」 に よ り 需 給 調 整 を 行 う。  

 よ っ て 、区 市 町 村 が 設 定 す る 区 域と 同 一 と す る 。  

地 域 子 ど も・子 育 て支 援 事

業  

 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 実 施 主 体 は 区 市 町 村 で あ り 、 基

本 的 に 区 市 町 村 の 区 域 内 で 提 供 ・ 利 用 さ れ る 。 ま た 、 認 可 等 の 仕

組 み は な いた め 、 需 給 調 整 の 判 断 基準 と は な ら な い 。  

 よ っ て 、区 市 町 村 ご と に 1 区 域 とす る 。  

 

（２）量の見込みと確保方策 

 ○  区 市町 村 は、必 要と する 全て の 家庭 が質 の高 い幼 児 期の 学校 教育・保 育 を利 用 で
きる よう 、地域 の実 情に 応じ て計 画 的に 基盤 を整 備し て いく 役割 を担 って い ます。 

 
 ○  そ のた め 、区 市町 村は 、子ど も・子 育て 支援 法に 基 づい て策 定す る区 市 町村 子ど

も・子 育て 支援 事業 計画 にお いて 、地域 にお ける 教育・保育 の利 用状 況や 利 用希 望
を調 査し 、教育・保 育 提供 区域 ごと に 、認 定区 分別 の必 要 利用 定員 総数 と 、こ れ に
対応 した 教育 ・ 保育 の提 供体 制の 確 保内 容等 を定 めて い ます 。  

 
 ○  な お 、区 市 町 村は 、地域 子ど も・子 育て 支援 事業 の うち 家庭 支援 事業（ 子 育 て短

期支 援事 業 、養 育 支 援訪 問事 業 、一 時 預 かり 事業 、子育 て 世 帯訪 問支 援事 業 、児童
育成 支援 拠点 事 業、親子 関係 形成 支 援事 業）の 量の 見込 みの 推計 に当 たっ て は、利
用 勧 奨 及 び 利 用 措 置 に よ る 事 業 の 提 供 量 に つ い て も 勘 案 す る こ と と さ れ て い ま す 。 

 
 ○  都 道府 県 は、 区市 町村 がそ の 役割 を適 切に 果た せ るよ う、 区市 町村 子 ども ・子

育て 支援 事業 計 画に おけ る数 値を 都 道府 県設 定区 域ご と に集 計し たも のを 基 本と
して 、広 域調 整 を行 った 上で 、各 年 度の 教育 ・保 育の 量 の見 込み と提 供体 制 の確
保の 内容 等を 計 画に 定め るこ とに な って いま す。   

3 歳 以 上 で 、幼 稚 園 等 で

の 教 育 を 希望  

０〜５歳で、保育の必要

性があり、保育所等での

保育を希望 
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＜都 にお ける 量 の見 込み と確 保方 策 ＞  
 

（１ ）教 育・ 保 育に つい て  
 ○ 都に おい て は、区市 町村 にお け る「 量の 見込 み」と「確 保方 策」を集 計し た

もの を基 本と す る。保 育に つい ては 、待機 児 童を 解消 しそ の 状態 を継 続す る
ため 、地 域 の実 情に 応 じた 区市 町村 の 積極 的な 取組 が進 む よう 、必要 な支 援
策を 講じ てい く 。  

（２ ）地 域子 ど も・ 子育 て支 援事 業 につ いて  
 ○  子 ども・子育 て 支援 法に おい て 、実 施 主体 であ る区 市 町村 の計 画に 記載 す

るこ とと され て おり 、都道 府県 計画 に は記 載が 求め られ て いな い。また 、「 量
の見 込み 」や 「 確保 方策 」の 算定 は 、区 市町 村ご とに 集 計方 法が 異な る。  

 ○  し かし 、都 は 、区市 町 村の 計画 的 な取 り組 みを 支 援し 、都内 全 域の 子供・
子育 て支 援の レ ベル アッ プを 図る 観 点か ら、区 市町 村計 画の 集 計値 を参 考と
しつ つ、都 とし ての 支 援策 につ いて 検 討を 行い 、必 要 に応 じて 計 画に 目標 を
盛り 込む こと と した 。  

 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 

第１章 

計画の目指すもの  

 
 
 

     １  計画の基本的な考え方 

     ２ 計画の「理念」・「目標」・「視点」 

     （１）３つの「理念」 

     （２）６つの「目標」 

     （３）施策推進の５つの「視点」 
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１ 計画の基本的な考え方 
 〇  地 域の つ なが りの 希薄 化等 に より 、地域 や家 庭の 子 育て 力が 低下 して い ます 。身

近に 相談 でき る 相手 がい ない など 、い わ ゆる「 育児 の孤 立 化 」や 、子 育て の知 恵 や
経 験 が 伝 承 さ れ に く く な っ た 結 果 、 子 育 て に 不 安 を 抱 え る 家 庭 が 増 加 し て い る こ
とも 指摘 され て いま す。合わ せて 、仕 事 と 子育 てを 両立 で きる 環境 の整 備が 必 ずし
も十 分で ない こ と等 から 、子 供が ほ しい とい う希 望が 叶 えに くく なっ てい ま す。  

 
 ○  こ うし た 状況 の中 、我 が国 の 出生 数は 100 万人 余り が 出生 した 2015 年 以 降減

少傾 向が 続い て いま す。 2024 年 の出 生数 は統 計開 始以 来 初め て 70 万 人 を下 回る
見通 しで す。 国 の推 計で は 70 万 人を 下回 るの は 2038 年 であ り 、予 想を はる か に
超え る速 さで 少 子化 が進 展し てい ま す。  

 
 ○  結 婚や 出産 は 、一 人 ひと りの 価値 観 や人 生観 に深 く関 わ るも ので あり 、社 会 が強

制す べき こと で はあ りま せん が、い かな る 時代 、ど のよ う な社 会 状況 にあ って も 、
全 て の 子 供 た ち の 育 ち を 支 え 未 来 を 守 っ て い く こ と 、 安 心 し て 子 供 を 産 み 育 て る
こと がで きる 環 境を 整備 して いく こ とは 、行 政 はも とよ り 、都 民、企 業な ど社 会全
体が 連携 して 取 り組 んで いく べき 課 題で す。  

 
 ○  と りわ け 、乳 幼児 期は 、生涯 にわ たる 人格 形成 の 基礎 を培 う上 で 、重 要な 時期 で

あり 、基礎 自治 体で ある 区市 町村 に おい て、妊 娠期 から の切 れ目 ない 支援 や 、質 の
高い 教育 ・保 育 を提 供で きる 体制 を 整備 する こと が必 要 です 。  

 
 ○  都 は 、広 域 自 治体 とし て 、子 供・子 育て 支援 を担 う 人材 の確 保・資 質向 上 や 特に

支援 を必 要と す る子 供や 家庭 への 支 援を 進め てい く必 要 があ りま す。  
   ま た 、家 庭 、学 校 、地 域 、職 域 その 他 の社 会の あら ゆ る分 野に おけ る全 て の構 成

員が 、子供・子育 て支 援の 重要 性に 対 する 関心 や理 解を 深 め、社会 全体 で子 育 てを
応援 して いく 機 運を 高め てい くこ と も重 要で す。  

 
 ○  こ うし た 考え 方に 立っ て 、都 は 、東 京都 子供・子育 て会 議に おけ る意 見 も踏 まえ

て、 本計 画を 策 定し まし た。  
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子ども・子育て支援法に基づく基本指針の概要 

  子ど も・子 育 て支 援法 第 60 条 第 1 項 の 規定 に基 づく「 教 育・保育 及び 地域 子 ども・
子育 て支 援事 業 の提 供体 制の 整備 並 びに 子ど も・子育 て 支援 給 付並 びに 地域 子 ども・
子 育 て 支 援 事 業 及 び 仕 事 ・ 子 育 て 両 立 支 援 事 業 の 円 滑 な 実 施 を 確 保 す る た め の 基 本
的な 指針 」（ 平 成 26 年 7 月 告示 （平 成 30 年 3 月 並び に令 和 元 年９ 月及 び 12 月並 び
に令 和 2 年 9 月 並び に令 和 3 年 12 月並 び に令 和６ 年３ 月 及び 10 月改 正告 示））  

 
  指針 にお い ては 、以下 の事 項が 規 定 され てお り 、各 市 町 村 、都 道府 県は 、こ れ に即

して 市町 村子 ど も・子育 て支 援事 業 計画 、都 道 府県 子ど も・子 育て 支援 事業 支 援計 画
を定 める こと と され てい ます 。また 、計画 期間 の中 間年 を 目安 とし て 、必 要な 場合 に
は、 計画 の見 直 しを 行う こと とさ れ てい ます 。  

  ○ 子ど も ・子 育て 支援 の意 義 に関 する 事項  
  ○ 教育・保 育 を 提供 する 体制 の 確保 、子育 ての ため の 施設 等利 用給 付の 円 滑な 実

施の 確保 並び に 地域 子ど も・子育 て支 援 事 業及 び仕 事・子育 て 両 立支 援事 業の 実
施に 関す る基 本 的事 項  

  ○ 子ど も ・子 育て 支援 事業 計 画の 作成 に関 する 事 項  
  ○  児 童 福 祉 法 そ の 他 の 関 係 法 律 に よ る 専 門 的 な 知 識 及 び 技 術 を 必 要 と す る 児 童

の福 祉増 進の た めの 施策 との 連携 に 関す る事 項  
  ○  労 働 者 の 職 業 生 活 と 家 庭 生 活 と の 両 立 が 図 ら れ る よ う に す る た め に 必 要 な 雇

用環 境の 整備 に 関す る施 策と の連 携 に関 する 事項  
  ○ その 他 子ど も・ 子育 て支 援 のた めの 施策 の総 合 的な 推進 のた めに 必 要な 事項  
 

次世代法に基づく行動計画策定指針の概要 

  次世 代法 第 7 条 第 1 項 の規 定に 基づ く「 地方 公共 団 体及 び事 業主 が策 定 する 行動
計画 の指 針」（平 成 26 年 11 月告 示（ 令 和 元年 11 月、 令和 ３ 年 ２月 、令 和４ 年 ３月
及び 令和 ６ 年 10 月 改 正告 示））  

 
  指針 にお い ては 、①次 世代 育成 支 援対 策の 実施 に関 す る基 本的 な事 項、② 次世 代 育

成 支 援 対 策 の 内 容 に 関 す る 事 項 、 ③ そ の 他 次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 実 施 に 関 す る 重 要
事項 が定 めら れ てい ます 。  
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こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱の概要 

  子ど もの 貧 困対 策法 第８ 条 第 1 項に 基づ き、平 成 26 年 8 月閣 議決 定（ 令和 元 年 11
月新 たな 大綱 を 閣議 決定 ）  

  こど も基 本 法第 ９条 第１ 項に 基 づき 、令 和５ 年 12 月こ ど も大 綱を 閣議 決 定（ こど
も基 本法 第９ 条 第３ 項に は、こど も 大綱 に 含め なけ れば な らな い事 項と して 、子ど も
の貧 困対 策の 推 進に 関す る法 律第 ８ 条第 ２項 各号 に掲 げ る事 項と 記載 ）  

 
  こど も大 綱 は 、これ まで 別々 に 作成・推進 され てき た 、少 子化 社会 対策 基 本法 、子

ど も ・ 若 者 育 成 支 援 推 進 法 及 び 子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く ３ つ
の こ ど も に 関 す る 大 綱 を 一 つ に 束 ね 、 こ ど も 施 策 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 や 重 要 事 項
等を 一元 的に 定 める もの とさ れて い ます 。  

 
  令和 ６年 子 ども の貧 困対 策法 が 改正 され、「 子ど もの 貧 困 対策 の推 進に 関 する 法律」

の 名 称 が 「 こ ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 に 改 め ら れ ま し
た。改 正法 にお いて は、こ ども 貧困 大綱 を定 める 際に は 、貧 困の 状況 にあ る こど も及
びそ の家 族等 関 係者 の意 見反 映に 必 要な 措置 を講 ずる 規 定が 新設 され まし た 。  
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２ 計画の「理念」・「目標」・「視点」 
  本計 画は 、子ど も・子 育て 支援 法に 基づ く都 道府 県 子ど も・子 育て 支援 事業 支援 計

画と 、次 世代 法 に基 づ く都 道府 県行 動 計画 、こど もの 貧困 解 消法 に基 づく 都道 府 県こ
ども の貧 困の 解 消に 向け た対 策に つ いて の計 画と を併 せ て策 定す る計 画で す 。  

  第１ 期計 画 及び 第２ 期計 画で は、「 ３ つの 理念 」、「 ５つ の 目標」、「５ つ の視 点 」を
設定 し、 子供 ・ 子育 て支 援の 取組 を 進め てき まし た。  

  本計 画は 、第１ 期計 画及 び第 ２ 期計 画に おけ る理 念・目 標・施 策推 進の 視点 を引 き
継い だ上 で、新た に 目標 を１ つ追 加 し、「 ６つ の目 標」とす る など の改 善を 行 い、子
供・ 子育 て支 援 の多 様な 取組 を一 層 推進 して いき ます 。  

 
 
 

 
 
 
 

（１）３つの「理念」 

  本計 画で は 、以 下の 「3 つの 理 念」 を掲 げて いま す 。  
   ・「子 供自 身」 に焦 点を 当て た 理念           （ 理念 Ⅰ）  
   ・「子 育て への 支援 」に 焦点 を 当て た理 念       （ 理念 Ⅱ）  
   ・「社 会全 体で 支え る」 こと の 重要 性に 焦点 を当 て た理 念（ 理念 Ⅲ）  
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理念 Ⅰ 子供 一 人ひ とり が個 性や 創 造力 を伸 ばし 、  
社会 の一 員と し て自 立す る環 境を 整 備・ 充実 する 。  

  子供 は 、大 いな る 可能 性を 秘め た かけ がえ のな い存 在 で、あ らゆ る場 面に お い
て権 利の 主体 と して 尊重 され る必 要 があ りま す。  

  そし て、成 長段 階に 応じ た教 育・保 育、豊か な遊 び や自 然体 験、多種 多 様な 経
験 や 人 と の 関 わ り を 積 み 重 ね る こ と を 通 じ 、 多 く の 知 識 や 技 能 を 身 に 付 け る と
とも に、 人間 性 や社 会性 を育 み、 自 立し た大 人へ と成 長 して いき ます 。  

  また 、自ら の意 見 が十 分に 聴か れ 、そ れ によ り社 会に 何 らか の影 響や 変化 を も
たら す経 験は 、自己 肯 定感 や自 己有 用 感、社 会の 一員 とし て の主 体性 を高 める こ
とに つな がり ま す。年齢 及び 発達 の 程度 に応 じて 、子 供の 意 見が 尊重 され 、子 供
の 最 善 の 利 益 が 実 現 さ れ る よ う 、 子 供 の 社 会 参 画 と 意 見 反 映 を 進 め て い く こ と
が求 めら れて い ます 。  

  子供 一人 ひ とり が、適 切 な養 育・教育・医療 や 多様 な体 験 機会 その 他の 権 利利
益を 害さ れ社 会 から 孤立 する こと な く、個 性や 創造 力を 十 分に 伸ば し、夢 や希 望
を持 つこ とが で きる とと もに 、社 会の 一 員と して 自立 で きる よう、家 庭・学 校・
地域 で必 要な 環 境の 整備 や連 携を 進 めて いく こと が必 要 です 。  

 
理念 Ⅱ 安心 し て子 供を 産み 育て 、 子育 ての 喜び を実 感 でき る社 会を 実現 す る。  
  子供 にと っ て家 庭は 、安 ら ぎの 場で あ り、人間 形 成の 行わ れ る最 初の 場で も あ

りま す。か けが えの な い家 庭の 役割 が 十分 に果 たさ れる よ う、環 境を 整備 して い
くこ とは 、社 会 とし て取 り組 むべ き 課題 です 。  

  子供・子 育 て支 援施 策の 充実 、ライ フ・ワー ク・バ ラン ス の推 進や 多様 で 柔軟
な 働 き 方 の 実 現 な ど に よ り 、 希 望 す る 全 て の 人 た ち が 、 安 心 し て 子 供 を 産 み 育
て 、 子 育 て の 喜 び を 実 感 で き る 社 会 の 実 現 に 向 け て 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り
ます 。  

 
理念 Ⅲ 社会 全 体で 子供 と子 育て 家 庭を 支援 する 。  
  子ど も・子 育て 支 援法 や次 世代 法 の基 本理 念に も規 定 され るよ うに 、子育 ての

第 一 義 的 な 責 任 は 父 母 等 の 保 護 者 に あ り ま す 。 同 時 に 、 次 代 を 担 う 人 材 の 育 成
は、社会 全 体の 責務 で あり 、様 々 な環 境の 下 で育 つ子 供た ち が等 しく 育ま れる よ
うに して いか な けれ ばな りま せん 。  

  次 代 を 担 う 子 供 を 育 成 す る こ と の 意 義 を 社 会 全 体 で 共 有 し 、 子 供 と 子 育 て を
応援 する 機運 を 醸成 する とと もに 、都 民・企業、Ｎ ＰＯ 団体 な ど様 々な 地域 の 団
体や 行政（ 国・都・区 市町 村 ）が 、それ ぞ れの 役割 を踏 ま えて 、ライ フス テー ジ
を通 じて 、子 供 の育 ちと 子育 て家 庭 を支 援し てい くこ と が必 要で す。  
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（２）６つの「目標」 

  本計 画の 「 3 つ の理 念」 を実 現 する ため 、６ つの 目 標を 設定 して いま す 。  
 

目標 １ 地域 に おけ る妊 娠・ 出産 ・ 子育 ての 切れ 目な い 支援 の仕 組み づく り  
○ 安心 して 子 供を 産み 育て るた め には 、妊娠 期間 中や 出 産後 に、必要 な 医療 や子

供・ 子育 て支 援 サー ビス を適 切に 利 用で きる 体制 を整 備 する こと が必 要で す 。  
○  ま た 、 子 育 て 家 庭 の 孤 立 化 を 防 ぐ と と も に 子 育 て 家 庭 が 抱 え る 課 題 を 早 期 に

把握 する ため に は、継続 的な 状況 把 握や 支援 を行 い、必要 に 応じ て利 用勧 奨・措
置に よる 提供 を 行う とと もに 、支援 に関 す る情 報を 十分 に 提供 し、活用 や 参加 を
呼び かけ るこ と も重 要で す。  

○ 子供 や家 庭 がニ ーズ に合 った サ ービ スを 利用 でき る よう 、地 域に おけ る 子供・
子育 て支 援の 実 施主 体で ある 区市 町 村を 支援 し、妊娠・出 産・子育 てを 切れ 目 な
く支 援す る体 制 を整 備し てい きま す 。  

○ また 、全 て の子 供た ちの 育ち を 切れ 目な く支 援し て いき ます 。  
 

目標 ２ 乳幼 児 期に おけ る教 育・ 保 育の 充実  
○ 乳幼 児期 は、心 情、意 欲、態度 、基 本 的な 生活 習慣 な ど、生涯 にわ たる 人 格形

成の 基礎 が培 わ れる 極め て重 要な 時 期で す。子供 が 自己 を十 分 に発 揮し 、乳幼 児
期に ふさ わし い 経験 が積 み重 ねら れ るよ う、発達 過 程に 応じ た 教育・保 育 が必 要
です 。  

○ 認定 こど も 園、幼稚 園や 保育 所 等は 、少子 化 など を背 景 に、子 供 同士 が集 団 の
中で 育ち 合う 場 とし て重 要性 が増 す と同 時に 、地 域 の子 供・子 育て 支援 の中 核 的
な役 割を 担う こ とも 期待 され てい ま す。  

○ 乳幼 児期 の 重要 性や 特性 を踏 ま えた 質の 高い 教育・保育 が 確保 され 、地域 の子
育て 家庭 の期 待 に応 えら れる よう 必 要な 支援 を行 って い きま す。  

 
目標 ３ 子供 の 成長 段階 に応 じた 支 援の 充実  
○ 「未 来の 東 京」に 生き る子 供た ち が、自ら の個 性や 能 力を 伸ば し、様々 な 困難

を乗 り越 え 、人 生を 切 り拓 いて いく こ とが でき るよ うに な るこ とを 目指 し 、誰 一
人取 り残 さず 、すべ て の子 供が 将来 へ の希 望を 持っ て自 ら 伸び 、育つ 教育 の実 現
を図 って いく 必 要が あり ます 。  

○  主 体 的 に 社 会 の 形 成 に 参 画 す る 態 度 を 育 む こ と が で き る よ う 、 一 人 一 人 の 社
会的 ・職 業的 自 立に 向け た資 質・ 能 力の 育成 、キ ャリ ア 教育 の充 実が 重要 で す。 

○ また 、共 働き 家 庭の 増加 や、都市 化 によ って 、放 課後 等 に地 域に おい て 子供 が
安全 に過 ごす こ との でき る場 の確 保 も求 めら れて いま す 。  
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○  子 供 の 成 長 段 階 に 応 じ た 質 の 高 い 教 育 が 提 供 さ れ る よ う 、 子 供 を 取 り 巻 く 問
題に 学校 ・家 庭 ・地 域・ 区市 町村 ・ 関係 機関 等が 連携 し て取 り組 んで いき ま す。
また 、次 代 を担 う若 者 の就 業促 進や 自 立支 援、子供 の 居場 所づ く りを 進め てい き
ます 。  

 
目標 ４ 子供 の 貧困 の解 消に 向け た 対策 の推 進  
○ 子供 の貧 困 は、経済 的な 面だ け では なく、心 身の 健康 や 衣食 住、進学 機会 や 学

習意 欲、前向 きに 生 きる 気持 ちを 含 め、子供 の権 利利 益 を侵 害す ると とも に、社
会的 孤立 にも つ なが る深 刻な 課題 で あり 、子供 の貧 困を 解 消し 、貧困 によ る困 難
を、 子供 たち が 強い られ るこ とが な いよ うな 社会 をつ く る必 要が あり ます 。  

○ 子供 の貧 困 の解 消に 向け た対 策 は、子 供の 現在 の貧 困 を解 消す ると とも に 、子
供の 将来 の貧 困 を防 ぐこ とを 第一 と して 、推 進さ れな け れば なり ませ ん。  

○  ま た 、 貧 困 の 状 況 に あ る 者 の 妊 娠 か ら 出 産 ま で 及 び そ の 子 供 が 大 人 に な る ま
で の 過 程 の 各 段 階 に お け る 支 援 が 切 れ 目 な く 行 わ れ る よ う 、 推 進 さ れ な け れ ば
なり ませ ん。  

○  貧 困 の 状 況 に あ る 子 供 及 び そ の 家 族 に 対 し 、 そ の 状 況 に 応 じ て 支 援 を 包 括 的
かつ 早期 に講 ず るこ とが 求め られ て いま す。  

○ 貧困 を解 消 し、貧 困の 連鎖 を断 ち 切る ため 、地 域 や社 会全 体 で課 題を 解決 す る
とい う認 識の 下、教 育の 支援 、生 活の 安 定に 資す るた め の支 援、保 護 者の 就労 の
支援 、経 済的 支 援等 を進 めて いき ま す。  

 
目標 ５ 特に 支 援を 必要 とす る子 供 や家 庭へ の支 援の 充 実  
○  子 供 の 権 利 擁 護 の 観 点 か ら 、 体 罰 等 に よ ら な い 子 育 て の 推 進 や 子 供 の 意 見 表

明権 を保 障す る 取組 が必 要で す。  
○ 支援 が必 要 なヤ ング ケア ラー に 対し て、関係 機 関・団体 等 が緊 密に 連携 し て早

期に 発見 し、 適 切な 支援 につ なげ る 取組 が求 めら れて い ます 。  
○ また 、虐待 など 、様々 な理 由に よ り親 と暮 らす こと の でき ない 子供 が増 え てお

り、関 係 機関 が一 層 の連 携強 化を 図 り、地域 社会 が一 体 とな って、虐 待の 未然 防
止・ 早期 発見 や 自立 支援 など の取 組 を進 める 必要 があ り ます 。  

○ さら に、発達 障 害を 含む 障害 の ある 子供、医 療的 ケア 児、外国 につ なが る 子供
のニ ーズ に応 じ た適 切な 支援 が求 め られ てい ます 。  

○  児 童 相 談 所 が 関 わ る 子 供 に つ い て 、 児 童 福 祉 審 議 会 等 を 活 用 し た 権 利 擁 護 の
環境 整備 を行 う こと や、 意見 表明 等 を支 援す る体 制の 整 備が 必要 です 。  
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○  社 会 的 養 護 を 必 要 と す る 全 て の 子 供 が 適 切 に 保 護 さ れ 、 養 育 者 と の 愛 着 関 係
を形 成し 、心身 とも に 健や かに 養育 さ れる よう 、家 庭 にお ける 養 育環 境と 同様 の
養 育 環 境 や で き る 限 り 良 好 な 家 庭 的 環 境 に お い て 養 育 さ れ る こ と が 求 め ら れ て
いま す。また 、社 会的 養護 の下 で育 つ 子供 の権 利保 障や 支 援の 質の 向上 、施 設退
所後 等の 自立 支 援の 取組 を進 める 必 要が あり ます 。  

○  様 々 な 環 境 の 下 で 育 つ 子 供 一 人 ひ と り が 夢 や 希 望 を 持 つ こ と が で き る よ う 、
子 供 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 子 供 や 保 護 者 の 置 か れ た 状 況 や 心 身 の
状 態 を 的 確 に 把 握 し た 上 で 、 特 に 支 援 を 要 す る 子 供 や 家 庭 に 対 す る 支 援 を 総 合
的に 進め てい き ます 。  

 
目標 ６ 次代 を 担う 子供 たち を健 や かに 育む 基盤 の整 備  
＜家 庭生 活と 仕 事と の両 立の 実現 ＞  
○  多 様 で 柔 軟 な 働 き 方 を 支 援 し 、 男 女 共 に 子 育 て 等 の 家 庭 生 活 に 十 分 な ゆ と り

を持 てる 社会 の 実現 が求 めら れて い ます 。  
○  ラ イ フ ・ ワ ー ク ・ バ ラ ン ス の 推 進 に 取 り 組 む 企 業 等 へ の 支 援 を 進 め る と と も

に、性別 に かか わら ず 、育 児休 業 や看 護休 暇 など を取 得し や すい 職場 環境 づく り
や、働 き方 の見 直し に 向け た普 及啓 発 及び 気運 醸成 を 、事 業者 団 体、Ｎ ＰＯ 団体 、
企業 等と 共に 進 めて いき ます 。  

○ また 、家 庭 と両 立し なが ら再 び 仕事 に就 きた いと 考 えて いる 方を 主な 対 象に 、
き め 細 か い 就 職 支 援 や 職 業 訓 練 に よ る 能 力 開 発 を 行 い 、 再 就 職 を 支 援 し て い き
ます 。  

＜安 心・ 安全 を 確保 しな がら 、社 会 全体 で子 育て しや す い環 境を 整備 ＞  
○  子 育 て 家 庭 が 安 心 し て 暮 ら せ る 住 環 境 の 確 保 や 、 交 通 事 故 や 不 慮 の 事 故 か ら

子供 を守 るた め の情 報提 供や 普及 啓 発が 求め られ てい ま す。  
○ また 、子供 が犯 罪 の被 害者 にな る 事件 が後 を絶 たな い 一方 、子供 や若 者に よ る

犯罪 も発 生し て おり 、こ れら を防 ぐ ため の取 組も 重要 と なっ てい ます 。  
○  親 子 が 一 緒 に 安 心 し て 外 出 で き る 環 境 の 整 備 や 、 安 心 し て 生 活 で き る 良 質 な

居住 環境 の整 備 を進 めて いき ます 。ま た、交通 事故 や、家庭 内 での 不慮 の事 故 を
防ぐ ため 、子 供 の事 故予 防に 必要 な 情報 の提 供等 を行 っ てい きま す。  

○ 子供 の健 や かな 育ち のた めに 、学校 や 地域 の関 係諸 機 関と の連 携を 強化 し 、子
供を 犯罪 や有 害 な環 境か ら守 る仕 組 みづ くり に取 り組 ん でい きま す。  

○ 様々 な分 野 の関 係機 関・団体 の連 携 を通 じて 、社 会全 体 で子 供・子育 てを 応 援
する 機運 を醸 成 しま す。  
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（３）施策推進の５つの「視点」 

  本計 画の 推 進に 当た って 、特に 留 意 すべ き視 点と し て 、以下 の「５ つの 視 点 」を掲
げて いま す。  

 
視点 ① 子供 の 立場 から の視 点  
○ 子育 て支 援 に当 たっ ては 、子供 の年 齢 及び 発達 の程 度 に応 じて 、そ の 意見 が尊

重さ れ、子 供の 最善 の 利益 が最 優先 さ れな けれ ばな りま せ ん。子 供が 安心 して 意
見 を 述 べ る こ と が で き る 場 や 機 会 を 作 る と と も に 、 意 見 を 持 つ た め の 様 々 な 支
援を 行い 、社 会 づく りに 参画 でき る 機会 を保 障す るこ と が重 要で す。  

○  幼 い 頃 か ら 積 み 重 ね ら れ た 主 体 的 な 自 己 決 定 や 意 見 表 明 の 経 験 は 、 青 年 期 か
ら 成 人 期 に 至 る 若 者 の 意 見 表 明 や 主 体 的 な 社 会 参 画 に つ な が る と い う 視 点 を 持
つこ とが 重要 で す。  

○  貧 困 と 格 差 は 子 供 や そ の 家 族 の 生 活 や 人 生 に お け る 選 択 可 能 性 を 制 約 し 、 ひ
いて は社 会の 安 定と 持続 性の 低下 に つな がり ます 。この ため 、貧困 と格 差の 解 消
を図 るこ とは 、良好 な 成育 環境 を確 保 し、全 ての 子供 が心 身 とも に健 やか に成 長
でき るよ うに す るた めの 前提 であ り 、全 ての 子供 施策 の 基盤 とな りま す。  

○ 子供 の成 長 にと って 、誕生 前か ら幼 児 期ま では 特に 重 要な 時期 であ り 、「愛 着」
の形 成及 び豊 か な「 遊び と体 験」の機 会 が保 障さ れる よ う、家庭、幼 児教 育・保
育施 設、関係 機関 、地 域等 が連 携し 、切 れ 目な く子 供の 育 ちを 支え るこ とが 重 要
です 。  

 
視点 ② 子供 の 育つ 場と して の家 庭 を包 括的 に支 える 視 点  
○ 児童 虐待 や 非行 など 、子 供 をめ ぐる 問 題の 背景 には 、子供 の 育っ た家 庭が 様 々

な問 題を 抱え て いる 場合 も多 く、 子 供だ けで なく 家庭 に 対す る支 援も 必要 で す。 
○ 子供 や親 へ の個 別の 対応 だけ で はな く、家 庭 が抱 えて い る問 題を 、包 括的・一

体的 に捉 え 、福 祉・保健・医療・教育・警 察等 の各 機関 が 協力 し 、切 れ目 ない 支
援を 総合 的に 展 開し てい きま す。  

 
視点 ③ 「全 て の子 育て 家庭 」へ の 支援 の視 点  
○ 家庭 の状 況 にか かわ らず 、子育 ての 負 担や 不安 、孤立 感を 抱 えて いる 状況 が あ

りま す。幼稚 園や 保 育所 等を 利用 す る子 供の 家庭 等だ け でな く、「 全て の 子育 て
家庭 」を 対象 と した 支援 の重 要性 が 増し てい ます 。  

○  全 て の 子 供 の 健 や か な 育 ち を 担 保 す る た め 、 現 行 の 制 度 や 事 業 内 容 に と ら わ
れず 、柔 軟 な発 想で 多 様な 子供・子育 て支 援 のニ ーズ に対 応 して いく 必要 があ り
ます 。  
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○ また 、デジ タル 分 野に おい ても 、組織 や 行政 の垣 根を 越 えて 便利 で快 適な 子 育
て支 援サ ービ ス を実 現す るこ とが 重 要で す。  

○ 全て の子 育 て家 庭が 地域 にお い て安 心し て子 育て が でき るよ う、子 供・子育 て
支 援 を 一 層 充 実 さ せ る と と も に 、 必 要 な 家 庭 が サ ー ビ ス を 適 切 に 利 用 で き る よ
うに 積極 的に 情 報提 供し てい きま す 。  

○ 親の ニー ズ や働 き方 も多 様化 し てお り、子供 と 子育 て家 庭 が、適切 か つ質 の高
い子 供・ 子育 て 支援 を利 用で きる 体 制を 整備 する こと が 重要 です 。  

○ 行政 だけ で なく 、都 民、 企業 、NPO 団体 など 様々 な 地域 の団 体や 都民 が 、そ
れぞ れの 役割 の もと に、子供 と 子育 て家 庭 に寄 り添 い 、様 々な ニ ーズ に対 応し て
いき ます 。  

 
視点 ④ 大都 市 東京 のニ ーズ と特 性 を踏 まえ た視 点  
○ 東京 では 、多様 な就 業・勤務 形 態等 を背 景に 、子 供・子 育 て支 援に 関す る ニー

ズが 多様 化し て いま す。  
○ 一方 、東 京に は、サー ビス 産業 を 中心 とす る多 くの 企 業や 、特色 の ある 活動 を

活発 に展 開し て いる NPO 団 体等 の 民間 団 体が 集ま って い るこ とに 加え 、情報 や
人材 の集 積、 利 便性 の高 さな ど、 大 都市 特有 の利 点が あ りま す。  

○  子 供 ・ 子 育 て 支 援 の ニ ー ズ を 的 確 に 把 握 す る と と も に 、 多 く の 民 間 サ ー ビ ス
や、ＮＰ Ｏ 団体 をは じ めと する 東京 の 豊富 な社 会資 源を 組 み合 わせ 、そ れ らを 最
大限 に生 かし て 子供 ・子 育て 支援 に 取り 組ん でい きま す 。  

 
視点 ⑤ 広域 的 な自 治体 の役 割か ら の視 点  
○ 子供 ・子 育 て支 援の 実施 主体 は 区市 町村 です が、 都 は広 域的 な自 治体 と して 、

都内 の全 ての 区 市町 村に おい て 、地 域ニ ー ズに 応じ た子 供・子 育 て支 援が 適切 に
提 供 さ れ る よ う 、 財 政 面 や 技 術 面 か ら の 支 援 を 行 う 役 割 を 担 っ て い く 必 要 が あ
りま す。また 、区 市町 村の 区域 を越 え る広 域的・専 門的 な課 題 にも 対応 して い く
必要 があ りま す 。  

○  子 供 ・ 子 育 て 支 援 を 担 う 人 材 の 確 保 と 育 成 は 、 一 義 的 に は 事 業 者 の 責 任 で す
が、都と し て必 要な 支 援の 質と 量を 確 保す るた め、事 業者 の取 組 を支 援し てい き
ます 。  

○  区 市 町 村 に よ る 子 供 ・ 子 育 て 支 援 が 体 系 的 か つ 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 支 援 す
る と と も に 、 特 に 支 援 を 必 要 と す る 子 供 や 家 庭 へ の 支 援 の 充 実 に 取 り 組 ん で い
きま す。  
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１ 取組の背景と意義 
（背 景）  
〇 東京 都で は 、第 2 期 子供 ・子 育 て支 援総 合計 画か ら 、小 学生 から 高校 生 に出 前授

業や 子供 の居 場 所に おけ るヒ アリ ン グを 通し て、 東京 都 の課 題や もっ と充 実 して ほ
しい こと につ い て意 見を 聞く 取組 を 行っ てき まし た。  

〇 令和 ３年 ４ 月１ 日に 施行 され た 東京 都こ ども 基本 条 例で は、 第５ 条で 「 都は 、社
会全 体で こど も を育 み、 こど もに や さし い東 京を 実現 す るた め、 こど もの 目 線に 立
った 施策 を率 先 して 推進 する もの と する 」こ と、 また 、 その ため に第 10 条 で「 こ
ども を権 利の 主 体と して 尊重 し、 こ ども が社 会の 一員 と して 意見 を表 明す る こと が
でき 、か つ、 そ の意 見が 施策 に適 切 に反 映さ れる よう 、 環境 の整 備を 図る 」 こと が
定め られ まし た 。  

〇 国の 方針 で も、 令和 ５年 ４月 に 施行 され たこ ども 基 本法 （令 和４ 年法 律 第７ ７
号） の第 ３条 で 、全 ての こど も・ 若 者に つい て、 その 年 齢及 び発 達の 程度 に 応じ た
意見 表明 機会 や 社会 的活 動に 参画 す る機 会を 確保 する こ とと され てい ます 。  

〇 第 11 条 で は、 こ ども 施策 を策 定 、実 施、 評価 する と き、 こど も・ 若者 、 子育 て
当事 者等 の意 見 を反 映す るた めに 必 要な 措置 を講 ずる こ とを 国や 地方 公共 団 体（ 以
下、「 地 方自 治体 」と いう。） に義 務付 けて いま す。  

〇 こど も基 本 法に のっ とり 、国 や 地方 自治 体に おい て 、そ れぞ れの 政策 の 目的 等を
踏ま え、 こど も ・若 者の 最善 の利 益 を第 一に 考え なが ら 、こ ども ・若 者の 意 見を 聴
き、 反映 させ る こと が求 めら れて い ます 。  

〇 令和 ５ 年 12 月 に 決定 され た「 こ ども 大綱 」に も、 こ ども ・若 者が 権利 の 主体 で
ある こと を明 示 し、 こど も施 策の 基 本的 な方 針の １つ と して、「こ ども や若 者 、子
育て 当事 者の 視 点を 尊重 し、 その 意 見を 聴き 、対 話し な がら 、と もに 進め て いく 」
こと とさ れて い ます 。  

〇 この よう に 、計 画づ くり にお い ては 、こ れま で以 上 に子 供の 視点 で、 そ の最 善の
利益 を第 一に 考 える こと が重 要で す 。  

 
（意 義）  
〇 子供 に影 響 を与 える 施策 につ い て、 子供 自身 の意 見 を聴 いて 反映 する こ とは 、い

くつ かの 意義 が あり ます 。  
〇 まず 、子 供 の状 況や ニー ズを 的 確に 踏ま えた 施策 を 作る こと がで きる よ うに な

り、 その 結果 施 策が より 効果 の高 い もの にな るこ とで す 。  
〇 さら に、 子 供本 人に とっ ても 、 自ら の意 見が しっ か り聴 かれ 、自 分が 社 会に 影響

を与 え、 変化 を もた らす 経験 によ っ て、 自分 に自 信が つ いた り、 社会 の一 員 とし て
の主 体性 を高 め るこ とに なり ます 。  

〇 この よう な 背景 や意 義を 踏ま え て、 東京 都は 社会 の 主役 であ る子 供か ら も意 見を
聴き 、東 京都 の 政策 に反 映さ せる よ うに 取り 組ん でい き ます 。  
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＜子 供の 実態 、 声や 思い を子 供政 策 に反 映す る取 組＞  
・ 子供 の居 場 所に おけ るヒ アリ ン グ  

    様々 な 環境 下に ある 子供 か ら、 一人 ひと りの 実 情に 寄り 添っ て意 見 を聴 くた
め、 子供 が日 常 を過 ごす 多様 な居 場 所で のヒ アリ ング を 実施  

・ SNS を活 用 した アン ケー ト  
    中高 生 等延 べ 15,000 人に SNS を活 用し てア ン ケー トを 実施  

・ 出前 授業  
    都職 員 が小 ・中 ・高 校等 に 出向 き、 子供 政策 に 関す る出 前授 業を 実 施  

・ こど も都 庁 モニ ター  
    年代 別 に公 募し た 1,200 人 の モ ニタ ーに 、各 局 の施 策に 関す る Web ア ン ケ

ート を実 施  
・ 中高 生 政策 決定 参画 プロ ジェ ク ト  

    中高 生 が対 象と なる 都の 政 策に つい て、 当事 者 であ る中 高生 自ら が 議論 し、
知事 に対 して 提 案を 行い 、そ の提 案 内容 を都 の政 策に 反 映  

・ こど もワ ー クシ ョッ プ  
    都庁 全 体で 子供 の意 見を 聴 き、 政策 に反 映さ せ る取 組を 推進 する た め、 各局

の施 策を テー マ に、 子供 の生 の声 や ニー ズを 把握 する ワ ーク ショ ップ を開 催  
・ 子供 に関 す る定 点調 査「 とう き ょう こど も アン ケー ト」  

    従来 の 行政 分野 の枠 組み に 捉わ れる こと なく 、 子供 に関 する 実態 や 意識 の変
化を 定点 で把 握 する ため 、幅 広い 年 代の 子供 とそ の保 護 者 10,500 世 帯を 対象 に
アン ケー ト調 査 を実 施  

 
（東 京都 子供 ・ 子育 て支 援総 合計 画 （第 ３期 ）の 策定 に 当た って 実施 した 取 組）  
〇 子供 の意 見 を東 京都 第３ 期子 供 ・子 育て 支援 総合 計 画に 反映 させ るこ と を目 的と

して 、子 供た ち が思 って いる こと や 考え てい るこ と、 感 じて いる こと を素 直 に言 葉
にで き、 発信 で きる 環境 であ る子 供 が普 段過 ごし てい る 居場 所等 にお いて ヒ アリ ン
グを 実施 しま し た。  

〇 居場 所で は 、計 画に 反映 する た めの 意見 をも らう こ とを 説明 し、 最近 の 関心 ごと
や、 学校 や家 庭 で生 活し なが ら考 え てい るこ とや 感じ て いる こと 、東 京都 に 対す る
要望 を聴 き取 り まし た。  

〇 また 、様 々 なテ ーマ につ いて 意 見を 募集 して きた こ ども 都庁 モニ ター で も、 計画
の中 で充 実し て ほし いと 思う こと に つい て調 査し まし た 。    
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２ こども都庁モニターアンケート結果 
〇 年代 別に 公 募し た 1,200 人 のこ ど も 都庁 モニ ター の 皆様 に、 令和 ６年 ８ 月に 実施

した アン ケー ト の中 で「 東京 都子 供 ・子 育て 支援 総合 計 画」 に対 して 、様 々 な意 見
を聞 きま した 。  

〇 計画 のう ち、「も っと 充実 して ほ しい と思 う目 標」、「 もっ と充 実し てほ し いと 思
う『 特に 困っ て いる 子供 や家 庭を 助 ける 仕組 み』」に つい て聞 いた 結果 をま と めま
した 。  
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（調 査結 果の 要 約）  
○ 「子 供の 成 長に 合わ せて 、い ろ いろ なこ とを 助け る 仕組 み」（ 52.9%） が最 も 高

く、 以下 、「 子供 の心 と体 が健 康に 育 つ仕 組み」（47.1%）、「 地 域で 、妊 娠・ 出 産・
子育 てま でを 途 切れ ず助 ける 仕組 み」（33.2%） など と続 いて い ます 。  

子供の成長に合わせて、いろいろなことを助け
る仕組み
（例：一人ひとりの状況に合わせ、勉強や体験
ができる機会をつくる、児童館や学童クラブな
ど、子供が安心して行くことができる地域の場所
をつくる　など）

子供の心と体が健康に育つ仕組み
（例：子供を犯罪や交通事故から守る、親が仕
事と子育ての両立をしやすくする、子供と子育て
をする大人を応援する機運の醸成　など）

地域で、妊娠・出産・子育てまでを途切れず助け
る仕組み
（例：妊娠や出産・子育ての悩みを相談できる、
夜間や休日も子供が病院で診てもらえる　など）

特に困っている子供や家庭を助ける仕組み
（例：お金に困っている家庭の子供など、それぞ
れの状況に合わせて手助けする、子供の虐待
を防ぐ、親と暮らすことができない子供を支える
など）

小学校に入る前の子供の教育や保育
（例：夜間や休日、子供が病気の時も預けられ
る保育園がある、小学校に入った後安心して勉
強できるように幼稚園や保育園でも学べるよう
にする　など）

当てはまるものはない

52.9 

47.1 

33.2 

31.7 

23.5 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2MA(n=1,139）

問１  次の 選択 肢は 、 現在 の「 東京 都子 供 ・子 育て 支援 総合 計 画」 の中 に
ある ５つ の目 標 です 。こ の中 で、 も っと 充実 して ほし い と思 うも の
を２ つま で選 ん でく ださ い。  

も っ と 充 実 し て ほ し い と 思 う 目 標  
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（結 果か らわ か るこ と）  
〇 「小 学校 に 入る 前の 子供 の教 育 や保 育」 は、 0-2 歳 保護 者と 3-5 歳 保護 者に もっ

と充 実し てほ し いと 思う 人が 多く な って いま す。  
〇 「特 に困 っ てい る子 供や 家庭 を 助け る仕 組み 」は 、 小学 生高 学年 と高 校 生の 関心

が高 くな って い ます 。ま た、 小学 生 低学 年や 中学 生の 関 心も 高く 、子 供た ち のも っ
と充 実し てほ し いと 思う 割合 が高 く なっ てい ます 。  

〇 「地 域で 、 妊娠 ・出 産・ 子育 て まで を途 切れ ず助 け る仕 組み 」は 、高 校 生の 関心
が特 に高 くな っ てい ます 。  

  

【 年 代 別 回 答 結 果 】  

子供の成長に合わせて、いろいろなことを助け
る仕組み
（例：一人ひとりの状況に合わせ、勉強や体験
ができる機会をつくる、児童館や学童クラブな
ど、子供が安心して行くことができる地域の場所
をつくる　など）

子供の心と体が健康に育つ仕組み
（例：子供を犯罪や交通事故から守る、親が仕
事と子育ての両立をしやすくする、子供と子育て
をする大人を応援する機運の醸成　など）

地域で、妊娠・出産・子育てまでを途切れず助け
る仕組み
（例：妊娠や出産・子育ての悩みを相談できる、
夜間や休日も子供が病院で診てもらえる　など）

特に困っている子供や家庭を助ける仕組み
（例：お金に困っている家庭の子供など、それぞ
れの状況に合わせて手助けする、子供の虐待
を防ぐ、親と暮らすことができない子供を支える
など）

小学校に入る前の子供の教育や保育
（例：夜間や休日、子供が病気の時も預けられ
る保育園がある、小学校に入った後安心して勉
強できるように幼稚園や保育園でも学べるよう
にする　など）

当てはまるものはない
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0.5 

56.5 

54.4 

26.4 

28.0 

18.7 
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19.1 
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0-2歳保護者(n=197） 3-5歳保護者(n=196） 小学校低学年(n=193）

小学校高学年(n=189） 中学生(n=186） 高校生(n=178）
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（調 査結 果の 要 約）  
○ 「お 金に 困 って いる 家庭 の子 供 など 、生 まれ 育っ た 環境 に関 わら ず、 全 ての 子供

が健 やか に成 長 でき るこ と」（44.1%） が 最も 高く 、以 下、「児 童虐 待が 起き な いよ
う防 いだ り、 起 きた 場合 に素 早く 子 供を ケア した り保 護 者を 支援 した りす る こと 」
（38.7%）、「 本来 大人 がす るこ とと 想 定さ れる 家事 や、 家 族の 世話 など を、 日 常的
に行 って いる 子 供（ ヤン グケ アラ ー ）を 助け るこ と」（34.8%）な どと 続い て いま
す。  

お金に困っている家庭の子供など、生まれ育っ
た環境に関わらず、全ての子供が健やかに成
長できること

児童虐待が起きないよう防いだり、起きた場合
に素早く子供をケアしたり保護者を支援したりす
ること

本来大人がすることと想定される家事や、家族
の世話などを、日常的に行っている子供（ヤン
グケアラー）を助けること

子供の権利について子供にも大人にも知っても
らい、いじめや虐待のことなど、子供も大人も相
談できる

親の病気や虐待など、いろいろな理由で親と暮
らせない子供たちを、それぞれの状況に応じて
助けること

障害のある子供やその保護者が、地域で安心
して暮らせるよう、子供の成長段階や障害の特
性に応じて助けること

病気のある子供やその保護者が、学校や社会
になじめるよう、自立を助けること

ひとり親の家庭が地域で自立した生活ができる
よう、仕事探しや、子供の勉強などを助けること

外国にルーツがあるなど、外国につながる子供
やその保護者が地域や学校で安心して過ごせ
ること

当てはまるものはない

44.1 

38.7 

34.8 

30.6 
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19.0 
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3MA(n=1,139）

問２  次の 選択 肢は 、 【問 １】 の「 特に 困 って いる 子供 や家 庭 を助 ける 仕
組み 」に つい て 、東 京都 で行 って い る取 組で す。 この 中 で、 もっ と

充実 して ほし い と思 うも のを 3 つま で選 んで くだ さい 。  

も っ と 充 実 し て ほ し い と 思 う 「 特 に 困 っ て い る 子 供
や 家 庭 を 助 け る 仕 組 み 」  
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（結 果か らわ か るこ と）  
〇 0-2 歳 保護 者と 3-5 歳 保 護者 は、「児 童 虐待 が起 きな い よう 防い だり 、起 き た場 合

に素 早く 子供 を ケア した り保 護者 を 支援 した りす るこ と 」に 関心 が高 くな っ てい ま
す。  

〇 「お 金に 困 って いる 家庭 の子 供 など 、生 まれ 育っ た 環境 に関 わら ず、 全 ての 子供
が健 やか に成 長 でき るこ と」 は、 小 学生 から 高校 生ま で すべ ての 子供 ・若 者 で最 も
関心 が高 い項 目 です 。  

【 年 代 別 回 答 結 果 】  

お金に困っている家庭の子供など、生まれ育っ
た環境に関わらず、全ての子供が健やかに成
長できること

児童虐待が起きないよう防いだり、起きた場合
に素早く子供をケアしたり保護者を支援したりす
ること

本来大人がすることと想定される家事や、家族
の世話などを、日常的に行っている子供（ヤン
グケアラー）を助けること

子供の権利について子供にも大人にも知っても
らい、いじめや虐待のことなど、子供も大人も相
談できる

親の病気や虐待など、いろいろな理由で親と暮
らせない子供たちを、それぞれの状況に応じて
助けること

障害のある子供やその保護者が、地域で安心
して暮らせるよう、子供の成長段階や障害の特
性に応じて助けること

病気のある子供やその保護者が、学校や社会
になじめるよう、自立を助けること

ひとり親の家庭が地域で自立した生活ができる
よう、仕事探しや、子供の勉強などを助けること

外国にルーツがあるなど、外国につながる子供
やその保護者が地域や学校で安心して過ごせ
ること

当てはまるものはない
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0-2歳保護者(n=197） 3-5歳保護者(n=196） 小学校低学年(n=193）

小学校高学年(n=189） 中学生(n=186） 高校生(n=178）
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〇 「親 の病 気 や虐 待な ど、 いろ い ろな 理由 で親 と暮 ら せな い子 供た ちを 、 それ ぞれ
の状 況に 応じ て 助け るこ と」 は、 小 学校 高学 年と 中学 生 の関 心が 高い 項目 で す。  

〇 「本 来大 人 がす るこ とと 想定 さ れる 家事 や、 家族 の 世話 など を、 日常 的 に行 って
いる 子供 （ヤ ン グケ アラ ー） を助 け るこ と」 は、 特に 中 学生 と高 校生 の関 心 が高 い
項目 です 。ま た、「ひ とり 親の 家庭 が 地域 で自 立し た生 活 がで きる よう 、仕 事 探し
や、 子供 の勉 強 など を助 ける こと 」 も中 学生 と高 校生 の 関心 が高 いこ とが わ かり ま
す。  
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３ 子供の居場所におけるヒアリングの実施結果 

（１）ヒアリングの実施概要 

〇 東京 都内 に 住む 子供（小 学生 、中 学生 及び 高校 生に 相 当す る年 齢の 子供 ）173 名 に
ヒア リン グ調 査 、52 名に アン ケー ト 調査 を実 施し まし た 。  

 
＜ ヒ ア リ ン グ を 実 施 し た 施 設 等 と 意 見 を 聴 取 し た 人 数 ＞  

施設 形態 等  実施 個所 数  対象 者  実施 人数  

児童 館  ４か 所  小学 生〜 中学 生  59 名  

放課 後児 童ク ラ ブ  ２か 所  小学 生〜 中学 生   28 名  

ユー スセ ンタ ー ・中 高生 向け 放課 後 施設  ３か 所  中学 生・ 高校 生  30 名  

フリ ース クー ル   ３− ４か 所  小学 生〜 高校 生  24 名  

子供 食堂  ２− ３か 所  小学 生〜 高校 生  8 名  

児童 養護 施設  ２か 所  小学 生〜 高校 生  15 名  

自立 援助 ホー ム  １か 所  高校 生以 上  5 名  

里子  １か 所  高校 生  ４名  

 
 
＜ヒ アリ ング テ ーマ ＞  
〇 子供 たち に は、 答え ても らい や すい よう に２ つの 質 問で 意見 をも らい ま した 。  
 

Q1: いま 、あ なた の 身の 回り で、 も っと こう なっ たら い いの にと 思っ てい る こと はあ
りま すか ？ 家 庭や 学校 、放 課後 等 、な んで もか まい ま せん 。  

Q2：東 京が どん な 街 であ れば 、自 分 が幸 せで いら れる と 思い ます か？  
（も しく は、 お 友達 で困 って る人 が いた りし たら 、ど ん なふ うに した ら、 そ の子 は幸 せ
にな ると 思い ま すか ？具 体的 なお 友 達の お名 前な どは ふ せて 教え てく ださ い。）  
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（２）いただいた意見のとりまとめ方法  

〇 ヒア リン グ でい ただ いた 意見 は 、似 て いる 意見 をま と めて 分類 しま した 。第３ 期 東
京都 子供・子 育 て支 援 総合 計画 の６ つ の目 標の うち 、そ れ ぞれ の 目標 の取 組み 方 針や
事業 との 紐づ け を行 いま した 。  

 
＜と りま とめ の 流れ ＞  
 
 
 
 
  

 

みなさ んから もら った 意見  

似てい る意見 をま とめ る 

意見を 分類  

計画に 書いて ある こと への
意見  

計画に 書いて いな いが 、 
計画と 関連す る意 見  

取組 み方 針や
事業 との  
紐づ け  

その他 の意見  
その 他の 意見
とし て紹 介  
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（３）いただいた意見と東京都の取組  

資料 の見 方  

み な さ ん か ら も ら っ た 生 の 声 の う ち 代 表 的 な も の を 、 実 際 の 発 言 等 に 基 づ い て 記 載
し、 それ ぞれ の 目標 の取 組み 方針 や 事業 と紐 づけ てい ま す。  

また 、こ ども 都庁 モ ニタ ーで いた だ いた 意見 には 、（年 代/都 庁モ ニタ ー）の表 記 を意
見の 後ろ に記 載 して いま す。  
 
（記 載例 ）  
 
＜み なさ んか ら の意 見（ おお よそ の 分類 ）＞  
• ・・ ・  
• ・・ ・（ 小学 生/都 庁 モニ ター ）  
 
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
○ ・・ ・・ ・ ・  
○ ・・ ・・ ・ ・  
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妊娠・出産から、小学校に入る前までに関すること 
（目標１・目標２関連） 
 
＜み なさ んか ら の意 見（ 妊娠 ・出 産 に関 する こと ）＞  
• 体調 不良 の人 や 妊婦 は荷 物を 運ぶ の が大 変。 妊婦 が安 全 に生 活す る移 動の サ ポー

トを して ほし い 。デ リバ リー が増 え たら いい 。  
• 出産 時、 産ま れ そう にな った らす ぐ に病 院に つれ てい っ てく れる など 、支 援 を手

厚く して ほし い 。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 安心 して 子育 て がで きる よう 、妊 娠 期の 健康 や子 育て 、 事故 防止 等に 関す る 情報

発信 を行 うと と もに 、子 供の 健康 や 小児 救急 の相 談に 対 応し ます 。  
◯ 多胎 児を 育て る 家庭 は、 同時 に複 数 の子 供の 育児 をす る こと によ って 、身 体 的・

精神 的負 担が よ り大 きく なる ため 、 母子 保健 事業 利用 時 の移 動や 家事 ・育 児 をサ
ポー トす る区 市 町村 を支 援し ます 。  

◯ 妊娠 期か ら就 学 前に かけ て、 子供 と 家庭 に寄 り添 い、 あ らゆ る支 援を コー デ ィネ
ート する 人材 を 育成 し、 安心 して 子 育て がで きる 環境 を 整備 する 区市 町村 を 支援
しま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 子育 て支 援 に関 する こと ）＞  
• 子育 て支 援を 拡 充し てほ しい 。  
• 地域 のコ ミニ ュ ニテ ィの 強化 。子 供 をい つで も預 けら れ る場 所、 相談 の窓 口 を沢

山作 る。（小 学生/都 庁モ ニタ ー）  
• 場所 作り 、人 を つな ぐコ ーデ ィネ ー ター を配 置す る。（保 護者 /都庁 モニ ター ）  
• 東京 に住 む家 族 は実 家が 近く にな い こと も多 い。  そ のた め、 就学 前の 子ど も を

預か れる よう な ベビ ーシ ッタ ーへ の 補助 金制 度を 全自 治 体で おこ なっ てほ し
い。 （ 保護 者/都 庁 モニ ター ）  

• 両親 が共 働き で 日中 は子 供の お世 話 がで きな い家 庭が 増 えて いま す。 保育 園 、学
童保 育以 外に も 、子 供の 居場 所・ 子 供を 見守 って くれ る 方を どん どん 増や し てい
ただ きた いで す。（保 護者/都庁 モニ ター ）  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 家事 援助 等の 訪 問支 援や ショ ート ス テイ 事業 など の様 々 な子 育て 支援 策に つ い
て、 子育 て家 庭 のニ ーズ を踏 まえ て 適切 にサ ービ ス提 供 でき るよ う、 区市 町 村の
体制 整備 を促 進 しま す。  

◯ 地域 住民 の複 雑 化・ 複合 化し た支 援 ニー ズに 対応 する 包 括的 な支 援体 制を 整 備す
るた め、 対象 者 の属 性を 問わ ない 相 談支 援、 多様 な参 加 支援 、地 域づ くり に 向け
た支 援を 一体 的 に取 り組 む区 市町 村 を支 援す るほ か、 子 育て 家庭 が地 域社 会 とつ
なが る多 様な 居 場所 を創 出す る取 組 を促 進し ます 。  
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◯ 日常 的な 不安 や 悩み をチ ャッ トで 気 軽に 相談 でき る「 子 供・ 子育 てメ ンタ ー“ギュ
ッと チャ ット”」 を推 進す るこ とで 、 子供 や子 育て 家庭 の 孤独 ・孤 立に よる 不 安や
悩み の深 刻化 を 予防 しま す。  

◯ 待機 児童 の保 護 者や 、一 時的 に保 育 を必 要と する 保護 者 がベ ビー シッ ター を 利用
する 場合 の利 用 料の 一部 を支 援し ま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 保育 サー ビ スの 質 や子 供の 育ち に 関す る支 援に 関す る こと ）＞ 
• 保育 園の 質の 向 上（ 選ば なけ れば 保 育園 に入 れる よう に なっ てき まし たが 、 まだ

環境 や運 営事 業 者に より 保育 の質 に ばら つき があ り、 そ の底 上げ をし てほ し い）
（保 護者/都庁 モニ タ ー）  

• 幼児 期か ら自 己 肯定 感な ど非 認知 能 力が 育つ 教育 ・環 境 が必 要。 挑戦 を恐 れ ず、
社会 から 子ど も たち の自 由な 発想 の 挑戦 を応 援し ても ら える 環境 が醸 成さ れ てほ
しい。（ 保護 者/都 庁 モニ ター ）  

• 保育 園の 先生 た ちの 職場 の質 や給 与 の改 善を して ほし い。（高 校生/都庁 モニ タ
ー）  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 全て の乳 幼児 の 「伸 びる ・育 つ（ す くす く）」 と 「好 奇心 ・探 究心 （わ くわ く）」
を応 援す る幼 保 共通 のプ ログ ラム 「 とう きょ う すく わく プロ グラ ム」 に基 づ き、
各園 の環 境や 強 みを 活か しな がら 、 各園 が設 定す るテ ー マに 沿っ て、 乳幼 児 の興
味・ 関心 に応 じ た探 究活 動を 実践 す る幼 稚園 ・保 育所 等 を支 援し ます 。  

◯ 他者 との 関わ り の中 で、 非認 知能 力 の向 上な ど、 子供 の 健や かな 成長 が図 ら れる
よう 、保 護者 の 就労 等の 有無 にか か わら ず、 保育 所等 で 児童 を定 期的 に預 か る取
組を 推進 しま す 。併 せて 、支 援が 必 要な 家庭 を新 たな サ ービ スに つな ぎ、 継 続的
に支 援し ます 。  

◯ 資格 取得 や就 職 ・定 着を 支援 する た め、 保育 士資 格取 得 に要 する 費用 を補 助 する
とと もに 、就 職 支援 と就 職後 のフ ォ ロー や就 職相 談会 、 宿舎 借り 上げ 支援 な どを
実施 しま す。  

◯ 職責 等に 応じ た 処遇 を実 現す るキ ャ リア パス 導入 に取 り 組む 事業 者を 支援 す ると
とも に、 保育 士 等キ ャリ アア ップ 研 修の 実施 を支 援し ま す。  
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居場所や勉強・遊びに関すること（目標３関連） 
 
＜み なさ んか ら の意 見（ いじ めの 防 止・ 相談 に関 する こ と） ＞  
• いじ めや 喧嘩 が あっ たと きに 先生 な どに 相談 しや すい 環 境が ある とい い。  
• 学校 にい じめ 防 止の ポス ター や、 い じめ アン ケー トが あ るが 役に 立た ない 。 ポス

トに 投函 して も 返事 がこ なか った 。  
• もめ ごと が起 き たら どん なふ うに 解 決し たら いい のか わ から ない 。  
• いじ めや ケン カ を減 らし 幸せ な町 に なる とい い。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ いじ め問 題の 解 決に 向け て、 学校 全 体で 組織 的に 対応 す ると とも に、 家庭 、 地域
住民 、関 係者 等 と連 携し 、取 組を 確 実に 実施 しま す。  

◯ いじ め、 不登 校 、暴 力行 為、 児童 虐 待な ど生 活指 導上 の 課題 に対 応す るた め 、問
題を 抱え る児 童 ・生 徒に 直接 関わ る とと もに 、保 護者 か らの 相談 に応 じる 「 家庭
と子 供の 支援 員 」を 学校 に配 置し ま す。  

◯ いじ め、 不登 校 、暴 力行 為、 児童 虐 待な ど、 学校 だけ で は解 決で きな い児 童 ・生
徒の 問題 行動 等 へ対 応す るた め、 教 育分 野に 関す る知 識 に加 えて 、社 会福 祉 等の
専門 的な 知識 ・ 技術 を用 いて 、児 童 ・生 徒が 置か れた 環 境へ 働き 掛け たり 、 関係
機関 等と のネ ッ トワ ーク を活 用し た りし て支 援を 行う ス クー ルソ ーシ ャル ワ ーカ
ーを 区市 町村 及 び都 立学 校に 配置 し ます 。  

◯ 令和 ３年 ２月 に 策定 した 「い じめ 総 合対 策【 第２ 次・ 一 部改 定】」 で は、「 未 然防
止」、「早 期発 見」、「 早期 対応 」、「 重 大事 態へ の対 処」 の 各段 階に 応じ た具 体 的な
取組 を定 めて い ます 。  

◯ いじ めや 不登 校 等の 未然 防止 、改 善 及び 解決 並び に学 校 内の 教育 相談 体制 等 の充
実を 図る ため 、 児童 ・生 徒の 心理 に 関し て専 門的 な経 験 を有 する 者を スク ー ルカ
ウン セラ ーと し て、 都内 公立 小学 校 、中 学校 、高 等学 校 全校 に配 置し てい ま す。  

◯ いじ め問 題に 悩 む児 童・ 生徒 やそ の 保護 者等 から の相 談 につ いて 、年 間を 通 じて
24 時間 体制 で受 け 付 け、 相談 者の 心 のケ アや 解決 に向 け た助 言を 行い ます 。  
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＜み なさ んか ら の意 見（ 学童 クラ ブ に関 する こと ）＞  
• 学童 に入 れな い 人が いな いよ うに し てあ げて ほし い。  
• 学童 の施 設が も っと 大き い方 がよ い 。人 が多 くて 大変 。（ 小学 生/都 庁モ ニタ ー）  
• 学童 クラ ブ を 6 年生 まで 利用 でき る よう にし てほ しい 。（ 小学 生/都 庁モ ニタ ー）  
• お姉 ちゃ んだ け 学童 に入 れま せん で した 。 3 年 生で す。  夏 休み も行 事も バ ラバ

ラで ママ が大 変 って 言っ てま した 。（ 小学 生/都 庁モ ニタ ー）  
• 僕は 今が とて も 幸せ です が、 学校 や 学童 で勉 強以 外の 色 々な 体験 が出 来る と もっ

と良 いと 思い ま す。（ 小学 生/都 庁モ ニタ ー ）  
• 学童 が面 白く な い。 全然 外遊 びや 体 育館 で遊 ばせ てく れ ず、 1 日 中狭 い部 屋 で沢

山の 子供 達が い て面 白い おも ちゃ も なく 、い るの が嫌 だ。（小 学生/都庁 モニ タ
ー）  
 

  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 「学 童ク ラブ 待 機児 童解 消区 市町 村 支援 事業 」に より 、学 童 ク ラブ の整 備促 進、多

様な 居場 所づ く り、利用 実態 の適 正 化を 支援 し、令和 ９年 度 末ま での 待機 児 童の 解
消を 目指 しま す 。  

◯  あ わせ て、子供 と 保護 者の ニー ズ に応 える 、多 様な サー ビ スを 提供 する 認 証学 童
クラ ブ制 度を 都 独自 に創 設し ます 。  

◯  認 証学 童ク ラ ブ制 度で は、国基 準を 上 回る 放課 後児 童 支援 員の 配置 や、保護 者 の
多様 な働 き方 に 合わ せた 開所 時間 の 設定 など の基 準を 定 め、学 童ク ラブ の質 の 向上
を支 援し 、区 市 町村 と連 携し て早 期 の認 証化 を目 指し ま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 学校 に限 ら ない 多様 な学 びの 場 の整 備に 関す るこ と ）＞  
• 学校 以外 にも 選 択肢 があ る事 を、 先 生達 から 伝え てほ し い。  
• 学校 を休 んで も 責め られ ない と良 い 。  
• 学校 でみ んな に あわ せな いと いけ な いの が嫌 だ。  
• 不登 校に なっ て しま った 人へ の学 習 支援 、子 ども が 1 人 でい れる 居場 所等 が あれ  

ば幸 せに 暮ら せ ると 思い ます 。（ 高校 生/都庁 モニ ター ）  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 不登 校児 童・ 生 徒の 状況 に応 じた 支 援を 推進 する ため 、 校内 別室 指導 支援 員 配置
事業 や不 登校 対 応事 例デ ータ ベー ス 等を 展開 して いき ま す。  

◯ ひき こも りの 状 態に ある 本人 や家 族 が、 安心 して 一人 ひ とり の状 況に 応じ た きめ
細か な支 援を 受 けら れる よう 、相 談 支援 や都 民へ の普 及 啓発 等を 行う とと も に、
身近 な地 域に お いて 切れ 目の ない 支 援体 制を 整備 する 区 市町 村を 支援 しま す 。  

◯ 学校 生活 にな じ めず 生き づら さを 抱 える 子供 が、 自分 ら しく あり のま まで 成 長で
きる よう 、フ リ ース クー ル等 の利 用 者等 への 支援 や都 内 フリ ース クー ル等 へ の支
援事 業、 学校 外 の多 様な 学び の調 査 研究 を実 施す るほ か 、保 護者 支援 の充 実 な
ど、 不登 校対 策 を重 層的 に展 開し ま す。  
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◯ 社会 的自 立に 困 難を 有す る若 者の た めの 相談 窓口 及び 居 場所 の設 置や 支援 事 業の
新設 ・拡 充な ど 、地 域の ニー ズに 応 じて 若者 の支 援施 策 を実 施す る区 市町 村 を対
象に 、費 用の 一 部を 補助 する とと も に、 区市 町村 職員 向 けに 情報 交換 会等 を 開催
し、 地域 にお け る若 者の 自立 支援 体 制の 整備 を促 進し ま す。 また 、社 会的 自 立に
困難 を抱 える 若 者や その 家族 を支 援 につ なげ るた め、 民 生・ 児童 委員 等の 地 域支
援者 向け に講 習 会を 開催 しま す。  
 

＜み なさ んか ら の意 見（ 子供 の意 見 表明 に関 する こと ） ＞  
• カフ ェ等 で定 期 的に 意見 を聞 くイ ベ ント があ ると 良い 。 常設 され ると さら に 良

い。  
• イン ター ネッ ト で意 見を 言え る機 会 を増 やし て欲 しい 。  
• 子供 が意 見を 表 明し 尊重 され るよ う に、 もっ と子 ども の ため の政 策を 増や し 、意

見交 流会 を実 施 して ほし い。（高 校生/都 庁モ ニタ ー）  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 子供 をは じめ 、 すべ ての 都民 に「 東 京都 こど も基 本条 例 」を わか りや すく 伝 える
ハン ドブ ック や 動画 を作 成し 、理 解 促進 に向 けた 普及 啓 発を 実施 しま す。  

◯ また 、身 近な 区 市町 村に おい て、 子 供の 権利 を尊 重し 、 擁護 する ため の取 組 が進
むよ う、 子供 の 意見 表明 や参 加を 促 進す る取 組、 子供 の 権利 擁護 に関 する 取 組を
行う 区市 町村 を 支援 しま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 遊び に関 す るこ と） ＞  
• 外で 遊ぶ イベ ン トを 増や して 欲し い 。  
• 学校 の休 み時 間 、室 内で 遊ぶ もの （ コマ 、ケ ン玉 など ） がほ しい 。       
• 児童 館の ホー ル でボ ール 遊び をし た いけ れど 、予 約枠 が いつ もい っぱ いで な かな

か遊 べな い。 遊 びた いと きに 遊べ る よう にな ると いい 。  
• 放課 後、 学童 以 外に も室 内で 自由 に 遊べ る所 がほ しい 。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 児童 館に つい て 、乳 幼児 から 中高 校 生世 代ま での 多様 な 年齢 層の 子供 の居 場 所と
して の機 能・ 役 割の 強化 を図 るた め 、好 事例 を収 集し 、 区市 町村 への 情報 提 供な
どを 通し て、 遊 びを 通し た児 童の 健 全育 成を 推進 しま す 。  

◯ 学童 クラ ブに つ いて 、区 市町 村が 利 用者 のニ ーズ を的 確 に把 握し 、放 課後 児 童健
全育 成事 業の 設 備及 び運 営に 関す る 基準 や放 課後 児童 ク ラブ 運営 指針 を踏 ま えつ
つ、 子供 たち の 放課 後の 居場 所を 確 保で きる よう 支援 し ます 。  

◯ 子供 の意 見を 踏 まえ なが ら、 プレ ー パー クや ボー ル遊 び 場な ど、 地域 資源 を 活用
した 遊び 場等 の 創出 に取 り組 む区 市 町村 を支 援し ます 。  

◯ 子供 の「 遊び 」 を地 域へ 拡大 ・浸 透 させ るた め、 遊び 体 験の 創出 やプ レー リ ーダ
ー等 の人 材育 成 、安 全対 策な ど に取 り組 む区 市町 村を 支 援し ます 。  
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◯ すべ ての 子供 を 対象 とし て、 放課 後 や週 末等 に小 学校 等 を活 用し て、 安全 ・ 安心
な子 供の 活動 拠 点（ 居場 所） を設 け 、地 域の 人々 の参 画 を得 て、 子供 たち に 学
習、 文化 ・ス ポ ーツ 活動 、地 域住 民 との 交流 の機 会を 提 供す るこ とに より 、 子供
たち が地 域社 会 の中 で、 心豊 かに 健 やか に育 まれ る環 境 づく りを 推進 しま す 。  

◯ 児童 館等 につ い て、 区市 町村 への 情 報提 供や 職員 の資 質 の向 上を 図る ため の 研修
を実 施す るこ と によ り、 遊び を通 し た児 童の 健全 育成 を 図り ます 。  

◯ 子供 が気 軽に 立 ち寄 るこ とが でき 、 学習 支援 や食 事の 提 供を 行う 「居 場所 」（ 拠
点） を設 置し 、 地域 全体 で気 にな る 家庭 等へ の見 守り を 行う 体制 を整 備す る 区市
町村 を支 援し ま す。  
 

＜み なさ んか ら の意 見（ 相談 でき る 場所 に関 する こと ） ＞  
• 学校 で自 分に 他 人の 悪口 を言 って く る人 がい るけ れど 、 そう いう のが よく な いと

どう やっ て伝 え たら よい か、 方法 が わか らな い。  
• 相談 しや すい 仕 組み にし てほ しい 。 親に 勝手 に連 絡が 行 くの が嫌 。学 校外 、 家か

らも 遠い 、居 場 所み たい な所 があ れ ばよ い。 年齢 の近 い 同性 の人 に、 匿名 、 一対
一で 相談 でき る とよ い。 スマ ホで 相 談で きる とよ い。 バ ーチ ャル な方 法も 話 しや
すい 。  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 区市 町村 や関 係 機関 等と 連携 し、 児 童・ 生徒 を取 り巻 く 様々 な問 題に つい て 、ス
クー ルソ ーシ ャ ルワ ーカ ーの 活用 な どに よる 対策 を推 進 しま す。  

◯ 社会 的自 立に 困 難を 有す る若 者の た めの 相談 窓口 及び 居 場所 の設 置や 支援 事 業の
新設 ・拡 充な ど 、地 域の ニー ズに 応 じて 若者 の支 援施 策 を実 施す る区 市町 村 を対
象に 、費 用の 一 部を 補助 する とと も に、 区市 町村 職員 向 けに 情報 交換 会等 を 開催
し、 地域 にお け る若 者の 自立 支援 体 制の 整備 を促 進し ま す。 また 、社 会的 自 立に
困難 を抱 える 若 者や その 家族 を支 援 につ なげ るた め、 民 生・ 児童 委員 等の 地 域支
援者 向け に講 習 会を 開催 しま す。  

◯ 東京 都若 者総 合 相談 セン ター 「若 ナ ビα 」に おい て、 悩 みを 抱え る若 者や 、 社会
的自 立に 困難 を 抱え る若 者か らの 相 談を 受け 、就 労・ 就 学等 の適 切な 支援 に つな
ぎ、 若者 の社 会 的自 立を 後押 しし ま す。  

◯ 日 常 的 な 不 安 や 悩 み を チ ャ ッ ト で 気 軽 に 相 談 で き る 「 子 供 ・ 子 育 て メ ン タ ー “ギ ュ
ッ と チ ャ ッ ト ”」 を 推 進 す る こ と で 、 子 供 や 子 育 て 家 庭 の 孤 独 ・ 孤 立 に よ る 不 安 や
悩み の深 刻化 を 予防 しま す。  
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＜み なさ んか ら の意 見（ 子供 の居 場 所に 関す るこ と） ＞  
• 図書 館は 私語 禁 止だ けど 、友 達と 話 しな がら 自習 した い 。自 習ス ペー スで カ フェ

が併 設さ れて い るよ うな 場所 で過 ご した い。  
• 自転 車で 5 分く らい のと ころ に独 り にな れる 場所 、誰 か （友 達や 知り 合い な ど）

と話 せる 場所 が ほし い。  
• 塾帰 りに 寄れ る 学生 向け の安 い食 堂 （ふ だん は家 に帰 っ てか ら買 い食 いな の で）

が欲 しい 。  
• 寝た り、 飲食 で きた りす るフ ラッ と いけ る場 所が ほし い 。  
• 同じ 趣味 など で 交流 する とき に、 新 しい 友達 にな れる よ うな 仕掛 けが ほし い 。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 子供 が気 軽に 立 ち寄 るこ とが でき 、 食事 の提 供や 学習 支 援等 を行 う居 場所 （ 拠
点） を設 置し 、 地域 全体 で気 にな る 家庭 等へ の見 守り を 行う 体制 を整 備す る 区市
町村 を支 援し ま す。  

◯ 地域 の子 供へ の 食事 や交 流の 場を 提 供す る子 供食 堂に つ いて 、安 定的 な実 施 環境
を整 備し 、地 域 に根 差し た活 動を 支 援し ます 。  

  



43 
 

学校外での体験や、貧困の状況にある子供の支援に関すること 
（目標４関連） 

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 体験 活動 の 機会 提供 に関 する こ と） ＞  
• 学校 では 教え て くれ ない 大切 なこ と を増 やす 。  
• 中高 生向 けの 職 業体 験、 大学 の模 擬 授業 経験 など の多 様 な体 験活 動の 機会 が 欲し

い。  
• お金 を気 にせ ず スポ ーツ が出 来る 環 境が ある とよ い。（高 校生 /都庁 モニ ター ）  
• 学 校 に 居 場 所 が な い 、 両 親 が 仕 事 で 家 に い な い こ と が 多 い な ど 悲 し い 思 い を し て

いる 子供 がた め らわ ずに 行く こと が でき る場 所が ある と よい 。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 家庭 の経 済的 事 情や 家族 構成 に関 わ らず 、全 ての 家庭 の 子供 や、 親子 が一 緒 に楽

しめ るよ うな 事 業を 企画 ・実 施す る 区市 町村 を支 援し ま す。  
◯ 子供 が気 軽に 立 ち寄 るこ とが でき 、 学習 支援 や食 事の 提 供を 行う 「居 場所 」（ 拠

点） を設 置し 、 要支 援家 庭等 に対 す る見 守り を地 域全 体 で行 う体 制を 整備 す る区
市町 村を 支援 し ます 。  

 
＜みなさんからの意見（困難な状況にある子供への学習・進学支援に関すること）＞ 
• 芸 術 活 動 や ス ポ ー ツ の 強 い 学 校 な ど 、 偏 差 値 が 高 か っ た り 学 費 や 交 通 費 が 高 か っ

たり する。生 活費 には 困っ てい ない け ど、お 金が かか るこ と で純 粋に 夢を 追え な い
ので 、お 金の 心 配を せず に進 学先 を 選び たい 。  

• お金 がな く、塾な どに 通う のが 難し い 子供 の教 育支 援を 充 実さ せる こと など 、学 校
外の 教育 にか か る費 用の 補助 をし て 教育 格差 をす くな く して ほし い。  

• 塾に 行き たく て もい けな い。  
• 資格 の予 備校 に 行き たい 。貸 与で も 給付 でも 奨学 金が あ った らよ い。  
• 金持 ちと 貧乏 の 差を なく して ほし い 。生 まれ てき た環 境 に左 右さ れる 。  
• 塾に 行け なく て も、 図書 館な どで 勉 強を 教え て欲 しい 。  
• 放課 後に 質問 し やす い先 生が いて 、 自習 でき る部 屋が ほ しい 。  
 
  ＜東京 都の 取 組＞  

◯ 外部 人材 を活 用 し、 放課 後や 長期 休 業期 間中 など 、年 間 200 時間 程度 の学 習 指導
や自 習室 の監 督 など の学 習支 援を 実 施し ます 。  

◯ 経済 的な 理由 や 家庭 の事 情に より 、 家庭 での 学習 が困 難 であ った り、 学習 習 慣が
十分 に身 につ い てい ない 中学 生等 に 対し て、 地域 と学 校 の連 携・ 協働 によ る 学習
支援 を実 施し ま す。 また 、中 学 3 年 生を 対象 とし た進 学 支援 を実 施し ます 。  

◯ 都と して 国に 先 行し て、 子育 て世 帯 の実 態に 応じ た教 育 費の 負担 軽減 を実 施 しま
す。  
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◯ 低所 得世 帯の 中 学３ 年生 ・高 校３ 年 生に 係る 学習 塾等 の 受講 費用 及び 受験 料 の貸
付を 実施 しま す 。  

◯ 都立 高校 生等 の 一人 １台 端末 の購 入 支援 や給 付型 奨学 金 支援 を実 施し ます 。  
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特に困っている子供への支援に関すること（目標５関連） 
 
＜み なさ んか ら の意 見（ 外国 人児 童 等に 関す るこ と） ＞  
• 小学 生用 のお 便 りが 日本 語の み。 ほ かの 言語 、通 訳が あ ると いい 。  
• 外国 に縁 のあ る 子も いて 、言 語の 壁 があ る。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 海外 から 帰国 し た子 供、 外国 人の 子 供、 両親 が国 際結 婚 の子 供等 の外 国に つ なが

る子 供が 増え て いる こと を踏 まえ 、 一人 ひと りの 実情 に 寄り 添っ た多 面的 な 支援
を実 施す ると と もに 、保 護者 等が 教 育・ 保育 施設 等を 円 滑に 利用 でき るよ う 支援
しま す。  

◯ 学習 の基 礎と な る初 期日 本語 の早 期 習得 に向 けた 取組 を 実施 する 区市 町村 を 支援
しま す。  

◯ 仮想 空間 上の 学 びの 場を 開発 など 、 多様 な学 習機 会を 創 出し 、日 本語 学習 を 支援
しま す。  

◯ 児童 ・生 徒用 教 材や 教職 員向 けガ イ ドラ イン の作 成、 教 員向 けハ ンド ブッ ク の改
定、 教員 向け 研 修の 実施 等に より 、 日本 語指 導の 質の 向 上を 図り ます 。  

◯ 都立 高校 にお け る外 部人 材の 活用 に よる 日本 語指 導や 相 談対 応の 充実 を図 り ま
す。  

◯ 母語 が日 本語 で はな い保 護者 が、 子 育て や教 育に 関す る 情報 を取 得し 、教 育 ・保
育施 設等 を円 滑 に利 用で きる よう 、 多言 語に 対応 する 相 談窓 口を 設置 する 区 市町
村を 支援 しま す 。  

◯ 困り 事を 抱え る 子供 や家 族を 適切 な 窓口 につ なげ るよ う 、や さし い日 本語 を 含む
15 言語 で対 応す る 「 東京 都多 言語 相 談ナ ビ」 を運 営し ま す。  

◯ 日本 語を 母語 と しな い子 供等 や保 護 者の 困り ごと や悩 み に寄 り添 い、 適切 な 情報
や支 援に つな ぐ 「多 文化 キッ ズコ ー ディ ネー ター 」を 配 置す る区 市町 村を 支 援し
ます 。  

◯ 日本 語を 母語 と しな い子 供の 地域 の 居場 所と して 、「 学 習」 「相 談」 「交 流 」等
の機 能を 一体 的 に備 えた 「多 文化 キ ッズ サロ ン」 を設 置 する 区市 町村 を支 援 しま
す。  

◯ 区市 町村 等の 地 域に おけ る日 本語 教 育の 取組 を支 援す る とと もに 、都 内公 立 学校
にお ける アセ ス メン トの 導入 や日 本 語指 導を 充実 して い きま す。  
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＜み なさ んか ら の意 見（ ヤン グケ ア ラー に関 する こと ） ＞  
• 幼稚 園の 年長 や 小学 校 1 年生 く らい に虐 待と かヤ ング ケ アラ ーに つい て教 え てく

れる 時間 があ っ たら 、理 解促 進に つ なが ると 思う 。（ 小学 生/都庁 モニ ター ）  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ ヤン グケ アラ ー につ いて 認知 し理 解 を深 めて もら うた め 、制 作し た専 用ホ ー ムペ

ージ 「ヤ ング ケ アラ ーの ひろ ば」 を 戦略 的に 広報 する な ど、 普及 啓発 を実 施 しま
す。  

◯ ヤン グケ アラ ー の児 童・ 生徒 に気 付 いた ら支 援に つな げ るた めに 、学 校の 役 割や
具体 的な 取組 を 分か りや すく 記載 し たリ ーフ レッ トや 教 職員 に助 言を 行う 相 談窓
口の 活用 を促 進 しま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 障害 のあ る 子供 への 支援 に関 す るこ と） ＞  
• 発達 障害 のあ る 子供 への 支援 をも っ と増 やし て欲 しい 。  
• 障が いの ある 児 童が 排除 され ない よ うに して ほし い。  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 障害 児及 びそ の 保護 者が 身近 な地 域 で安 心し て生 活で き るよ うに する ため 、 一般

的な 子育 て支 援 施策 にお いて 障害 児 の受 入れ を進 める と とも に、 子供 の成 長 段階
や、 障害 特性 等 に応 じた 支援 をし て いき ます 。ま た、 社 会的 自立 を図 るこ と ので
きる 力や 、地 域 の一 員と して 生き て いく 力を 培え るよ う 、一 人ひ とり のニ ー ズに
応じ た特 別支 援 教育 を推 進し ます 。  

◯ 障害 の有 無に か かわ らず 、地 域で 共 に生 活す る「 共生 社 会」 を進 める 観点 か ら、
保育 ・教 育等 と 連携 を図 り、 乳幼 児 期か ら学 校卒 業ま で 一貫 した 支援 が提 供 され
る体 制整 備に 取 り組 みま す。 また 、 学校 にお いて は、「個 別の 教育 支援 計画 」 を
作成 し、 一人 ひ とり の教 育的 ニー ズ に応 じた 教育 を推 進 しま す。  

◯ 個々 の状 況に 応 じた 地域 生活 を支 援 する ため 、障 害児 の 放課 後等 支援 の充 実 や難
聴児 支援 のた め の中 核的 機能 を有 す る体 制の 構築 など 、 支援 の提 供体 制の 拡 充を
図っ てい きま す 。  

◯ また 、障 害児 が 障害 児支 援を 利用 す るこ とに より 、地 域 の保 育・ 教育 等の 支 援を
受け られ るよ う にす るこ とで 、障 害 の有 無に 関わ らず 、 全て の児 童が とも に 成長
でき るよ う、 地 域社 会へ の参 加や 包 容（ イン クル ージ ョ ン） を推 進す る必 要 があ
りま す。   
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仕事と子育ての両立や、安心・安全な生活に関すること 
（目標６関連） 
 
＜み なさ んか ら の意 見（ 住居 に関 す るこ と） ＞  
• ゆと りの ある 住 居環 境。 特に 家賃 が 高い ので 、家 の中 で 一人 の場 所を 作り に く

い。（ 保 護者/都庁 モ ニタ ー）  
• もっ と家 賃が 安 くな って 成長 や人 数 にみ あっ た間 取り に 住め るよ うに なる 。（ 保

護者/都庁 モニ ター ）  
• 家賃 補助  都 内 の物 件高 すぎ です 。（ 高校 生/都 庁モ ニタ ー）  
 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 子育 て世 帯に 配 慮し た住 宅供 給の 誘 導、 民間 賃貸 住宅 へ の円 滑な 入居 に対 す る支
援、 公的 住宅 の 建て 替え によ る子 育 て支 援施 設等 の整 備 及び 公的 住宅 にお け る子
育て 世帯 に対 す る入 居機 会の 確保 な どの 取組 を推 進し ま す。  

◯ 子育 て世 帯等 の 入居 を拒 まな い民 間 賃貸 住宅 （東 京さ さ エー ル住 宅） の登 録 促進
及び 入居 相談 な どの サポ ート を行 う 居住 支援 法人 の指 定 を進 めま す。  

◯ 都営 住宅 や公 社 住宅 の入 居者 募集 に おい て、 子育 て世 帯 が優 先的 に入 居で き る機
会を 確保 しま す 。  

◯ 住宅 の価 格や 家 賃が 上昇 する 中、民間 活 力を 活用 し、子育 て 世帯 等が 住み や すい ア
フォ ーダ ブル 住 宅の 供給 を推 進し ま す。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 仕事 と育 児 の両 立に 関す るこ と ）＞  
• 父、 母が 家で い つも 仕事 をし てい て 忙し い。 一人 では 行 けな いか ら、 一緒 に 外に

遊び に行 きた い 。  
• 親が 共働 きで あ って も、 ２人 とも が 必ず 定時 で退 勤で き るよ うな 労働 環境 が あれ

ばよ いと 思う 。 保育 園や 学童 など が 充実 する のは あり が たい と思 う一 方で 、 そ
もそ も働 く時 間 がも っと 短く なれ ば 、子 ども に関 わる 時 間も 増え 、よ りよ い 生活
にな ると 思う 。（ 保護 者/都 庁モ ニタ ー）  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 育児 は「 休み 」 では なく 「未 来を 育 む大 切な 仕事 」と 考 える 育児 休業 の愛 称 「育
業」 の理 念を 広 く普 及さ せ、 多様 な 主体 によ る取 組を 後 押し する こと で、 男 女問
わず 望む 人誰 も が「 育業 」で きる 社 会の 気運 を醸 成し ま す。 夫婦 で協 力し て 育児
がで き、 親子 時 間を 大切 にし た多 様 な働 き方 を推 進し て いき ます 。  

◯ 男女 とも に育 児 など のラ イフ イベ ン トが 訪れ た際 に、「育 業」 しや すく 、家 庭 と仕
事を 両立 でき る 職場 環境 の整 備や 、 男性 の家 事・ 育児 を 促進 する ため の普 及 啓発
を、 より 一層 推 進し てい きま す。  
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＜み なさ んか ら の意 見（ 事故 防止 、 安全 な街 に関 する こ と） ＞  
• 歩行 者専 用道 路 を整 備し てほ しい 。  
• 歩き たば こ、 歩 きス マホ はや めて ほ しい 。  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  

◯ 子供 たち が交 通 ルー ルを 守り 、子 供自 身が 危険 を予 測し 回 避す るこ とが でき る よう 、
参加 ・体 験・ 実 践型 の交 通安 全教 育 など を実 施し ます 。  

◯ 幹線 道路 の整 備 が進 んで いな いエ リ アで は、 周辺 道路 の 渋滞 のた め、 地域 に 用事
のな い通 過交 通 が生 活道 路に 流入 し てい る。 この ため 、 地域 幹線 道路 を整 備 し、
安心 で安 全な ま ちを 実現 しま す。  

◯ 歩行 者の 安全 や 道路 交通 の円 滑化 な どを 図る ため 、鉄 道 の立 体化 を行 い、 踏 切を
除却 しま す。  

◯ 歩道 が無 い又 は 狭い 箇所 にお いて 、 バリ アフ リー に配 慮 した 歩道 整備 を推 進 し、
安全 で快 適な 歩 行空 間の 形成 を図 り ます 。  

◯ また 、現 道の 補 修に 併せ 、歩 道の 拡 幅や 段差 ・勾 配の 改 善な どに より 、歩 行 空間
の確 保・ 改善 を 行い ます 。  

 
＜み なさ んか ら の意 見（ 犯罪 の未 然 防止 に関 する こと ） ＞  
• 犯罪 や誘 拐が な くな るよ うに なっ て ほし い。  
• 性犯 罪の 罪を 重 くし てほ しい 。  
• 子ど もだ けで お 出掛 けし ても 安全 な 街だ とよ い。  
• コン ビニ にた ま り、 深夜 に騒 ぐ等 迷 惑な 若者 がい ない 環 境に して ほし い。  

 
  ＜東京 都の 取組 ＞  
◯ 東京 都・区市 町村・警視 庁・関係 団体 等 が連 携し て、子供 を 犯罪 被害 から 守 るた め

の取 組を 進め て いき ます 。  
◯ イン ター ネッ ト 等の 適正 な利 用や 薬 物乱 用防 止な ど、子供 が犯 罪等 に巻 き込 ま れな

いよ う啓 発を 行 って いく とと もに 、子 供 を見 守る ボラ ン ティ アの 活性 化な ど、地 域
で子 供を 見守 る 取組 を促 進し ます 。  

◯ 様々 な不 安や 悩 みを 抱え て「 トー 横」に 来 訪す る青 少年・若 者 が犯 罪被 害等 に 巻き
込ま れる こと の ない よう 、注 意喚 起を 行 うほ か、青少 年・若 者 への 相談 業務 を 行う
「き みま も＠ 歌 舞伎 町」を運 営し 、関 係機 関と 連携 を図 り なが ら様 々な 支援 に つな
ぎま す。  

◯ 子供 や保 護者 が 相談 しや すい 体制 の 充実 や、成長 、発 達段 階に 応じ た正 しい 知 識の
理解 促進 など 、 被害 者へ の支 援と 性 被害 の未 然防 止を 推 進し ます 。  
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＜ そ の ほ か の 意 見 ＞  
○  こ の ペ ー ジ で は 、 東 京 都 子 供 ・ 子 育 て 支 援 総 合 計 画 で の 取 組 以 外 に 関 し て い た だ い た

意 見 に つ い て 、 一 部 ご 紹 介 し ま す 。  
 
【 社 会 の 雰 囲 気 や 価 値 観 に 関 す る こ と 】  
・ お 兄 ち ゃ ん な ん だ か ら 等 の ○ ○ だ か ら 何 か を し な い と い け な い 、 と い う 考 え を 持 た な い

よ う に し て ほ し い 。  
・ 年 齢 で ル ー ル を 分 け な い で ほ し い 。 み ん な 平 等 に し た い 。  
・ 助 け 合 い や 気 遣 い な ど を す る 社 会 な ら 幸 せ だ と 思 う 。  
・ 大 人 も 子 ど も も ス ト レ ス が 無 い 社 会 だ と い い 。  
 
【 学 校 に 関 す る こ と 】  
・ 通 学 手 段 や 荷 物 な ど 、 通 学 の 負 担 を 減 ら し た い 。  
・ 服 装 に 関 す る こ と な ど 、 ル ー ル や 校 則 を 見 直 し て ほ し い 。  
・ 学 校 の 暑 さ 対 策 を し て ほ し い 。  
 
【 地 域 ・ ま ち ・ 環 境 に 関 す る こ と 】  
・ お 祭 り を 復 活 し て ほ し い 。  
・ 学 生 が 行 け る く ら い の 値 段 の 、 お し ゃ れ な カ フ ェ や 娯 楽 施 設 が 近 く に 欲 し い 。  
・ 公 園 に タ バ コ が た く さ ん 捨 て て あ る の で 、 ポ イ 捨 て 禁 止 や ト イ レ の 清 掃 な ど の 対 策 を し

て ほ し い 。 地 域 に ご み 箱 を ふ や し て ほ し い 。  
・ 公 園 で も っ と 多 様 な 遊 び が し た い 。  
・ カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル に 取 り 組 ん で 欲 し い 。  
・ 交 通 の 便 を 良 く し て ほ し い 。 小 中 学 生 も 都 内 の 無 料 バ ス を 使 い た い 。  
・ 生 理 用 品 を 設 置 し て い る ト イ レ を 増 や し て ほ し い 。 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー の ト イ レ な ど

に ス マ ホ ア プ リ を か ざ す と 生 理 用 品 が も ら え る と こ ろ が あ る が 、 ス マ ホ を 持 っ て い な い
の で 利 用 で き な い 。  

・ 地 震 な ど 災 害 時 の 食 べ 物 の 備 蓄 を 用 意 し て ほ し い 。  
 
【 経 済 に 関 す る こ と 】  
・ お 金 の 使 い 方 を 教 え て ほ し い 。  
・ お 金 が か せ げ る よ う に し て ほ し い 。  
・ 円 安 を な く し て ほ し い 。  
・ 投 資 の こ と を 教 え て ほ し い 。  
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第３章 

子供・子育て支援施策の具体的な展開  

 
 

     目標１ 地 域 に お け る 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 切 れ 目 な い 支 援 の 仕 組 み づ く り  

     目標２ 乳幼児期における教育・保育の充実 

     目標３ 子供の成長段階に応じた支援の充実 

     目標４ 子供の貧困の解消に向けた対策の推進 

     目標５ 特に支援を必要とする子供や家庭への支援の充実 

     目標６ 次代を担う子供たちを健やかに育む基盤の整備 
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【目標１】 

地域における妊娠・出産・子育ての 

切れ目ない支援の仕組みづくり  

 
 

     １  妊娠・出産・子育てに関する支援の推進 

     ２ 安心できる小児・母子医療体制の整備 

     ３ 子育て家庭を地域で支える仕組みの充実 

     ４ 子供の健康の確保・増進 

 

 

 安 心し て子 供 を産 み育 てる ため に は、 必要 な医 療や 子 育て 支援 サー ビス を 適切 に利
用で きる こと が 必要 です が、 周囲 に 相談 でき る相 手が い ない 、必 要な 情報 が 得に くい
など によ り、 妊 娠・ 出産 ・子 育て に 関し て不 安を 抱え る 妊婦 や保 護者 が少 な くあ りま
せん 。  
 サ ービ スや 情 報提 供を 充実 する と とも に、 妊婦 等の 心 身の 状態 や家 庭の 状 況を 早期
に把 握し 、ワ ン スト ップ で必 要な 支 援に つな げる 体制 の 整備 など 、妊 娠・ 出 産・ 子育
ての 切れ 目な い 支援 の仕 組み を整 え てい きま す。  
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【１ 妊娠・出産・子育てに関する支援の推進】 

＜妊娠・出産・子育てを取り巻く状況＞ 

 ○  令 和 4 年 度の 東京 都の 妊娠 届 出数 は 98,745 件で あり 、 平成 29 年度 から 一 貫 し
て減 少傾 向で す 。  

 ○  令 和 4 年 度の 東京 都の 妊娠 届 出率 は 94.7%であ り、平 成 29 年 度か ら 令和 4 年度
まで 93.0%か ら 94.7％の 間で 一定 に 推移 して いま す。  

 ○  妊 娠届 出 率が 一定 に推 移し て いる 一方 で、 妊娠 届 出数 は減 少し てい ま す。  
 

図 表 1 妊 娠 届 出 率  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 母 子 保 健 事 業 報 告 年 報 」（ 令 和 4、 5 年 版 ）  
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 ○  令 和 4 年度 の 東京 都に おけ る 妊娠 健康 診査 受診 率 につ いて 、１ 回目 は 91.9%、
７回 目は 86.8％ と な って おり 、７ 回 目の 受診 率は 令和 ３ 年度 以降 増加 傾向 で す。  

 
図 表 2 妊 婦 健 康 診 査 受 診 率  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 母 子 保 健 事 業 報 告 年 報 」（ 令 和 4、 5 年 版 ）  

 
 ○  令 和４ 年 度の 東京 都に おけ る 母親 学級 ・両 親学 級 の受 講数 は 47,956 人で す 。  
 ○  令 和 ２ 年 度 に 受 講 数 が 大 き く 落 ち 込 み ま し た が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の

影響 と考 えら れ 、令 和 3 年度 以 降は 回復 傾向 です 。  
 

図 表 3 母 親 学 級 ・ 両 親 学 級 の 受 講 数  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 母 子 保 健 事 業 報 告 年 報 」（ 令 和 4、 5 年 版 ）  
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 ○  令 和 4 年 度の 東京 都に おけ る 妊婦 面接 相談 率は 99.6%であ り、 平成 29 年 度の
76.2%から 増 加傾 向で す。  

 
図 表 4 妊 婦 面 接 相 談 率  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 母 子 保 健 事 業 報 告 年 報 」（ 令 和 4、 5 年 版 ）  

 
 ○  我 が国 に おい て不 妊に つい て 心配 した こと があ る 夫婦 の割 合は 、2020 年 の 調査

時点 で 39.2％で あ り 、2005 年 の調 査時 点 から 増加 傾向 で す。  
 ○  結 婚持 続 期間 別に 見た 場合 、結婚 持 続期 間が 0〜 4 年の 夫 婦で は 45.6%、5〜 9 年

の夫 婦で は 47.4％ で す。  
 

図 表 5 結 婚 持 続 期 間 別 に み た 不 妊 に つ い て の 心 配 と 検 査 ・ 治 療 経 験  

 

 
資 料 ： 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 「 第 16 回 出 生 動 向 基 本 調 査 ・ 結 婚 と 出 産 に 関 す る 全 国 調 査 （ 夫 婦 調 査 ）」  
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＜現状と課題＞ 

 ○  東 京都 は 、第 一 子出 産時 の母 の 平均 年齢 が全 国で 最 も高 く、晩産 化が 進 行し て い
ます 。  

 ○  若 い 世 代 に お け る 妊 娠 適 齢 期 等 に 関 す る 理 解 は 十 分 で は な く 、 高 齢 に な っ て か
ら不 妊症 で悩 む 方が 多く いま す。  

 ○  こ のた め 、若 い世 代へ 妊娠・出産 やラ イフ プラ ン に関 する 普及 啓発 や 検査・治療
への 支援 が必 要 です 。  

 ○  令 和 ４ 年 ４ 月 か ら 特 定 不 妊 治 療 が 保 険 適 用 さ れ ま し た が 、 保 険 適 用 さ れ た 体 外
受 精 及 び 顕 微 授 精 と 併 せ て 自 費 で 実 施 し た 先 進 医 療 に つ い て は 、 全 額 自 己 負 担 と
なり 、経 済的 負 担が か かる こと から 、治療 に 要す る費 用の 一 部を 助成 する こと に よ
り、 子供 を産 み 育て たい と願 う夫 婦 を支 援し てい く必 要 があ りま す。  

 ○  一 方で 、妊娠 は する もの の、２ 回以 上 の流 産等 によ り 結果 的に 子供 を持 て ない と
され る、いわ ゆ る不 育 症に 悩む 方へ 、安心 し て出 産に 臨め る よう 支援 する こと も 求
めら れて いま す 。  

 ○  地 域の つ なが りの 希薄 化等 に より 、妊娠・出産・子 育て に関 して 、誰に も 相 談で
きず 、また 、正し い情 報が 得ら れず 、不安 を抱 える 妊婦 や 保護 者が 多く なっ て いま
す。  

 ○  都 は区 市 町村 に対 して 、妊娠 期か ら切 れ目 のな い 支援 を行 う 、東 京都 出産・子育
て応 援事 業・と うき ょ うマ マパ パ応 援 事業 や、乳幼 児を 持 つ保 護 者が 安心 して 外 出
を楽 しめ るよ う 授乳 やお むつ 替え が でき る「赤 ちゃ ん・ふら っ と 」の 整備 など 、都
独自 の支 援を 実 施し てい ます 。  

 ○  同 時に 二 人以 上の 妊娠・出産・育児 が必 要な 多胎 児 の家 庭や 、既に 小さ い子 供が
い る 多 子 世 帯 は 身 体 的 ・ 精 神 的 負 担 が 大 き く 、 育 児 支 援 の 必 要 性 が 高 ま っ て い ま
す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  若 い世 代 が妊 娠・出産 に関 す る正 し い知 識を 持ち 、将来 の ライ フプ ラン を 描け る
よう 普及 啓発 や AMH 検査 、経 膣超 音 波 検査 、精 液検 査 等へ の支 援等 を行 い ます。 

 ○  体 外 受 精 ・ 顕 微 授 精 を 保 険 診 療 で 受 診 し た 際 に 併 せ て 行 っ た 先 進 医 療 に か か る
費用 の一 部を 助 成す ると とも に、早 期に 検 査を 受け 、必 要 に応 じ て適 切な 治療 を 開
始で きる よう 、 不妊 検査 及び 一般 不 妊治 療費 の一 部を 助 成し ます 。  

 ○  子 供を 産 み育 てた いと 望ん で いる もの の、様々 な 事情 に より 、す ぐに は 難し い 方
に と っ て 、 将 来 の 妊 娠 に 備 え る 選 択 肢 の 一 つ と な る よ う 卵 子 凍 結 へ の 支 援 を 行 い
ます 。  
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 ○  不 妊 症 治 療 等 と 仕 事 の 両 立 を 図 る こ と が で き る 職 場 づ く り を 推 進 し 、 卵 子 凍 結
に関 する 様々 な 知識 が広 まり 、適 切 な活 用 が進 むよ うに 、不妊 治 療等 や卵 子凍 結 を
総合 的に 情報 発 信し ます 。  

 ○  無 痛 分 娩 を 希 望 す る 女 性 が 、 費 用 や リ ス ク を 理 由 に 無 痛 分 娩 を 断 念 す る こ と な
く、 安心 して 出 産で きる 環境 を整 備 しま す。  

 ○  妊 娠は す るも のの 、流 産や 死 産を 繰 り返 し、結果 的 に子 供 を持 てな いと さ れる 不
育症 につ いて 、リス ク因 子を 特定 し 、適 切な 治療 及び 出 産に つな げる ため 、検査 費
用の 一部 を助 成 しま す。  

 ○  妊 婦 に 対 し て 早 期 の 医 療 機 関 受 診 と 妊 娠 の 届 出 及 び 定 期 的 な 妊 婦 健 康 診 査 の 受
診 を 促 す た め の 普 及 啓 発 を 行 う と と も に 、 妊 婦 健 康 診 査 に お け る 超 音 波 検 査 の 費
用助 成を 行う 区 市町 村を 支援 しま す 。  

 ○  悩 み を 抱 え る 妊 婦 等 の 相 談 に お い て 、 継 続 し た 支 援 の 必 要 な 方 が 適 切 な 支 援 に
つな がる よう 、区市 町村 へ情 報提 供 を行 うと とも に 、必 要な 場合 は 、未 受診 の妊 婦
に対 して 、民 間 機関 を活 用し て産 科 等医 療機 関へ の同 行 支援 など を行 いま す 。  

 ○  予 期 せ ぬ 妊 娠 へ の 不 安 を 抱 え て い る 方 に 対 し て は 、 緊 急 避 妊 薬 を 処 方 す る 医 療
機関 の情 報を 提 供す ると とも に、 必 要に 応じ て同 行支 援 を行 いま す。  

 ○  家 庭 生 活 に 困 難 を 抱 え る 特 定 妊 婦 等 が 安 心 し た 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 、
一時 的な 住ま い や食 事の 提供 等を 行 う団 体の 取組 を支 援 しま す。  

 ○  先 天 的 な 代 謝 異 常 や ホ ル モ ン 異 常 を 早 期 発 見 す る た め に 、 従 来 か ら の 対 象 で あ
る２ ０疾 患及 び 、重 症 複合 免疫 不全 症 や脊 髄性 筋萎 縮症 等 の早 期発 見・早期 治 療が
可 能 と な っ た 疾 患 に つ い て 、 生 後 ５ 〜 ７ 日 の 新 生 児 期 に 血 液 に よ る ス ク リ ー ニ ン
グ検 査を 行い ま す。  

 ○  安 心し て 子育 てが でき るよ う 、妊 娠 期の 健康 や子 育 て、事 故防 止等 に関 す る情 報
発信 を行 うと と もに 、子 供の 健康 や 小児 救急 の相 談に 対 応し ます 。  

 ○  早 産児 に 関す る支 援の ため 、妊産 婦 向け の相 談窓 口 にお いて 、早 産児 の 家族 の 不
安 や 悩 み に つ い て 対 応 す る と と も に 、 支 援 に 関 わ る 保 健 師 な ど 専 門 職 へ の 研 修 の
実施 や周 囲の 理 解促 進に 向け た普 及 啓発 を行 いま す。  

 ○  妊 婦 や 子 育 て 家 庭 に 対 し て 保 健 師 等 の 専 門 職 が 関 わ り 、 面 談 や 家 庭 訪 問 等 の 伴
走型 相談 支援 を 実施 する とと もに 、妊 娠 時、出 産 後、１ 歳・2 歳前 後の 時期 に おい
て 育 児 用 品 や 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 一 体 的 に 実 施 す る こ と で 、 区 市 町 村
と連 携し て妊 娠 ・出 産・ 子育 ての 切 れ目 ない 支援 体制 を 整備 しま す。  

 ○  ま た、産 後間 も ない 産婦 の健 康 診査 、出産 後の 母子 に 対し て心 身の ケア や 育児 の
サ ポ ー ト 等 を 行 う 産 後 ケ ア の 取 組 等 を 一 層 推 進 す る た め 、 区 市 町 村 の 区 域 を 超 え
た広 域的 な調 整 等、 実施 主体 であ る 区市 町村 を支 援し ま す。  

 ○  さ らに 、妊婦 や 子育 て家 庭の 家 事・育 児の 負担 軽減 を 図り 産後 うつ 等を 未 然に 防
止す るた め、 家 事育 児サ ポー ター を 派遣 する 区市 町村 を 支援 しま す。  

 ○  多 胎児 を 育て る家 庭は、同 時に 複 数の 子供 の育 児 をす るこ とに よっ て、身 体的・
精神 的負 担が よ り大 きく なる ため 、母子 保 健事 業利 用時 の 移動 や家 事・育児 を サポ
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ート する 区市 町 村を 支援 しま す。  
 ○  妊 娠期 か ら就 学前 にか けて 、子供 と 家庭 に寄 り添 い 、あ ら ゆる 支援 をコ ー ディ ネ

ー ト す る 人 材 を 育 成 し 、 安 心 し て 子 育 て が で き る 環 境 を 整 備 す る 区 市 町 村 を 支 援
しま す。  

 ○  乳 幼 児 、 義 務 教 育 就 学 児 及 び 高 校 生 等 の 医 療 費 の 一 部 を 助 成 す る 区 市 町 村 を 支
援し てい ます 。 令和 ７年 10 月か ら 所得 制 限を 撤廃 し、 補 助対 象を 拡充 しま す 。  

 ○  全 ての 子 供の 成長 を切 れ目 な く支 えて いく ため 、都 内に 在住 する 0 歳か ら 18 歳
まで の子 供に 所 得制 限な く月 額 5,000 円 を支 給す る「 ０ １８ サポ ート 」を 実 施し
ます 。  

 ○  日 常的 な 不安 や悩 みを チャ ッ トで 気軽 に相 談で き る「 子供・子 育て メン タ ー“ギ
ュッ とチ ャッ ト”」を 推進 する こと で 、子 供や 子育 て家 庭 の孤 独・孤立 に よる 不安
や悩 みの 深刻 化 を予 防し ます 。  

 ○  デ ジタ ル 庁が 開発 した 基盤 を 活用 し、 マイ ナン バ ーカ ード 1 つで 医療 費 助 成や
予防 接種 、母子 保健（ 健診 ）を申 請可 能と する 母子 保健 オ ンラ イン サー ビス を 推進
しま す。  

 ○  ア プ リ か ら 必 要 な 情 報 が 先 回 り で 届 き 、 知 り そ び れ や 申 請 忘 れ を な く す プ ッ シ
ュ型 子育 てサ ー ビス を推 進し ます 。  

 ○  保 育 園 探 し か ら 入 園 ま で の 手 続 が オ ン ラ イ ン で 完 結 す る 保 活 ワ ン ス ト ッ プ サ ー
ビス を推 進し ま す。  

 
■と うき ょう マ マパ パ応 援事 業  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

1   

子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業  
（ 先 駆 的 事 業 ・ 選 択 事 業 ・
一 般 事 業 ）   

福 祉 局  

 区 市 町 村 が地 域 の実 情 に応 じ、創 意 工 夫 を凝 らして主
体 的 に実 施 する子 供 家 庭 分 野 における基 盤 の整 備 及 びサ
ービスの充 実 を目 的 とする事 業 を支 援 することにより、都 にお
ける福 祉 保 健 施 策 総 体 の向 上 を図 る。 

2   性 と健 康 の相 談 センター事 業  福 祉 局  

 電 話 相 談 事 業 （ 「 女 性 の た め の 健 康 ホ ッ トライ ン 」 「 妊
娠 相 談 ほっとライン」 「 不 妊 ・ 不 育 ホットライン」 「 妊 産 婦 向
け助 産 師 オンライン相 談 」 ） やチャットボット（ 「 妊 娠 したか
も相 談 ＠ 東 京 」 ） により様 々な悩 みに対 応 するとともに、若
い世 代 が妊 娠 適 齢 期 や不 妊 等 について、正 確 な知 識 を持
つことができるよう、普 及 啓 発 を行 う。あわせて、早 産 における
課 題 や負 担 に対 する意 識 を高 めるため、早 産 児 に関 する普
及 啓 発 も行 う。 
 ま た 、低 所 得 の 妊 婦 につ い て 、初 回 の 産 科 受 診 料 を 助
成 する区 市 町 村 を支 援 する。 

3   
東 京 ユースヘルスケア推 進 事 業  
（ プレ コ ン セ プシ ョ ン ケ ア に 係 る
取 組 ）  

福 祉 局  
 妊 娠 ・ 出 産 をこれから 考 える 男 女 のプレコンセプションケア
の推 進 に向 け、正 しい知 識 の普 及 啓 発 や検 査 への支 援 等
を実 施 する。 

4   妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業   福 祉 局  
 妊 婦 及 び胎 児 の 健 康 を 守 り 、安 心 し て出 産 できるよう、
超 音 波 検 査 の費 用 を助 成 する区 市 町 村 を支 援 する。 

5   
不 妊 検 査 ・ 不 妊 治 療 費 の 助
成  

福 祉 局  

 不 妊 検 査 及 び一 般 不 妊 治 療 の費 用 の一 部 を助 成 する
（ 平 成 ２ ９ 年 度 事 業 開 始 ） 。 
 また、特 定 不 妊 治 療 の費 用 の一 部 （ 特 定 不 妊 治 療 に
至 る過 程 の一 環 として行 われる男 性 不 妊 治 療 の費 用 の一
部 も含 む） を助 成 する。 
 令 和 ４ 年 ４ 月 から特 定 不 妊 治 療 が保 険 適 用 とされたこ
とに伴 い、助 成 内 容 を見 直 し、体 外 受 精 及 び顕 微 授 精 を
保 険 診 療 した際 に併 せて実 施 する先 進 医 療 について、かか
る費 用 の一 部 を助 成 する。 
 社 会 的 適 応 により凍 結 した卵 子 を用 いて生 殖 補 助 医 療
を行 った方 に対 し、治 療 にかかる費 用 の一 部 を助 成 する。 

6   卵 子 凍 結 への支 援  福 祉 局  

 加 齢 等 による妊 娠 機 能 の低 下 を懸 念 する場 合 に行 う未
授 精 卵 子 の凍 結 に係 る医 療 行 為 にかかった費 用 の支 援 を
実 施 する。（ 調 査 の協 力 等 が要 件 ）  
未 受 精 卵 子 を凍 結 した年 度 の次 年 度 以 降 に調 査 に協 力
した場 合 、調 査 協 力 に係 る 費 用 の助 成 を実 施 する 。（ 令
和 １ ０ 年 度 まで）  
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

7 ◆ 
キ ャ リ ア と チ ャ イ ル ド プ ラ ン 両 立
支 援 事 業  

産 業 労 働 局  

 不 妊 治 療 等 と 仕 事 の 両 立 を 図 ることができる職 場 づくり
を推 進 し、卵 子 凍 結 に関 する様 々な知 識 が広 まり、適 切 な
活 用 が進 むように、不 妊 治 療 等 や卵 子 凍 結 を総 合 的 に情
報 発 信 する。 
 また 、都 内 企 業 の 人 事 労 務 担 当 者 等 を 対 象 に研 修 を
実 施 して知 識 を付 与 するとともに、①不 妊 治 療 ・ 不 育 症 治
療 に係 る職 場 環 境 の整 備 、②卵 子 凍 結 に係 る職 場 環 境
の 整 備 に取 り 組 む 企 業 に対 し 、奨 励 金 を 支 給 す る こ とで 、
職 場 環 境 の整 備 に係 る取 組 を促 進 する。 

8 ◆ 
東 京 都 無 痛 分 娩 費 用 助 成
等 事 業  

福 祉 局  
保 健 医 療 局  

 無 痛 分 娩 を 希 望 す る 女 性 が 、費 用 や リ ス クを 理 由 に無
痛 分 娩 を 断 念 す る こ と なく、 安 心 し て 出 産 で き る 環 境 を 整
備 するため、費 用 助 成 を開 始 するとともに、無 痛 分 娩 を行 う
医 療 機 関 に対 し研 修 機 会 等 を提 供 する。 

9   不 育 症 検 査 費 の助 成  福 祉 局  
 妊 娠 はするものの、２ 回 以 上 の流 産 等 を繰 り返 し、子 供
を持 てないとされるいわゆる不 育 症 について、不 育 症 のリスク
因 子 を特 定 するための検 査 に係 る費 用 の一 部 を助 成 する。 

10   とうきょうママパパ応 援 事 業  福 祉 局  

 全 ての子 育 て家 庭 に対 して妊 娠 期 から保 健 師 等 の専 門
職 が 関 わり 、各 家 庭 のニーズ に応 じた支 援 を 妊 娠 期 から子
育 て 期 にわ た り 切 れ 目 な く 行 う 区 市 町 村 の 取 組 を 支 援 す
る。 

11   
東 京 都 出 産 ・ 子 育 て 応 援 事
業  

福 祉 局  

 妊 婦 や子 育 て家 庭 に対 し、妊 娠 時 、出 産 後 及 び１ 歳 ・
２ 歳 前 後 の時 期 において、子 育 て支 援 サービスの利 用 や育
児 用 品 等 の提 供 による経 済 的 支 援 を行 うとともに、とうきょ
うママパパ応 援 事 業 による伴 走 型 相 談 支 援 を一 体 的 に実
施 することにより、区 市 町 村 と連 携 して妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て
の切 れ目 ない支 援 体 制 の整 備 を推 進 する。 

12 ◆ 妊 産 婦 等 生 活 援 助 事 業  福 祉 局  

 家 庭 生 活 に困 難 を抱 える特 定 妊 婦 と出 産 後 の母 子 等
に対 する支 援 の強 化 を図 るため、一 時 的 な住 まいや食 事 の
提 供 、その後 の療 育 等 に係 る情 報 提 供 や、医 療 機 関 等 の
関 係 機 関 との連 携 を行 う民 間 団 体 等 を支 援 する。 

13   

子 育 て 家 庭 に 対 す る ア ウ ト リ ー
チ 型 の 食 事 支 援 事 業 ＜ 子 供
家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補
助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 公 的 な支 援 につながっていない子 供 のいる家 庭 や食 の支
援 を必 要 とする家 庭 等 に、食 事 の調 理 を行 うヘルパーや栄
養 士 等 を派 遣 し 、養 育 力 の向 上 及 び子 供 の健 康 の増 進
を図 りながら、家 庭 の現 状 と課 題 を把 握 し、適 切 な支 援 に
つなげることで、子 供 の健 やかな成 長 を支 援 する。 

14   母 子 保 健 支 援 事 業  福 祉 局  

 母 子 保 健 運 営 協 議 会 の開 催 や区 市 町 村 職 員 等 を対
象 とした研 修 の実 施 により、地 域 における母 子 保 健 水 準 の
維 持 ・ 向 上 を図 る。 
 母 子 保 健 に関 す る Ｄ Ｘ 化 の 取 組 を 行 う区 市 町 村 の基
盤 整 備 を支 援 する。 

15 ◆ 先 天 性 代 謝 異 常 等 検 査  福 祉 局  
 知 的 障 害 ・ 身 体 発 育 異 常 の原 因 となる先 天 的 な代 謝
異 常 やホルモン異 常 を早 期 発 見 するために、生 後 5〜 7 日
の新 生 児 期 に血 液 によるマス・ スクリーニング検 査 を行 う。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

16 ◆ 
妊 産 婦 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 事
業  

福 祉 局  
 妊 産 婦 の メン タルヘ ルス 対 策 を推 進 す るた め 、地 域 の 関
係 機 関 が連 携 するためのネットワーク体 制 を構 築 する。 

17 ◆ 
５ 歳 児 健 診 区 市 町 村 支 援
事 業  

福 祉 局  
 区 市 町 村 が行 う普 及 啓 発 やフォローアップ体 制 の構 築 に
要 する 費 用 を 補 助 し 、５ 歳 児 健 診 の 推 進 及 び健 診 実 施
後 の切 れ目 ない支 援 を図 る。 

18   TOKYO 子 育 て情 報 サービス 福 祉 局  
 妊 娠 や 子 育 て 、子 供 の事 故 防 止 や応 急 手 当 等 に関 す
る情 報 をインターネットにより２ ４ 時 間 ３ ６ ５ 日 提 供 するこ
とにより、子 育 て家 庭 の不 安 の軽 減 を図 る。 

19   東 京 都 こども医 療 ガイド 保 健 医 療 局  
 子 供 の病 気 やケガの対 処 の仕 方 、病 気 の基 礎 知 識 、子
育 てのア ドバイ ス などを 、ホ ー ムペー ジで 情 報 提 供 し 、子 育 て
経 験 の少 ない親 の不 安 の軽 減 を図 る。 

20   
東 京 都 医 療 機 関 案 内 サービス
「 ひまわり」  

保 健 医 療 局  
 休 日 や夜 間 に子 供 が急 に熱 を出 した場 合 など、その時 間
に診 療 している近 くの医 療 機 関 を電 話 で案 内 するサービスを
毎 日 ２ ４ 時 間 実 施 する。 

21   
若 年 が ん 患 者 等 生 殖 機 能 温
存 治 療 費 助 成 事 業  

保 健 医 療 局  
 若 年 が ん 患 者 等 が 、 生 殖 機 能 温 存 か ら 妊 娠 ま で 一 体
的 な治 療 を受 けるための費 用 を助 成 し、将 来 の妊 娠 に備 え
ながら、希 望 を持 ってがん治 療 に取 り組 むことを支 援 する。 

22   
電 話 相 談 「 子 供 の 健 康 相 談
室 」 （ 小 児 救 急 相 談 ）  

福 祉 局  
 子 供 の健 康 や救 急 に関 する相 談 に対 して、看 護 師 や保
健 師 （ 必 要 に応 じ て 小 児 科 医 師 ） が 対 応 し 、保 護 者 の
不 安 の軽 減 を図 る。 

23   各 種 医 療 費 助 成 制 度  福 祉 局  

 「 小 児 慢 性 特 定 疾 病 の医 療 費 助 成 」 等 を行 うほか、乳
幼 児 、義 務 教 育 就 学 期 にある児 童 及 び高 校 生 等 の医 療
費 の一 部 を助 成 する自 治 体 を補 助 することにより、医 療 費
の負 担 の軽 減 を図 る。 

24   ０ １ ８ サポート 福 祉 局  
 子 供 一 人 ひとりの成 長 を等 しく支 えるため、０ 歳 から 18
歳 までの全 ての子 供 に月 額 5,000 円 を支 給 する。 

25   子 供 ・ 子 育 てメンター事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

 子 供 や 子 育 て 家 庭 に対 し 、孤 独 ・ 孤 立 による 不 安 や悩
みの深 刻 化 を 予 防 するため 、日 常 的 な不 安 や 悩 みを 気 軽
に SNS 等 を活 用 して相 談 できる「 子 供 ・ 子 育 てメンター“ギュ
ッとチャット”」 をスタートする。 

26 ◆ 
こども DX の推 進 （ 母 子 保 健
オンラインサービス）  

デジタルサービス
局  

 デジタル庁 が開 発 した基 盤 を活 用 し、マイナンバーカード 1
つで医 療 費 助 成 や予 防 接 種 、母 子 保 健 （ 健 診 ） を申 請
できるようにする。 

27 ◆ 
こども DX の推 進 （ プッシュ型 子
育 てサービス）  

デジタルサービス
局  

 アプリから必 要 な情 報 が先 回 りで届 き、知 りそびれや申 請
忘 れをなくす。 

28 ◆ 
こども DX の推 進 （ 保 活 ワンス
トップ）  

デジタルサービス
局  

保 育 園 探 しから入 園 までの手 続 がオンラインで完 結 するワン
ストップシステムを実 現 する。 

＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

10   とうきょうママパパ応 援 事 業  福 祉 局  産 後 ケア事 業 の利 用 率 の増 加  
23.1% 
(令 和 4 年 度 ）  
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【２ 安心できる小児・母子医療体制の整備】 

＜小児・母子医療体制を取り巻く状況＞ 

 ○  厚 生労 働 省「 医師・歯科 医 師・薬 剤 師統 計」に よ ると、令 和４ 年の 都の 小 児科 医
師数（ 主た る診 療科 を 小児 科と する 医 師）は 、2,503 人 で す。令和 ２年 と比 較し て 、
令和 ４年 はや や 減少 しま した 。  

 ○  厚 生労 働 省「 医療 施設（静 態・動 態）調 査」によ ると 、令和 ４年 の都 の 小児 科を
標榜 する 病院 数 は 171 施 設で 、平 成 28 年 の 186 施設 と比 較 し て 15 施 設減 少 して
おり 、病 院の 小 児科 では 集約 化の 傾 向が 見ら れま す。  

 
図 表 6 東 京 都 に お け る 主 た る 診 療 科 を 小 児 科 と す る 医 師 数  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 統 計 （ 旧 ： 医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 薬 剤 師 調 査 ）」  

図 表 7 小 児 科 を 標 ぼ う す る 一 般 病 院 数 の 年 次 推 移  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 医 療 施 設 （ 静 態 ・ 動 態 ） 調 査 」  
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 ○  全 国の 出 生数 は減 少が 続い て おり 、都 にお いて も 平成 27 年 以降 、出 生 数は 減 少
して いま す。一方 で、リス クの 高い 低 出生 体重 児（ 出生 体重 2,500ｇ 未満 の新 生児 ）
の出 生数 に対 す る割 合は 、全 国で は ほぼ 横ば いと なっ て いま すが 、都 では 平 成 27
年の 9.1%から 令和 ４ 年に は 9.3％ と なっ て おり 、増 加傾 向 にあ りま す。  

 ○  ま た、リス ク の高 まる 35 歳 以上 の 母か らの 出生 数 の割 合は 全国 的に 増 加傾 向に
あり ます が、令和 ４年 にお ける 35 歳 以上 の 母か らの 出生 数 の割 合は、都 では 38.5%
と全 国の 30.0%を 大 きく 上回 って い ます 。  

 
図 表 8 出 生 数 ・ 低 出 生 体 重 児 ・ 35 歳 以 上 の 母 か ら の 出 生 数 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 保 健 医 療 計 画 （ 厚 生 労 働 省 「 人 口 動 態 統 計 」）  

 
 ○  都 内の 一 般医 療機 関数 は年 々 増加 して いる もの の 、産 科・産 婦人 科及 び 小児 科 を

標榜 する 医療 機 関数 は、ほ ぼ横 ばい の状 況と なっ てい ま す。また 、都内 の分 娩取 扱
施設 数（ 各 年９ 月に 分娩 を実 施し た 施設 数）は 、平 成 29 年 に は 163 施設 あり ま し
たが 、令 和２ 年 には 145 施 設と 減少 して いま す。  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  こ ど も 救 命 セ ン タ ー の 受 入 患 者 数 は 増 加 傾 向 に あ り 、 搬 送 元 で あ る 二 次 救 急 医
療機 関や 救命 救 急セ ンタ ーと の連 携 、ま た 、転 退院 後支 援 の際 の 受入 先や 地域 の 医
療・ 保健 ・福 祉 機関 等と の更 なる 連 携が 求め られ ます 。  

 ○  地 域 ご と に 医 療 資 源 等 の 状 況 が 異 な る こ と か ら 、 都 の 小 児 二 次 救 急 医 療 体 制 を
確保 する ため に 、各 地域 の実 情に 応 じた 救急 医療 体制 の 構築 が必 要で す。  

 ○  平 日 の 夜 間 に 診 療 を 行 う 小 児 初 期 救 急 診 療 事 業 に つ い て は 、 医 師 の 確 保 が 困 難
なこ とか ら、 初 期救 急医 療体 制の 確 保・ 維持 が困 難な 地 域が あり ます 。  

 ○  出 生 数 の 減 少 に 伴 い 分 娩 取 扱 施 設 が 減 少 す る 一 方 で 、 高 年 齢 の 出 産 な ど の ハ イ
リス ク 妊 産婦 や Ｎ Ｉ ＣＵ 1に 入 院 する 児 は 増加 し て おり 、 限 り ある 医 療 資源 を 有効
活 用 す る た め 、 リ ス ク に 応 じ た 機 能 分 化 と 連 携 を 更 に 促 進 し て い く 必 要 が あ り ま
す。  

 
1 新 生 児 集 中 治 療 管 理 室 （ Neonatal  Intensive  Care  Unit）。 新 生 児 の 治 療 に 必 要 な 保 育 器 、 人 工 呼 吸 器 等 を 備
え 、 24 時 間 体 制 で 集 中 治 療 が 必 要 な 新 生 児 の た め の 集 中 治 療 室  

平成27年 令和４年 平成27年 令和４年

出生数 113,194人 91,097人 1,005,721人 770,759人

低出生体重児 10,313人 8,492人 95,208人 72,587人

低出生体重児の割合 9.1% 9.3% 9.5% 9.4%

35歳以上の母からの出生数 41,047人 35,048人 282,171人 231,323人

35歳以上の母からの出生数の割合 36.3% 38.5% 28.1% 30.0%

東京都 全国
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 ○  総 合 周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー が な い ブ ロ ッ ク が あ る な ど 、 ブ ロ ッ ク ご と に 周 産
期 医 療 資 源 の 状 況 に 違 い が あ る こ と か ら 、 地 域 の 実 情 に 応 じ て 周 産 期 医 療 施 設 の
整備 や連 携体 制 の強 化を 図る こと が 必要 です 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  東 京 都 こ ど も 救 命 セ ン タ ー の 運 営 を は じ め と し 、 小 児 の 救 急 医 療 体 制 を 確 保 す
ると とも に、周 産期 母 子医 療セ ンタ ー の整 備や ＮＩ ＣＵ の 確保 、母体 救命 対応 総 合
周 産 期 母 子 医 療 セ ン タ ー の 運 営 な ど 、 ハ イ リ ス ク 妊 婦 や 高 度 医 療 が 必 要 な 新 生 児
等に 対応 する 体 制を 整備 しま す。  

 ○  他 の 医 療 機 関 で は 救 命 治 療 の 継 続 が 困 難 な 小 児 重 篤 患 者 の 受 入 要 請 が あ っ た 場
合に 、患 者を 必 ず受 け 入れ 、迅 速か つ 適切 な 救命 治療 を行 う 施設 を都 内４ か所 指 定
しま す。  

 ○  救 命治 療 の他 に、小児 医療 連 携の 拠 点と して 、日 頃 から 連 携す る医 療機 関 等と 積
極的 に情 報共 有 する ほか 、円滑 な連 携体 制の 維持・促進 に努 める とと もに 、小児 臨
床教 育の 拠点 機 能と して 、地 域の 医 療機 関 をサ ポー トす る 臨床 教育・研 修等 を 実施
しま す。  

 ○  小 児 の 初 期 救 急 か ら 三 次 救 急 ま で の 救 急 医 療 を 整 備 し 、 安 心 で き る 小 児 救 急 医
療体 制を 確保 し ます 。  

 ○  ハ イ リ ス ク 妊 産 婦 や 高 度 医 療 が 必 要 な 新 生 児 等 に 対 す る 医 療 を 提 供 す る 周 産 期
母子 医療 セン タ ー等 を整 備す ると と もに 、各 地域・医療 機関 の 状況 に応 じ て NICU
病床 を確 保し ま す。  

 ○  周 産 期 医 療 が 適 切 か つ 円 滑 に 提 供 さ れ る よ う 各 周 産 期 医 療 施 設 間 に お け る リ ス
クに 応じ た機 能 分担 やそ れに 基づ く 連携 体制 の強 化を 図 りま す。  

 ○  医 師の 勤 務環 境改 善や 復職 支 援を 実施 しま す。  
 ○  小 児、周 産期 医 療等 に従 事す る 医師 を確 保す るた め 、こ れ ら分 野に 従事 す る意 思

のあ る学 生を 対 象に 奨学 金を 貸与（ 一定 期 間従 事す るこ と によ り返 還を 免除 ）しま
す。  

 ○  都 内 の 救 急 医 療 機 関 に 勤 務 す る 小 児 科 医 等 を 対 象 に 、 小 児 救 急 医 療 に 関 す る 専
門的 な研 修を 実 施し ます 。  
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 ■ こど も救 命 セン ター の運 営  

 
 
 ■ 東京 都に お ける 周産 期医 療体 制 のイ メー ジ図  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

29   
小 児 救 急 医 療 体 制 の充 実
（ 初 期 ・ 二 次 救 急 ）  

保 健 医 療 局  

 子 供 の急 病 に対 応 するため、区 市 町 村 が地 域 の小 児 科
医 の協 力 を得 て実 施 する「 小 児 初 期 救 急 平 日 夜 間 診 療
事 業 」 に対 して積 極 的 な支 援 を行 う。 
 入 院 を必 要 とする小 児 の救 急 患 者 に対 応 する二 次 救
急 医 療 については、小 児 科 の「 休 日 ・ 全 夜 間 診 療 事 業 」 を
引 き続 き実 施 し、原 則 、固 定 ・ 通 年 制 で常 時 小 児 科 医
師 による対 応 が可 能 な体 制 を確 保 する。 

30   地 域 における小 児 医 療 研 修  保 健 医 療 局  

 地 域 の小 児 初 期 救 急 診 療 事 業 に参 加 する医 師 を確 保
するため、小 児 科 二 次 救 急 医 療 機 関 における地 域 の診 療
所 の医 師 等 を対 象 とした臨 床 研 修 や、小 児 救 急 医 療 への
参 加 を促 進 する小 児 救 急 研 修 会 、地 域 で小 児 救 急 医 療
に従 事 する医 師 の研 修 会 を実 施 する。 

31   
休 日 ・ 全 夜 間 診 療 事 業 参 画
医 療 機 関 施 設 整 備 費 等 補
助 （ 小 児 ）  

保 健 医 療 局  
 小 児 科 の救 急 患 者 に対 し、24 時 間 365 日 小 児 科 医
が対 応 する診 療 体 制 を確 保 するため、整 備 費 の補 助 を行
う。 

32   
休 日 ・ 全 夜 間 診 療 事 業 （ 小
児 ・ 専 任 看 護 師 配 置 ）  

保 健 医 療 局  

 休 日 ・ 全 夜 間 診 療 事 業 （ 小 児 ） を行 う医 療 機 関 にお
いて、緊 急 性 の高 い患 者 の命 を守 るため、救 急 医 療 の要
否 や診 療 の順 番 を判 断 する「 トリアージ」 の実 施 を支 援 し、
迅 速 に適 切 な治 療 につなげる体 制 を整 備 する。 

33   
小 児 集 中 治 療 室 医 療 従 事
者 研 修 事 業  

保 健 医 療 局  
 良 質 な小 児 救 命 、集 中 治 療 体 制 を維 持 していくため、
東 京 都 小 児 救 命 救 急 センターにおいて医 師 等 に対 する小
児 の集 中 治 療 に係 る専 門 的 な実 地 研 修 を行 う。 

34   こども救 命 センターの運 営  保 健 医 療 局  

 重 篤 な小 児 救 急 患 者 を迅 速 に受 け入 れ、外 科 ・ 内 科 を
問 わず小 児 特 有 の症 状 に対 応 した高 度 な救 命 治 療 を実
施 する。合 わせて、医 療 連 携 の拠 点 として、円 滑 な転 院 搬
送 のための施 設 間 調 整 を行 うとともに、地 域 の医 療 機 関 を
サポートする臨 床 教 育 ・ 研 修 等 を実 施 する。 

35   東 京 都 小 児 医 療 協 議 会  保 健 医 療 局  

 小 児 医 療 体 制 の確 保 ・ 充 実 に向 けた検 討 ・ 協 議 を行 う
「 東 京 都 小 児 医 療 協 議 会 」 を設 置 する。協 議 会 では、小
児 救 急 医 療 体 制 の確 保 等 に向 け、一 次 から三 次 救 急 医
療 施 設 の小 児 医 療 ネットワークの構 築 について検 討 ・ 協 議
を行 う。 

36   周 産 期 医 療 システムの整 備  保 健 医 療 局  
 出 産 前 後 の母 体 ・ 胎 児 や新 生 児 に対 する高 度 な医 療
に対 応 できる周 産 期 母 子 医 療 センターなどの整 備 を進 める
とともに、総 合 的 な周 産 期 医 療 体 制 の確 立 を図 る。 

37   
周 産 期 医 療 施 設 等 整 備 費
補 助  

保 健 医 療 局  

 都 内 の新 生 児 疾 患 の診 断 ･治 療 及 びリスクの高 い妊 産
婦 等 の医 療 的 管 理 を行 う周 産 期 施 設 の整 備 等 を行 うこと
により、地 域 において出 産 前 後 の母 体 胎 児 から新 生 児 に至
る一 貫 した医 療 を提 供 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

38   
母 体 救 命 対 応 総 合 周 産 期
母 子 医 療 センターの設 置  

保 健 医 療 局  

 救 命 救 急 センターと総 合 周 産 期 母 子 医 療 センターの密
接 な連 携 により、緊 急 に母 体 救 命 処 置 が必 要 な妊 産 褥
婦 を必 ず受 け入 れる「 母 体 救 命 対 応 総 合 周 産 期 母 子 医
療 センター」 （ いわゆる「 スーパー総 合 周 産 期 センター」 を指
定 し、母 体 が迅 速 に救 命 処 置 を受 けられる体 制 を確 保 す
ることにより、都 民 が安 心 して妊 娠 ･出 産 できる環 境 を整 備
する。 

39   
周 産 期 搬 送 コーディネーターの
配 置  

保 健 医 療 局  

 総 合 周 産 期 母 子 医 療 センターのブロック内 では受 入 困
難 な事 例 について、都 内 全 域 の搬 送 調 整 等 を集 中 して行
う周 産 期 搬 送 コーディネーターを配 置 することにより、総 合 周
産 期 母 子 医 療 センターにおいて搬 送 調 整 業 務 を行 う医 師
の負 担 軽 減 を図 るとともに、母 体 ･新 生 児 の迅 速 な医 療 の
確 保 を図 る。 

40   
周 産 期 医 療 ネットワークグループ
の構 築  

保 健 医 療 局  

 周 産 期 医 療 ネットワークグループを構 築 し、地 域 の中 で一
次 、二 次 、三 次 それぞれの医 療 機 関 が機 能 に応 じた役 割
分 担 と連 携 をすすめ、リスクに応 じた医 療 提 供 体 制 を構 築
する。 

41   周 産 期 連 携 病 院 の確 保  保 健 医 療 局  

 ミドルリスクの妊 産 婦 に緊 急 診 療 を行 う「 周 産 期 連 携 病
院 」 を必 要 に応 じ整 備 していくことにより、周 産 期 母 子 医 療
センターへの分 娩 ･搬 送 集 中 を緩 和 し、妊 婦 のリスクに応 じ
た体 系 的 な受 入 体 制 の確 保 を図 る。 

42   多 摩 新 生 児 連 携 病 院 の確 保  保 健 医 療 局  

 区 部 に比 べて周 産 期 母 子 医 療 センターが少 ない多 摩 地
域 において、比 較 的 リスクの高 い新 生 児 の対 応 が可 能 な医
療 機 関 を確 保 することにより、多 摩 地 域 の新 生 児 受 入 体
制 の強 化 を図 る。 

43   
在 宅 移 行 支 援 病 床 運 営 事
業  

保 健 医 療 局  

 NICU や GCU に長 期 入 院 している又 は同 等 の病 状 を有
する気 管 切 開 以 上 の呼 吸 管 理 を必 要 とする小 児 につい
て、NICU・ GCU と在 宅 療 養 の間 に中 間 的 な病 床 として在
宅 移 行 支 援 病 床 を設 置 し、在 宅 生 活 への円 滑 な移 行 の
促 進 を図 る。 

44   
在 宅 療 養 児 一 時 受 入 支 援
事 業  

保 健 医 療 局  
 NICU 等 長 期 入 院 児 等 の在 宅 医 療 中 の定 期 的 医 学
管 理 及 び保 護 者 のレスパイトケアを実 施 する。 

45   
地 域 医 療 を担 う医 師 養 成 事
業 （ 医 師 奨 学 金 ）  

保 健 医 療 局  

 将 来 、都 内 の医 師 確 保 が必 要 な地 域 や診 療 科 等 に医
師 として従 事 しようとする者 に対 し、奨 学 金 を貸 与 し、都 内
の医 師 確 保 が必 要 な地 域 や診 療 科 等 （ 小 児 医 療 、周
産 期 医 療 、救 急 医 療 等 ） の医 師 の確 保 及 び質 の向 上 を
図 る。 

46   
産 科 医 等 育 成 ・ 確 保 支 援 事
業  

保 健 医 療 局  

 地 域 でお産 を支 える産 科 医 等 に対 し分 娩 手 当 等 を支
給 することにより、処 遇 改 善 を通 じて急 激 に減 少 する産 科
医 療 機 関 及 び産 科 医 等 の確 保 を図 るとともに、臨 床 研 修
後 の専 門 的 な研 修 において、研 修 手 当 等 を支 給 することに
より、将 来 の産 科 医 療 を担 う医 師 の育 成 を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

47   
新 生 児 医 療 担 当 医 育 成 ・ 確
保 支 援 事 業  

保 健 医 療 局  

 NICU 入 院 児 を担 当 する医 師 に手 当 を支 給 することによ
り、処 遇 改 善 を通 じて新 生 児 担 当 医 の確 保 を図 るととも
に、臨 床 研 修 修 了 後 の専 門 的 な研 修 において、研 修 医 手
当 等 を支 給 することにより、将 来 の新 生 児 医 療 を担 う医 師
の育 成 を図 る。 

48   
病 院 勤 務 者 勤 務 環 境 改 善
事 業  

保 健 医 療 局  

 都 内 医 療 体 制 の安 定 的 な確 保 が可 能 となるよう、病 院
勤 務 医 師 及 び看 護 職 員 の勤 務 環 境 を改 善 し、離 職 防 止
と定 着 を図 る取 組 及 び職 場 を離 れた医 師 等 の再 就 業 を支
援 する取 組 を行 う病 院 を支 援 する。 

49   
助 産 所 と嘱 託 医 療 機 関 等 の
連 携 支 援  

保 健 医 療 局  
 助 産 所 における嘱 託 医 師 、嘱 託 医 療 機 関 等 確 保 のた
めの相 談 窓 口 を設 置 するとともに、助 産 所 と嘱 託 医 師 等 の
連 携 を促 進 することにより、安 全 ・ 安 心 な分 娩 を支 援 する。 

50   助 産 所 設 備 整 備 費 補 助  保 健 医 療 局  

 妊 婦 の多 様 なニーズに応 え、身 近 な地 域 で安 全 ・ 安 心 に
出 産 できる環 境 を整 備 するため、分 娩 を取 り扱 う助 産 所 に
対 して、医 療 機 器 や情 報 通 信 機 器 等 の設 備 整 備 を促 進
する。 

51 ◆ ドナーミルク利 用 支 援 事 業  保 健 医 療 局  
 NICU におけるドナーミルクの使 用 やドナー登 録 を行 う医 療
機 関 を支 援 し、ドナーミルクを必 要 とする NICU 入 院 児 等 が
利 用 できる体 制 を整 備 する。 

52 ◆ NICU 入 院 児 相 談 支 援 事 業  保 健 医 療 局  
 NICU 入 院 児 とその家 族 に向 けた支 援 の充 実 を図 るた
め、児 の成 長 発 達 の促 進 や、家 族 の不 安 軽 減 に取 り組 む
ファミリーセンタードケアを推 進 する。 
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【３ 子育て家庭を地域で支える仕組みの充実】 

＜子育て家庭を取り巻く状況＞ 

 ○  ６ 歳 未 満 の 親 族 の い る 世 帯 の 家 族 類 型 を 見 る と 、 令 和 ２ 年 の 東 京 都 の 核 家 族 世
帯の 割合 は、 97.3％ とな って おり 、 全国 の割 合（ 92.0％ ）よ り高 い状 況で す 。  

 
図 表 9 ６ 歳 未 満 の 親 族 の い る 世 帯 の 家 族 類 型 （ 全 国 ・ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 総 務 省 「 国 勢 調 査 」（ 令 和 ２ 年 ）  
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 ○  子 育て を して いて、日頃 負 担に 感 じる こと につ い ては、「よく ある 」と「 と きど
きあ る」とを 合わ せ ると、「子 育て で イラ イラ する こと が ある」、「子 供の 教育 に つ
いて 心配 にな る」、「 一 人に なり たい と きが ある」、「 子供 が 将来 う まく 育っ てく れ る
か ど う か 心 配 に な る 」 な ど が 他 の 項 目 に 比 べ て 高 く な っ て い ま す 。 父 母 別 に み る
と、「 配偶 者が 子育 て に協 力し てく れ ない と思 う」に つ いて、「 よく ある」と「 とき
どき ある 」を合 わせ た割 合が 、父親 は 3.0％に 対し て 、母 親は 34.1％と 、差 が あり
ます 。  

 
図 表 10 「 子 育 て を し て い て 日 頃 感 じ る こ と （ 負 担 に 感 じ る こ と ）」（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 度 ）  

（ 注 ）「 配 偶 者 が 子 育 て に 協 力 し て く れ な い と 思 う 」 に つ い て は 、 両 親 世 帯 の み 集 計 対 象 と し て い る  

（ 総 数  父 ＝ 3,514 人 、 母 ＝ 3,699 人 ）  
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 ○  「子 育て をし やす くす るた め に必 要な もの 」につ いて 尋ね たと ころ 、令和 ４年 度
調査 では「児 童 手当 など 経済 的な 手 当の 充実」（46.0％）、「 子 育て に理 解の あ る職
場環 境の 整備 」（ 39.6％）の順 に割 合 が高 く、経済 的な 問 題に 対す る負 担感 軽 減と
子育 てと 仕事 の 両立 のた めの 環境 整 備が 求め られ てい ま す。  

 
図 表 11 子 育 て を し や す く す る た め に 必 要 な も の （ 東 京 都 、 複 数 回 答 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 度 ）  
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 ○  都 内で 、在宅 で 乳幼 児の 子育 て をし てい る母 親が 希 望す る「 あれ ばよ い 在宅 支 援
サ ー ビ ス 」 に つ い て は 、 緊 急 時 の 一 時 預 か り の 割 合 が 最 も 高 く 半 数 を 超 え て い ま
す。東 京都 は核 家族 が多 く 、緊 急時 に頼 れる 人が 身近 に いな いこ とな どか ら 、子 育
てに 不安 や負 担 感を 抱え てい るこ と がう かが えま す。  

 
図 表 12 在 宅 の 母 親 の 希 望 す る 「 あ れ ば 良 い 在 宅 支 援 サ ー ビ ス 」（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 度 ）  
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 ○  保 育 所 や 認 定 こ ど も 園 な ど に 日 中 子 供 を 預 け て い る 保 護 者 が 不 満 に 思 う こ と に
つい ては 、「 子供 が病 気の とき に利 用 でき ない 」と い う回 答が 最も 多く なっ て いま
す。  

図 表 13 子 供 を 預 け て い て 不 満 に 思 う こ と （ 複 数 回 答 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 度 ）  

 
 ○  子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー の 相 談 対 応 件 数 は 年 々 増 加 傾 向 に あ り 、 令 和 ４ 年 度 は

75,398 件 とな って い ます 。  
図 表 14 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー 相 談 対 応 件 数  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ） 令 和 ４ 年 度 か ら 虐 待 非 該 当 を 含 ま な い 等 、 集 計 条 件 を 変 更   
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＜現状と課題＞ 

 ○  地 域の 子 供・子 育て 支援 サー ビ スの 実施 主体 であ る 区市 町村 は、子育 て 家庭 に 対
して 、地 域の 実 情に 応 じ、様々 な事 業 を組 み 合わ せな がら 子 育て サー ビス を提 供 し
てい ます が 、コ ミュ ニテ ィの 希薄 化 や、それ に伴 う子 育 ての 孤立 化 、共 働き 世帯 の
増加 、多 様化 す るニ ー ズな どの 課題 に 対応 する ため 、一 人 ひと り の状 況に 応じ た よ
りき め細 かな 対 応が 求め られ てい ま す。  

 ○  妊 産婦 を はじ め、子 供や 子育 て家 庭が 、教育・保育 施設 や地 域の 子育 て 支援 事業
等 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う 、 身 近 な 場 所 で 情 報 提 供 や 相 談 を 行 う 利 用 者 支 援 事 業
は、 令和 ５年 度 末時 点で 、都 内 54 区市 町 村で 実施 され て いま す。  

 ○  子 供 と 家 庭 に 関 す る 第 一 義 的 な 相 談 窓 口 で あ り 、 地 域 の ネ ッ ト ワ ー ク の 中 心 的
な役 割で もあ る 子供 家庭 支援 セン タ ーは 、令和 ５年 度現 在 、ほ ぼ 全て の区 市町 村 で
設置 され てい ま す。ま た、虐待 対策 コ ーデ ィ ネー ター や主 任 虐待 対策 ワー カー を 配
置す るな ど、 虐 待対 応力 の強 化も 進 めて いま す。  

 ○  地 域の 子 育て サー ビス を紹 介 した り、支援 が必 要 な家 庭 を早 期に 把握 し 、必 要 な
子 育 て サ ー ビ ス 等 に つ な げ る た め の 取 組 は 重 要 で す 。 そ の ひ と つ で あ る 乳 児 家 庭
全戸 訪問 事業 の 訪問 率は 都内 全体 で おお むね ９割 とな っ てい ます 。  

 ○  在 宅で 子 育て をし てい る親 子 に、地 域の 身近 な場 所 でつ どい の場 を提 供 し、子 育
て に つ い て の 相 談 支 援 や 情 報 提 供 、 子 育 て サ ー ク ル の 支 援 等 を 行 う 子 育 て ひ ろ ば
は、着実 に整 備が 進 んで おり 、令 和５ 年 ９月 現在 、都 内 に 1,047 か所 設置 され て い
ます 。近年 は 、地 域支 援や 利用 者支 援 事業 の機 能 、子 育て 家庭 の孤 立化 の防 止 や虐
待の 未然 防止 の 役割 も担 って いま す 。  

 ○  子 育て 短 期支 援事 業（シ ョー トス テイ・トワ イラ イト ステ イ ）や 子育 て援 助活 動
支援 事業（フ ァ ミリ ー・サポ ート・セン ター 事業 ）、一時 預か り事 業な ど、緊 急時
等に 一時 的に 子 供を 預か るサ ービ ス のニ ーズ が高 まっ て いま す。多く の 自治 体が 、
子供 を預 かる 事 業を 行っ てい ます が 、区 市 町村 によ り、同 じ自 治 体内 に実 施施 設 が
ない 、又 は利 用 でき る 年齢 や日 数の 上 限が 異な るな ど、実 施体 制 にば らつ きが あ り
ます 。  

 ○  母 子 保 健 部 門 と 児 童 福 祉 部 門 が 連 携 し な が ら 、 サ ポ ー ト が 必 要 な 妊 婦 や 子 育 て
家庭 を把 握し 、適切 な 支援 につ なげ る 体制 整備 を促 進す る ため 、区市 町村 への 支 援
を一 層充 実す る こと が必 要で す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  区 市 町 村 が 、 子 育 て 支 援 施 策 の 実 施 主 体 と し て 、 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー を 中 心
に、様々 な相 談 支援 や サー ビス 提供 の 充実 を図 ると とも に 、地 域 のネ ット ワー ク 強
化を 図る こと が でき るよ う支 援し ま す。  
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 ○  子 供家 庭 支援 セン ター にお い て、虐 待対 策コ ーデ ィ ネー ター の配 置を 強 化し 、虐
待 ケ ー ス の 適 切 な 進 行 管 理 や 関 係 機 関 と の 連 携 を 促 進 す る こ と に よ り 、 児 童 虐 待
への 更な る対 応 力向 上を 図る 取組 を 支援 しま す。  

 ○  虐 待 相 談 や 虐 待 の 恐 れ の あ る 家 庭 へ の 支 援 を 身 近 な 地 域 で 行 う 経 験 豊 富 な 虐 待
対策 ワー カー の 増配 置の 支援 、また 、行 政 機関・学校・医 療機 関 等地 域の 関係 機 関
が 一 堂 に 会 し て 要 保 護 児 童 等 の 支 援 体 制 の 整 備 や 個 別 の 支 援 方 法 等 を 検 討 す る 要
保護 児童 対策 地 域協 議会 の円 滑な 開 催に 向け た事 務支 援 、さ ら に、平日 夕方 以 降や
休 日 の 相 談 体 制 の 確 保 に 向 け た 支 援 を 通 じ て 、 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー の 更 な る 体
制強 化を 図り ま す。  

 ○  年 々 増 加 傾 向 に あ る 児 童 虐 待 の 相 談 や 支 援 等 に 対 応 す る た め 、 区 市 町 村 が 虐 待
対策 ワー カー 業 務の 一部 を民 間委 託 する 取組 を支 援し ま す。  

 〇  児 童 福 祉 法 等 の 改 正 に 伴 い 、 児 童 相 談 部 門 と 母 子 保 健 部 門 が 一 体 と な り 妊 娠 期
から 包括 的な 相 談支 援等 を行 う「 こ ども 家 庭セ ンタ ー」を 創設 す る区 市町 村を 支 援
す る た め 、 妊 娠 期 か ら の 切 れ 目 の な い 支 援 を 行 う 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー と 母 子 保
健部 門の 体制 強 化を 図り ます 。  

 〇  ま た、乳 幼児 健 診未 受診 者等 、何ら か の支 援が 必要 な 子供 や保 護者 を早 期 に発 見
し、適切 な支 援 につ な げら れる よう 、アウ ト リー チ型 支援 を 充実 させ ると とも に 、
専門 性向 上に 資 する 研修 を実 施す る こと で、地域 の 支援 体制 を強 化し てい き ます。 

 ○  特 に 不 安 が 生 じ や す い ０ 歳 児 家 庭 を 中 心 に 、 全 戸 へ の 定 期 訪 問 に よ る 見 守 り を
実 施 す る な ど 、 子 育 て 家 庭 に 寄 り 添 う ア ウ ト リ ー チ 型 支 援 の 充 実 に 取 り 組 む 区 市
町村 を支 援し ま す。  

 ○  子 育 て ひ ろ ば が 、 親 子 に と っ て 気 軽 に 出 か け ら れ 相 談 で き る 場 と し て の 役 割 を
担い つつ 、在 宅 で子 育 てを して いる 親 子の 孤立 化を 防ぎ 、子育 て に対 する 不安 を 身
近 な 地 域 で 解 消 で き る 機 能 も 果 た せ る よ う 、 地 域 支 援 や 利 用 者 支 援 を 行 う 子 育 て
ひろ ばの 拡充 を 図り ます 。  

 ○  ま た、障 害の 有 無に かか わら ず 、全 て の親 子が 子育 て ひろ ばを 気軽 に利 用 でき る
環境 を整 備す る ため 、発達 障害 を含 む 障害 のあ る子 供や 多 胎児 のい る家 庭な ど 、特
に 配 慮 が 必 要 な 子 育 て 家 庭 に 向 け た 交 流 の 場 の 提 供 や 相 談 支 援 、 講 習 等 の 区 市 町
村の 取組 を支 援 する とと もに 、職 員 の専 門性 向上 に向 け た研 修を 実施 しま す 。  

 ○  保 護 者 が 適 切 に 子 育 て 支 援 策 に 結 び つ く よ う 、 子 育 て 家 庭 の 多 様 な ニ ー ズ の 把
握 、子 供・子 育 て支 援 に関 する 情報 提 供 、必要 に応 じた 相 談・助言 及び 関係 機 関調
整な どを 行う 区 市町 村を 支援 しま す 。  

 ○  家 事 援 助 等 の 訪 問 支 援 や シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 な ど 、 家 庭 支 援 事 業 に 取 り 組 む 区
市町 村の 人材 確 保や 実施 促進 に向 け た支 援を 充実 しま す 。  

 ○  地 域 住 民 の 複 雑 化 ・ 複 合 化 し た 支 援 ニ ー ズ に 対 応 す る 包 括 的 な 支 援 体 制 を 整 備
する ため 、対象 者の 属性 を問 わな い 相談 支援 、多様 な参 加支 援、地 域づ くり に向 け
た 支 援 を 一 体 的 に 取 り 組 む 区 市 町 村 を 支 援 す る ほ か 、 子 育 て 家 庭 が 地 域 社 会 と つ
なが る多 様な 居 場所 を創 出す る取 組 を促 進し ます 。  



75 
 

 ○  家 事・育 児等 に対 して 不安 や 負担 を抱 える 子育 て 家庭 等を 訪問 支援 員 が訪 問し、
家庭 が抱 える 不 安や 悩み を傾 聴す る とと もに 、家 事・育児 等 の 支援 に取 り組 む 区市
町村 を支 援し ま す。  

 
■要 保護 児童 対 策地 域協 議会  

 
資 料 ： み ん な の 力 で 防 ご う 児 童 虐 待 〜 虐 待 相 談 の あ ら ま し （ 2023 年 度 版 ）  
 
■こ ども 家庭 セ ンタ ー  

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

53   
保 健 医 療 政 策 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業  

保 健 医 療 局  
 身 近 な地 域 医 療 ・ 保 健 の実 施 主 体 である区 市 町 村 が
地 域 の実 情 に合 わせて行 う自 主 的 、主 体 的 な取 組 を支 援
し、保 健 医 療 サービスの向 上 を推 進 する。 

54   
要 支 援 家 庭 の早 期 発 見 に向
けた取 組  

福 祉 局  

 母 子 健 康 手 帳 交 付 時 や新 生 児 訪 問 時 の機 会 等 を活
用 して、支 援 が必 要 な家 庭 の早 期 発 見 を図 り、保 健 所 ・
保 健 センターの個 別 指 導 、子 供 家 庭 支 援 センターで実 施 す
る在 宅 サービスなど、適 切 な支 援 につなげる区 市 町 村 の取
組 を促 進 する。 

55   ファミリー・ アテンダント事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

 子 育 て家 庭 の孤 独 ・ 孤 立 対 策 を強 化 するため、地 域 の
民 間 団 体 等 の人 材 を活 用 した家 庭 訪 問  等 を通 じ、日
常 的 な不 安 ・ 悩 みに寄 り添 う、「 アウトリーチ型 支 援 」 を展
開 する。 

56 ◆ 
こども家 庭 センター体 制 強 化 事
業  

福 祉 局  
当 事 者 及 び家 庭 の意 見 を踏 まえ、子 育 ての協 働 意 識 を持
ちながら妊 娠 期 から就 学 前 までの切 れ目 のない支 援 を実 現
し、児 童 虐 待 の未 然 防 止 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。 

57   
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 （ こ
んにちは赤 ちゃん事 業 ）  

福 祉 局  
 生 後 ４ か月 までの乳 児 のいるすべての家 庭 を訪 問 する乳
児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

58   
子 供 家 庭 支 援 センター事 業 ＜
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 地 域 の子 供 と家 庭 を支 援 するため、区 市 町 村 における第
一 義 的 な相 談 窓 口 、在 宅 サービスの提 供 ・ 調 整 機 関 、関
係 機 関 や団 体 のコーディネート機 関 として、子 育 て支 援 ネッ
トワークの核 となる子 供 家 庭 支 援 センタ―の取 組 を支 援 す
る。また、児 童 虐 待 対 応 の専 門 性 を強 化 した子 供 家 庭 支
援 センターを設 置 して虐 待 の未 然 防 止 や早 期 発 見 ・ 対 応
に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

59   

子 供 家 庭 支 援 センター地 域 支
援 力 強 化 事 業 ＜ 子 供 家 庭
支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 事
業 ＞  

福 祉 局  

 経 験 豊 富 な虐 待 対 策 ワーカーの増 配 置 や、区 市 町 村 の
要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 のきめ細 かな実 施 、平 日 夕
方 や休 日 の相 談 体 制 を確 保 することにより、子 供 家 庭 支
援 センターの更 なる体 制 強 化 を図 る取 組 を支 援 する。 

60   
虐 待 対 策 コーディネーター事 業
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 子 供 家 庭 支 援 センターにおいて、調 整 機 能 を担 う虐 待 対
策 コーディネーターの配 置 を強 化 し、虐 待 ケースの適 切 な進
行 管 理 や関 係 機 関 との連 携 を促 進 することにより、児 童 虐
待 への更 なる対 応 力 向 上 を図 る取 組 を支 援 する。 

61   
虐 待 対 策 ワーカー業 務 の委 託
支 援 事 業 ＜ 子 供 家 庭 支 援
区 市 町 村 包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 年 々増 加 傾 向 にある児 童 虐 待 の相 談 や支 援 等 に対 応
するため、子 供 家 庭 支 援 センターの虐 待 対 策 ワーカー業 務 の
委 託 料 の補 助 を創 設 し、業 務 の一 部 を民 間 委 託 する取
組 を支 援 する。 

62   養 育 支 援 訪 問 事 業  福 祉 局  
 保 護 者 の養 育 を支 援 することが特 に必 要 な家 庭 を訪 問
し支 援 する養 育 支 援 訪 問 事 業 に取 り組 む区 市 町 村 を支
援 する。 
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63 ◆ 子 育 て世 帯 訪 問 支 援 事 業  福 祉 局  

 家 事 ・ 子 育 て等 に対 して不 安 や負 担 を抱 える子 育 て家
庭 、妊 産 婦 、ヤングケアラー等 がいる家 庭 の居 宅 を、訪 問 支
援 員 が訪 問 し、家 庭 が抱 える不 安 や悩 みを傾 聴 するととも
に、家 事 ・ 子 育 て等 の支 援 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 す
る。 

64 ◆ 
子 育 て世 帯 訪 問 支 援 員 資 質
向 上 事 業  

福 祉 局  
 訪 問 支 援 員 のサービスの質 向 上 を図 るため、都 独 自 の研
修 カリキュラムに基 づく研 修 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

65 ◆ 

子 育 て世 帯 訪 問 支 援 員 人 材
確 保 ・ 定 着 支 援 事 業 ＜ 子 供
家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補
助 事 業 ＞  

福 祉 局  
 子 育 て世 帯 訪 問 支 援 事 業 に係 る訪 問 支 援 員 の人 材
確 保 を図 るため、都 のカリキュラムに基 づく研 修 の受 講 者 に
対 し、報 酬 の上 乗 せを行 う区 市 町 村 の取 組 を支 援 する。 

66 ◆ 親 子 関 係 形 成 支 援 事 業  福 祉 局  

 児 童 との関 わり方 や子 育 てに悩 みや不 安 を抱 えている保
護 者 及 びその児 童 に対 し、講 義 やグループワーク、ロールプレイ
等 を通 じて、児 童 の心 身 の発 達 の状 況 等 に応 じた情 報 の
提 供 、相 談 及 び助 言 を実 施 するとともに、同 じ悩 みや不 安
を抱 える保 護 者 同 士 が相 互 に悩 みや不 安 を相 談 ・ 共 有
し、情 報 の交 換 ができる場 を設 ける等 その他 の必 要 な支 援
を行 うことにより、親 子 間 における適 切 な関 係 性 の構 築 を図
る。 

67 ◆ 児 童 育 成 支 援 拠 点 事 業  福 祉 局  

 養 育 環 境 等 に課 題 を抱 える、家 庭 や学 校 に居 場 所 のな
い児 童 等 に対 して、当 該 児 童 の居 場 所 となる場 を開 設 し、
児 童 とその家 庭 が抱 える多 様 な課 題 に応 じて、生 活 習 慣
の形 成 や学 習 のサポート、進 路 等 の相 談 支 援 、食 事 の提
供 等 を行 うとともに、児 童 及 び家 庭 の状 況 をアセスメントし、
関 係 機 関 へのつなぎを行 う等 の個 々の児 童 の状 況 に応 じた
支 援 を包 括 的 に提 供 することにより、虐 待 を防 止 し、子 供
の最 善 の利 益 の保 障 と健 全 な育 成 を図 る。 

68   
親 の子 育 て力 向 上 支 援 事 業  
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  
 親 同 士 が相 互 に学 び合 うグループワークを通 し子 育 てスキ
ルの向 上 や仲 間 作 りを促 進 し、育 児 不 安 の解 消 を図 る取
組 を支 援 する。 

69   
子 育 て短 期 支 援 事 業 （ ショー
トステイ・ トワイライトステイ）  

福 祉 局  
 子 供 の年 齢 等 にかかわらず、すべての子 育 て家 庭 が、ショ
ートステイ・ トワイライトステイのサービスを、必 要 に応 じて利 用
することができるよう取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

70   
要 支 援 家 庭 を対 象 としたショー
トステイ事 業  

福 祉 局  

 養 育 に特 に支 援 が必 要 な家 庭 の児 童 に対 し、子 育 て支
援 の一 環 としてショートステイサービスを提 供 し、子 供 の成 長
や保 護 者 を支 援 することにより、安 心 して子 育 てに取 り組 む
ことができる環 境 整 備 を支 援 する。 

71   ショートステイ事 業 の拡 充  福 祉 局  

 ショートステイについて、実 施 施 設 を当 日 でも利 用 できる枠
や個 別 対 応 を有 する児 童 の受 入 体 制 を確 保 するとともに、
協 力 家 庭 の活 用 に対 する支 援 を充 実 することにより、利 用
者 ニーズに応 じた体 制 を整 備 する。 
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72   

子 育 て援 助 活 動 支 援 事 業
（ ファミリー・ サポート・ センター事
業 ） ＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市
町 村 包 括 補 助 事 業 及 び国 の
交 付 金 ＞  

福 祉 局  

 仕 事 と家 庭 の両 立 や子 を持 つすべての家 庭 の子 育 てを
支 援 するため、地 域 の会 員 同 士 で育 児 の援 助 を行 うファミ
リー･サポート･センターの安 定 的 な実 施 に取 り組 む区 市 町 村
を支 援 する。 

73   
ファミサポマイスター推 進 事 業  
〈 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 〉  

福 祉 局  

 ファミリー・ サポート・ センターで子 育 てを援 助 する提 供 会 員
に、子 育 てに関 する研 修 の充 実 を行 い、受 講 した提 供 会 員
に対 して報 酬 の上 乗 せを行 うことで、提 供 会 員 の質 と量 を
確 保 する。 

74   一 時 預 かり事 業  福 祉 局  
 保 護 者 の疾 病 や育 児 疲 れなど、保 護 者 の事 情 に応 じて
一 時 的 に保 育 を提 供 することができるよう、一 時 預 かり事 業
に取 り組 む区 市 町 村 や事 業 者 を支 援 する。 

75   
地 域 子 育 て支 援 拠 点 事 業
（ 子 育 てひろば事 業 ） の充 実  

福 祉 局  
 身 近 な地 域 で親 子 が気 軽 に集 い、相 互 に交 流 を図 る場
を提 供 する子 育 てひろばの整 備 や相 談 体 制 の充 実 に取 り
組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

76   
子 供 を守 る地 域 ネットワーク機
能 強 化 事 業  

福 祉 局  

 区 市 町 村 において、子 供 を守 る地 域 ネットワーク（ 要 保
護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 ） の要 保 護 児 童 対 策 調 整 機
関 の職 員 や地 域 ネットワークを構 成 する関 係 機 関 等 の専 門
性 強 化 及 び地 域 ネットワーク構 成 員 の連 携 強 化 を図 るとと
もに、地 域 ネットワークと訪 問 事 業 が連 携 を図 り、児 童 虐 待
の発 生 予 防 、早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 に資 する区 市 町 村 の
取 組 を支 援 する。 

77   

子 供 を守 る地 域 ネットワーク巡
回 支 援 事 業 ＜ 子 供 家 庭 支
援 区 市 町 村 包 括 補 助 事 業
＞  

福 祉 局  

 児 童 虐 待 の発 生 予 防 、早 期 発 見 ・ 早 期 対 応 を目 的
に、地 域 の小 ・ 中 学 校 や子 育 て支 援 施 設 等 の関 係 機 関
を巡 回 ・ 支 援 するチームを設 置 し、課 題 や不 安 を抱 える家
庭 等 の情 報 収 集 を行 い、早 期 に必 要 な支 援 につなげる取
組 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

78   4152（ よいこに） 電 話  福 祉 局  
 土 ・ 日 ・ 祝 日 （ 年 末 年 始 を除 く） を含 め、毎 日 、電 話
相 談 を行 うとともに、聴 覚 言 語 障 害 者 向 けには、FAX 相
談 を実 施 し、多 様 な児 童 相 談 ニーズに応 える。 

79   利 用 者 支 援 事 業  福 祉 局  

 子 供 及 びその保 護 者 等 、又 は妊 娠 している方 が、教 育 ・
保 育 施 設 や地 域 の子 育 て支 援 事 業 等 を円 滑 に利 用 でき
るよう、身 近 な場 所 で情 報 提 供 及 び必 要 に応 じ相 談 ・ 助
言 等 を行 うとともに、関 係 機 関 との連 絡 調 整 等 を実 施 する
区 市 町 村 を支 援 する。 

80   地 域 子 育 て支 援 研 修  福 祉 局  

 年 々複 雑 化 する子 供 家 庭 相 談 に的 確 に対 応 できる人
材 を育 成 するため、子 供 家 庭 支 援 センター、地 域 子 育 て支
援 拠 点 （ 子 育 てひろば） 等 、地 域 における子 育 て支 援 ・
相 談 業 務 等 に関 わる職 員 を対 象 に、子 育 て支 援 をめぐる
相 談 業 務 に必 要 な技 術 ・ 知 識 の付 与 や更 なる専 門 性 の
向 上 を図 り、区 市 町 村 の支 援 体 制 を総 体 的 に強 化 する。 
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81   子 育 て支 援 員 研 修  福 祉 局  

 保 育 や子 育 て支 援 等 の仕 事 に関 心 を持 ち、各 事 業 等
に従 事 することを希 望 する方 に対 し、「 子 育 て支 援 員 」 とし
て認 定 するための研 修 をオンデマンド型 と集 合 型 により実 施
し、サービスの担 い手 となる人 材 の確 保 と質 の向 上 を図 る。 

82   
地 域 における多 世 代 交 流 拠 点
の整 備  

福 祉 局  

 地 域 住 民 同 士 のつながりを醸 成 し、地 域 の課 題 を解 決
していくための気 付 きが生 まれる場 を整 備 するために、世 代 や
属 性 を超 えて住 民 同 士 が交 流 できる拠 点 の設 置 に取 り組
む区 市 町 村 を支 援 する。 

83   東 京 みんなでサロン事 業  
住 宅 政 策 本
部  

 都 営 住 宅 の集 会 所 等 を活 用 して、区 市 町 や社 会 福 祉
法 人 、NPO 等 の地 域 の様 々な主 体 と連 携 し、子 ども食
堂 など多 彩 なプログラムを通 して参 加 者 が交 流 できる「 東 京
みんなでサロン」 を都 内 各 地 で展 開 する。 

84 ◆ 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業  福 祉 局  

 本 事 業 の実 施 に当 たり、次 の事 業 を一 体 的 に実 施 する
（ ※） 。 
 （ １ ） 包 括 的 相 談 支 援 事 業 （ 法 第 106 条 の４ 第
２ 項 第 １ 号 イ〜 二 ）  
 （ ２ ） 地 域 づくり事 業 （ 同 第 ３ 号 イ〜 二 ）  
 （ ３ ） 参 加 支 援 事 業 （ 同 第 ２ 号 ）  
 （ ４ ） アウトリーチ等 を通 じた継 続 的 支 援 事 業 （ 同 第
４ 号 ）  
 （ ５ ） 多 機 関 協 働 事 業 （ 同 第 ５ 号 及 び第 ６ 号 ）  
（ ※ 本 事 業 の創 設 に伴 い新 たに設 置 された（ ３ ） 〜
（ ５ ） の事 業 を合 わせて、「 多 機 関 協 働 事 業 等 」 とい
う。）  

85 ◆ 
重 層 的 支 援 体 制 整 備 促 進
事 業  

福 祉 局  

①体 制 構 築 に係 る手 法 の分 析 と展 開  
②事 例 発 表 （ 報 告 ） 会  
③先 行 自 治 体 情 報 交 換 会  
④報 告 集 の作 成  
⑤町 村 自 治 体 向 けオンラインシンポジウム 

再 掲    

子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業  
（ 先 駆 的 事 業 ・ 選 択 事 業 ・
一 般 事 業 ）   

福 祉 局   

再 掲    とうきょうママパパ応 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    

子 育 て家 庭 に対 するアウトリー
チ型 の食 事 支 援 事 業 ＜ 子 供
家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補
助 事 業 ＞  

福 祉 局   

再 掲    母 子 保 健 支 援 事 業  福 祉 局   
再 掲    TOKYO 子 育 て情 報 サービス 福 祉 局   
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再 掲    
電 話 相 談 「 子 供 の健 康 相 談
室 」 （ 小 児 救 急 相 談 ）  

福 祉 局   

再 掲    子 供 の居 場 所 創 設 事 業  福 祉 局   
再 掲    子 供 食 堂 推 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    
児 童 虐 待 を防 止 するための
SNS を活 用 した相 談 事 業  

福 祉 局   

再 掲   子 供 が輝 く東 京 ・ 応 援 事 業  福 祉 局   

 

＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

56  こども家 庭 センター体 制 強 化 事
業  

福 祉 局  
62 区 市 町 村 で 、 地 域 の 実 情 に 応
じ 、 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 切 れ 目 な
い支 援 体 制 を構 築  

― 

57   
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業  
（ こんにちは赤 ちゃん事 業 ）  

福 祉 局  
62 区 市 町 村 で 、 地 域 の 実 情 に 応
じ 、 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 切 れ 目 な
い支 援 体 制 を構 築  

54 区 市 町 村 （ 23
区 26 市 2 町 3
村 ）  

62   養 育 支 援 訪 問 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で 、 地 域 の 実 情 に 応
じ 、 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 切 れ 目 な
い支 援 体 制 を構 築  

50 区 市 町 村 （ 23
区 24 市 2 町 1
村 ）  

63  子 育 て世 帯 訪 問 支 援 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で 、 地 域 の 実 情 に 応
じ 、 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 切 れ 目 な
い支 援 体 制 を構 築  

― 

69   
子 育 て短 期 支 援 事 業 （ ショー
トステイ・ トワイライトステイ）  

福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

51 区 市 町 （ 23
区 26 市 2 町 ）
（ 実 績 報 告 ベ ー
ス）  
シ ョ ー ト ス テ イ   
51 区 市 町 （ 23
区 26 市 2 町 ）  
ト ワ イ ラ イ ト ス テ イ 
25 区 市 （ 17 区 8
市 ）  

72   

子 育 て 援 助 活 動 支 援 事 業
（ ファミリー・ サポート・ センター事
業 ）  
<子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 及 び国 の 交 付 金
> 

福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

53 区 市 町 村 （ 23
区 26 市 3 町 1
村 ）  
令 和 ４ 年 度  提
供 会 員 14,123 人  
（ 実 績 報 告 速 報
値 ベース）  
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番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

74   一 時 預 かり事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

54 区 市 町 村  
年 間 延 べ 利 用 児
童 数 ： 691,983
人 （ 幼 稚 園 型 を
除 く）  
【 令 和 ５ 年 度 決
算 ベース】  

75   
地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業
（ 子 育 てひろば事 業 ） の充 実  

福 祉 局  

 
地 域 支 援 又 は 利 用 者 支 援 事 業 を
行 う子 育 てひろばを全 区 市 町 村 で実
施  

地 域 支 援 又 は 利
用 者 支 援 事 業 を
実 施 す る 子 育 て ひ
ろば： 354 か所  
（ 22 区 20 市 1
村 ）  
※令 和 4 年 9 月
1 日 時 点  

79   利 用 者 支 援 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 、地 域 の実 情 に応 じた
実 施 体 制 の整 備  

23 区 26 市 2 町
3 村 で実 施 。（ 東
京 都 子 供 ・ 子 育 て
支 援 交 付 金 交 付
申 請 より）  
○ 基 本 型 ： 146
か 所 （ 15 区 16
市 ）  
○特 定 型 ： 48 か
所  
○ 母 子 保 健 型 ：
132 か所 （ 23 区
26 市  2 町 3 村 ）  

85  
重 層 的 支 援 体 制 整 備 促 進
事 業  

福 祉 局  

令 和 ６ 年 度  25 区 市 町 村  
 
令 和 ７ 年 度  36 区 市 町 村  
 
令 和 ８ 年 度  50 区 市 町 村  

12 区 市  

  



82 
 

【４ 子供の健康の確保・増進】 

＜子供の健康を取り巻く状況＞ 

 ○  令 和元 年 度に 都が 実施 した「 アレ ルギ ー疾 患に 関 する 3 歳 児全 都調 査 」で は 、3
歳ま でに 何ら か のア レル ギー 疾患 で ある と診 断さ れた 子 供は 38.1％ でし た。 疾患
別 に 見 た 場 合 、 調 査 開 始 の 平 成 １ １ 年 度 か ら 一 貫 し て 増 加 し て い た 食 物 ア レ ル ギ
ーの ある 子供 の 割合 は、令和 元年 度 には 減 少に 転じ たも の の、依 然と して 高い 水 準
で推 移し てい ま す。  

 
図 表 15 3 歳 ま で に 何 ら か の ア レ ル ギ ー 症 状 が あ り 、 か つ 診 断 さ れ た 児 の 割 合  

 
資 料 ： 東 京 都 健 康 安 全 研 究 セ ン タ ー 「 ア レ ル ギ ー 疾 患 に 関 す る ３ 歳 児 全 都 調 査 （ 令 和 元 年 度 ）」  

 

図 表 16 3 歳 児 調 査 に お け る 食 物 ア レ ル ギ ー の り 患 状 況 の 推 移  

 

資 料 ： 東 京 都 健 康 安 全 研 究 セ ン タ ー 「 ア レ ル ギ ー 疾 患 に 関 す る ３ 歳 児 全 都 調 査 （ 令 和 元 年 度 ）」  
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 ○  食 事を 一 緒に 摂る 家族 につ い ては 、核家 族化 の進 展 に加 え、単身 世帯 や 一人 親 家
庭の 増加 など 、家 族 構造 の変 化が 進 んで いま す 。ま た 、働き 方 の多 様化 に伴 い 、共
働き 世帯 が増 え る一 方で 夫婦 間の 帰 宅時 間に 大き なず れ がみ られ ます 。  

 
図 表 17 共 働 き 世 帯 の 推 移 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  

 
図 表 18 両 親 の 帰 宅 時 間 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 度 ）  
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＜現状と課題＞ 

 ○  令 和元 年 度に 都が 実施 した 3 歳 児 調査 では 、ア レ ルギ ー関 連情 報を ホ ーム ペー
ジ か ら 入 手 し て い る 保 護 者 の 割 合 は 約 ３ 割 で し た 。 膨 大 な イ ン タ ー ネ ッ ト 情 報 の
中 か ら ア レ ル ギ ー 疾 患 に 関 す る 適 切 な 情 報 を 選 択 す る こ と は 難 し く 、 情 報 の 選 択
を誤 るこ とに よ り症 状の 悪化 を招 く 可能 性が あり ます 。  

 ○  令 和 元 年 度 に 都 が 保 育 施 設 等 を 対 象 に 実 施 し た 「 ア レ ル ギ ー 疾 患 に 関 す る 施 設
調査 」で は、 食 物ア レル ギー のあ る 子供 が在 籍し てい る 施設 の割 合は 約 8 割 と 高
く、 また 、過 去 1 年 間に 施設 内で 子 供の 食物 アレ ルギ ー 症状 の出 現を 経験 し た施
設は 約１ 割に 上 りま した 。そ の一 方 で、ア レル ギー 対策 の ため の委 員会 等を 設 置す
るな ど組 織的 に 対策 を検 討し てい る 施設 は、 約 4 割 にと どま って いま す。  

 ○  家 族 一 人 ひ と り の 生 活 時 間 の ず れ な ど か ら 家 族 で 一 緒 に 食 事 を 摂 る こ と が 難 し
くな って いる な か、子供 や若 い世 代 の孤 食や 欠食 、偏食 の問 題が 生じ てい ま す。孤
食 や 欠 食 が 進 む こ と で 、 食 事 バ ラ ン ス や 生 活 リ ズ ム の 乱 れ に よ る 健 康 へ の 影 響 や
家族 との コミ ュ ニケ ーシ ョン の欠 如 など が懸 念さ れま す 。  

 ○  学 校給 食 は「 生き た教 材 」と いわ れ、栄 養バ ラン スの とれ た食 事の 提 供に 加え 、
児童・生 徒が 食 事の 重 要性 や生 産現 場 の理 解を 深め るこ と など に繋 がり 、食 育 を効
果的 に進 める う えで 重要 です 。学 校 給食 で の地 場産 物の 一 層の 活用 や、生産 者 との
交 流 な ど 地 域 の 事 情 に 応 じ た 食 育 活 動 が 進 む こ と で 、 児 童 や 生 徒 の 食 へ の 関 心 を
更に 高め てい く こと が期 待さ れま す 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  ア レ ル ギ ー 疾 患 の あ る 子 供 や そ の 保 護 者 が 、 正 し い 知 識 を 持 っ て 適 切 な 日 常 生
活 を 送 る こ と の で き る よ う 普 及 啓 発 を 行 う と と も に 、 学 校 や 保 育 所 等 に お け る 事
故予 防や 、緊 急 時に 適切 に対 応が で きる 人材 の育 成を 支 援し ます 。  

 ○  普 及 啓 発 や 相 談 事 業 の 実 施 、 区 市 町 村 立 の 学 校 や 保 育 所 等 に お け る 取 組 を 推 進
する 区市 町村 を 支援 しま す。  

 ○  子 供た ち が食 に関 する 判断 力 を養 い、健全 な食 生 活を 身 に付 けら れる よ う、食 育
の推 進を 図っ て いき ます 。  

 ○  「 東京 都 幼児 向け 食事 バラ ン スガ イド 」の 普及 に 取り 組み ます 。  
 ○  区 市町 村 にお ける 親子 食育 教 室等 の開 催を 支援 し ます 。  
 ○  区 市 町 村 と の 連 絡 会 議 を 開 催 し 、 食 を 通 じ た 子 供 の 健 全 育 成 の た め の 推 進 方 策

の検 討や 情報 交 換等 を実 施し ます 。  
 ○  学 校 は 栄 養 教 諭 の 配 置 や 食 育 推 進 チ ー ム の 設 置 、 食 育 リ ー ダ ー の 選 任 な ど の 校

内指 導体 制の 整 備を 行い 、学 校全 体 で食 育を 推進 しま す 。  
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 ○  学 校 は 区 市 町 村 教 育 委 員 会 や 生 産 者 等 と 連 携 し て 、 地 場 産 物 や 生 産 体 験 等 を 活
用 し た 食 に 関 す る 指 導 を 行 う と と も に 、 家 庭 や 地 域 に 対 し 食 に 関 す る 情 報 を 発 信
しま す。  

 
■東 京都 幼児 向 け食 事バ ラン スガ イ ド  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

86   アレルギー疾 患 対 策  
教 育 庁  
保 健 医 療 局  

（ 教 育 庁 ）  
 アレルギー疾 患 のある児 童 ・ 生 徒 が安 心 して学 校 生 活 を
送 ることができるよう、アレルギー疾 患 に対 する教 職 員 の理 解
と対 応 能 力 を高 め、各 学 校 における事 故 予 防 体 制 と緊 急
対 応 に関 する組 織 的 な体 制 づくりを推 進 する。 
（ 保 健 医 療 局 ）  
 東 京 都 アレルギー疾 患 対 策 推 進 計 画 に基 づき、適 切 な
自 己 管 理 方 法 等 の情 報 提 供 、状 態 に応 じた適 切 な医 療
が受 けられる体 制 の整 備 、相 談 体 制 の充 実 や社 会 福 祉
施 設 等 における緊 急 時 対 応 体 制 の整 備 などに取 り組 む。 

87   食 を通 じた子 供 の健 全 育 成   
教 育 庁  
保 健 医 療 局  

（ 教 育 庁 ）  
 子 供 たちが食 に関 する適 切 な判 断 力 を養 い、健 全 な食
生 活 を身 に付 けられるよう、食 育 の推 進 を図 る。また、区 市
に栄 養 教 諭 を継 続 して配 置 し、地 場 産 物 を活 用 した食 育
の実 践 研 究 を行 い、研 究 成 果 を全 区 市 町 村 に普 及 し、学
校 における食 育 の一 層 の推 進 を図 る。 
（ 保 健 医 療 局 ）  
 幼 児 期 からの健 康 的 な食 習 慣 の確 立 を図 るため、「 東
京 都 幼 児 向 け食 事 バランスガイド」 の普 及 を行 うとともに、
区 市 町 村 等 が実 施 する親 子 食 育 教 室 等 の開 催 を支 援 す
る。 
 「 栄 養 ・ 食 生 活 に関 する都 ・ 区 市 町 村 連 絡 会 議 」 を開
催 し、区 市 町 村 や保 健 所 における食 を通 じた子 供 の健 全
育 成 のための推 進 方 策 の検 討 や情 報 交 換 等 を行 い、各
自 治 体 の取 組 を支 援 する。 
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コラ ム  
 

後日 更新  
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【目標２】 

乳幼児期における教育・保育の充実 
 
 
 

     １  乳幼児期における教育・保育を取り巻く状況 

     ２ 就学前教育の充実 

     ３ 保育サービスの充実 

     ４ 認定こども園の充実 

 

 

 乳 幼児 期は 、生涯 に わた る人 格形 成 の基 礎が 培わ れる 極 めて 重要 な時 期で あ り、質 の
高い 教育 ・保 育 が求 めら れて いま す 。  
 多 様化 する ニ ーズ に対 応す ると と もに 、質 の 高い 教育・保育 が確 保さ れる よ う、必要
な支 援を 行い ま す。  
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【１ 乳幼児期における教育・保育を取り巻く状況】 

＜幼稚園・保育サービスの利用状況＞ 

 ○  過 去 約 30 年 間 の教 育・保育 施 設等 の利 用状 況の 推 移を 見る と、幼稚 園 の利 用児
童 数 は 緩 や か に 減 少 が 続 き 、 保 育 施 設 等 の 利 用 児 童 数 は 令 和 ３ 年 度 ま で は 増 加 傾
向が 続い てい ま した が、 その 後は ほ ぼ横 ばい で推 移し て いま す。  

 
図 表 19 幼 稚 園 ・ 保 育 施 設 等 の 利 用 状 況 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 総 務 局 「 住 民 基 本 台 帳 に よ る 東 京 都 の 世 帯 と 人 口 」（ 各 年 １ 月 １ 日 現 在 ）、 東 京 都 総 務 局 「 学 校 基 本 調 査 報 告 」、  

東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ）幼 稚 園 は 各 年 ５ 月 １ 日 現 在 、認 可 保 育 所 、認 証 保 育 所 、認 定 こ ど も 園 及 び そ の 他 保 育 は 各 年 ４ 月 １ 日 現 在 、就 学 前 児 童 数

は 各 年 １ 月 １ 日 現 在  

   認 定 こ ど も 園 の 利 用 児 童 数 は 、 幼 保 連 携 型 及 び 幼 稚 園 型 を 利 用 す る 保 育 を 必 要 と す る 子 の 合 計  
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 ○  都 にお け る教 育・保育 施設 等 の年 齢 別利 用状 況を 見 ると 、家庭 等の 割合 が １歳 で
34.3％ 、 ２ 歳 で 28.1％ と な っ て い ま す 。 ３ 歳 以 降 は 幼 稚 園 の 利 用 割 合 が ３ 歳 で
30.8%、４ 歳 以上 で 36.5%と な って いま す 。  

 
図 表 20 教 育 ・ 保 育 施 設 等 の 年 齢 別 利 用 状 況 （ 令 和 ６ 年 ）  

 
資 料：東 京 都 総 務 局「 住 民 基 本 台 帳 に よ る 東 京 都 の 世 帯 と 人 口 」（ 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 現 在 ）、東 京 都 総 務 局「 学 校 基 本 調 査 報 告 」、

東 京 都 福 祉 局  
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＜幼稚園の状況＞ 

 ○  東 京都 の 幼稚 園の 状況 につ い て見 ると 、在 園児 数 は、減 少傾 向が 続い て いま す。
全国 の在 園児 数 も、 減少 傾向 が続 い てい ます 。  

 
図 表 21 幼 稚 園 児 数 （ 全 国 ・ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」、 東 京 都 総 務 局 「 学 校 調 査 基 本 報 告 」  
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 ○  東 京都 の 幼稚 園数 、教 員数 、幼 稚 園 教諭 免許 状の 授 与件 数は いず れも 除 々に 減少
して いま す。  

図 表 22 幼 稚 園 数 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 総 務 局 「 学 校 基 本 調 査 報 告 」  （ 注 ： 幼 稚 園 数 は 、 休 園 し て い る 園 も 含 む 。）  

図 表 23 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 授 与 状 況 （ 東 京 都 教 育 委 員 会 授 与 分 ）  

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 「 教 員 免 許 状 授 与 件 数 等 調 査 」  

（ 注 ） 東 京 都 教 育 庁 の 報 告 数  

図 表 24 教 員 数 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 総 務 局 「 学 校 基 本 調 査 報 告 」  （ 注 ： 本 務 者 の み を 計 上 ）   
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 ○  東 京都 の ３〜 ５歳 児童 の幼 稚 園就 園率 は 34.8％で あ り 、い ずれ の年 齢 にお いて
も全 国の 就園 率 より 高く なっ てい ま す。  

 
図 表 25 年 齢 別 幼 稚 園 就 園 状 況 （ 令 和 ５ 年 ）  

 
資 料 ： 総 務 省 「 人 口 推 計 」、 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」、 東 京 都 総 務 局 「 学 校 基 本 調 査 報 告 」、 東 京 都 教 育 庁 「 教 育 人 口 等 推 計

報 告 書 」  

（ 注 ）全 国 は 、令 和 ４ 年 10 月 現 在 の 年 齢 別 人 口（ 総 務 省「 人 口 推 計 」）と 令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日 現 在 の 園 児 数（ 文 部 科 学 省「 学 校 基

本 調 査 」） よ り 算 出  
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 ○  預 か り 保 育 と は 、 教 育 課 程 に 係 る 教 育 時 間 の 終 了 後 に 希 望 す る 者 を 対 象 に 行 う
教育 活動 のこ と です 。東 京都 にお い ては 、公 立で 64.2％ 、私 立で 95.8％ の幼 稚園
が預 かり 保育 を 実施 して いま す。  

図 表 26 預 か り 保 育 実 施 状 況  

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 調 査 「 幼 児 教 育 実 態 調 査 」  

 

 ○  長 期 休 業 期 間 中 の 預 か り 保 育 の 実 施 状 況 を 見 て み る と 、 令 和 5 年 の 実 施 率 は
85.3％ で あり 、 夏季 、冬 季 及び 春 季休 業 日の い ずれ も 実施 し てい る 割合 は 76.4％
とな って いま す 。  

図 表 27 長 期 休 業 期 間 中 の 預 か り 保 育 実 施 状 況  

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 調 査 「 幼 児 教 育 実 態 調 査 」   
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 ○  ま た、保護 者 は子 供の 預け 先 を選 ぶ際 に、「 丁寧 に 子供 を見 てく れる 」、「 通 うの
に便 利な 場所 に ある」、保 育内 容、施 設整 備、就学 前教 育 など の「 教育・保 育 の充
実し てい る」 こ とを 重視 して いま す 。  

 
図 表 28 子 供 の 預 け 先 を 選 ぶ 際 に 重 視 す る こ と 〔 複 数 回 答 〕 − 29 年 度 調 査 と の 比 較  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  

（ 注 ） 平 成  29 年 度 調 査 で は ※ １ と し て い た 選 択 肢 に つ い て 、 令 和 ４ 年 度 調 査 で は ※ ２ 、 ※ ３ 及 び ※ ４ の 選 択 肢 に 再 構 築  し て

調 査 を 実 施 し た た め 、 ※ １ の 令 和 ４ 年 度 デ ー タ は 存 在 せ ず 、 ま た 、 ※ ２ 、 ※ ３ 及 び ※ ４ に つ い て は 平 成  29 年 度  の デ ー タ

は 存 在 し な い 。  
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＜保育サービスの状況＞ 

（こ れま での 取 組）  
 ○  保 育を 必 要と して いる にも か かわ らず 、保 育サ ー ビス を 利用 でき ない 児 童を 、待

機児 童と いい ま す。都内 の待 機児 童 数は 、平 成 20 年 度 に増 加 に転 じ、その 後、７
千人 から ８千 人 台で 推移 して きま し た。待 機児 童の 約９ 割 は、０ 〜２ 歳児 が占 め て
いま す。  

 ○  都 は、平 成 27 年３ 月の 第１ 期 計画 の策 定に 際し 、区市 町村 や保 育事 業 者の 負担
を軽 減す る都 独 自の 支援 を行 うと と もに 、多様 な設 置主 体 の参 入を 促す ため 、株式
会社 や NPO 法 人な ど が行 う施 設整 備 に対 する 独自 補助 を 実施 し、保 育 サー ビス の
拡充 を進 めて き まし た。  

 ○  ま た、 平 成 28 年 ９月 に、「待 機 児 童解 消に 向け た 緊急 対策 」を 取り ま とめ 、平
成 28 年 12 月に 策 定 した 「2020 年に 向け た実 行プ ラン 」 にお いて 、平成 28 年 ４
月１ 日か ら平 成 31 年 度末 まで の４ 年 間で 保育 サー ビス 利 用児 童数 を７ 万人 増 やす
こと を目 標と し まし た。  

 ○  さ らに 、平 成 29 年 ９月 には 、「 待機 児童 解消 に向 け た追 加対 策」を取 りま と め 、
平成 30 年 １月 の「「 ３つ のシ ティ 」 の実 現に 向け た政 策 の強 化」 にお いて 、 平成
29 年４ 月１ 日か ら 平 成 31 年 度末 ま での ３年 間で 保育 サ ービ ス利 用児 童数 を ６万
人増 やす こと を 目標 とし 、平 成 26 年 から 平成 31 年 の 5 年間 で 、待 機児 童数 は 、
8,672 人か ら 3,690 人 と、 約 5,000 人 減 少 しま した 。  

 ○  令 和２ 年 ３月 に策 定し た第 二 期計 画（ 令和 ５年 ３ 月中 間 見直 し版 ）に お いて は 、
平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 度 末 ま で に 保 育 サ ー ビ ス 利 用 児 童 数 を ３ ． ８ 万
人増 やす こと を 目標 とし 、更 なる 保 育サ ービ スの 拡充 を 進め てき まし た。  

 ○  こ うし た 取組 の結 果、令 和 ４年 に は、待 機児 童 数は、3,690 人 から ９割 以上 減少
し、300 人 とな り、以 降同 水準 で推 移 して いま す。一方 で 、保 育 サー ビス 利用 率 は、
59.1%まで 上 昇し まし た。  
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（保 育サ ービ ス の状 況）  
 ○  都 にお け る令 和６ 年４ 月の 状 況を みる と、 認可 保 育所 の定 員充 足率 は 89.7％、

認証 保育 所の 定 員充 足率 は 84.9％と な っ てい ます 。  
 ○  保 育サ ー ビス の利 用児 童数 は 、令 和６ 年４ 月現 在 で 323,750 人 、 就学 前児 童人

口に 対す る比 率（利 用率 ）は 、59.1％ とな って いま す 。保 育サ ービ スの 利用 率 は、
年々 増加 して い ます 。  

 
図 表 29 認 可 保 育 所 と 認 証 保 育 所 の 利 用 状 況 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 ）  

  認可保育所 認証保育所 

定員 320,389 人 13,946 人 

利用児童数 287,492 人 11,847 人 

利用率 89.7％ 84.9％ 

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

図 表 30 保 育 サ ー ビ ス 利 用 児 童 数 等 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  
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 ○  都 内の 待 機児 童数 は、平成 ２９ 年 の約 8,600 人か ら、大幅 に減 少し 、令 和 ４年 以
降は 300 人 前後 で 推 移し てい ます 。  

 
図 表 31 都 内 の 待 機 児 童 数 （ 各 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

 
 ○  保 育サ ー ビス は、保 育の 実施 主体 であ る区 市町 村 によ り、認 可保 育所 、認証 保育

所、認 定こ ども 園 、家 庭的 保育 など 、地域 の実 情に 応じ て 様々 な資 源を 活用 し て提
供し てい ます 。  

 
図 表 32 保 育 サ ー ビ ス 種 別 ご と の 利 用 児 童 数  各 年 ４ 月 １ 日 現 在  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  
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 ○  延 長保 育 や、一時 預か り、障害 児 保育、病児・病 後児 保 育等、多様 な 保育 サ ービ
スを 実施 する 保 育施 設は 増加 傾向 に あり ます 。  

 
図 表 33 多 様 な 保 育 サ ー ビ ス の 実 施 状 況  各 年 度 補 助 事 業 実 績  

 

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

  

休日保育実施

（夜間保育を含む） うち２時間以上延長 保育所数

平成28年度 2,342施設 2,140施設 756施設 67施設

29年度 2,558施設 2,323施設 849施設 52施設

30年度 2,811施設 2,669施設 1,064施設 53施設

令和元年度 3,066施設 2,897施設 1,221施設 53施設

2年度 3,325施設 3,065施設 1,347施設 68施設

3年度 3,477施設 3,284施設 1,451施設 70施設

4年度 3,569施設 3,306施設 1,518施設 75施設

保育所数
延長保育実施保育所数

保育所数 児童数 実施区市 施設数

平成28年度 1,371,284人 165,757人 1,647施設 4,894人 48か所 134施設

29年度 2,189,740人 190,940人 1,767施設 5,196人 48か所 144施設

30年度 2,441,434人 205,207人 1,963施設 5,573人 48か所 149施設

令和元年度 2,700,714人 185,622人 2,037施設 5,839人 48か所 159施設

令和2年度 2,253,704人 156,561人 2,178施設 6,445人 48か所 161施設

3年度 2,678,738人 131,687人 2,324施設 6,952人 48か所 159施設

4年度 2,965,762人 111,168人 2,504施設 7,342人 48か所 160施設

障害児保育 病児・病後児定期利用
保育利用
児童数

一時預かり
利用児童数
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 ○  こ こ数 年 の新 規の 保育 士登 録 者数 は、６千 人 台か ら８ 千人 台で 推移 し てい ます。 
 

図 表 34 保 育 士 登 録 数  
 新 規 登 録 者 数  登 録 簿 記 載 者 数  

平 成 27 年 度  7,829 人  116,227 人  

28 年 度  8,867 人  125,094 人  

29 年 度  8,442 人  133,536 人  

30 年 度  8,033 人  141,569 人  

令 和 元 年 度  8,195 人  149,764 人  

２ 年 度  6,523 人  156,287 人  

３ 年 度  7,114 人  163,401 人  

４ 年 度  7,515 人  170,916 人  

５ 年 度  6,812 人  177,728 人  

資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

 

 ○  令 和 ４ 年 度 に 実 施 し た 東 京 都 保 育 士 実 態 調 査 結 果 に よ る と 、 現 在 保 育 に 従 事 し
てい る保 育士 の うち 78.7％ の方 が「今 後 も保 育士 とし て 働き 続け たい 。」と 回答 し
てい ます 。  

 

図 表 35 現 任 保 育 士 の 就 業 継 続 に 関 す る 意 識 （ 令 和 ４ 年 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 保 育 士 実 態 調 査 」  

  

今後も保育士として
働き続けたい

78.7％

今後は保育士を辞め、
保育士以外の職種で

働きたい
19.4％

今後は保育士を辞め、
働かないつもりだ

1.9％

N = 9,379
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 ○  19.4％ が 退 職 の 意向 を も っ て いま す が、 退 職 意 向 の理 由 は、「 給 料が 安 い 」、「仕
事量 が多 い」、「 労働 時間 が長 い」な ど、勤 務条 件に 関わ る もの が高 い割 合を 示 して
いま す。  

 

図 表 36 退 職 を 考 え て い る 現 任 保 育 士 の 退 職 意 向 理 由 （ 令 和 ４ 年 ）  

資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 保 育 士 実 態 調 査 」  
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＜認定こども園の状況＞ 

 ○  東 京都 の 認定 こど も園 の認 可 ・認 定件 数は 200 施 設 （ 令和 ６年 ４月 １ 日現 在）
とな って おり 、こ のう ち幼 稚園 型 が 71 施 設 、保育 所型 が 60 施設 とな って いま す 。  

 
図 表 37 認 定 こ ど も 園 の 認 可 ・ 認 定 件 数 の 推 移 （ 各 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ） 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 か ら 認 可 施 設 に 制 度 変 更  

 

図 表 38 認 定 こ ど も 園 の 認 定 件 数 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

  認 定 件 数  公 立  私 立  幼 保 連 携 型  幼 稚 園 型  保 育 所 型  地 方 裁 量 型  

東 京 都  200 件  30 件  170 件  61 件  71 件  60 件  8 件  

全 国  10,483 件  1,567 件  8,916 件  7,136 件  1,506 件  1,754 件  87 件  

資 料 ： 内 閣 府 「 認 定 こ ど も 園 に 関 す る 状 況 に つ い て （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）」  

（ 注 ） 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 か ら 認 可 施 設 に 制 度 変 更  

 

 ○  ま た 、定 員（ 令和 ６年 ４月 １ 日現 在）は 、都全 体で 36,723 人 、そ の うち 保 育を
必要 とす る子 の 定員 が 18,232 人 、 それ 以 外の 子の 定員 が 18,491 人 と なっ てい ま
す。  

図 表 39 認 定 こ ど も 園 の 定 員 （ 東 京 都 ）（ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局   
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上記以外の子 0人 0人 0人 1,178人 5,253人 5,978人 6,082人 18,491人
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【２ 就学前教育の充実】 

＜現状と課題＞ 

 ○  幼 稚 園 教 育 要 領 、 保 育 所 保 育 指 針 及 び 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 教 育 ・ 保 育 要 領
は、平 成 29 年 ３月 に 改訂・改 定 が同 時に 告示 され 、就学 前教 育 1のねら いや 内 容等
の一 層の 整合 性 が確 保さ れま した 。その 中 では 、就 学前 教 育が 小 学校 以降 の生 活 や
学習 の基 盤の 育 成に つな がる こと に 配慮 し、乳幼 児 期に ふさ わし い生 活を 通 して、
創 造 的 な 思 考 や 主 体 的 な 生 活 態 度 な ど の 基 礎 を 培 う よ う に し て く こ と の 必 要 性 が
示さ れて いま す 。  

 ○ また 、五つ の領 域（ 健康 、人間 関係 、環境 、言 葉 、表 現 ）に 示さ れた ねら い 及び 内
容 に 基 づ く 教 育 及 び 保 育 活 動 全 体 を 通 し て 資 質 ・ 能 力 が 育 ま れ て い る ５ 歳 児 後 半
に見 られ るよ う にな る姿 を明 確化 し た「 幼 児期 の終 わり ま でに 育っ てほ しい 姿 」が
示さ れて いま す 。  

 ○  国 にお い ては、「幼 保小 の 架け 橋プ ログ ラム 」の推 進な どの 取組 が進 め られ てい
ます。また 、幼 稚園 、保育 所、認 定 こど も 園に おい ては 、要 領・指針 の趣 旨 を踏 ま
えた 教育 の実 現 に向 けて 着実 な実 践 が積 み重 ねら れて き てい ます 。  

 ○  幼 児 期 が 生 涯 に わ た る 人 格 形 成 の 基 礎 を 培 う 重 要 な 時 期 で あ る こ と や 、 ０ 歳 か
ら 18 歳 の子 供 の発 達 や学 びが 連続 し てい るこ とを 踏ま え、家 庭や 地域 の状 況 にか
かわ らず 、全 て の子 供 が格 差な く質 の 高い 学び を享 受で き 、そ の 後の 学び へと 接 続
でき るよ う、 就 学前 教育 の充 実を 図 るこ とが 必要 です 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  乳 幼児 期 から の子 供の 教育 支 援を 地域 に定 着さ せ る取 組等 を推 進し ま す。  
 ○  乳 幼 児 期 の 発 達 や 学 び の 連 続 性 を 踏 ま え た 教 育 内 容 や 方 法 を 具 体 的 に 示 し た

「就 学前 教育 カ リキ ュラ ム改 訂版 」等指 導 資料 の普 及啓 発 を図 り、区市 町村 や 学校
法人 等と 連携 し 、幼 稚 園、保育 施設 及 び認 定 こど も園 にお け る質 の高 い就 学前 教 育
を推 進し ます 。  

 ○  都 内 の ３ 歳 か ら ５ 歳 ま で の 就 学 前 児 童 の 約 ４ 割 が 幼 稚 園 に 就 園 し 、 う ち 私 立 幼
稚 園 に 在 園 す る 園 児 の 割 合 は 約 ９ 割 を 占 め て い ま す 。 建 学 の 精 神 に 基 づ く 様 々 な
特 色 あ る 教 育 活 動 を 行 っ て お り 、 量 ・ 質 と も に 重 要 な 役 割 を 担 う 私 立 幼 稚 園 に 対
し、教育 条件 の 維持 向 上等 を目 的と し た支 援を はじ め、預 かり 保 育に 対す る支 援 、
保護 者の 経済 的 負担 の軽 減を 目的 と した 支援 を行 いま す 。  

 

 
1 幼 稚 園 、 保 育 施 設 及 び 認 定 こ ど も 園 に お け る 小 学 校 就 学 前 の 子 供 に 対 す る 教 育 。 本 計 画 に お い て は 、 乳 幼 児 期
に お け る 家 庭 教 育 を 包 含  
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 〇  全 ての 乳 幼児 の「 伸び る・育 つ（す くす く）」と「 好奇 心・探究心（ わく わく ）」
を 応 援 す る 幼 保 共 通 の プ ロ グ ラ ム 「 と う き ょ う  す く わ く プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、
各 園 の 環 境 や 強 み を 活 か し な が ら 、 各 園 が 設 定 す る テ ー マ に 沿 っ て 、 乳 幼 児 の 興
味・ 関心 に応 じ た探 究活 動を 実践 す る幼 稚園 ・保 育所 等 を支 援し ます 。  

 ○  幼 児が 生 き る 力 2の基 礎 を 身に 付 け 、小 学 校 入学 後 の 学 習や 集 団 生活 に 適 応 でき
るよ う、「 就学 前教 育 カリ キュ ラム 改 訂版 」及び「 就 学前 教育 プロ グラ ム」の活 用
を促 進す ると と もに 、保 育者 や 小学 校教 員を 対象 とし た 研修 会等 を開 催す る など、
区 市 町 村 や 学 校 法 人 等 と 連 携 し て 就 学 前 教 育 と 小 学 校 教 育 と の 円 滑 な 接 続 を 図 っ
てい きま す。  

 ○  ま た、就 学前 教 育と 小学 校教 育 との 円滑 な接 続を 図 るた めに 、そ の重 要 性に つ い
て、協 議会 等を 通し て保 育・教 育関 係者 に広 く啓 発す る とと もに 、東京 都教 育委 員
会が 作成 した 指 導資 料の 活用 を促 進 しま す。  

 
■就 学前 教育 の イメ ージ 図  

 
  

 
2 変 化 の 激 し い こ れ か ら の 社 会 を 生 き る 子 供 た ち に 身 に 付 け さ せ た い 、「 確 か な 学 力 」、「 豊 か な 人 間 性 」、「 健 康
と 体 力 」 の ３ つ の 要 素 か ら な る 力  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

88   
小 学 校 との連 続 性 を踏 まえた
就 学 前 教 育 の充 実  

教 育 庁  

 幼 稚 園 、保 育 所 、認 定 こども園 等 と小 学 校 との円 滑 な
接 続 を図 るための具 体 的 な連 携 の方 策 を明 らかにした「 就
学 前 教 育 プログラム」 や、乳 幼 児 期 から就 学 期 までの発 達
や学 びの連 続 性 を踏 まえた教 育 内 容 や方 法 を具 体 的 に示
した「 就 学 前 教 育 カリキュラム改 訂 版 」 等 、都 教 育 委 員 会
が作 成 した指 導 資 料 の普 及 ・ 啓 発 を図 る。このことにより、
幼 稚 園 、保 育 所 等 の就 学 前 施 設 における質 の高 い就 学
前 教 育 及 び小 学 校 教 育 との円 滑 な接 続 を推 進 する。 

89   
乳 幼 児 期 からの子 供 の教 育 支
援 プロジェクト 

教 育 庁  

 子 供 の発 達 に関 する科 学 的 知 見 を踏 まえ、乳 幼 児 期 か
らの子 供 の教 育 の重 要 性 をすべての保 護 者 に伝 えるととも
に、乳 幼 児 期 からの子 供 の教 育 支 援 の取 組 を地 域 に定 着
させる取 組 を実 施 する。 

90   子 供 の読 書 活 動 の推 進  教 育 庁  

 児 童 ・ 生 徒 の成 長 段 階 に合 わせた読 書 活 動 推 進 のため
の取 組 及 び読 書 活 動 の基 盤 づくりのための取 組 等 を行 う。
また、関 係 機 関 と連 携 し、公 立 学 校 のほか、私 立 学 校 や
児 童 福 祉 施 設 への情 報 提 供 も進 めていく。 
○乳 幼 児 が読 書 を好 きになり、身 近 に感 じることができるよ
う、絵 本 の読 み聞 かせの充 実 や保 護 者 等 への乳 幼 児 期 の
読 書 の重 要 性 についての啓 発  
○小 ・ 中 学 生 が目 的 をもって読 書 を行 い、他 人 に伝 えること
ができるよう、朝 読 書 の実 施 方 法 の工 夫 や異 年 齢 ・ 異 校
種 間 での読 み聞 かせによる交 流 等 を進 めるための区 市 町 村
への支 援  
○高 校 生 等 が課 題 解 決 のために読 書 等 が主 体 的 にできる
よう、各 教 科 の授 業 における調 べ学 習 等 の指 導 の推 進 や、
読 書 の幅 を広 げ読 解 力 を向 上 させるための多 様 なジャンル
のおすすめ本 の紹 介 等  
○障 害 のある児 童 ・ 生 徒 が読 書 に親 しむことができるよう、
読 み聞 かせ等 の工 夫 や IT 機 器 活 用 等 の指 導 、多 様 な指
導 事 例 の紹 介 等  
○読 書 環 境 の充 実 のための学 校 図 書 館 のリニューアル事 例
の紹 介 や人 材 育 成 の支 援 等  
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

91   私 立 幼 稚 園 等 への助 成  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

○私 立 幼 稚 園 経 常 費 補 助 ・ 私 立 幼 稚 園 教 育 振 興 事 業
費 補 助  
 私 立 幼 稚 園 の教 育 条 件 の維 持 向 上 、在 学 する園 児 に
係 る修 学 上 の経 済 的 負 担 の軽 減 及 び私 立 幼 稚 園 の経
営 の健 全 性 を高 めるため、その経 費 の一 部 を補 助 する。あ
わせて、地 域 の様 々なニーズに応 じた私 立 幼 稚 園 の取 組 を
促 進 する。 
○私 立 幼 稚 園 等 施 設 型 給 付 費 負 担 金  
 新 制 度 の施 行 に伴 い創 設 された施 設 型 給 付 の一 部 を
負 担 し、幼 児 期 の学 校 教 育 や保 育 等 の量 の拡 充 、質 の
向 上 の推 進 を図 る。 
○私 立 幼 稚 園 等 特 色 教 育 等 推 進 補 助  
 新 制 度 に移 行 する私 立 幼 稚 園 等 に対 し、特 色 ある幼 児
教 育 の推 進 を図 るため、各 園 の取 組 に応 じて補 助 する。 

92   
私 立 幼 稚 園 等 における預 かり
保 育 の充 実  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

○私 立 幼 稚 園 預 かり保 育 推 進 補 助  
 私 立 幼 稚 園 における預 かり保 育 の拡 充 を推 進 するため、
預 かり保 育 を実 施 する私 立 幼 稚 園 に対 して、その経 費 の一
部 を補 助 する。 
 
○私 立 幼 稚 園 等 一 時 預 かり事 業 費 補 助  
 新 制 度 の施 行 に伴 い創 設 された一 時 預 かり事 業 （ 幼
稚 園 型 ） を行 う区 市 町 村 に対 し、その経 費 の一 部 を補 助
することにより、地 域 の実 情 に応 じた子 育 て支 援 の充 実 を図
る。 
 また、就 労 家 庭 の教 育 ニーズに対 応 するため、預 かり保 育
の長 時 間 、通 年 化 、小 規 模 保 育 施 設 との連 携 による卒 園
児 受 入 れ、２ 歳 児 の定 期 利 用 に取 り組 む私 立 幼 稚 園 を
「 TOKYO 子 育 て応 援 幼 稚 園 」 として都 が独 自 に支 援 を行
う。 

93   
私 立 幼 稚 園 等 に通 う園 児 の
保 護 者 への支 援  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

○私 立 幼 稚 園 等 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 事 業 費 補 助  
 幼 稚 園 教 育 の振 興 と充 実 に資 するため、私 立 幼 稚 園 に
在 籍 する園 児 の保 護 者 に対 して、区 市 町 村 が行 う保 護 者
負 担 軽 減 事 業 の経 費 の一 部 を補 助 する。 
〇私 立 幼 稚 園 等 施 設 等 利 用 費 負 担 金  
 幼 児 教 育 ・ 保 育 の無 償 化 の実 施 に伴 い創 設 された施
設 等 利 用 給 付 の一 部 を負 担 し、急 速 な少 子 化 の進 行 並
びに幼 児 期 の教 育 及 び保 育 の重 要 性 に鑑 み、総 合 的 な
少 子 化 対 策 を推 進 する一 環 として、子 育 てを行 う家 庭 の
経 済 的 負 担 の軽 減 を図 る。 

94   
公 立 幼 稚 園 における預 かり保
育 の充 実  

教 育 庁  

 新 制 度 の施 行 に伴 い創 設 された一 時 預 かり事 業 （ 幼
稚 園 型 ） を行 う区 市 町 村 に対 し、その経 費 の一 部 を補 助
することにより、地 域 の実 情 に応 じた子 育 て支 援 の充 実 を図
る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

95   
とうきょう すくわくプログラム推 進
事 業  

子 供 政 策 連
携 室  

 全 ての乳 幼 児 の「 伸 びる・ 育 つ（ すくすく） 」 と「 好 奇
心 ・ 探 究 心 （ わくわく） 」 を応 援 する幼 保 共 通 のプログラム
「 とうきょう すくわくプログラム」 に基 づき、各 園 の環 境 や強 み
を活 かしながら、各 園 が設 定 するテーマに沿 って、乳 幼 児 の
興 味 ・ 関 心 に応 じた探 究 活 動 を実 践 する幼 稚 園 ・ 保 育 所
等 を支 援 する。 

再 掲    
多 様 な他 者 との関 わりの機 会
の創 出  

福 祉 局   
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【３ 保育サービスの充実】 

＜現状と課題＞ 

（質 の高 い保 育 の確 保・ 充実 ）  
 ○  都 は 、こ れ ま でも 、保育 の実 施 主 体で ある 区市 町 村に よる 、認可 保育 所 、認 証保

育所 、認定 こど も園 、家庭 的保 育な ど 、地 域の 実情 に応 じ た多 様な 保育 サー ビ スの
整備 を支 援し て きま した 。  

 ○  認 証保 育 所は 、平 成 13 年 度 の制 度 創設 以降 、都 の 保育 施策 の重 要な 柱 の一 つと
し て 、 認 可 保 育 所 が 対 応 し 切 れ な い 大 都 市 特 有 の 多 様 な ニ ー ズ に 柔 軟 に 対 応 し て
いま す。保育 サ ービ ス や地 域の 子育 て 支援 の充 実に 一層 貢 献し てい くよ う、引 き続
き支 援し てい く 必要 があ りま す。  

 ○  平 成 30 年度 か らは 、待機 児童 の保 護者 、育児 休業 満了 者、夜 間帯 保育 を必 要と
す る 保 護 者 が ベ ビ ー シ ッ タ ー を 利 用 す る 場 合 の 利 用 料 の 一 部 の 補 助 を 開 始 し 、 そ
の後 、一 時預 か りの 支 援な ど対 象の 拡 大を 図る とと もに 、ベビ ー シッ ター を安 心 し
て利 用で きる よ う、 保育 の質 向上 に 取り 組む 事業 者を 支 援し てい ます 。  

 ○  引 き続 き 保育 ニー ズに 的確 に 対応 し、待機 児童 解 消を 維 持し てい くた め に、都 内
全域 の動 向を 踏 まえ ると とも に、局 地的 な 人口 流入 等、地 域に お ける 保育 ニー ズ の
変化 にも きめ 細 かく 対応 して いく 必 要が あり ます 。  

 ○  区 市 町 村 や 事 業 者 が 地 域 の 実 情 に 応 じ て 保 育 サ ー ビ ス の 向 上 に 取 り 組 め る よ う 、
支援 する こと が 必要 です 。  

 ○  子 供 の 育 ち を 支 え る た め に 、 豊 か な 遊 び と 体 験 の 機 会 を 提 供 し て い く こ と は 大
切で す。  

 ○  保 育 人 材 の 資 質 向 上 の た め 研 修 の 受 講 を 促 進 す る と と も に 、 保 育 人 材 が 自 ら の
専門 性を より 発 揮で きる 環境 を整 備 する こと が必 要で す 。  

 ○  区 市町 村 との 連携 によ る適 切 な指 導監 督、第三 者 評価 の 受審 の促 進の ほ か、事 故
防 止 の 徹 底 や 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 着 実 な 再 発 防 止 の 取 組 を 行 っ て い く が 必 要 で
す。  

 
（全 ての 子供 の 育ち の支 援）  
 ○  多 様な 子 供や 大人 との 関わ り は、子 供の 育ち にと っ て重 要で す。令和 ５ 年度 か ら

は、乳幼 児期 か ら多 様 な他 者と の関 わ りを 持ち 、子 供が 健 やか に 成長 でき るよ う 、
就 労 等 の 有 無 に か か わ ら ず 、 幼 稚 園 や 保 育 所 等 で 子 供 を 定 期 的 に 預 か る 取 組 を 開
始し てい ます 。  

   な お 、国 に お いて も 、令 和８ 年 度 より 、月一 定時 間 ま での 利用 可能 枠 の中 で 、就
労要 件を 問わ ず、幼 稚園・保育 所 等を 利 用で きる「 乳 児等 の ため の支 援給 付」（ こ
ども 誰で も通 園 制度 ）を 創設 する こ とと して いま す。  

 ○  ラ イフ ス タイ ルや 就労 形態 の 多様 化、特に 配慮 を 要す る 子供 が増 加す る 中、実 施
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主体 であ る区 市 町村 が、延 長保 育や 夜間 保育 、病児 保育 、障害 のあ る児 童や 医 療的
ケア が必 要な 児 童（ 以下、「医 療的 ケア 児 」とい う。）の対 応 な ど、ニ ーズ に 応じ た
き め 細 か い 保 育 の 提 供 や 子 供 の 育 ち の 支 援 が 行 え る よ う 、 支 援 し て い く 必 要 が あ
りま す。  

 ○  保 育所 は 、地 域 の保 護者 等に 対 して 、保育 所保 育の 専 門性 を生 かし た子 育 て支 援
を積 極的 に行 う よう 務め る必 要が あ りま す。  

 
（保 育人 材の 確 保・ 定着 ）  
 ○  よ り良 い 保育 サー ビス を提 供 する 上で 、保 育人 材 の確 保は 極め て重 要 です 。  
 ○  登 録 簿 記 載 者 数 は 増 加 し て い ま す が 、 資 格 を 有 し て い て も 保 育 以 外 の 分 野 に 就

業 し て い る 方 や 退 職 し て 働 い て い な い 方 も 多 く 、 こ う し た 潜 在 保 育 士 の 活 用 も 課
題と なっ てい ま す。  

 ○  都 内保 育 士の 有効 求人 倍率 は 3.41 と、全 国 平均 2.41 を 上回 って おり 、保 育人 材
が需 要に 対し て 十分 では あり ませ ん 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  こ れ ま で の 取 組 に よ り 待 機 児 童 が ほ ぼ 解 消 し た こ と を 踏 ま え 、 待 機 児 童 対 策 を
中心 とし た「量 の 拡 大 」か ら、「 保育 の質 の向 上」、保育 の必 要 性の 有無 に関 わ らな
い「 子育 ちの 支 援」 に重 点を おい て 施策 を推 進し てい き ます 。  

 
（質 の高 い保 育 の確 保・ 充実 ）  
 ○  子 供の よ り良 い育 ちに 資す る ため 、質 の 高い 保育 の確 保・充 実を 図る ため 、地域

の実 情に 応じ て 保育 サー ビス 向上 に 取り 組む 区市 町村 や 事業 者を 支援 しま す 。  
 〇  全 ての 乳 幼児 の「 伸び る・育 つ（す くす く）」と「 好奇 心・探究心（ わく わく ）」

を 応 援 す る 幼 保 共 通 の プ ロ グ ラ ム 「 と う き ょ う  す く わ く プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、
各 園 の 環 境 や 強 み を 活 か し な が ら 、 各 園 が 設 定 す る テ ー マ に 沿 っ て 、 乳 幼 児 の 興
味・ 関心 に応 じ た探 究活 動を 実践 す る幼 稚園 ・保 育所 等 を支 援し ます 。（ 再掲 ）  

 ○  子 供 を 主 体 と し た 保 育 等 の 実 践 や 不 適 切 保 育 防 止 に 係 る 保 育 者 向 け 研 修 等 に よ
り 保 育 所 等 に お け る 子 供 を 中 心 と し た 保 育 実 践 の 普 及 促 進 を 図 り 、 保 育 の 質 の 向
上及 び保 育の 充 実に つな げま す。  

 ○  保 育の 質 の向 上を 図る ため 、事務 職 員や 保育 補助 者 の配 置支 援に よっ て 、施 設 長
や保 育士 が本 来 の役 割に 注力 でき る 環境 を整 備し ます 。  

 ○  第 三 者 評 価 の 受 審 促 進 、 区 市 町 村 と 連 携 し た 効 果 的 な 指 導 監 督 を 行 い ま す 。 ま
た、保護 者支 援 や配 慮 が必 要な 子供 へ の保 育力 の強 化な ど 、保 育 従事 者の 資質 の 向
上に 必要 な研 修 を受 講で きる 環境 を 整え ます 。  

 ○  子 供の 健 康及 び安 全の 確保 の ため 、子 供 の健 康支 援 、食 育の 推進 、施設 にお ける
環 境 及 び 衛 生 並 び に 安 全 管 理 、 災 害 へ の 備 え な ど 保 育 所 保 育 指 針 で 示 さ れ て い る
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内容 を踏 まえ な がら 、散歩 等の 園外 活 動や バス 送迎 も含 め 、事 故 防止 及び 事故 発 生
時 の 迅 速 か つ 適 切 な 対 応 が 図 ら れ る よ う 、 区 市 町 村 と 連 携 し な が ら 取 り 組 ん で い
きま す。  

 ○  ま た、引 き続 き 保育 ニー ズに 的 確に 対応 し待 機児 童 解消 を維 持し てい く ため 、地
域 の 実 情 に 応 じ た 様 々 な 保 育 サ ー ビ ス の 提 供 や 、 認 可 保 育 所 や 認 証 保 育 所 の 空 き
定 員 を 活 用 し て 、 保 育 ニ ー ズ の 変 化 に 応 じ た 受 け 皿 を 確 保 す る 取 組 を 支 援 し て い
きま す。  

 
（全 ての 子供 の 育ち の支 援）  
 ○  望 む人 誰 もが 、安心 して 子供 を 産み 育て るこ とが で きる 社会 の実 現に 向 け、保 育

料の 無償 化を 図 りま す。  
 ○  特 に支 援 を要 する 子供 が増 加 する 中、こ れま での 病児 保育 、障害 児 、ア レル ギー

児 な ど へ の 支 援 に 加 え 、 医 療 的 ケ ア 児 の 受 入 体 制 の 整 備 や 外 国 に つ な が る 子 供 へ
の 対 応 な ど 、 ニ ー ズ に 応 じ た 多 様 な 保 育 サ ー ビ ス を 提 供 す る 区 市 町 村 や 事 業 者 を
支援 して いき ま す。  

 ○  ラ イフ ス タイ ルや 就労 形態 が 柔軟 化・多様 化す る 中、夜 間保 育や 休日 保 育な どを
行う 区市 町村 や 事業 者を 支援 して い きま す。  

 ○  病 児 保 育 施 設 の 設 置 を 促 進 す る と と も に 、 ベ ビ ー シ ッ タ ー に よ る 病 児 保 育 を 受
けら れる よう 、急な 依頼 にも 対応 可 能な 体制 の確 保等 に 取り 組む 事業 者を 支 援し、
取組 の評 価・ 検 証を 通じ て事 業内 容 の充 実を 目指 しま す 。  

 ○  他 者と の関 わ りの 中で 、非 認知 能 力の 向 上な ど、子供 の 健や か な成 長が 図ら れ る
よう 、保 護者 の 就労 等 の有 無に かか わ らず 、保育 所等 で児 童 を定 期的 に預 かる 取 組
を推 進し ます 。併せ て、支 援が 必要 な家 庭を 新た なサ ー ビス につ なぎ 、継続 的に 支
援し ます 。  

 ○  医 療 的 ケ ア 等 に よ り 保 育 所 等 を 利 用 す る こ と が で き な い 児 童 に 対 し 、 保 護 者 の
就 労 等 の 有 無 に か か わ ら ず 、 居 宅 等 で 保 育 し 、 保 護 者 以 外 の 他 者 と の 関 わ り の 中
で、 非認 知能 力 の向 上な ど子 供の 健 やか な成 長を 図り ま す。  

 ○  保 育 所 等 で 地 域 の 子 育 て 家 庭 を 対 象 と し た 育 児 相 談 な ど を 行 う こ と に よ り 、 在
宅子 育て 家庭 の 孤立 防止 や育 児不 安 軽減 につ なげ る取 組 を支 援し てい きま す 。  

 〇  全 ての 乳 幼児 の「 伸び る・育 つ（す くす く）」と「 好奇 心・探究心（ わく わく ）」
を 応 援 す る 幼 保 共 通 の プ ロ グ ラ ム 「 と う き ょ う  す く わ く プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、
各 園 の 環 境 や 強 み を 活 か し な が ら 、 各 園 が 設 定 す る テ ー マ に 沿 っ て 、 乳 幼 児 の 興
味・ 関心 に応 じ た探 究活 動を 実践 す る幼 稚園 ・保 育所 等 を支 援し ます 。（ 再掲 ）  

 
（保 育人 材の 確 保・ 定着 ）  
 ○  資 格取 得 や就 職・定着 を支 援 する た め、保育 士資 格 取得 に 要す る費 用を 補 助す る

とと もに 、就 職 支援 と 就職 後の フォ ロ ーや 就職 相談 会、宿 舎借 り 上げ 支援 など を 実
施し ます 。  
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 ○  職 場 へ の 定 着 が 一 層 図 ら れ る よ う 、 メ ン タ ル ヘ ル ス に 関 す る 研 修 の 取 組 を 支 援
しま す。  

 ○  認 可 外 保 育 施 設 に 対 す る 研 修 の 実 施 や 、 区 市 町 村 等 が 行 う 研 修 に 係 る 経 費 を 補
助し ます 。  

 ○  職 責 等 に 応 じ た 処 遇 を 実 現 す る キ ャ リ ア パ ス 導 入 に 取 り 組 む 事 業 者 を 支 援 す る
とと もに 、保 育 士等 キャ リア アッ プ 研修 の実 施を 支援 し ます 。  

 ○  事 務 職 員 や 保 育 補 助 者 の 配 置 支 援 に よ っ て 、 施 設 長 や 保 育 士 が 本 来 の 役 割 に 注
力で きる 環境 を 整備 しま す。（再 掲）  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

96   

保 育 サービスの充 実 （ 認 可 保
育 所 、認 証 保 育 所 、認 定 こど
も園 、家 庭 的 保 育 事 業 、小
規 模 保 育 事 業 、居 宅 訪 問 型
保 育 事 業 、事 業 所 内 保 育 事
業 、企 業 主 導 型 保 育 事 業 、
定 期 利 用 保 育 ）  

福 祉 局  

 地 域 の実 情 に応 じ、認 可 保 育 所 、認 証 保 育 所 、認 定 こ
ども園 など、多 様 な保 育 サービスを提 供 する区 市 町 村 を支
援 する。 
○認 可 保 育 所  
 保 育 を必 要 とする就 学 前 児 童 に対 する保 育 を行 う、児
童 福 祉 法 に定 める児 童 福 祉 施 設  
○認 証 保 育 所  
 東 京 の保 育 ニーズに対 応 するため、大 都 市 の特 性 に着 目
した都 独 自 の基 準 により設 置 ・ 運 営 する保 育 施 設  
○認 定 こども園  
 就 学 前 の子 供 を、保 護 者 の就 労 の有 無 に関 わらず受 け
入 れ、幼 児 教 育 と保 育 の一 体 的 提 供 と地 域 における子 育
て支 援 を行 う施 設  
○家 庭 的 保 育 事 業  
 家 庭 的 保 育 者 がその居 宅 等 において、利 用 定 員 ５ 人
以 下 で保 育 を行 う事 業  
○小 規 模 保 育 事 業  
 定 員 が６ 人 以 上 １ ９ 人 以 下 の少 人 数 で保 育 を行 う事
業  
○居 宅 訪 問 型 保 育 事 業  
 家 庭 的 保 育 者 が、乳 児 または幼 児 の居 宅 において保 育
を行 う事 業  
○事 業 所 内 保 育 事 業  
 事 業 主 が、従 業 員 及 び地 域 の児 童 のために保 育 を行 う
事 業  
○企 業 主 導 型 保 育 事 業  
 国 の助 成 を受 けて、企 業 が主 として従 業 員 のために保 育
を行 う事 業 （ 地 域 の児 童 も受 け入 れ可 能 ）  
○定 期 利 用 保 育  
 パートタイム勤 務 や育 児 短 時 間 勤 務 等 、保 護 者 の就 労
形 態 の多 様 化 に対 応 し、保 育 所 等 において児 童 を一 定 程
度 継 続 的 に保 育 するサービス 

97   子 育 て推 進 交 付 金  福 祉 局  
 子 育 て支 援 の主 体 である市 町 村 が地 域 の実 情 に応 じて
創 意 工 夫 により施 策 を展 開 できるよう、すべての子 どもと子
育 て家 庭 を対 象 とした支 援 を充 実 。 

98   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 認 可
保 育 所  

福 祉 局  
 賃 貸 物 件 による保 育 所 等 を設 置 するために要 する開 設
前 の建 物 賃 借 料 の一 部 を補 助 することにより、保 育 所 の設
置 を支 援 する。 

99   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 認 証
保 育 所  

福 祉 局  

 大 都 市 特 性 に合 わせた都 独 自 の基 準 を満 たし、都 が認
証 した認 可 外 保 育 施 設 に対 して、運 営 費 、修 繕 費 及 び開
設 準 備 に係 る経 費 の一 部 を補 助 することにより、区 市 町 村
による認 証 保 育 所 の設 置 を支 援 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

100   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 認 定
こども園  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  
福 祉 局  

 開 設 準 備 に係 る経 費 の一 部 を補 助 することにより、区 市
町 村 による認 定 こども園 の設 置 を支 援 する。 

101   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 定 期
利 用 保 育 事 業  

福 祉 局  
 認 可 保 育 所 に加 え、認 証 保 育 所 や家 庭 的 保 育 事 業
等 を活 用 し、パートタイム労 働 者 等 にも利 用 しやすい都 独 自
の定 期 利 用 保 育 事 業 を引 き続 き実 施 していく。 

102   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 家 庭
的 保 育 事 業  

福 祉 局  
 区 市 町 村 が行 う都 独 自 の家 庭 的 保 育 事 業 等 に係 る経
費 の一 部 を補 助 することにより、区 市 町 村 による家 庭 的 保
育 事 業 の活 用 を支 援 する。 

103   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 小 規
模 保 育 事 業  

福 祉 局  
 開 設 準 備 に係 る経 費 の一 部 を補 助 することにより、区 市
町 村 による小 規 模 保 育 事 業 の活 用 を支 援 する。 

104   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 居 宅
訪 問 型 保 育 事 業  

福 祉 局  
 区 市 町 村 による居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 の活 用 を支 援 す
る。 

105   
＜ 保 育 サービスの充 実 ＞ 企 業
主 導 型 保 育 事 業  

福 祉 局  

○企 業 主 導 型 保 育 の地 域 枠 の確 保 ・ 拡 大 を図 るため、地
域 枠 分 について、保 育 士 等 の処 遇 改 善 に向 けた取 組 を支
援 する。 
〇既 存 の企 業 主 導 型 保 育 施 設 の地 域 枠 の活 用 や利 用
促 進 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

106   ベビーシッター利 用 支 援 事 業  福 祉 局  

 保 育 所 等 を利 用 できない保 護 者 、夜 間 や一 時 的 に保
育 を必 要 とする保 護 者 等 がベビーシッターを利 用 する場 合 の
利 用 料 の一 部 を補 助 するとともに、保 育 の質 向 上 に取 り組
む事 業 者 を支 援 する。また、学 齢 児 の長 時 間 預 かりや障 害
児 、ひとり親 世 帯 等 のニーズに対 応 する。 

107   
保 育 所 等 利 用 世 帯 負 担 軽
減 事 業  

福 祉 局  
 認 可 保 育 所 等 の保 育 料 （ 利 用 者 負 担 分 ） について、
無 償 化 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。 

108   
認 可 外 保 育 施 設 利 用 支 援
事 業  

福 祉 局  

 認 証 保 育 所 の保 育 料 の上 限 額 を基 準 として、認 証 保
育 所 ・ 認 可 外 保 育 施 設 の保 育 料 （ 利 用 者 負 担 分 ） に
ついて、無 償 化 を図 る区 市 町 村 に対 し経 費 の一 部 を補 助
する。 

109   緊 急 １ 歳 児 等 受 入 事 業  福 祉 局  
 認 可 保 育 所 の空 き定 員 や余 裕 スペース等 を活 用 して、
１ 歳 児 等 を緊 急 的 に受 け入 れる区 市 町 村 を支 援 する。 

110   
認 証 保 育 所 １ 歳 児 等 受 入
促 進 事 業  

福 祉 局  
 認 証 保 育 所 の空 き定 員 や余 裕 スペースを活 用 し、１ 歳
児 等 の受 け入 れを促 進 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

111   
待 機 児 童 解 消 区 市 町 村 支
援 事 業  

福 祉 局  

 保 育 所 等 の整 備 費 に係 る区 市 町 村 や事 業 者 の負 担 を
軽 減 するとともに、建 築 資 材 等 の高 騰 に対 応 するため、国
の整 備 費 補 助 の補 助 基 準 額 に「 高 騰 加 算 」 を上 乗 せし、
待 機 児 童 解 消 （ 解 消 状 態 の維 持 ） 及 び保 育 サービスの
充 実 に向 けた区 市 町 村 の取 組 を支 援 する。 

112   保 育 環 境 改 善 等 事 業  福 祉 局  
 駅 前 等 の利 便 性 の高 い場 所 にある既 存 の建 物 を活 用 し
た保 育 所 等 の設 置 や障 害 児 を受 け入 れるための改 修 等 を
行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

113   保 育 所 等 用 地 確 保 の支 援  福 祉 局  

 都 有 地 の減 額 貸 付 や、定 期 借 地 権 設 定 に際 して授 受
される一 時 金 への補 助 、国 有 地 や民 有 地 を借 り受 ける場
合 の土 地 借 料 補 助 などにより、保 育 所 等 の整 備 を支 援 す
る。 
○定 期 借 地 権 利 用 による認 可 保 育 所 等 整 備 促 進 事 業  
 定 期 借 地 権 設 定 時 に必 要 な一 時 金 の一 部 を補 助 し、
認 可 保 育 所 等 を設 置 する区 市 町 村 を支 援 する。 
○借 地 を活 用 した認 可 保 育 所 等 設 置 支 援 事 業  
 国 有 地 又 は民 有 地 を借 り受 けて整 備 を行 う事 業 者 に対
して、借 地 料 の一 部 を補 助 し、認 可 保 育 所 等 の設 置  促
進 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。都 内 の地 価 高 騰 に対 応 す
るため、借 地 料 補 助 の上 限 額 及 び都 の負 担 割 合 を引 き上
げ、区 市 町 村 と事 業 者 の負 担 を軽 減 する。 

114   民 有 地 マッチング事 業  福 祉 局  
 民 有 地 や空 き家 等 を活 用 した認 可 保 育 所 や小 規 模 保
育 等 の整 備 を進 めるため、不 動 産 事 業 者 等 と連 携 して物
件 確 保 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

115   とうきょう保 育 ほうれんそう 福 祉 局  

 都 有 地 を活 用 した保 育 所 の整 備 を推 進 するため、民 間
保 育 事 業 者 等 からの都 有 地 に関 する照 会 や提 案 などを受
け付 け、関 係 部 局 及 び区 市 町 村 に情 報 提 供 する。 
＊ ほうれんそう： 「 方 法 のアドバイス（ ほう） 」 、「 連 携 （ れ
ん） 」 、「 相 談 （ そう） 」 の頭 文 字 をとったもの。 

116   
民 有 地 を活 用 した保 育 所 等
整 備 促 進 税 制  

主 税 局  

 民 有 地 を活 用 した保 育 所 等 の整 備 促 進 を税 制 面 から
支 援 するため、23 区 内 において、保 育 所 等 として使 用 する
ために有 料 で貸 し付 けられた土 地 のうち、一 定 の要 件 を満 た
すものについて、固 定 資 産 税 及 び都 市 計 画 税 を減 免 する。
（ 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 まで）  

117   認 証 保 育 所 に対 する減 免  主 税 局  

 認 証 保 育 所 の設 置 を税 制 面 から支 援 し、児 童 福 祉 の
増 進 を図 るため、その事 業 者 等 に課 する不 動 産 取 得 税 、
固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 （ 23 区 内 ） 及 び事 業 所 税
（ 23 区 内 ） を減 免 する。 

118   夜 間 帯 保 育 事 業  福 祉 局  
深 夜 帯 の保 育 や 24 時 間 保 育 に取 り組 む認 証 保 育 所 を
支 援 することで、都 民 が安 心 して利 用 できる夜 間 帯 （ 22
時 から翌 ７ 時 まで） 及 び休 日 の保 育 を提 供 する。 

119   夜 間 保 育 事 業  福 祉 局  
 保 護 者 の就 労 等 の事 情 により、夜 間 （ おおよそ午 後 10
時 まで） のニーズに対 応 するため、夜 間 保 育 に取 り組 む区
市 町 村 を支 援 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

120   延 長 保 育 事 業  福 祉 局  
 保 護 者 の就 労 の多 様 化 、長 い通 勤 時 間 等 に伴 う保 育
ニーズに対 応 するため、11 時 間 の開 所 時 間 の前 後 において
延 長 保 育 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

121   休 日 保 育 事 業  福 祉 局  
 保 護 者 の就 労 形 態 の多 様 化 により、日 曜 日 、国 民 の祝
日 等 のニーズに対 応 するため、休 日 保 育 に取 り組 む区 市 町
村 を支 援 する。 

122   東 京 都 病 児 保 育 推 進 事 業  福 祉 局  

〇病 児 保 育 事 業 費 補 助  
 病 中 又 は病 気 の回 復 期 の児 童 を、保 育 所 ・ 医 療 機 関
等 に付 設 された専 用 スペース等 において保 育 及 び看 護 ケア
を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 
〇病 児 ・ 病 後 児 保 育 の設 置 等 の促 進  
 病 児 ・ 病 後 児 保 育 の経 営 の安 定 性 確 保 や新 規 参 入 を
後 押 しするとともに、保 育 中 の体 調 不 良 児 について在 籍 す
る保 育 所 等 で看 護 師 等 が一 時 的 に預 かる取 組 を推 進 する
ため、実 施 計 画 を定 めた区 市 町 村 に対 して、都 独 自 に支
援 を行 う。 
〇ベビーシッターを利 用 した病 児 保 育 に係 る検 証 事 業  
 保 護 者 が安 心 してベビーシッターによる病 児 保 育 を受 けら
れるよう、都 が主 体 となり、区 市 町 村 と連 携 しながら、急 な
依 頼 にも対 応 可 能 な体 制 の確 保 やベビーシッターの処 遇 改
善 等 に取 り組 む事 業 者 を支 援 するとともに、認 定 事 業 者 の
取 組 の評 価 ・ 検 証 を通 じて事 業 内 容 の充 実 を目 指 す。 

123   医 療 的 ケア児 への支 援  福 祉 局  
 医 療 的 ケア児 を受 け入 れる保 育 所 等 への看 護 師 の派 遣
や、医 療 的 ケアを行 う看 護 師 、保 健 師 、又 は助 産 師 を保
育 所 等 に配 置 する区 市 町 村 を支 援 する。 

124   
送 迎 保 育 ステーション事 業 ＜
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  
 自 宅 から遠 距 離 にある保 育 所 でも通 えるよう、保 護 者 に
とって利 便 性 のよい保 育 所 等 に送 迎 ステーションを設 置 し、
バス等 により児 童 の送 迎 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

125   
都 庁 内 に地 域 に開 放 した保 育
施 設 の設 置  

総 務 局  

 民 間 事 業 者 等 に対 して、地 域 に開 放 した事 業 所 内 保
育 施 設 の設 置 を一 層 促 進 するため、平 成 28 年 度 に都 自
らがシンボル的 な事 業 として、都 内 でも最 大 級 の事 業 所 で
ある都 庁 内 に保 育 施 設 を設 置 する（ 平 成 28 年 10 月 設
置 済 み） 。 
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126   保 育 の質 の確 保  福 祉 局  

○保 育 所 等 における保 育 の提 供 体 制 や事 故 防 止 対 策 等
について、事 業 者 から運 営 状 況 等 の報 告 を求 めるとともに、
区 市 町 村 と連 携 した効 果 的 な指 導 監 督 を行 うことにより、
適 正 な施 設 運 営 及 びサービスの質 の確 保 を図 る。 
○質 を確 保 するため、各 施 設 及 び事 業 における自 己 評 価
や第 三 者 評 価 の実 施 を促 していく。 
○区 市 町 村 による保 育 従 事 職 員 に対 する研 修 受 講 促 進
の取 組 を支 援 していく。 
○認 証 保 育 所 の質 の確 保 ・ 向 上 を図 るため、新 設 の事 業
者 等 に対 して、保 育 士 等 の専 門 職 を活 用 した運 営 指 導 を
行 う。また、認 証 保 育 所 の施 設 長 及 び中 堅 保 育 士 を対 象
とした研 修 や、家 庭 的 保 育 者 研 修 、認 可 外 保 育 施 設 に
従 事 する職 員 を対 象 としたテーマ別 研 修 を実 施 。  
○認 可 外 保 育 施 設 における事 故 防 止 、安 全 対 策 の強 化
のため、施 設 の巡 回 指 導 等 を行 う。 
○保 育 所 、認 定 こども園 等 における保 育 中 の死 亡 事 故 等
の重 大 事 故 を防 止 するため、睡 眠 中 等 の重 大 事 故 が発 生
しやすい場 面 や各 基 準 の遵 守 状 況 等 に関 する巡 回 支 援 ・
指 導 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 
○認 証 保 育 所 へ移 行 する認 可 外 保 育 施 設 に対 して、運
営 費 や改 修 費 の一 部 を補 助 することにより、認 可 外 保 育
施 設 の保 育 の質 を確 保 するとともに、区 市 町 村 による受 け
皿 の整 備 を支 援 する。 

127   
保 育 サービス推 進 事 業 及 び保
育 力 強 化 事 業  

福 祉 局  

 アレルギー児 対 応 や育 児 困 難 家 庭 への支 援 などの特 別
保 育 や、障 害 児 保 育 、地 域 子 育 て支 援 など、地 域 の実 情
に応 じて保 育 サービスの向 上 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 す
る。 

128   保 育 体 制 強 化 事 業  福 祉 局  

 地 域 住 民 や子 育 て経 験 者 などの地 域 の多 様 な人 材
（ 保 育 支 援 者 ） を、保 育 に係 る周 辺 業 務 や園 外 活 動 時
における見 守 り活 動 に活 用 し、保 育 士 の負 担 を軽 減 するこ
とによって、保 育 の体 制 を強 化 し、保 育 士 の就 業 継 続 及 び
離 職 防 止 を図 り、保 育 士 が働 きやすい職 場 環 境 を整 備 す
る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

129   
保 育 人 材 の確 保 及 び定 着 支
援  

福 祉 局  

○保 育 士 有 資 格 者 に対 する就 職 支 援 研 修 及 び就 職 相
談 会 の一 体 的 な実 施 や、キャリアカウンセリングの実 施 、保
育 人 材 コーディネーターによる就 職 支 援 及 び就 職 後 のフォロー
アップを行 うことにより、保 育 人 材 の確 保 ・ 定 着 を図 る。 
○社 会 保 険 労 務 士 による対 面 ・ 双 方 向 での講 座 を開 講
し、保 育 事 業 者 から挙 げられた課 題 を踏 まえ、課 題 解 決 の
糸 口 を見 出 し、職 場 環 境 の整 備 を進 め、定 着 支 援 を図
る。 
○保 育 に特 化 した常 設 のプラットフォーム開 設 し、保 育 の魅
力 やそのやりがい等 について情 報 を発 信 する。 
○保 育 所 等 に勤 務 する保 育 従 事 者 が保 育 士 資 格 を取 得
する際 に要 する経 費 の一 部 を支 援 することにより、保 育 士 の
確 保 を図 る。 
○指 定 保 育 士 養 成 施 設 に在 学 し、保 育 士 資 格 の取 得 を
目 指 す学 生 に対 して修 学 資 金 を貸 し付 けることで、保 育 士
の養 成 ・ 確 保 を図 る。 
○保 育 事 業 者 等 が保 育 従 事 者 向 けの宿 舎 を借 り上 げる
際 に要 する経 費 の一 部 を補 助 することにより、保 育 人 材 の
確 保 及 び定 着 を図 る。 
○保 育 従 事 者 の職 責 に応 じた処 遇 を実 現 するキャリアパス
導 入 に取 り組 む事 業 者 を支 援 し、保 育 人 材 の確 保 及 び
定 着 を図 る。 
○保 育 士 を目 指 す高 校 生 に対 して、保 育 施 設 での職 場 体
験 を行 い、保 育 士 の仕 事 への理 解 ・ 興 味 を深 め、将 来 の
保 育 人 材 の確 保 を図 る。 
○保 育 の受 け皿 拡 大 に伴 い必 要 となる保 育 人 材 を確 保 す
るため、保 育 人 材 の確 保 ・ 定 着 を図 る区 市 町 村 の取 組 を
支 援 する。 
○保 育 士 養 成 施 設 が行 う、卒 業 予 定 者 向 け就 職 説 明
会 や OB との交 流 会 等 の取 組 を支 援 することにより、新 卒
者 の保 育 施 設 等 への就 職 を促 進 する。 
○保 育 所 等 の職 員 に対 し、臨 床 心 理 士 等 による相 談 ・ 助
言 等 を行 い、保 育 従 事 職 員 等 の定 着 を図 る区 市 町 村 を
支 援 する。 
○認 可 保 育 所 において、保 育 士 資 格 を有 しない者 を保 育
に係 る周 辺 業 務 に活 用 することで保 育 士 の負 担 を軽 減 し、
保 育 士 の定 着 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。 
○認 可 保 育 所 等 において、保 育 士 資 格 を有 しない短 時 間
勤 務 の保 育 補 助 者 を雇 い上 げることで保 育 士 の負 担 を軽
減 し、保 育 士 の定 着 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。 
○書 類 作 成 等 の業 務 を支 援 するシステムを導 入 するなど、
認 可 保 育 所 等 におけるＩ Ｃ Ｔ 化 を推 進 することで保 育 士
の負 担 を軽 減 し、保 育 士 の定 着 を図 る区 市 町 村 を支 援 す
る。 

130   
保 育 士 等 キャリアアップ研 修 支
援 事 業  

福 祉 局  
 技 能 ・ 経 験 を積 んだ職 員 に対 する国 の新 たな処 遇 改 善
加 算 の要 件 となっている専 門 分 野 別 研 修 等 を実 施 する指
定 研 修 実 施 機 関 を支 援 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

131   
多 様 な他 者 との関 わりの機 会
の創 出  

福 祉 局  

 他 者 との関 わりの中 で、非 認 知 能 力 の向 上 など、子 供 の
健 やかな成 長 が図 られるよう、保 護 者 の就 労 等 の有 無 にか
かわらず、保 育 所 等 で児 童 を定 期 的 に預 かる取 組 を推 進
する。 
 併 せて、支 援 が必 要 な家 庭 を新 たなサービスにつなぎ、継
続 的 に支 援 する。 

132 ◆ 
医 療 的 ケア児 等 の育 ちの支 援
事 業  

福 祉 局  

 医 療 的 ケア等 により保 育 所 等 を利 用 することができない
児 童 に対 し、保 護 者 の就 労 等 の有 無 にかかわらず、居 宅 等
で保 育 し、保 護 者 以 外 の他 者 との関 わりの中 で、非 認 知
能 力 の向 上 など子 供 の健 やかな成 長 を図 る。 

133   
保 育 所 等 における地 域 の子 育
て支 援 事 業  

福 祉 局  

 保 育 所 等 に地 域 の子 育 て家 庭 を対 象 とした育 児 相 談
の場 を設 け、保 育 の専 門 性 を活 かした子 育 て支 援 を実 施
するなど、在 宅 子 育 て家 庭 の育 児 不 安 の軽 減 に取 り組 む
区 市 町 村 を支 援 する。 

134   
子 供 主 体 の保 育 に係 る保 育
者 向 け研 修 事 業  

福 祉 局  

 子 供 主 体 の保 育 に係 る保 育 者 向 け研 修 を実 施 する区
市 町 村 を支 援 することにより、保 育 所 等 における子 供 を中
心 とした保 育 実 践 の普 及 促 進 を図 り、保 育 の質 向 上 及 び
保 育 の充 実 につなげる。 

135   
保 育 所 等 における要 支 援 児 童
等 対 応 推 進 事 業  

福 祉 局  

 保 育 所 等 において、保 育 士 等 が有 する専 門 性 を活 かした
保 護 者 の状 況 に応 じた相 談 支 援 などの業 務 を行 う地 域 連
携 推 進 員 の配 置 を促 進 し、保 育 所 等 における要 支 援 児
童 等 の対 応 や関 係 機 関 との連 携 の強 化 、運 営 の円 滑 化
を図 る。 

136 ◆ 
虐 待 等 の不 適 切 な保 育 に関
する相 談 対 応 事 業  

福 祉 局  
 認 証 保 育 所 ・ 認 可 外 保 育 施 設 における不 適 切 な保 育
に関 する相 談 窓 口 の設 置 等 により、虐 待 等 の不 適 切 な保
育 に関 する相 談 対 応 に係 る体 制 を強 化 する。 

137 ◆ 
認 証 保 育 所 等 における地 域 の
子 育 て支 援 への対 応 強 化 事
業  

福 祉 局  
 認 証 保 育 所 等 が、空 きスペース等 を活 用 し、地 域 の子 育
て支 援 等 に資 する取 組 を着 実 に行 えるよう支 援 する。 

138 ◆ 
認 証 保 育 所 障 害 児 受 入 促
進 事 業  

福 祉 局  
 障 害 児 の受 入 状 況 等 に応 じて必 要 な職 員 を配 置 し、障
害 児 の受 入 れを促 進 することにより、認 証 保 育 所 における
障 害 児 保 育 の推 進 を図 る。 

139 ◆ 
保 育 所 等 の業 務 負 担 軽 減 支
援 事 業 ＜ 子 供 家 庭 支 援 区
市 町 村 包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  
 認 可 保 育 所 等 において、ICT を活 用 した会 計 業 務 を行 う
職 員 を配 置 することにより、施 設 長 等 の業 務 負 担 を軽 減 し
保 育 の質 の向 上 を図 る区 市 町 村 を支 援 する。 

再 掲    

子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業  
（ 先 駆 的 事 業 ・ 選 択 事 業 ・
一 般 事 業 ）   

福 祉 局   

再 掲    子 育 て支 援 員 研 修  福 祉 局   

再 掲   
とうきょう すくわくプログラム推 進
事 業  

子 供 政 策 連
携 室  
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

119   夜 間 保 育 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

延 長 保 育 事 業
（ 午 後 9 時 までの
開 所 ）  9 区 市  
夜 間 保 育 所  2
区  
計 9 区 市 （ 7 区 2
市 ） （ 上 記 のいず
れか 又 は両 方 を 実
施 ）  

120   延 長 保 育 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

51 区 市 町  
（ 23 区 26 市 2
町 ） 【 交 付 決 定
ベース】  

121   休 日 保 育 事 業  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

現 時 点 で 回 答 不
可 （ 厚 労 省 の 調
査 を も と に 区 市 町
村 の実 績 を集 計 す
るが 、集 計 でき てい
ないため。）  

122   東 京 都 病 児 保 育 推 進 事 業  福 祉 局  242 か所  172 か所  

123  医 療 的 ケア児 への支 援  福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

39 自 治 体  

  



120 
 

【４ 認定こども園の充実】 

＜現状と課題＞ 

 ○  保 育 所 は 保 護 者 の 就 労 等 の 事 情 に よ り 家 庭 で 養 育 で き な い 子 を 保 育 す る 施 設 、
幼稚 園は 満 3 歳 以 上 の就 学前 の子 に 対し 教育 を行 う施 設 とし て、 その 位置 付 けが
区 別 さ れ て き た と こ ろ 、 保 護 者 の 就 労 の 有 無 で 利 用 す る 施 設 が 限 定 さ れ て し ま う
こ と や 、 子 育 て に つ い て 不 安 を 感 じ て い る 保 護 者 へ の 支 援 が 不 足 し て い る こ と な
ど の 問 題 か ら 、 既 存 の 保 育 所 と 幼 稚 園 の 枠 組 み を 超 え た 新 た な 仕 組 み が 求 め ら れ
てい まし た。  

 ○  こ うし た 課題 に対 応す るた め 、平 成 18 年 に「就 学前 の 子ど もに 関す る 教育 、保
育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 認 定 こ ど も 園 法 ）」 が 成 立 ・ 施 行 さ れ 、
認定 こど も園 制 度が 始ま りま した 。平 成 24 年 8 月 に は認 定こ ども 園法 の改 正（平
成 27 年 4 月施 行） によ り、「学 校及 び児 童福 祉施 設と し ての 法的 位置 付け を 持つ
単一 の施 設」 と して の新 たな 幼保 連 携型 認定 こど も園 が 創設 され まし た。  

 ○  認 定こ ど も園 の特 徴と して 、幼児 教育・保育 の一 体的 提供 と 、地 域に おけ る子 育
て支 援機 能が あ りま す。一つ の 施設 が幼 稚園 機能 と保 育 所機 能を 有し てい る ため、
保護 者の 就労 状 況が 変化 して も 、引 き続 き同 一施 設の 利 用が 可能 です 。また 、すべ
ての 子育 て家 庭 を対 象に 、育児 相談 や 、一 時預 かり など 、子育 て支 援を 実施 し てい
ます 。  

 ○  認 定こ ど も園 には 以下 の４ つ の類 型が あり ます 。  
 
  ● 幼保 連 携型  
   幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 と し て の 認 可 を 受 け 、 学 校 及 び 児 童 福 祉 施 設 と し て の

法的 位置 付け を 持つ 施設 。学 校教 育・保 育 及び 家庭 にお け る子 育て 支援 を一 体 的に
提供 する 。  

  ● 幼稚 園 型  
   認 可幼 稚 園が 、保育 を必 要と す る子 供の 保育 時間 を 確保 する など 、保 育 所的 な 機

能を 備え て認 定 こど も園 とし ての 機 能を 果た す類 型  
  ● 保育 所 型  
   認 可保 育 所が 、保育 を必 要と す る子 供以 外も 受け 入 れる など 、幼 稚園 的 な機 能 を

備え て認 定こ ど も園 とし ての 機能 を 果た す類 型  
  ● 地方 裁 量型  
   幼 稚園・保育 所い ずれ の認 可 もな い地 域の 教育・保育 施設 が 、認 定こ ども 園と し

て必 要な 機能 を 果た す類 型  
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■認 定こ ども 園 の類 型  
 

 
 

＜取組の方向性＞ 

 〇  区 市 町 村 に お け る 設 置 計 画 を 基 本 と し た 目 標 設 置 数 を 設 定 し 、 区 市 町 村 が 地 域
の実 情に 応じ て 認定 こど も園 を設 置 する 取組 を支 援し ま す。  

 ○  国 の 補 助 制 度 に 加 え て 、 国 の 補 助 制 度 の 対 象 に な ら な い 地 方 裁 量 型 認 定 こ ど も
園等 につ いて も 、都 独自 に施 設整 備 費補 助を 実施 しま す 。  

 ○  事 業者 が 認定 こど も園 への 移 行を 希望 する 場合 に は、意 向を 踏ま えつ つ 、地 域 の
実情 に応 じ、 基 準を 満た して いれ ば 原則 認可 ・認 定し ま す。  

 
 ＜ 区市 町村 に おけ る設 置計 画を 基 本と した 目標 設置 数 （各 年４ 月１ 日） ＞  
 

 令和 ７年  令和 ８年  
幼保 連携 型  ６２ か所  ６８ か所  
幼稚 園型  ８０ か所  ８１ か所  
保育 所型  ６０ か所  ６１ か所  

地方 裁量 型  ８か 所  ８か 所  
合計  ２１ ０か 所  ２１ ８か 所  
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 ○  幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 と 保 育 士 資 格 を 併 有 す る 保 育 教 諭
が教 育・保育 を提 供 しま す。そこ で、「 幼 稚園 教諭 免許 や 保育 士資 格の 取得 特 例制
度」を活 用し た 資格 取 得を 支援 する 区 市町 村へ の補 助の 実 施な どに より 、保 育 教諭
の確 保等 を図 っ てい きま す。  

 ○  質 の高 い 幼児 教育・保 育を 提 供す る ため 、幼 稚園 教 諭と 保 育士 が共 に学 ぶ 講座 や
研 修 等 の 機 会 を 、 区 市 町 村 や 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 者 等 と 連 携 し な が ら 推 進 し ま
す。  

 

＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

140   認 定 こども園 の設 置 支 援  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
福 祉 局  

 開 設 準 備 に係 る経 費 の一 部 を補 助 することにより、区 市
町 村 による認 定 こども園 の設 置 を支 援 する。 
 幼 稚 園 又 は保 育 所 が認 定 こども園 への移 行 を希 望 する
場 合 には、供 給 が需 要 を上 回 る場 合 にも、認 可 ・ 認 定 基
準 を満 たす限 り、原 則 として認 可 ・ 認 定 する。 

141   保 育 教 諭 の確 保  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
福 祉 局  

 保 育 教 諭 とは、幼 稚 園 教 諭 免 許 と保 育 士 資 格 の両 免
許 ・ 資 格 併 有 者 が、幼 保 連 携 型 認 定 こども園 に雇 用
（ 任 用 ） されることに伴 う任 用 職 種 である。幼 稚 園 教 諭
免 許 、保 育 士 資 格 の取 得 を支 援 する区 市 町 村 に対 し、そ
の費 用 の一 部 を補 助 する取 組 などにより、保 育 教 諭 の確
保 を図 る。 
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コラ ム  
 

後日 更新  
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【目標３】 

子供の成長段階に応じた支援の充実 
 
 
 

     １  子供の生きる力を育む環境の整備 

     ２ 次代を担う人づくりの推進 

     ３ 子供の居場所づくり 

 

 

 義 務教 育段 階 以上 の子 供を 伸ば す 教育・体験 機会 を数 多 く整 え、多様 な選 択 を可 能 と
する とと もに 、社会 の 一員 とし ての 自 覚を 持ち 、自 立に 向 けた 準 備を 整え られ る 仕組 み
づく りや 、実際 に自 立す るた めの 支 援を 進め ます 。また 、放課 後等 に地 域で 子 供が 安全
に過 ごす こと の でき る場 の確 保に 取 り組 みま す。  
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【１ 子供の生きる力を育む環境の整備】 

＜学齢期の子供を取り巻く状況＞ 

 ○  令 和６ 年 度の 全国 学力・学習 状況 調査 の結 果に よ ると 、東 京 都の 小・中 学生 の平
均正 答率 は、 全 ての 教科 にお いて 全 国平 均正 答率 を上 回 って いま す。  

 
図 表 40 令 和 6 年 度 の 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果 （ 平 均 正 答 率 ）  

小学校   中学校  
  東京都（全国）    東京都（全国） 

国語 70％（67.7％）  国語 61％（58.1％） 

算数 68％（63.4％）  数学 57％（52.5％） 

 

 

図 表 41 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果 （ 全 国 平 均 正 答 率 を 上 回 っ て い る 設 問 の 割 合 ）  

 
 
資 料 ： 文 部 科 学 省 「 全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 結 果 」  

（ 注 ） 全 て の 教 科 の 正 答 数 を 合 計 し て 割 合 を 算 出  

   実 施 教 科 は 、国 語 、算 数 ・ 数 学 、理 科 (令 和 元 年 度 )、国 語 、算 数 ・ 数 学 、英 語 (３ 年 度 ）（ 英 語 は 中 学 校 の み 。「 話 す こ と 」

調 査 の 結 果 は 除 く ）、 国 語 、 算 数 ・ 数 学 、 理 科 (４ 年 度 ) 
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 ○  令 和５ 年 度の 全国 体力・運動 能力 、運動 習慣 等調 査 の結 果に よる と 、東 京都 の児
童・ 生徒 の体 力 は、 特に 中学 生で 、 全国 の中 で順 位が 低 い状 況に あり ます 。  

 
図 表 42 全 国 体 力 ・ 運 動 能 力 、 運 動 習 慣 等 調 査 に お け る 東 京 都 の 順 位  

 
  平成 22 27 28 29 30 令和元 3 4 5 年 

小５男 53.54 53.90 54.19 54.34 54.28 53.81 52.85 52.59 52.60 
小５女 54.07 55.25 55.80 56.03 56.00 55.66 54.71 54.40 54.29 
中２男 38.66 39.88 40.67 40.92 41.02 40.54 39.76 40.08 41.18 
中２女 45.78 47.40 48.32 49.01 49.54 49.40 47.38 46.62 47.08 

 
資 料 ： ス ポ ー ツ 庁 「 全 国 体 力 ・ 運 動 能 力 、 運 動 習 慣 等 調 査 結 果 」  
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 ○  令 和６ 年 度の 調査 によ ると 、都 内 公立 小学 校 、中 学 校 、高等 学校 、特別 支 援 学校
にお ける いじ め の認 知件 数の 合計 は 、前 年度 と比 べ 3,438 件 の増 加と なる 69,752
件で あり 、小 学 校及 び 高等 学校 にお い て増 加し 、中 学校 及 び特 別 支援 学校 では 減 少
して いま す。  

 
図 表 43 い じ め 認 知 件 数 の 推 移 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ：  「『 令 和 ５ 年 度 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 不 登 校 等 生 徒 指 導 上 の 諸 課 題 に 関 す る 調 査 』 に つ い て 」  

  

25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5年度

小学校 5,581 4,993 3,557 13,948 25,837 45,192 57,427 38,384 54,210 59,357 62,755

中学校 3,854 3,255 2,697 4,029 5,017 6,482 6,968 4,090 5,560 6,841 6,822

高等学校 181 127 46 145 147 201 147 48 28 63 147

特別支援学校 42 22 11 34 48 37 37 16 37 53 28

合計 9,658 8,397 6,311 18,156 31,049 51,912 64,579 42,538 59,835 66,314 69,752
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 ○  東 京都 の 調査 によ ると 、都 内 公立 学校 が実 施し た 国際 交流 の実 施割 合 につ いて
は、 平成 29 年 度か ら 令和 ２年 度ま で の４ 年間 で小 学校 ・ 中学 校・ 高等 学校 の い
ずれ の校 種に お いて も、 実施 率が 向 上し てい ます 。  

 
図 表 44 都 内 公 立 学 校 に お け る 国 際 交 流 の 実 施 状 況  

 
資 料 ： 東 京 グ ロ ー バ ル 人 材 育 成 指 針  

 
 ○  私 立学 校 に在 学す る児 童・生 徒 数 は 、高 校（全 日制・定 時制 ）では 57.6％ 、幼稚

園で は 93.2％を 占 め てお り、私立 学校 は都 の公 教育 の重 要 な役 割を 担っ てい ま す。 
 

図 表 45 都 内 の 児 童 ・ 生 徒 総 数 に 占 め る 私 立 学 校 生 徒 数 の 割 合 （ 令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日 現 在 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 の 私 学 行 政   
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＜現状と課題＞ 

 ○  全 国学 力・学 習 状況 調査 にお い て、小 学生 につ いて は 全国 平均 正答 率を 上 回っ て
いな い設 問も あ るた め、今 後と も、「 確か な学 力 1」の定 着と 伸 長に 取り 組む 必 要が
あり ます 。  

 ○  子 供一 人 ひと りの 学習 の進 度 や興 味・関心 の度 合 い、発 達の 段階 等に 応 じた 学び
を実 現す る必 要 があ りま す 。ま た 、主 体的・対話 的で 深い 学び の視 点か らの 授 業改
善を 推進 する 必 要が あり ます 。  

 ○  運 動や ス ポー ツへ の意 識は 、学 年 が上 がる につ れ て、「 体育・保 健体 育の 授 業が
楽し い」「 運動 やス ポ ーツ をも っと し たい 」と「思 う」「 や や思 う」が 減少 傾 向に あ
りま す。  

 ○  次 代の 東 京を 担う 健や かな 児 童・生 徒の 育成 のた め 、実 効 性の ある 更な る 総合 的
な体 力向 上施 策 が必 要で す。  

 ○  他 者を 思 いや り、 自他 の生 命 を尊 重す る教 育を 一 層推 進す る必 要が あ りま す。  
 ○  各 学校 に おい ては、「東 京都 い じめ 対策 推進 基本 方 針」や「東 京 都教 育委 員 会い

じめ 総合 対策 」を 踏 まえ、いじ め の未 然 防止、早期 発 見、早 期 対応、重大 事 態へ の
対処 の各 段階 に 応じ た具 体的 な取 組 を推 進し てい く必 要 があ りま す。  

 ○  思 春期 は 、心 身 の様 々な 変化 に 直面 する とと もに 、不安 や 悩み を抱 えこ み やす い
時期 です 。こ う した 時 期に ある 子供 に 対し 、適切 な健 康管 理 の基 礎を 培い なが ら 、
将来 を見 据え た 健康 増進 の取 組を 支 援し てい く必 要が あ りま す。  

 ○  「使 える 英語 力」を 駆使 し 、自 分の 意見 を伝 え議 論 する こと で新 たな 考 えを 生み
出 し 、 国 内 外 の 課 題 を 解 決 し て い く 力 を 伸 ば す た め の 取 組 を 強 化 す る こ と が 必 要
です 。  

 〇  子 供が「 遊 び 」を通 じて 、異年 齢 の 子供 や家 族以 外 の大 人等 と関 わり な がら 、多
様 な 経 験 を 積 み 重 ね る こ と に よ っ て 、 実 社 会 で 生 き る 力 を 育 む こ と を 支 援 し て い
く必 要が あり ま す。  

  

 
1 知 識 や 技 能 に 加 え て 、 学 ぶ 意 欲 や 自 分 で 課 題 を 見 付 け 、 自 ら 学 び 、 主 体 的 に 判 断 し 、 行 動 し 、 よ り よ く 問 題 解 決 す る 資 質 や
能 力 等 ま で 含 め た も の  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果 等 を 活 用 し た 授 業 改 善 の 一 層 の 推 進 に よ り 、 知
識・技 能の 習 得、思 考 力・判 断力・表 現力 等 の育 成や 学び に 向か う力・人間 性 等の
涵養 を図 ると と もに、「習熟 度別 指 導ガ イ ドラ イン」に 沿っ て 、児童・生 徒一 人ひ
とり の学 力向 上 を図 って いき ます 。  

 ○  運 動 や ス ポ ー ツ と の 多 様 な 関 わ り を 通 し て 、 健 康 で 活 力 に 満 ち た 生 活 を デ ザ イ
ンす るこ とが で きる 児童・生 徒を 育 成す る ため 、総 合的 な 子供 の 基礎 体力 向上 方 策
であ る「 TOKYO ACTIVE PLAN for students」 を 推進 しま す。  

 ○  都 独 自 の 東 京 都 道 徳 教 育 教 材 集 の 活 用 等 に よ り 道 徳 授 業 地 区 公 開 講 座 の 改 善 ・
充実 を図 り、 学 校と 家庭 ・地 域が 連 携し た道 徳教 育の 取 組を 一層 推進 しま す 。  

 〇  い じめ 問 題の 解決 に向 けて 、学校 全体 で組 織的 に 対応 する とと もに 、家庭 、地域
住民 、関 係機 関 等と 連携 し、 取組 を 確実 に実 施し ます 。  

 ○  中 高 生 等 の 思 春 期 特 有 の 健 康 上 の 悩 み な ど に 対 応 す る た め の 相 談 窓 口 「 と う き
ょう 若者 ヘル ス サポ ート（わ かさ ぽ）」を 設置 し、電話・メー ル・対面 での 相 談を
実施 する とと も に、思春 期に おけ る 、婦 人科 疾患 等に 関 する 相談 支援 、健康 教育 、
普及 啓発 を実 施 する 区市 町村 を支 援 しま す。  

 ○  ヘ ル ス ケ ア に 関 す る 専 門 的 な 相 談 等 を 実 施 す る た め 、 都 立 高 校 等 に お い て 産 婦
人科 医を 学校 医 とし て任 用し 、生 徒 が抱 え る思 春期 特有 の 様々 な悩 みに 対し て 、養
護教 諭等 と連 携 し、 対面 やオ ンラ イ ンに より 個別 相談 を 行い ます 。  

 ○  日 常的 な 不安 や悩 みを チャ ッ トで 気軽 に相 談で き る「 子供・子 育て メン タ ー“ギ
ュッ とチ ャッ ト”」を 推進 する こと で 、子 供や 子育 て家 庭 の孤 独・孤立 に よる 不安
や悩 みの 深刻 化 を予 防し ます 。（ 再掲 ）  

 〇  区 市町 村 や関 係機 関等 と連 携 し、児童・生徒 を取 り巻 く様 々な 問題 に つい て、ス
クー ルソ ーシ ャ ルワ ーカ ーの 活用 な どに よる 対策 を推 進 しま す。  

 ○  外 国 の 子 供 と の 学 び や 海 外 で の 実 体 験 等 を 通 じ て 、 高 度 な 英 語 力 と 豊 か な 国 際
感 覚 を 身 に 付 け 、 世 界 に 羽 ば た き グ ロ ー バ ル に 活 躍 す る 人 材 を 育 成 す る た め の 教
育環 境を 整備 し てい きま す。  

 ○  建 学 の 精 神 に 基 づ く 特 色 あ る 教 育 活 動 を 実 践 す る 私 立 学 校 に 対 し 、 教 育 条 件 の
維持 向上 や保 護 者の 経済 的負 担の 軽 減等 を目 的と した 様 々な 支援 を行 いま す 。  

 ○  子 供 が 伸 び 伸 び と 遊 び 、 他 者 と の 交 流 を 通 じ て 多 様 な 体 験 が で き る 環 境 づ く り
に向 け、 ハー ド ・ソ フト の両 面か ら 取組 を推 進し ます 。  

 ○  子 供 の 体 験 活 動 を 実 施 す る 区 市 町 村 の 支 援 を 通 じ て 、 子 供 が 社 会 を 生 き 抜 く 上
で必 要と なる 基 礎的 な能 力を 育成 し ます 。また 、区 市町 村 にお け る学 校外 の体 験 活
動 の 創 出 を 促 し 、 全 て の 子 供 が 多 様 な 体 験 活 動 に チ ャ レ ン ジ で き る 環 境 を 整 備 し
ます 。  
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■「 未来 の東 京 」に 生き る子 供の 姿 、東 京の 目指 す教 育  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

142   
地 域 スポーツクラブ中 間 支 援 組
織 事 業 等  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 子 供 から大 人 まで、幅 広 い世 代 の都 民 が生 涯 にわたって
スポーツに親 しむ機 会 を拡 大 するため、地 域 住 民 自 らが主
体 となって運 営 する地 域 スポーツクラブの設 立 ・ 育 成 を支 援
する。 

143   
総 合 的 な子 供 の基 礎 体 力 向
上 方 策 の推 進  

教 育 庁  

 子 供 の体 力 向 上 の方 向 性 を示 し、総 合 的 な子 供 の基
礎 体 力 向 上 方 策 を推 進 する。 
 具 体 的 には、東 京 都 統 一 体 力 テストの全 校 実 施 、体 力
向 上 や健 康 教 育 の研 究 指 定 校 における実 践 研 究 等 によ
り、体 力 向 上 を図 る。 

144   学 校 2020 レガシー 教 育 庁  

 学 校 はオリンピック・ パラリンピック教 育 で培 ったネットワーク
や家 庭 ・ 地 域 との連 携 を生 かした体 験 活 動 を「 学 校 2020
レガシー」 として、共 生 社 会 の形 成 に向 けた取 組 を継 続 して
いく。 

145   
「 学 びに向 かう力 等 に関 する意
識 調 査 」 の作 成 ・ 配 布 とそれに
基 づく授 業 改 善 の実 施  

教 育 庁  

 児 童 ・ 生 徒 の学 力 向 上 を図 るため、次 の取 組 を実 施 す
る。 
○「 学 びに向 かう力 等 に関 する意 識 調 査 」 の作 成 ・ 配 布  
○保 護 者 向 け資 料 の作 成 ・ 配 布  
○授 業 改 善 推 進 拠 点 校 を設 置 し、全 都 へ効 果 的 な授 業
改 善 の方 法 等 の発 信  
○基 礎 的 な学 習 内 容 を習 得 するための教 材 である「 東 京
ベーシック・ ドリル」 及 び同 ソフトの活 用 による、基 礎 的 ・ 基
本 的 な事 項 の定 着  
○「 確 かな学 力 」 を育 成 する取 組 の推 進 に向 けて策 定 した
ガイドラインに基 づき、効 果 的 な習 熟 度 別 指 導 を推 進  

146   校 内 寺 子 屋  教 育 庁  

 義 務 教 育 段 階 の基 礎 学 力 の定 着 状 況 が十 分 ではない
生 徒 に対 して、放 課 後 等 に学 習 の場 を確 保 するとともに、
個 に応 じた学 習 を支 援 するため、外 部 人 材 を活 用 してい
る。「 学 力 向 上 研 究 校 」 として 10 校 を指 定 し、平 成 30
年 度 からは、指 定 校 を 30 校 に拡 充 して実 施 する。 

147   
都 立 専 門 高 校 技 能 スタンダー
ドの実 施  

教 育 庁  

 専 門 高 校 において生 徒 が身 に付 けるべき主 な技 術 ・ 技
能 を示 す「 都 立 専 門 高 校 技 能 スタンダード」 を活 用 した取
組 を全 都 立 専 門 高 校 職 業 学 科 にて実 施 し、生 徒 の専 門
的 な技 術 ・ 技 能 の習 得 を徹 底 する。 

148   理 数 教 育 の推 進  教 育 庁  

 都 内 全 公 立 小 学 校 を対 象 とした「 小 学 生 科 学 展 」 の実
施 や都 内 全 中 学 校 を対 象 とした「 中 学 生 科 学 コンテスト」
の実 施 、理 数 教 育 重 点 校 の指 定 など、公 立 小 ・ 中 ・ 高 校
における理 数 教 育 を充 実 し、理 数 の専 門 的 授 業 を通 じ、
科 学 技 術 分 野 に高 い関 心 と知 識 をもつ児 童 ・ 生 徒 を育 成
する。 
 東 京 サイエンスハイスクールの指 定 などをとおして、理 数 教
育 を充 実 させ、科 学 技 術 分 野 に高 い関 心 と知 識 をもつ児
童 ・ 生 徒 を育 成 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

149   道 徳 教 育 の推 進  教 育 庁  

 東 京 都 道 徳 教 育 教 材 集 等 の活 用 を図 るとともに、公 立
小 ・ 中 学 校 における道 徳 の授 業 を保 護 者 、都 民 及 び教 員
に公 開 することを通 じて、子 供 たちの豊 かな心 の育 成 につい
て、学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 社 会 が話 し合 い、連 携 して道 徳 教
育 を推 進 する。 

150   スクールサポーター制 度  警 視 庁  

 児 童 ・ 生 徒 の非 行 等 を防 止 し、少 年 の健 全 育 成 を推
進 するため、スクールサポーターを警 察 署 等 に配 置 し、少 年 の
非 行 ・ 被 害 防 止 活 動 、非 行 からの立 ち直 り支 援 活 動 、学
校 等 における児 童 等 の安 全 確 保 対 策 、その他 少 年 の健 全
育 成 上 必 要 な活 動 を行 う。 

151   
思 春 期 に係 る相 談 、研 修 の実
施  

福 祉 局  

 ひきこもりや不 登 校 など、思 春 期 の心 の問 題 に対 して、区
市 町 村 など地 域 の関 係 機 関 が連 携 して的 確 な対 応 が図 ら
れるよう、精 神 保 健 福 祉 センターは次 のような技 術 的 な支
援 を行 う。 
・ 思 春 期 ・ 青 年 期 の専 門 相 談 の実 施  
・ 学 校 等 の関 係 機 関 向 けの事 例 検 討 会 （ 研 修 ） や、家
族 向 けの家 族 講 座 の開 催  

152   
HIV／ エイズ・ 性 感 染 症 の予
防 啓 発 、相 談 ・ 検 査 の実 施  

保 健 医 療 局  

 都 民 のＨ Ｉ Ｖ /エイズや性 感 染 症 への理 解 を促 進 し予
防 を推 進 するため、パンフレット等 を作 成 して保 健 所 等 で配
布 するとともに、東 京 都 新 宿 東 口 検 査 ・ 相 談 室 、東 京 都
多 摩 地 域 検 査 ・ 相 談 室 や保 健 所 において、Ｈ Ｉ Ｖ 検 査 ・
性 感 染 症 検 査 や相 談 を行 う。 

153 ◆ 
小 児 インフルエンザワクチン任 意
接 種 補 助 事 業  

保 健 医 療 局  
 子 育 て支 援 の観 点 から、２ 回 接 種 が必 要 な 13 歳 未 満
の方 の負 担 軽 減 のため、任 意 接 種 に係 る費 用 の一 部 を区
市 町 村 を通 じて補 助 する。 

154   ユースヘルスケア普 及 啓 発 事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

 思 春 期 に知 っておきたい健 康 管 理 情 報 を若 者 目 線 で発
信 するホームページを構 築 し、ユースヘルスケアの普 及 啓 発 を
推 進 する。 

155   東 京 ユースヘルスケア推 進 事 業  福 祉 局  

 中 高 生 等 の思 春 期 特 有 の健 康 上 の悩 みなどに対 応 す
るための相 談 窓 口 を設 置 するとともに、思 春 期 における、婦
人 科 疾 患 等 に関 する相 談 支 援 ・ 健 康 教 育 ・ 普 及 啓 発 を
実 施 する区 市 町 村 を支 援  

156 ◆ 
都 立 高 校 等 における産 婦 人 科
医 を活 用 したユースヘルスケア事
業  

教 育 庁  
 都 立 高 校 等 において、産 婦 人 科 医 が、生 徒 が抱 える思
春 期 特 有 の様 々な悩 みに対 して、養 護 教 諭 等 と連 携 し、
対 面 やオンラインにより個 別 相 談 を行 います。 

157   
子 供 の遊 び場 等 整 備 事 業 補
助 金  

子 供 政 策 連
携 室  

 子 供 の意 見 を踏 まえながら、プレーパークやボール遊 び場 な
ど、地 域 資 源 を活 用 した遊 び場 等 の創 出 に取 り組 む区 市
町 村 を支 援 する。 

158 ◆ 
子 供 の未 来 を育 む「 体 験 活
動 」 推 進 区 市 町 村 支 援 事 業
（ 「 遊 び」 特 別 推 進 枠 ）  

子 供 政 策 連
携 室  

・ 子 供 の「 遊 び」 を地 域 へ拡 大 ・ 浸 透 させるため、遊 び体 験
の創 出 やプレーリーダー等 の人 材 育 成 、安 全 対 策 などに取 り
組 む区 市 町 村 を支 援 する。 
・ 区 市 町 村 による「 遊 び」 の取 組 の自 走 化 に向 け、３ か年
（ 創 出 ・ 充 実 ・ 定 着 ） の継 続 的 な支 援 を実 施 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

159 ◆ 子 供 の「 遊 び」 普 及 啓 発 事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

・  「 遊 び」 の専 用 SNS を活 用 し、子 供 の「 遊 び」 の大 切 さ
について、分 かりやすく親 しみを感 じる発 信 を行 うとともに、子
供 と一 緒 に楽 しみながら参 加 できる企 画 を実 施 することで、
地 域 社 会 の理 解 を促 進 する。 
・  「 東 京 都 こどもホームページ」 において、楽 しみながら「 遊
び」 に興 味 を持 てるようコンテンツを充 実 する。 

160 ◆ 
子 供 の未 来 を育 む「 体 験 活
動 」 推 進 区 市 町 村 支 援 事 業  
（ 「 体 験 活 動 」 推 進 枠 ）  

子 供 政 策 連
携 室  

 全 ての子 供 が自 らの希 望 に応 じて、多 様 な体 験 活 動 にチ
ャレンジできるよう、子 供 のニーズ等 を踏 まえ、身 近 な地 域 に
おいて幅 広 い分 野 で子 供 目 線 に立 った体 験 活 動 の創 出 に
取 り組 む区 市 町 村 を支 援  

161 ◆ 
笑 顔 と学 びの体 験 活 動 プロジェ
クト 

教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 希 望 する公 立 学 校 及 び私 立 学 校 に対 し「 笑 顔 と学 びの
体 験 活 動 プロジェクト」 を実 施 することで、多 くの学 校 の児
童 ・ 生 徒 に多 様 な体 験 活 動 の機 会 を提 供 します。 

162 ◆ 
都 立 特 別 支 援 学 校 で移 動 式
冒 険 遊 び場 の実 施  

教 育 庁  
 土 日 の都 立 特 別 支 援 学 校 の校 庭 等 を活 用 し、冒 険 遊
び場 を実 施  

163   ２ ０ 歳 未 満 の喫 煙 防 止 対 策  保 健 医 療 局  

２ ０ 歳 未 満 の喫 煙 防 止 及 び受 動 喫 煙 の健 康 影 響 防 止
を推 進 するため、次 の事 業 を展 開 する。 
＜ ２ ０ 歳 未 満 の喫 煙 防 止 ＞  
〇小 中 高 校 生 用 副 教 材 やホームページ等 において、20 歳
未 満 の者 や胎 児 ・ 妊 産 婦 への喫 煙 ・ 受 動 喫 煙 防 止 に関
する啓 発 を実 施  
〇小 中 高 校 生 を対 象 に 20 歳 未 満 喫 煙 防 止 ポスターコン
クールの実 施  
〇両 親 学 級 等 において、喫 煙 の健 康 影 響 等 を啓 発  
 
＜ 受 動 喫 煙 の健 康 影 響 防 止 ＞  
〇「 東 京 都 子 どもを受 動 喫 煙 から守 る条 例 」 、「 東 京 都 受
動 喫 煙 防 止 条 例 」 及 び「 健 康 増 進 法 」 に基 づき、受 動 喫
煙 による都 民 の健 康 への影 響 を未 然 に防 止 する取 組 を実
施  

164   
地 域 における青 少 年 の健 全 育
成  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 青 少 年 の規 範 意 識 やコミュニケーション力 などを育 む取 組
に加 え、地 域 の中 で多 様 性 の尊 重 や受 容 の意 識 を育 む機
会 を提 供 するとともに、区 市 町 村 等 が実 施 する青 少 年 の
健 全 育 成 に向 けた取 組 を推 進 する。 

165   
学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 の連 携 によ
る教 育 活 動 の推 進  

教 育 庁  

 地 域 全 体 で子 供 の教 育 を支 えるためには、学 校 ･家 庭 ･
地 域 ･社 会 が具 体 的 に連 携 ・ 協 働 する仕 組 みを構 築 する
必 要 がある。このため、「 地 域 教 育 推 進 ネットワーク東 京 都
協 議 会 」 や国 の地 域 学 校 協 働 活 動 推 進 事 業 を活 用 し
て、各 区 市 町 村 において、地 域 全 体 で子 供 の教 育 を支 える
「 地 域 学 校 協 働 本 部 」 の設 置 を推 進 し、様 々な教 育 活 動
に多 様 な地 域 人 材 の活 用 を促 進 する。 

166   
東 京 都 教 育 の日 の設 定 による
地 域 の協 働 の推 進  

教 育 庁  
 都 民 の教 育 に対 する関 心 を高 め、教 育 について共 に考 え
るため、「 東 京 都 教 育 の日 」 （ 11 月 第 1 土 曜 日 ） を中
心 として、学 校 ・ 家 庭 ・ 地 域 が協 働 する取 組 を推 進 する。 
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167   私 立 学 校 への助 成  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 私 立 学 校 の教 育 条 件 の維 持 向 上 、在 学 する児 童 生 徒
に係 る修 学 上 の経 済 的 負 担 の軽 減 及 び私 立 学 校 の経 営
の健 全 性 を高 めるため、その経 費 の一 部 を補 助 する。 

168   学 校 と家 庭 の連 携 推 進 事 業  教 育 庁  

 いじめ、不 登 校 、暴 力 行 為 、児 童 虐 待 など生 活 指 導 上
の課 題 に対 応 するため、問 題 を抱 える児 童 ・ 生 徒 に直 接 関
わるとともに、保 護 者 からの相 談 に応 じる「 家 庭 と子 供 の支
援 員 」 を学 校 に配 置 する。また、児 童 ・ 生 徒 や保 護 者 への
支 援 について専 門 的 な助 言 を行 う「 スーパーバイザー」 を学 校
に派 遣 する。 

169   
スクールソーシャルワーカー活 用 事
業  

教 育 庁  

 いじめ、不 登 校 、暴 力 行 為 、児 童 虐 待 など、学 校 だけで
は解 決 できない児 童 ・ 生 徒 の問 題 行 動 等 へ対 応 するため、
教 育 分 野 に関 する知 識 に加 えて、社 会 福 祉 等 の専 門 的 な
知 識 ・ 技 術 を用 いて、児 童 ・ 生 徒 が置 かれた環 境 へ働 き掛
けたり、関 係 機 関 等 とのネットワークを活 用 したりして支 援 を
行 うスクールソーシャルワーカーを区 市 町 村 及 び都 立 学 校 に
配 置 する。 

170   いじめ総 合 対 策 推 進 事 業  教 育 庁  

 令 和 ３ 年 ２ 月 に策 定 した「 いじめ総 合 対 策 【 第 ２ 次 ・
一 部 改 定 】 」 では、「 未 然 防 止 」 、「 早 期 発 見 」 、「 早 期 対
応 」 、「 重 大 事 態 への対 処 」 の各 段 階 に応 じた具 体 的 な取
組 を定 めている。各 学 校 においては、いじめ問 題 の解 決 に向
け、軽 微 ないじめも見 逃 さず、学 校 全 体 で組 織 的 に対 応 す
るとともに、家 庭 、地 域 住 民 、その他 の関 係 者 との連 携 の
下 、「 いじめ総 合 対 策 【 第 ２ 次 ・ 一 部 改 定 】 」 に示 す取 組
を確 実 に実 施 していく。 

171   スクールカウンセラー活 用 事 業  教 育 庁  

 いじめや不 登 校 等 の未 然 防 止 、改 善 及 び解 決 並 びに学
校 内 の教 育 相 談 体 制 等 の充 実 を図 るため、児 童 ・ 生 徒 の
心 理 に関 して、高 度 に専 門 的 な経 験 を有 する者 をスクール
カウンセラーとして、都 内 公 立 小 学 校 、中 学 校 、高 等 学 校
全 校 に配 置 している。 

172 ◆ 
エデュケーション・ アシスタント配
置 支 援 事 業 （ 小 １ 重 点 支
援 モデル事 業 ）  

教 育 庁  

 小 学 校 １ 年 生 において、指 導 上 の工 夫 や学 習 環 境 の
整 備 、学 級 編 制 の工 夫 など、児 童 が安 心 して学 べる取 組
を推 進 するため、副 担 任 相 当 の業 務 を担 うエデュケーション・
アシスタントを、全 小 学 校 への配 置 に加 えて小 学 校 １ 年 生
の各 学 級 に１ 名 追 加 配 置 するモデル事 業 を実 施 する。 

173   アドバイザリースタッフ派 遣 事 業  教 育 庁  
 アドバイザリースタッフ（ 臨 床 心 理 士 等 ） を学 校 に派 遣
し、不 登 校 や集 団 不 適 応 の悩 みをもつ児 童 ・ 生 徒 等 を支
援 する。 

174   
東 京 都 教 育 相 談 センター 教
育 相 談 一 般 ・ 東 京 都 いじめ相
談 ホットライン 

教 育 庁  
 いじめ問 題 に悩 む児 童 ・ 生 徒 やその保 護 者 等 からの相
談 について、年 間 を通 じて 24 時 間 体 制 で受 け付 け、相 談
者 の心 のケアや解 決 に向 けた助 言 を行 う。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

175   防 災 教 育 の推 進  
教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 防 災 教 育 デジタル教 材  「 防 災 ノート」 の活 用 による学
校 と家 庭 が一 体 となった防 災 教 育 の充 実 等 を通 じ、自 らを
守 り、身 近 な人 を助 け、地 域 に貢 献 できる人 材 を育 成 す
る。 
 また、国 立 ・ 私 立 学 校 においては、防 災 教 育 デジタル教
材 「 防 災 ノート」 の情 報 提 供 や、各 学 校 の防 災 力 向 上 のた
めの取 組 に対 し支 援 を行 う。 

176   
JET プログラムによる外 国 人 英
語 指 導 者 等 の配 置  

教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 JET プログラムを活 用 し、全 都 立 高 等 学 校 学 等 に英 語
等 指 導 助 手 を配 置 する（ 夜 間 定 時 制 単 独 校 を除 く） 。 
 外 国 語 教 育 の充 実 を図 るため、JET プログラムを活 用 する
私 立 中 学 校 、高 等 学 校 に対 し、その経 費 の一 部 を補 助 す
る。 

177   海 外 留 学 支 援 事 業  
教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

【 教 育 庁 ・ 次 世 代 リーダー育 成 道 場 】  
 都 立 高 校 生 等 を対 象 に、将 来 、様 々な場 面 や分 野 で
活 躍 し、日 本 や東 京 の未 来 を担 う次 代 のリーダーを輩 出 す
るため、事 前 研 修 や約 １ 年 間 の留 学 、事 後 研 修 を通 し
て、海 外 で通 用 する英 語 力 や広 い視 野 、世 界 に飛 び出 す
チャレンジ精 神 、課 題 解 決 能 力 等 を育 成 する。 
【 生 活 文 化 スポーツ局 ・ 海 外 留 学 推 進 補 助 】  
 私 立 高 校 生 の留 学 に伴 う経 済 的 負 担 を軽 減 し海 外 留
学 を促 進 するため、私 立 高 校 が行 う留 学 に参 加 する生 徒
に対 し、その経 費 の一 部 を補 助 する。 

178   
私 立 学 校 教 員 海 外 派 遣 研
修 事 業 費 補 助  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 世 界 で活 躍 するグローバル人 材 育 成 のため、指 導 力 向 上
を目 的 に、私 立 学 校 が教 員 を海 外 研 修 に派 遣 した場 合 に
その経 費 の一 部 を補 助 する。 

179   
私 立 高 等 学 校 外 部 検 定 試
験 料 補 助  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 私 立 高 等 学 校 が、在 籍 する生 徒 の英 語 力 向 上 を目 的
として外 部 検 定 試 験 （ 高 等 学 校 における英 語 教 育 レベル
を満 たし「 読 む」 「 聞 く」 「 話 す」 「 書 く」 の４ 技 能 を総 合 的
に測 定 でき、学 校 が教 育 活 動 の一 環 として外 部 検 定 試 験
実 施 団 体 に対 して団 体 受 験 を申 し込 むもの） を実 施 する
場 合 、当 該 試 験 に係 る経 費 を補 助 する。 

180   
都 立 国 際 高 校 での国 際 バカロ
レアの取 組  

教 育 庁  

 都 立 国 際 高 校 のバカロレアコースにおいて、国 際 バカロレア
のディプロマ・ プログラムによる授 業 を展 開 し、国 際 的 に認 めら
れる大 学 入 学 資 格 （ フルディプロマ） の取 得 や、それを用 い
た海 外 大 学 進 学 を支 援 する。 

181   

「 TOKYO GLOBAL 
GATEWAY」 の活 用 による、児
童 ・ 生 徒 の英 語 学 習 の意 欲
向 上  

教 育 庁  

 小 学 生 から高 校 生 までを主 な対 象 とし、体 験 的 で実 践
的 な学 習 を通 じて、英 語 を使 用 する楽 しさや必 要 性 を体 感
し、英 語 学 習 の意 欲 を自 ら向 上 させることを目 的 に、民 間
事 業 者 とともにＴ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ  Ｇ Ｌ Ｏ Ｂ Ａ Ｌ  Ｇ Ａ Ｔ Ｅ
Ｗ Ａ Ｙ を開 設 する。児 童 ・ 生 徒 ８ 人 につき１ 人 のイングリ
ッシュ・ スピーカーが常 に付 き添 い、海 外 の日 常 生 活 シーンや
文 化 、ビジネス、国 際 貢 献 などの多 彩 な内 容 を、英 語 漬 け
で体 験 する。 
 また、令 和 ５ 年 １ 月 から、多 摩 地 域 に同 様 の施 設 を開
設 し、運 営 している。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

再 掲    
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 （ 先 駆 的 事 業 ・
選 択 事 業 ・ 一 般 事 業 ）  

福 祉 局   

再 掲   子 供 ・ 子 育 てメンター事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

 

再 掲    性 と健 康 の相 談 センター事 業  福 祉 局   

再 掲    
子 供 家 庭 支 援 センター事 業  
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局   

再 掲    子 供 の読 書 活 動 の推 進  教 育 庁   

 

＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

142   
地 域 スポーツクラブ中 間 支 援 組
織 事 業 等  

生 活 文 化 ス ポ
ーツ局  

都 内 全 区 市 町 村 に設 置  

５ ７ 区 市 町 村  
１ ６ ０ クラブ 
（ 23 区 ： 80 クラ
ブ、25 市 ： 71 クラ
ブ、 ４ 町 ： ４ ク ラ
ブ、 ５ 村 ： ５ ク ラ
ブ）  

143   
総 合 的 な 子 供 の 基 礎 体 力 向
上 方 策 の推 進  

教 育 庁  

運 動 やスポーツとの多 様 な関 わりを通
して健 康 で活 力 に満 ちた生 活 をデザイ
ンすることができ る児 童 ・ 生 徒 を 育 成
する。 等  

○ 東 京 都 統 一 体
力 テ ス ト 実 施 … 全
公 立 学 校 対 象
（ 2,173 校  
938,167 人 ） ・ 実
施 報 告 書 配 布  
○ 全 国 体 力 ・ 運
動 能 力 、 運 動 週
間 等 調 査 実 施  
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【２ 次代を担う人づくりの推進】 

＜子供を取り巻く状況＞ 

 ○  東 京都 で は、子供 の権 利が 大 切に され 、幸せ に過 ごせ るよ うに「 東京 都こ ども 基
本条 例」 を定 め てい ます 。  

 ○  子 供の 東 京都 こど も基 本条 例 の認 知度 につ いて 、学年 別 にみ ると 、年 齢 が高 く な
るほ ど「名 前だ け 知 って いる 」割合 が 増 加し ます 。一方 で 、内 容を 知っ てい る 割合
（「内 容 を良 く知 って いる 」ま たは「 内容 を少 しだ け知 っ てい る」の合 計）は 、小
3 で 10.0％ 、17 歳 で 16.0％ と、「 名 前だ け 知っ てい る」割 合と 比べ た場 合、あ まり
変わ りま せん 。  

 
図 表 46 東 京 都 こ ど も 基 本 条 例 の 認 知 度 （ 子 供 ／ 学 年 別 ）  

 

 
資 料 ： 東 京 都 子 供 政 策 連 携 室 「『 と う き ょ う  こ ど も  ア ン ケ ー ト 』 報 告 書 （ 令 和 ６ 年 調 査 ）」 を 基 に 作 成  
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 ○  保 護者 の 東京 都こ ども 基本 条 例の 認知 度に つい て 、子 供 の学 年別 にみ る と、条 例
を知 って いる(「 内 容 をよ く知 って い る」＋「内容 を少 し だけ 知っ てい る」)割 合は 、
３歳で 19.3％ 、 小３ では 21.8％、 小 ５で は 20.7％ 、中 ２ では 23.0％ 、17 歳で は
26.2％ です 。  

 
図 表 47 東 京 都 こ ど も 基 本 条 例 の 認 知 度 （ 保 護 者 ／ 学 年 別 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 子 供 政 策 連 携 室 「『 と う き ょ う  こ ど も  ア ン ケ ー ト 』 報 告 書 （ 令 和 ６ 年 調 査 ）」 を 基 に 作 成  
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 ○  文 化庁 の 調査 によ れば 、文 化 芸術 活 動を 通し て得 ら れる 児童・生 徒へ の 効果 に つ
いて 尋ね たと こ ろ、「 文化 芸術 への 親 しみ が醸 成さ れる 」「 より 豊か な創 造性 や 感性
が育 まれ る」 の 割合 が高 くな って い ます 。  

 
図 表 48 文 化 芸 術 活 動 を 通 し て 得 ら れ る 効 果  

 
資 料 ： 文 化 庁 「 令 和 ５ 年 度 文 化 芸 術 に よ る 子 供 育 成 推 進 事 業 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 」  

 
 ○  令 和 4 年 度 の 東京 都で は、 ス クー ルカ ウン セラ ー に相 談が あっ た中 で 最も 多か

った 相談 内容 は、「不 登校 」で あり 52,395 件で した 。ま た 、 次い で多 い相 談 内容
は、「 友 人関 係」、「家 庭環 境」 でし た 。  

 
図 表 49 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー へ の 児 童 ・ 生 徒 の 相 談 件 数  

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 「 令 和 ４ 年 度 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 活 用 事 業 」 に 係 る 実 績 調 査 か ら 東 京 都 公 立 学 校 分 を 抜 粋  
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 ○  令 和５ 年 度の 都立 高校 の中 途 退学 者数 は 1,867 人 で あ り、退学 率は 1.5%で した。
ここ 5 年 間 の退 学率 は、 1.1％か ら 1.6％ の間 で推 移し て いま す。  

 
図 表 50 都 立 高 校 の 中 途 退 学 者 数 ・ 中 途 退 学 率  

 
資 料 ： 東 京 都 教 育 委 員 会 「 令 和 ５ 年 度 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 不 登 校 等 生 徒 指 導 上 の 諸 課 題 に 関 す る 調 査 」 を 基 に 作 成  

 
 ○  東 京都 の 小中 学校 にお ける 不 登校 の児 童・生徒 数 は年 々 上昇 傾向 であ り 、令 和 ５

年度 は小 学校 で 13,275 人 、中 学校 で 18,451 人 です 。  
 

図 表 51 不 登 校 の 状 況 に あ る 児 童 ・ 生 徒 数  

 
資 料 ： 東 京 都 教 育 委 員 会 「 令 和 4 年 度 児 童 生 徒 の 問 題 行 動 ・ 不 登 校 等 生 徒 指 導 上 の 諸 課 題 に 関 す る 調 査 」 を 基 に 作 成  
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 ○  児 童・生 徒・学 生の 自殺 者数 は 増加 傾向 にあ り 、令 和 ５ 年の 児童・生徒 の 自 殺者
数は 69 人と 、 平成 26 年と 比較 する と こ こ 10 年 で約 1.4 倍 の水 準と なっ て いま
す。  

図 表 52 児 童 ・ 生 徒 の 自 殺 者 数 の 推 移 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ：「 警 察 庁 『 自 殺 統 計 』 よ り 厚 生 労 働 省 自 殺 対 策 推 進 室 作 成 」 資 料 に 基 づ き 都 作 成  
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＜現状と課題＞ 

 ○  東 京 都 こ ど も 基 本 条 例 の 内 容 を 知 っ て い る の は 、 子 供 は 約 15％ 、 保 護 者 は 約
20％ と な っ て お り 、 子 供 を 権 利 の 主 体 と し て 尊 重 し 、 子 供 の 最 善 の 利 益 を 最 優 先
に す る と い う 基 本 理 念 の 理 解 促 進 を 図 る 取 組 を さ ら に 充 実 さ せ る 必 要 が あ り ま す 。 

 ○  ひ きこ も りの 状態 にあ る本 人 や家 族一 人ひ とり の 心情 に合 った 、無 理 のな い 、受
け入 れら れや す い支 援を 粘り 強く 行 うこ とが 必要 です 。また 、本人 や家 族が 地 域か
ら孤 立せ ず、安 心し て 支援 を求 める こ とが でき るよ う、ひ きこ も りへ の正 しい 理 解
の促 進に 向け た 普及 啓発 や情 報発 信 を行 う必 要が あり ま す。  

 ○  子 供の 豊 かな 感受 性、表現 力 を育 み 健全 な成 長を 促 す意 味で 、芸 術文 化 に親 し む
機会 を増 やし て いく 必要 があ りま す 。  

 ○  一 人ひ と りの 社会 的・職 業的 自立 に向 けた 資質・能力 の育 成 、キ ャリ ア教 育の 充
実を 図る 必要 が あり ます 。  

 ○  学 校 と の つ な が り が 全 く な い 子 供 を な く し 、 一 人 ひ と り の 状 況 に 応 じ た 支 援 を
強化 する 必要 が あり ます 。ま た、学校 と 福 祉等 の関 係機 関 が協 働し て支 援す る 体制
の一 層の 充実 が 必要 です 。  

 ○  ま た 、不 登校 の児 童・生 徒や 高等 学校 を中 途退 学 した 者が 、将来 自立 して 生活 す
るこ とが でき る よう にす るた め、児 童・生 徒の 実態 に応 じ た長 期的 な視 点に よ る対
策を 、総 合的 か つ効 果的 に推 進し て いく こと が求 めら れ ます 。  

 ○  非 正 規 雇 用 の 全 て が 問 題 と い う わ け で は な い も の の 、 雇 用 が 不 安 定 、 賃 金 が 低
い、能 力開 発機 会が 乏し いな どの 課 題が あり ます 。将来 を担 う若 者が 安心・納得 し
て働 き、その 意 欲や 能 力を 充分 に発 揮 でき るよ う、包括 的 な支 援 を行 って いく 必 要
があ りま す。  

 ○  児 童期 は 子供 が自 身の 置か れ た状 況を 客観 的に 捉 える こと がで きず 、SOS を出
すき っか けが つ かみ づら いこ とか ら 、虐 待や 貧困 、ヤン グケ アラ ー等 、家庭 内で の
問 題 や 子 供 自 身 の 精 神 状 態 が 顕 在 化 し に く い と さ れ て い ま す 。 ま た 、 学 校 の 各 段
階、学校 や社 会 との つ なが りの 有無 等 、支 援 を必 要と する 若 年層 が置 かれ てい る 状
況は 異な って お り、 自殺 に追 い込 ま れる 事情 も様 々で す 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  子 供を は じめ 、全 て の都 民に「 東京 都こ ども 基本 条 例」をわ かり やす く 伝え るハ
ンド ブッ クや 動 画を 活用 し、 理解 促 進に 向け た普 及啓 発 を実 施し ます 。  

 ○  ま た 、身 近な 区市 町村 にお い て、子供 の権 利を 尊 重し 、擁 護 する ため の取 組が 進
むよ う、子供 の 意見 表 明や 参加 を促 進 する 取組 、子 供の 権 利擁 護 に関 する 取組 を 行
う区 市町 村を 支 援し ます 。  
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 ○  未 来を 担 う子 供た ちが 楽し み なが ら東 京の 魅力 を 感じ 、都政 への 興味・関 心 を 高
めら れる よう 、子供 の 意見 やア イデ ア を取 り入 れな がら 、東京 都 こど もホ ーム ペ ー
ジに より 、多 彩 な情 報を 発信 しま す 。  

 ○  社 会的 自 立に 困難 を抱 える 若 者を はじ め、全て の 子供・若者 が円 滑に 社 会生 活を
営む こと がで き るよ う、関係 機関 の 連携 強 化を 図り 、切 れ 目の な い支 援を しま す 。 

 ○  ひ き こ も り の 状 態 に あ る 本 人 や 家 族 が 、 安 心 し て 一 人 ひ と り の 状 況 に 応 じ た き
め細 かな 支援 を 受け られ るよ う 、相 談支 援や 都民 への 普 及啓 発等 を行 うと と もに、
身近 な地 域に お いて 切れ 目の ない 支 援体 制を 整備 する 区 市町 村を 支援 しま す 。  

 ○  未 来 を 担 う 子 供 た ち が 東 京 の 芸 術 文 化 を 享 受 し 、 創 造 的 な 才 能 を 育 成 で き る よ
う支 援し ます 。  

 ○  低 所得 世 帯の 子供 への 学習 支 援や 生活 習慣・育 成 環境 の 改善 を行 い、家 庭の 状 況
にか かわ らず 本 人の 希望 が尊 重さ れ 、能 力・適 性に 応じ た 進路 選 択の 機会 を確 保 で
きる よう 支援 し ます 。  

 ○  子 供 た ち が 自 ら の 将 来 像 を 具 体 的 に 描 き 実 現 し て い け る よ う 、 勤 労 観 や 職 業 観
を育 成す る取 組 を推 進し てい きま す 。  

 ○  不 登 校 の 生 じ な い 魅 力 あ る 学 校 づ く り に よ る 未 然 防 止 を 推 進 す る と と も に 、 不
登 校 や 高 校 中 途 退 学 の 実 態 を 把 握 し 、 区 市 町 村 や 関 係 機 関 等 と の 連 携 に よ る 未 然
防止 と子 供の 社 会的 自立 に向 けた 取 組を 推進 して いき ま す。  

 ○  不 登校 児 童・生徒 の状 況に 応 じた 支援 を推 進す る ため 、チ ャ レン ジク ラス（ 不登
校対 応校 内分 教 室）の 設置 、不 登校 対 応巡 回 教員 及び 校内 別 室指 導支 援員 の配 置 や
不登 校対 応事 例 デー タベ ース の掲 載 等を 展開 して いき ま す。  

 ○  学 校 風 土 を 改 善 し 子 供 が 直 面 す る 様 々 な 問 題 の 発 生 を 未 然 に 防 ぐ 仕 組 み を 構 築
する ため 、高 等 学校・中学 校に おい て 学校 の居 心地 をよ り 良く する ため の取 組 を研
究 機 関 等 と 連 携 し て 実 施 し 、 科 学 的 な エ ビ デ ン ス に 基 づ い て 取 組 の 効 果 を 検 証 し
てい きま す。 併 せて 、小 学校 を対 象 とし たス キー ム等 の 検討 を進 めて いき ま す。  

 ○  学 校 生 活 に な じ め ず 生 き づ ら さ を 抱 え る 子 供 が 自 分 ら し く あ り の ま ま で 成 長 で
きる よう 、フリ ース クー ル等 に通 所 する 小・中 学生 への 支援 など 、学校 外も 含め た
学び ・居 場所 の 選択 肢の 多様 化に 向 けた 取組 を推 進し て いき ます 。  

 ○  不 安 定 雇 用 を 余 儀 な く さ れ て い る 若 者 等 向 け に カ ウ ン セ リ ン グ や 各 種 セ ミ ナ ー 、
能力 開発 、職 業 紹介 な どの 就業 支援 を 実施 する こと によ り 、正 規 雇用 化を 促進 し ま
す。  

 ○  都 と し て 国 に 先 行 し 、 都 内 区 市 町 村 が 行 う 学 校 給 食 費 の 保 護 者 負 担 軽 減 に 向 け
た取 組を 支援 し ます 。  

 ○  自 殺 未 遂 者 等 を 地 域 の 支 援 や 精 神 科 医 療 に つ な ぐ 相 談 調 整 窓 口 に 子 供 サ ポ ー ト
チー ムを 設置 す るほ か、学校 や地 域 の支 援 機関 に対 し、子 供の 自 殺に 対す る理 解 や
対 応 力 向 上 に 関 す る 研 修 を 実 施 す る な ど 、 自 殺 リ ス ク の 高 い 子 供 へ の 支 援 を 強 化
しま す 。ま た 、児童・生徒 の自 殺を 防 止す るた め 、様 々な 相 談 窓口 の情 報を 掲 載し
た普 及啓 発資 材 を、 学校 等を 通じ て 配布 しま す。   
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

182   
「 東 京 都 こども基 本 条 例 」 に関
する理 解 促 進 事 業  

子 供 政 策 連
携 室  

 都 民 に広 く、条 例 の理 念 や内 容 を分 かりやすく伝 え、子
供 の意 見 表 明 や地 域 社 会 等 への参 加 促 進 、子 供 の権 利
擁 護 に関 する理 解 促 進 を図 る。 

183   

「 東 京 都 こども基 本 条 例 」 を踏
まえた新 たな取 組 ＜ 子 供 家 庭
支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 事
業 ＞  

福 祉 局  
 子 供 の意 見 表 明 や参 加 を促 進 する取 組 、子 供 の権 利
擁 護 に関 する取 組 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

184   東 京 都 こどもホームページ 
子 供 政 策 連
携 室  

 未 来 を担 う子 供 たちが楽 しみながら東 京 の魅 力 を感 じ、
都 政 への興 味 ・ 関 心 を高 められるよう、子 供 の意 見 やアイデ
アを取 り入 れながら、東 京 都 こどもホームページにより、多 彩 な
情 報 を発 信 する 。 

185 ◆ 
中 高 生 Web サイト（ 仮 称 ）
の構 築  

子 供 政 策 連
携 室  

 中 高 生 にとっての「 都 政 への玄 関 口 」 であるとともに、日
常 的 に利 用 したくなるコンテンツを盛 り込 んだ Web サイトにつ
いて、中 高 生 の意 見 を聴 きながら構 築 する。 

186 ◆ 
「 職 業 体 験 プラットフォーム（ 仮
称 ） 」 の構 築  

子 供 政 策 連
携 室  

中 高 生 の政 策 提 案 を反 映 した、中 高 生 と企 業 ・ 団 体 とを
マッチングする「 職 業 体 験 プラットフォーム（ 仮 称 ） 」 を構 築
し、多 様 な職 業 体 験 の機 会 を提 供 する。 

187   ひきこもりに係 る支 援 事 業  福 祉 局  

(1) 東 京 都 ひきこもりに係 る支 援 協 議 会  
(2) 都 民 向 け普 及 啓 発 ・ 情 報 発 信  
(3) 都 民 に対 する相 談 等 支 援  
(4) 区 市 町 村 等 に対 する支 援  
(5) 人 材 育 成  

188 ◆ キッズ・ ユース・ プロジェクト 
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 子 供 や若 年 層 を対 象 として、美 術 、演 劇 、音 楽 などの良
質 な芸 術 文 化 に触 れる機 会 を増 やす。 

189   中 学 生 の職 場 体 験  教 育 庁  

 中 学 生 に社 会 の一 員 としての自 覚 を促 し、働 くこと、学 ぶ
ことの意 義 に気 付 かせるために、職 場 体 験 に関 わる情 報 提
供 を行 い、都 内 中 学 校 等 における職 場 体 験 の円 滑 な推
進 を図 る。 

190   
都 立 高 校 における人 間 としての
在 り方 生 き方 に関 する新 教 科
「 人 間 と社 会 」 の実 施  

教 育 庁  

 教 科 「 奉 仕 」 に道 徳 教 育 やキャリア教 育 を加 えた新 教 科
「 人 間 と社 会 」 を全 都 立 高 校 で実 施 し、人 間 としての在 り
方 生 き方 に関 する教 育 を通 じて、規 範 意 識 と社 会 貢 献 意
識 の向 上 を図 る。 

191   
勤 労 観 ・ 職 業 観 育 成 推 進 プラ
ン 

教 育 庁  
 高 校 生 の勤 労 観 、職 業 観 を育 成 するために、国 際 ロータ
リーとの連 携 事 業 や、技 能 習 得 型 インターンシップの実 施 等
により、インターンシップの充 実 ・ 拡 大 を図 る。 

192   
高 等 学 校 「 家 庭 」 における保
育 体 験 活 動 の充 実  

教 育 庁  

 都 立 高 校 で、生 徒 が乳 幼 児 への理 解 をはじめ、親 になる
こと、男 女 が協 力 して家 庭 を築 くことなどについての理 解 を深
めていくために、生 徒 が乳 幼 児 と触 れ合 う保 育 体 験 活 動 や
乳 幼 児 の親 と交 流 する活 動 を充 実 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

193   不 登 校 ・ 中 途 退 学 対 策 事 業  教 育 庁  
 不 登 校 や中 途 退 学 の経 験 のある児 童 ・ 生 徒 やその保 護
者 、民 間 施 設 等 を対 象 とした実 態 調 査 ・ 研 究 を行 い、児
童 ・ 生 徒 の社 会 的 自 立 につながる施 策 を推 進 する。 

194   
都 立 高 校 中 途 退 学 未 然 防
止 と中 途 退 学 者 等 への進 路
支 援 事 業  

教 育 庁  

 都 立 高 校 における中 途 退 学 者 及 び進 路 未 決 定 卒 業
者 を次 の社 会 の受 け皿 に円 滑 につなげるため、ユースソーシャ
ルワーカーを学 校 に派 遣 するとともに、就 労 支 援 機 関 や若 者
支 援 機 関 と連 携 し、中 途 退 学 の未 然 防 止 や中 途 退 学 者
等 に対 する進 路 支 援 等 を行 う。 

195 ◆ 
チャレンジクラス（ 不 登 校 対 応
校 内 分 教 室 ） 設 置 事 業  

教 育 庁  

 不 登 校 生 徒 の多 様 なニーズに対 応 するため、中 学 校 にチ
ャレンジクラス（ 不 登 校 対 応 校 内 分 教 室 ） を設 置 し、教
科 等 の指 導 を行 う教 員 を配 置 するとともに、学 習 環 境 の整
備 等 に係 る経 費 を支 援  

196 ◆ 
不 登 校 対 応 巡 回 教 員 配 置
事 業  

教 育 庁  
 不 登 校 対 応 を専 門 に担 う教 員 が、授 業 をもたずに複 数
校 を巡 回 。不 登 校 の未 然 防 止 ・ 早 期 発 見 ・ 長 期 化 への
対 応 など、校 内 体 制 を整 備  

197 ◆ 
小 ・ 中 学 校 における不 登 校 対
応  

教 育 庁  

 小 ・ 中 学 校 における不 登 校 児 童 ・ 生 徒 への支 援 を強 化
するため、校 内 の別 室 での学 習 指 導 ・ 進 路 指 導 を行 う「 校
内 別 室 指 導 支 援 員 」 の配 置 費 用 を支 援  
 不 登 校 対 応 巡 回 教 員 の担 当 校 や校 内 別 室 指 導 支 援
員 配 置 校 の取 組 事 例 などを HP に掲 載  

198 ◆ 
区 市 町 村 への不 登 校 対 応 支
援  

教 育 庁  

 都 立 学 校 「 自 立 支 援 チーム」 派 遣 事 業 を通 じて培 ったノ
ウハウを活 用 し、区 市 町 村 のスクールソーシャルワーカーの対 応
力 向 上 ・ 活 用 促 進 を図 るため、区 市 町 村 連 携 事 業 及 び
ガイドラインを踏 まえた研 修 体 系 の構 築 を行 う。 

199 ◆ 
不 登 校 児 童 ・ 生 徒 の社 会 的
自 立 に向 けた体 験 活 動 プログラ
ム 

教 育 庁  

 不 登 校 の児 童 生 徒 を対 象 に、学 校 外 の体 験 活 動 や異
年 齢 の交 流 活 動 を通 して、友 達 づくりや他 者 理 解 の機 会
を提 供 する「 未 来 きらめきプロジェクト」 を実 施 。また、不 登
校 対 応 に精 通 した研 究 者 等 による専 門 家 会 議 を設 置 し、
プログラムに参 加 した子 供 及 び保 護 者 へのインタビューを行
い、プログラム内 容 を評 価 ・ 検 証 する。 

200   
バーチャル・ ラーニング・ プラットフ
ォーム 

教 育 庁  
 不 登 校 児 童 ・ 生 徒 への支 援 や日 本 語 指 導 が必 要 な児
童 ・ 生 徒 への支 援 等 に活 用 するため、オンライン（ 仮 想 空
間 ） 上 にプラットフォームを構 築 し、区 市 町 村 等 に提 供  

201 ◆ 
地 域 における多 様 な居 場 所 確
保 事 業  

福 祉 局  
 地 域 の社 会 資 源 を活 用 し、学 校 に通 うことが難 しい児 童
等 の居 場 所 を創 出 するとともに、保 護 者 や学 校 関 係 者 等
と連 携 し児 童 を支 援 する区 市 町 村 に対 し補 助 する。 

202 ◆ 
学 校 の居 心 地 向 上 検 証 プロジ
ェクト 

子 供 政 策 連
携 室  

 学 校 風 土 を改 善 し子 供 が直 面 する様 々な問 題 の発 生
を未 然 に防 ぐ仕 組 みを構 築 するため、学 校 の居 心 地 をより
良 くするための取 組 を研 究 機 関 等 と連 携 して実 施 し、科 学
的 なエビデンスに基 づいて取 組 の効 果 を検 証 する。 
 また、高 等 学 校 ・ 中 学 校 に適 用 するスキーム等 を踏 まえ、
小 学 校 を対 象 としたスキーム等 を検 討 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

203   学 齢 期 の子 育 ち 
子 供 政 策 連
携 室  

 学 校 生 活 になじめず生 きづらさを抱 える子 供 が、自 分 らし
くありのままで成 長 できるよう、フリースクール等 の利 用 者 等 へ
の支 援 や都 内 フリースクール等 への支 援 事 業 、学 校 外 の多
様 な学 びの調 査 研 究 を実 施 するほか、保 護 者 支 援 の充 実
など、不 登 校 対 策 を重 層 的 に展 開 する。 

204 ◆ 
学 校 生 活 になじめない子 供 を
取 り巻 く実 態 に関 する調 査  

子 供 政 策 連
携 室  

不 登 校 児 童 生 徒 の低 年 齢 化 が進 んでいることを踏 まえ、小
学 生 等 を対 象 に不 登 校 の背 景 や要 因 を分 析 するための実
態 調 査 を実 施  

205   
性 別 による無 意 識 の思 い込 み
（ アンコンシャス・ バイアス） に
関 する取 組  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 性 別 による無 意 識 の思 い込 み（ アンコンシャス・ バイア
ス） に対 する認 知 や関 心 を高 めるため、普 及 啓 発 を行 う。
教 育 機 関 と連 携 した実 態 調 査 の結 果 を踏 まえ、子 供 を対
象 とした職 業 ・ 社 会 体 験 施 設 等 と連 携 した親 子 向 けのイ
ベントや、子 供 向 け新 聞 とのタイアップによる小 学 生 等 に対
する普 及 啓 発 などを実 施  

206   
STEM 分 野 等 で働 く魅 力 発 信
事 業  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 STEM 分 野 での女 性 活 躍 を推 進 するため、女 子 中 高 生
を対 象 としたオフィスツアーを実 施 し、将 来 の自 分 をしっかりイ
メージして進 路 選 択 することを応 援 する。 

207   
地 域 における若 者 の自 立 等 支
援 体 制 整 備 事 業  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 社 会 的 自 立 に困 難 を有 する若 者 のための相 談 窓 口 及 び
居 場 所 の設 置 や支 援 事 業 の新 設 ・ 拡 充 など、地 域 のニー
ズに応 じて若 者 の支 援 施 策 を実 施 する区 市 町 村 を対 象
に、費 用 の一 部 を補 助 するとともに、区 市 町 村 職 員 向 けに
情 報 交 換 会 等 を開 催 し、地 域 における若 者 の自 立 支 援
体 制 の整 備 を促 進 する。 
 また、社 会 的 自 立 に困 難 を抱 える若 者 やその家 族 を支
援 につなげるため、民 生 ・ 児 童 委 員 等 の地 域 支 援 者 向 け
に講 習 会 を開 催 する。 

208 ◆ 
困 難 を抱 える若 者 の意 見 を聴
く仕 組 みづくり 

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 様 々な困 難 を抱 える若 者 の状 況 を把 握 し、当 事 者 目 線
に立 った効 果 的 な支 援 策 等 の検 討 に繋 げるため、都 が直
接 施 設 や居 場 所 などに赴 き支 援 団 体 等 と連 携 しながら若
者 の声 を聴 取 する。 

209   若 者 総 合 相 談 支 援 事 業  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 東 京 都 若 者 総 合 相 談 センター「 若 ナビα」 において、悩 み
を抱 える若 者 や、社 会 的 自 立 に困 難 を抱 える若 者 からの
相 談 を受 け、就 労 ・ 就 学 等 の適 切 な支 援 につなぎ、若 者 の
社 会 的 自 立 を後 押 しする。 

210 ◆ 
若 者 をサポートするポータルサイ
ト「 若 ぽた＋ 」 の構 築 ・ 運 営  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 令 和 6 年 度 に新 ポータルサイト「 若 ぽた＋ 」 を構 築 し、支
援 団 体 相 互 の連 携 や支 援 情 報 の発 信 を強 化 していく。 

211   
非 行 少 年 の立 ち直 り支 援 事
業  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 非 行 少 年 及 び少 年 院 出 院 者 をはじめとする非 行 歴 のあ
る少 年 の立 ち直 りを支 援 するため、立 ち直 り支 援 に携 わる
支 援 者 を対 象 としたガイドブックの作 成 ・ 配 布 や研 修 会 の
開 催 、保 護 観 察 対 象 少 年 の会 計 年 度 任 用 職 員 としての
雇 用 、非 行 の入 口 ともいわれる子 供 の万 引 き防 止 対 策 に
取 り組 む。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

212   
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基
づく子 供 の学 習 ・ 生 活 支 援  

福 祉 局  
 貧 困 の連 鎖 を防 止 するため、低 所 得 世 帯 の子 供 を対 象
として、学 習 支 援 に加 え、居 場 所 の提 供 や進 路 相 談 等 を
行 う。 

213   
受 験 生 チャレンジ支 援 貸 付 事
業  

福 祉 局  

 学 習 塾 等 の受 講 費 用 並 びに高 等 学 校 及 び大 学 等 の
受 験 費 用 を捻 出 できない低 所 得 世 帯 に対 して、これらの費
用 に必 要 な資 金 を貸 し付 けることにより、低 所 得 世 帯 の子
供 を支 援 する。※令 和 ４ 年 度 より収 入 要 件 を緩 和 し、対
象 を拡 大  

214   
東 京 都 立 大 学 等 の授 業 料 実
質 無 償 化  

総 務 局  

 教 育 費 の負 担 軽 減 を図 るため、国 に先 駆 け都 立 大 、産
技 大 及 び都 立 産 技 高 専 において授 業 料 を実 質 無 償 化
（ R6 年 度 から） ※R7 年 度 から国 の制 度 改 正 により、多
子 世 帯 の学 生 （ 大 学 学 部 生 及 び高 専 ４ 年 生 以 上 ）
は、生 計 維 持 者 の住 所 にかかわらず授 業 料 を全 額 免 除  

215   被 保 護 者 自 立 促 進 事 業  福 祉 局  

 生 活 保 護 法 による被 保 護 者 に対 して、その自 立 支 援 に
要 する経 費 の一 部 を支 給 し、もって本 人 及 び世 帯 の自 立 の
助 長 を図 る。※このうち、次 世 代 育 成 支 援 のメニューとして、
小 学 １ 年 生 〜 高 校 3 年 生 の学 習 環 境 整 備 支 援 費
（ 塾 代 ） 、大 学 等 進 学 支 援 費 （ 大 学 等 受 験 料 ） 等 を
補 助 している。 

216   
若 年 者 の雇 用 就 業 支 援 事 業
（ 東 京 しごとセンター事 業 ）  

産 業 労 働 局  

 進 路 決 定 前 の時 期 に、高 校 生 の就 業 意 識 を醸 成 する
啓 発 講 座 を、学 校 の要 望 に沿 って実 施 することで、将 来 の
安 定 就 労 の一 助 とする。 
 東 京 しごとセンターにおいて、若 年 フリーター向 けに、きめ細
かなカウンセリングや各 種 セミナー、職 業 紹 介 を行 うとともに、
若 者 と企 業 の出 会 いの場 の提 供 等 の事 業 を実 施 する。ま
た、早 期 の就 職 促 進 を図 るため、職 業 意 識 の啓 発 や、基
礎 的 ビジネスマナー等 の習 得 を図 るための講 座 を実 施 する。 

217   若 年 者 能 力 開 発 訓 練  産 業 労 働 局  

 30 歳 未 満 の無 業 者 ・ フリーター等 で主 に中 卒 者 、高 校
中 退 者 を対 象 として、職 業 に必 要 な技 能 ・ 知 識 に加 え、社
会 人 基 礎 能 力 の習 得 を重 視 した訓 練 を実 施 することで、
若 年 者 の就 業 を支 援 する。 
 訓 練 カリキュラムに複 数 の業 種 の内 容 を取 り入 れることに
より、多 様 な職 業 を理 解 させ、自 己 の適 性 にあった就 業 先
の業 種 が選 択 できるようにする訓 練 を実 施 している。 

218 ◆ 
東 京 都 自 殺 相 談 ダイヤル〜 こ
ころといのちのほっとライン〜  

保 健 医 療 局  
 自 殺 防 止 専 用 の相 談 電 話 を設 置 し、自 殺 の悩 みを抱
える人 の相 談 に応 じるとともに、各 分 野 の専 門 相 談 機 関 と
連 携 し、相 談 者 への支 援 を行 う。 

219 ◆ 
こころといのちの相 談 ・ 支 援  
東 京 ネットワーク 

保 健 医 療 局  

 自 殺 の背 景 には様 々な問 題 があるため、自 殺 の危 険 性
の高 い人 が、悩 みに応 じた適 切 な相 談 ・ 支 援 を受 けられる
よう、相 談 機 関 ・ 関 係 団 体 によるネットワークを構 築 してい
る。 
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220 ◆ 
自 殺 予 防 のための人 材 育 成
（ ゲートキーパー養 成 ）  

保 健 医 療 局  
 自 殺 の危 険 性 の高 い人 の早 期 発 見 ・ 対 応 を図 るため、
職 場 や地 域 などで自 殺 の危 険 を示 すサインに気 づき支 援 す
る役 割 が期 待 される人 材 を養 成 する。 

221 ◆ SNS 自 殺 相 談  保 健 医 療 局  
 若 年 層 に対 する自 殺 対 策 を強 化 するため、Ｓ Ｎ Ｓ を活
用 した自 殺 相 談 を実 施 する。 

222 ◆ 
東 京 都 自 殺 未 遂 者 対 応 地
域 連 携 支 援 事 業 〜 東 京 都 こ
ころといのちのサポートネット〜  

保 健 医 療 局  
 救 急 医 療 機 関 に搬 送 された自 殺 未 遂 者 の自 殺 再 企 図
を防 止 するために、相 談 ・ 支 援 窓 口 を設 置 し、地 域 の医
療 ・ 保 健 ・ 福 祉 など必 要 な支 援 につなげる。 

223 ◆ 
「 Ｓ Ｏ Ｓ の出 し方 に関 する教
育 」 の推 進  

教 育 庁  

（ １ ）  教 材 等 を活 用 したＳ Ｏ Ｓ の出 し方 に関 する教 育  
 〇児 童 ・ 生 徒 向 け動 画 の作 成 及 び教 職 員 向 け研 修 動
画 の作 成 を周 知  
（ ２ ）  全 ての子 供 たちを対 象 としたＳ Ｏ Ｓ の出 し方 に関
する教 育  
 〇校 長 講 話 や学 級 指 導 、相 談 窓 口 連 絡 先 一 覧 の配
布 時 などに、全 ての子 供 を対 象 に毎 年 度 繰 り返 し実 施  

224 ◆ 
授 業 料 免 除 制 度 （ 都 立 高
等 学 校 等 ）  

教 育 庁  

 都 立 高 等 学 校 等 に在 学 する生 徒 のうち、所 得 要 件 によ
り高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 又 は高 等 学 校 等 学 び直 し支
援 金 の対 象 とならない世 帯 に対 して、授 業 料 を全 額 免 除
する。 

225 ◆ 
東 京 都 公 立 学 校 給 食 費 負
担 軽 減 事 業  

教 育 庁  

 学 校 給 食 費 の在 り方 は全 国 共 通 の課 題 であり、本 来
は、国 の責 任 と財 源 において無 償 化 を進 めていくべきもので
ある。都 として国 に先 行 し、都 内 区 市 町 村 が行 う学 校 給 食
費 の保 護 者 負 担 軽 減 に向 けた取 組 を支 援 する。 

226 ◆ 
小 ・ 中 学 校 における不 登 校 対
応  

教 育 庁  

 不 登 校 児 童 ・ 生 徒 の状 況 に応 じた支 援 を推 進 するた
め、以 下 の施 策 を展 開 する。 
○校 内 別 室 指 導 支 援 員 配 置 事 業  
○不 登 校 対 応 事 例 データベース 

227 ◆ 個 人 融 資 「 まなび」  産 業 労 働 局  

 中 小 企 業 従 業 員 の生 活 の安 定 に資 するため、従 業 員 ご
本 人 及 びその扶 養 親 族 の方 の教 育 ・ リスキリング費 用 （ 入
学 金 、授 業 料 、受 講 料 など） を、保 証 料 全 額 都 負 担 で
融 資 する。 
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

212   
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基
づく子 供 の学 習 ・ 生 活 支 援  

福 祉 局  
62 区 市 町 村 で、地 域 の実 情 に応 じ
た実 施 体 制 の整 備  

○ 区 市 に お け る 実
施 状 況 （ 令 和 5
年 度 ）  
 48 区 市 （ 23 区
25 市 ）  
○ 西 多 摩 福 祉 事
務 所 に お け る 支 援
対 象 者 （ 在 籍
者 ） 数  
 64 名 （ R4 年 3
月 時 点 ）  
○大 島 支 庁 にお け
る 支 援 対 象 者
（ 在 籍 者 ） 数  
 66 名 （ R4 年 3
月 時 点 ）  
○八 丈 支 庁 にお け
る 支 援 対 象 者
（ 在 籍 者 ） 数  
 51 名 （ R4 年 3
月 時 点 ）  
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【３ 子供の居場所づくり】 

＜子供の居場所を取り巻く状況＞ 

 ○  学 童ク ラ ブ事 業は 、保 護者 が 就労 等 によ り昼 間家 庭 にい ない 小学 生に 対 して 、放
課後 に安 心し て 遊び 、生活 でき る場 所 を確 保す る事 業で す 。児 童 福祉 法の 改正 に 伴
い、各区 市町 村 は学 童 クラ ブの 設備 及 び運 営の 基準 につ い て、省 令で 定め る基 準 を
踏ま えて 条例 を 制定 し、 各ク ラブ は その 条例 に基 づい て 運営 され てい ます 。  

 ○  学 童ク ラ ブの 設置 数、登録 児 童数 は いず れも 近年 増 加傾 向に あり ます が 、利 用 申
込み をし たが 学 童ク ラブ に登 録で き なか った 児童（待 機 児童 ）も発 生し てい ま す。  

 
図 表 53 学 童 ク ラ ブ 登 録 児 童 数 と 待 機 児 童 数 の 推 移（ 各 年 ５ 月 １ 日 現 在 、令 和 ２ 年 の み ７ 月 １ 日 現 在 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

図 表 54 学 童 ク ラ ブ 設 置 数 （ 各 年 ５ 月 １ 日 現 在 、 令 和 ２ 年 の み ７ 月 １ 日 現 在 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局   
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 ○  学 童ク ラ ブを 利用 する に当 た って 望む こと とし て、「 行 き帰 りが 安全 で ある こと」
「学 校か ら近 い こと」「自 宅か ら近 い こと 」が 高く なっ て いま す。  

 
図 表 55 学 童 ク ラ ブ を 利 用 す る に 当 た っ て 望 む こ と  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  

 

 ○  放 課後 の 子供 たち の居 場所 と して は、学童 クラ ブ のほ か 、教 育部 門が 行 う放 課 後
子供 教室 があ り ます 。放課 後子 供教 室 は、学 校等 を利 用し て 放課 後等 の子 供の 居 場
所を 設け 、学 習や 体験・交流 活 動を 行う 事業 で、令 和 ５年 度に は 57 区 市町 村 1,298
か所 で実 施し て いま す。  

 
図 表 56 放 課 後 子 供 教 室 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 教 育 庁  
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＜現状と課題＞ 

 ○  学 童ク ラ ブの 利用 希望 や地 域 の実 情を 踏ま えて 、整備 を進 める 必要 が あり ます。 
 ○  放 課 後 の 子 供 た ち の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 に 対 す る 保 護 者 の ニ ー ズ が 非 常 に 高 い こ

とか ら、移動 時 のリ ス クを 回避 する た め、送 迎支 援や 学校 内 での 学童 クラ ブの 設 置
を促 進す ると と もに 、学校 施設 の活 用 が困 難な 場合 は、学 校外 に おい て利 活用 で き
る空 間の 確保 や 施設 整備 に取 り組 む 必要 があ りま す。  

 ○  国 は、令 和６ 年 12 月 に令 和 ６〜 ７ 年度 に予 算・運 用等 の両 面か ら集 中 的に 取り
組む べき 対策 と して「放課 後児 童 対策 パ ッケ ージ 2025」をと りま とめ まし た。親
の就 労状 況に 関 わら ず、全て の子 供 の安 全・安 心な 居場 所 の確 保 を図 る観 点か ら 、
学 童 ク ラ ブ と 放 課 後 子 供 教 室 の 校 内 交 流 型 ・ 連 携 型 を 推 進 し て い く 必 要 が あ り ま
す。  

 ○  子 供が 安 心し て過 ごせ る環 境 づく りや 場の 創出 を 推進 する 必要 があ り ます 。  
 ○  子 供 の 居 場 所 を 新 た に つ く っ て い く こ と に 加 え 、 す で に 多 く の 子 供 の 居 場 所 と

なっ てい る児 童 館、子 ども 会、こど も 食堂 や 学習 支援 の場 な ど地 域に ある 多様 な 居
場所 、公 民館 や 図書 館 など の社 会教 育 施設 など につ いて も 、子 供 にと って より よ い
居場 所と なる よ う取 り組 む必 要が あ りま す。  

 ○  保 護者 の 働き 方の 多様 化等 に より 、放課 後だ けで な く、学 校始 業前 の子 供 の居 場
所に 対す るニ ー ズが 拡大 して いま す 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  児 童 館 に つ い て 、 乳 幼 児 か ら 中 高 校 生 世 代 ま で の 多 様 な 年 齢 層 の 子 供 の 居 場 所
とし ての 機能・役割 の強 化を 図る た め、好事 例を 収集 し 、区 市町 村へ の情 報 提供 な
どを 通し て、遊 びを 通 した 児童 の健 全 育成 を推 進す るほ か 、児 童 館ガ イド ライ ン の
内容 を区 市町 村 に周 知し ます 。  

 ○  学 童ク ラ ブに つい て、区市 町 村が 利 用者 のニ ーズ を 的確 に把 握し 、放 課 後児 童 健
全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 や 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 指 針 を 踏 ま え つ
つ、 子供 たち の 放課 後の 居場 所を 確 保で きる よう 支援 し ます 。  

 〇  放 課 後 子 供 教 室 の 活 動 プ ロ グ ラ ム に 参 加 し 多 様 な 体 験 が で き る こ と 、 地 域 の ボ
ラ ン テ ィ ア 及 び 異 年 齢 児 と の 交 流 が 図 ら れ る こ と 等 の 効 果 が あ る た め 、 学 童 ク ラ
ブと 放課 後子 供 教室 との 校内 交流 型 の実 施や 、共 同プ ロ グラ ム の企 画・実施 を 推進
しま す。  

 〇  ま た、依 然と し て高 いニ ーズ に 対応 する ため 、地 域 の実 情 に応 じて 整備 を 進め る
区市 町村 を支 援 し、 令和 １１ 年度 ま でに 学童 クラ ブの 登 録児 童数  17,400 人 増 を
目指 しま す。  
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 ＜ 学童 クラ ブ 登録 児童 数見 込み ＞  各 年 5 月 1 日 現在 の対 前年 の登 録児 童 増加 数  

令和 ７年  令和 ８年  令和 ９年  令和 １０ 年  令和 １１ 年  

3,400人  4,000人  4,000人  3,000人  3,000人  

 
 ○  さ らに 、「 学童 クラ ブ待 機児 童 解消 区市 町村 支援 事 業」によ り、学童 クラ ブ の整

備促 進 、多 様な 居場 所づ くり 、利用 実態 の適 正化 を支 援 し、令和 ９年 度末 ま での 待
機児 童の 解消 を 目指 しま す。  

 ○  あ わせ て 、子 供 と保 護者 のニ ー ズに 応え る、多様 な サー ビ スを 提供 する 認 証学 童
クラ ブ制 度を 都 独自 に創 設し ます 。  

 ○  認 証学 童 クラ ブ制 度で は、国 基準 を 上回 る放 課後 児 童支 援員 の配 置や 、保護 者 の
多 様 な 働 き 方 に 合 わ せ た 開 所 時 間 の 設 定 な ど の 基 準 を 定 め 、 学 童 ク ラ ブ の 質 の 向
上を 支援 し、 区 市町 村と 連携 して 早 期の 認証 化を 目指 し ます 。  

 〇  学 童 ク ラ ブ に お け る 医 療 的 ケ ア 児 や 重 度 心 身 障 害 児 等 の 受 入 れ に 必 要 と な る 人
材 の 配 置 や 送 迎 支 援 を 行 う こ と に よ り 、 医 療 的 ケ ア 児 等 の 放 課 後 や 長 期 休 暇 等 に
おけ る居 場所 を 確保 し、保護 者が 子 育て と 仕事 を両 立し て 、安 心 して 働く こと が で
きる よう 支援 し ます 。  

 〇  認 証 保 育 所 に お け る 児 童 の 受 け 入 れ や ベ ビ ー シ ッ タ ー に よ る 一 時 預 か り に よ り 、
放課 後に おけ る 小学 生の 居場 所の さ らな る充 実を 図り ま す。  

 ○  放 課後 児 童支 援員 の適 切な 配 置及 びそ の資 質の 向 上に 向け 、研 修 を実 施し ます。 
 ○  放 課後 子 供教 室の 実施 を推 進 する とと もに 、教 室 運営 の 従事 者に つい て 、研 修 等

によ り資 質の 向 上を 図り ます 。  
 ○  子 供 が 気 軽 に 立 ち 寄 る こ と が で き 、 食 事 の 提 供 や 学 習 支 援 等 を 行 う 居 場 所 （ 拠

点）を設 置し 、地 域 全 体で 気に なる 家 庭等 への 見守 りを 行 う体 制を 整備 する 区 市町
村を 支援 しま す 。  

 ○  地 域 の 子 供 へ の 食 事 や 交 流 の 場 を 提 供 す る 子 供 食 堂 に つ い て 、 安 定 的 な 実 施 環
境を 整備 し、 地 域に 根差 した 活動 を 支援 しま す。  

 ○  子 供食 堂 の開 催に 加え 、配 食 や宅 食 を通 じて 家庭 の 生活 状況 を把 握し 、必要 な 支
援に つな げる 子 供食 堂の 取組 を支 援 しま す。  

 ○  学 校始 業 前に 小学 校を 活用 し て、安 全・安 心な 子供 の活 動 拠点（ 居場 所 ）を 設け 、
企業 や NPO 等 の協 力 を得 て、校庭 等で 自 由遊 びや スポ ー ツ等 を提 供す る区 市 町村
を支 援し ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

228   
シニア世 代 ・ シニア予 備 群 を活
用 した中 高 生 の居 場 所 ・ 学
び・ 遊 び支 援 事 業  

福 祉 局  

 児 童 館 において、中 高 生 世 代 向 けの講 習 会 の講 師 や見
守 りボランティアとして、シニア世 代 ・ シニア予 備 群 の力 を活
用 し、中 高 生 の放 課 後 の居 場 所 の充 実 に取 り組 む区 市
町 村 を支 援 することで、児 童 の健 全 育 成 の推 進 を図 る。 

229   学 童 クラブ運 営 費 補 助 事 業  福 祉 局  

 就 業 などにより、保 護 者 が昼 間 いない小 学 生 の健 全 な
育 成 を図 るために、区 市 町 村 が実 施 する、又 は区 市 町 村
が運 営 費 を補 助 する、学 童 クラブ事 業 （ 放 課 後 児 童 健
全 育 成 事 業 ） の供 給 体 制 の整 備 を支 援 していく。開 所 日
数 、障 害 児 受 入 、放 課 後 児 童 支 援 員 のキャリアアップ等 の
取 組 に加 算 を設 け、地 域 のニーズに応 じた取 組 を支 援 する。 
 都 型 学 童 クラブ事 業 においては、開 所 時 間 の延 長 や常
勤 職 員 を配 置 することなどにより、学 童 クラブのサービス向 上
を図 る。 

230   学 童 クラブの設 置 促 進  福 祉 局  
 既 存 施 設 を活 用 して、学 童 クラブ事 業 を新 たに実 施 する
ための改 修 及 び設 備 の整 備 等 を行 う事 業 に対 する補 助 を
実 施 することで、学 童 クラブの設 置 を促 進 する。 

231   
学 童 クラブにおける医 療 的 ケア
児 等 受 入 推 進 事 業  

福 祉 局  

 医 療 的 ケア児 や重 度 心 身 障 害 児 等 の受 入 れに必 要 と
なる人 材 の配 置 や送 迎 支 援 を行 うことにより、医 療 的 ケア
児 等 の放 課 後 や長 期 休 暇 等 における居 場 所 を確 保 し、保
護 者 が子 育 てと仕 事 を両 立 して、安 心 して働 くことができる
よう支 援 する。 

232 ◆ 東 京 都 認 証 学 童 クラブ事 業  福 祉 局  

 学 童 クラブにおける子 供 の最 善 の利 益 を考 慮 した育 成 支
援 の推 進 や保 護 者 のニーズにこたえる多 様 なサービス提 供 す
るため、都 独 自 の新 たな運 営 基 準 を創 設 し、運 営 基 準 に
基 づく運 営 費 補 助 により、学 童 クラブの質 の向 上 を図 る。 

233 ◆ 
学 童 クラブ待 機 児 童 解 消 区
市 町 村 支 援 事 業  

福 祉 局  
 既 存 施 設 等 を活 用 した多 様 な居 場 所 づくりを支 援 するこ
とにより、学 童 クラブにおける待 機 児 童 の解 消 を図 る。 

234 ◆ 
学 童 クラブにおける人 材 確 保
事 業  

福 祉 局  
 就 職 相 談 会 を実 施 するなど学 童 クラブにおける人 材 確 保
を推 進 する。 

235   児 童 館 等 整 備 費 補 助  福 祉 局  
 児 童 に健 全 な遊 びを与 えて、健 康 を増 進 し、又 は情 操 を
豊 かにするために、児 童 館 及 び学 童 クラブの整 備 を行 う区
市 町 村 の取 組 を支 援 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

236   
放 課 後 児 童 支 援 員 資 質 向
上 研 修 ・ 認 定 資 格 研 修  

福 祉 局  

○学 童 クラブに従 事 しようとする者 に、業 務 遂 行 における基
本 的 な考 え方 や心 得 、必 要 最 低 限 の知 識 ・ 技 能 を習 得 さ
せることを目 的 として、放 課 後 児 童 支 援 員 認 定 資 格 研 修
を実 施 する。 
○放 課 後 児 童 支 援 員 であって、一 定 の勤 務 経 験 を有 する
者 に対 して、必 要 な知 識 及 び技 術 の習 得 並 びに課 題 や事
例 を共 有 するための研 修 を行 い、放 課 後 児 童 支 援 員 の資
質 の向 上 を図 ることを目 的 として、放 課 後 児 童 支 援 員 資
質 向 上 研 修 を実 施 する。 

237   
放 課 後 居 場 所 緊 急 対 策 事
業  

福 祉 局  

 学 童 クラブの待 機 児 童 が解 消 するまでの緊 急 的 な措 置
として、児 童 館 、公 民 館 等 の既 存 の社 会 資 源 を活 用 する
ことにより、放 課 後 に子 供 の安 全 ・ 安 心 な居 場 所 を提 供 す
る。 

238   放 課 後 子 供 教 室  教 育 庁  

 すべての子 供 を対 象 として、放 課 後 や週 末 等 に小 学 校
等 を活 用 して、安 全 ・ 安 心 な子 供 の活 動 拠 点 （ 居 場
所 ） を設 け、地 域 の人 々の参 画 を得 て、子 供 たちに学 習 、
文 化 ・ スポーツ活 動 、地 域 住 民 との交 流 の機 会 を提 供 する
ことにより、子 供 たちが地 域 社 会 の中 で、心 豊 かに健 やかに
育 まれる環 境 づくりを推 進 する。 

239 ◆ 朝 の子 供 の居 場 所 づくり 教 育 庁  

 学 校 始 業 前 に小 学 校 を活 用 して、安 全 ・ 安 心 な子 供 の
活 動 拠 点 （ 居 場 所 ） を設 け、企 業 や NPO 等 の協 力 を
得 て、校 庭 等 で自 由 遊 びやスポーツ等 を提 供 する区 市 町
村 を支 援 する。 

240   児 童 館 支 援 事 業  福 祉 局  
 児 童 館 等 について、区 市 町 村 への情 報 提 供 や職 員 の資
質 の向 上 を図 るための研 修 を実 施 することにより、遊 びを通
した児 童 の健 全 育 成 を図 る。 

241   子 供 の居 場 所 創 設 事 業  福 祉 局  

 子 供 が気 軽 に立 ち寄 ることができ、学 習 支 援 や食 事 の提
供 を行 う「 居 場 所 」 （ 拠 点 ） を設 置 し、地 域 全 体 で気 に
なる家 庭 等 への見 守 りを行 う体 制 を整 備 する区 市 町 村 を
支 援 する。 

242 ◆ 
子 供 若 者 シェルター・ 相 談 支
援 事 業  

福 祉 局  

 家 庭 等 に居 場 所 がない子 供 ・ 若 者 が、そのニーズにあわせ
て必 要 な支 援 を受 けられ、宿 泊 もできる安 全 な居 場 所
（ 子 供 若 者 シェルター） を確 保 する取 組 に対 して支 援 す
る。 

243   子 供 食 堂 推 進 事 業  福 祉 局  

 子 供 食 堂 の安 定 的 な実 施 環 境 を整 備 することにより、
地 域 に根 差 した子 供 食 堂 の活 動 を支 援 するとともに、子 供
食 堂 の開 催 に加 え、配 食 や宅 食 を通 じて家 庭 の生 活 状 況
を把 握 し、必 要 な支 援 につなげる子 供 食 堂 の取 組 を支 援
する。 

再 掲    東 京 みんなでサロン事 業  
住 宅 政 策 本
部  

 

再 掲    ベビーシッター利 用 支 援 事 業  福 祉 局   
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

229   学 童 クラブ運 営 費 補 助 事 業  福 祉 局  

令 和 １ １ 年 ５ 月 時 点  
登 録 児 童 数  
  17,400 人 増  
   （ 令 和 ６ 年 ５ 月 比 ）  

登 録 児 童 数  
132,648 人  
（ 令 和 ５ 年 ５ 月
1 日 現 在 ）  

230   学 童 クラブの設 置 促 進  福 祉 局  

1,958 か所 （ 令 和
５ 年 ５ 月 1 日 現
在 ）  
余 裕 教 室 等 を 活
用 した学 童 クラブの
整 備  161 か所  

231   
学 童 ク ラブ にお け る 医 療 的 ケア
児 等 受 入 推 進 事 業  

福 祉 局  
４ 区 市 ( 墨 田 区 、
渋 谷 区 、 杉 並 区
及 び調 布 市 ) 

233  
学 童 ク ラ ブ 待 機 児 童 解 消 区
市 町 村 支 援 事 業  

福 祉 局  ― 

235   児 童 館 等 整 備 費 補 助  福 祉 局  

○児 童 館   
（ 創 設 ） １ 施 設  
（ 改 築 ） ７ 施 設  
（ 大 規 模 改 修 ）
６ 施 設  
 
○学 童 クラブ 
（ 創 設 ） 23 クラブ 
（ 改 築 ） 33 クラブ 
（ 大 規 模 修 繕 ）
７ クラブ 

232  東 京 都 認 証 学 童 クラブ事 業  福 祉 局  
区 市 町 村 と 連 携 して 早 期 の 認 証 化
を目 指 す 

― 
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コラ ム  
 

後日 更新  
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【目標４】 

子供の貧困の解消に向けた対策の推進  

 
 
 

     １  子供の貧困を取り巻く状況 

     ２ 教育の支援 

     ３ 生活の安定に資するための支援 

     ４ 保 護 者 に 対 す る 職 業 生 活 の 安 定 と 向 上 に 資 す る た め の 就 労 の 支 援  

     ５  経済的支援 

     ６ 必要な支援の利用を促す取組 

 

 子 供の 貧困 を 解消 し、貧困 によ る 困難 を 、子 供た ちが 強 いら れ るこ とが ない よ うな 社
会を つく って い く必 要が あり ます 。  
 教 育支 援、生活 支 援、保 護者 に 対す る 就労 支援、経 済的 支 援の 四つ を柱 に、福 祉、教
育、就労 など 様 々な 分 野の 関係 機関 と 連携 しな がら 、子 供 の貧 困 対策 を総 合的 に 進め て
いき ます 。  
 全 ての 子供 が 、安 全 で安 心し て過 ご すこ とが でき る多 く の居 場所 を持 ち、様 々な 学 び
や多 様な 体験 活 動・遊 びの 機会 を得 る こと を通 じて 、自 己 肯定 感 や自 己有 用感 を 高め 、
自分 らし く社 会 生活 を営 むこ とが で きる よう に取 り組 み ます 。  
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【１ 子供の貧困を取り巻く状況】 
 
（国 の動 向）  
 ○  令 和６ 年 ６月 、超党 派の 議員 立 法に よる「子 ども の 貧困 対 策の 推進 に関 す る法 律

の一 部を 改正 す る法 律」 が公 布さ れ まし た。  
 ○  今 回の 改 正に おい ては 、こ ども 大 綱に おい て、「 こ ども の貧 困を 解消 し、貧 困に

よる 困難 を、こ ども た ちが 強い られ る こと がな いよ うな 社 会を つく る」こと が 明記
され たこ とを 踏 まえ 、法律 の題 名 に「貧 困の 解消」を 入れ る こと とし 、「子 ども の
貧困 対策 の推 進 に関 する 法律 」の 名 称が「 こど もの 貧困 の 解消 に向 けた 対策 の 推進
に関 する 法律 」 に改 めら れま した 。  

 ○  ま た、目的 や 基 本理 念の 充実 等 が図 られ 、こ ども 大綱 の 記 述を 踏ま えて 、「 目的 」
及び 「基 本理 念 」に おい て、 解消 す べき 「こ ども の貧 困 」が 具体 化さ れま し た。  

 ○  「 目的 」には 、児 童の 権利 に 関す る条 約に 加え て 、日 本国 憲法 第 25 条そ の 他の
基本 的人 権に 関 する 規定 、こ ど も基 本法 の精 神に のっ と るこ とが 追記 され ま した。 

 ○  「基 本 理念」には、こど も の貧 困 の解 消に 向け た 対策 は、「 こど もの 現在 の 貧困
を 解 消 す る と と も に こ ど も の 将 来 の 貧 困 を 防 ぐ こ と を 旨 と し て 、 推 進 さ れ な け れ
ばな らな い」こ と及 び「貧 困の 状況 に ある 者 の妊 娠か ら出 産 まで 及び その こど も が
お と な に な る ま で の 過 程 の 各 段 階 に お け る 支 援 が 切 れ 目 な く 行 わ れ る よ う 、 推 進
され なけ れば な らな い」 こと が明 記 され まし た。  
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（子 供の 貧困 の 状況 ）  
 ○  「相 対的 貧 困 率 」は 、国民 一 人当 た りの 可処 分所 得 を高 い順 に並 べ 、そ の 中 央値

の半 分に 満た な い人 の割 合を 言い ま す。 令和 3 年 の 相対 的貧 困率 は 15.4％で 、う
ち 17 歳 以下 の 子供 の 貧困 率は 11.5％ と な って いま す。  

 ○  ま た 、18 歳 未 満の 子供 がい る 現役 世帯（世 帯 主が 18 歳 以上 65 歳未 満 ）の 相 対
的貧 困率 をみ る と、 令和 ３年 は 10.6％ と なっ てい ます 。 その うち 、大 人が ２ 人以
上い る世 帯は 8.6%で ある のに 対し 、大 人が １人 の世 帯で は 44.5％と 約半 数を 占 め、
ひと り親 世帯 の 相対 的貧 困率 が高 い こと がう かが えま す 。  

 ○  諸 外国 と の比 較で は 、相 対的 貧 困 率は OECD 加 盟 国中 10 番目 に高 いほ か 、ひと
り親 世帯 の相 対 的貧 困率 につ いて は 、デ ー タが 公表 され て いる 加盟 国の 中で 、最も
高く なっ てい ま す。  

 
図 表 57 （ 参 考 ） 相 対 的 貧 困 率 の 年 次 推 移 （ 全 国 ）  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省 「 令 和 ４ 年  国 民 生 活 基 礎 調 査 」  

（ 注 ）相 対 的 貧 困 率 と は 、OECD の 作 成 基 準 に 基 づ き 、等 価 可 処 分 所 得（ 世 帯 の 可 処 分 所 得 を 世 帯 人 員 の 平 方 根 で 割 っ て 調 整 し

た 所 得 ） の 中 央 値 の 半 分 に 満 た な い 世 帯 員 の 割 合 を 算 出 し た も の を 用 い て 算 出  

   平 成 ６ 年 の 数 値 は 兵 庫 県 を 除 い た も の  

   平 成 27 年 の 数 値 は 熊 本 県 を 除 い た も の  

   大 人 と は 18 歳 以 上 の 者 、 子 ど も と は 17 歳 以 下 の 者 、 現 役 世 帯 と は 世 帯 主 が 18 歳 以 上 65 歳 未 満 の 世 帯 を い う 。  

   等 価 可 処 分 所 得 金 額 が 不 詳 の 世 帯 員 は 除 く 。  

   令 和 ３ 年 か ら は 、 新 基 準 の 数 値 で あ る 。  

  

令和3年
（2021年）

旧基準 新基準 新基準

11.3 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 13.1 10.6

大人が１人 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 48.3 44.5

大人が２人以上 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 11.2 8.6

13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.7 15.4 15.7 15.4

12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0 11.5

相対的貧困率

子どもの貧困率

平成６年
（1994年）

子供がいる現役世帯

平成24年
（2012年）

平成27年
（2015年）

平成30年
（2018年）平成９年

（1997年）
平成12年

（2000年）
平成15年

（2003年）
平成18年

（2006年）
平成21年

（2009年）
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図 表 58 （ 参 考 ） 貧 困 率 の 国 際 比 較  

 
資 料 ： こ ど も 家 庭 庁 「 こ ど も の 貧 困 対 策 ・ ひ と り 親 家 庭 支 援 の 現 状 に つ い て 」  

（ 注 ）「 相 対 的 貧 困 率 」 及 び 「 こ ど も の 貧 困 率 」 の 出 典 は OECD ” Income Dist r ibu tion Database”。  「 こ ど も が い る 世 帯 の 貧 困

率 」 の 出 典 は OECD Fami ly  Database “Ch i ld  pover ty ”。  い ず れ も 2023 年 ７ 月 19 日 閲 覧 。  

   「 相 対 的 貧 困 率 」、「 こ ど も の 貧 困 率 」及 び「 こ ど も が い る 世 帯 の 貧 困 率 」の 日 本 の 数 値 は 、2022 年 国 民 生 活 基 礎 調 査（ 厚

生 労 働 省 ） に 基 づ く 2021 年 の デ ー タ で あ り 、 2015 年 に 改 定 さ れ た OECD の 新 た な 所 得  定 義 に 基 づ く 数 値 。  

   「 相 対 的 貧 困 率 」 及 び 「 こ ど も の 貧 困 率 」 の チ リ 及 び ア イ ス ラ ン ド は 2017 年 、 デ ン マ ー ク 、 フ ラ ン ス 、 ド イ ツ 、 ス ロ バ

キ ア 、ス イ ス 及 び ト ル コ は 2019 年 、コ ス タ リ カ 、フ ィ ン ラ ン ド 、日 本 、ノ ル ウ ェ ー 及 び ス ウ ェ ー デ ン  は 2021 年 、そ れ

以 外 の 国 は 2020 年 の 数 値 。 コ ロ ン ビ ア は 数 値 な し 。  

   「 こ ど も が い る 世 帯 の 貧 困 率 」 の ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド は 2014 年 、 オ ラ ン ダ は 2016 年 、 チ リ 、 デ ン マ ー ク 、 ハ ン ガ リ ー 、

ア イ ス ラ ン ド 、 ス イ ス 及 び ア メ リ カ は 2017 年 、 カ ナ ダ 、 ラ ト ビ ア 、 ス ウ ェ ー デ ン 及 び イ ギ リ ス は  2019 年 、 コ ス タ リ カ

は 2020 年 、 日 本 は 2021 年 、 そ れ 以 外 の 国 は 2018 年 の 数 値 。 大 人 が 一 人 の こ ど も が い る 世 帯 の 貧 困 率 の ス イ ス の 数 値

は OECD デ ー タ ベ ー ス 上 ０ ％ と な っ て い る が 、 有 効 な 数 値 か 不 明 な た め 数 値 な し と し て い る 。 コ ロ ン ビ ア は 数 値 な し 。  

   各 項 目 の OECD 平 均 は 、 37 か 国 （「 こ ど も が い る 世 帯 の 貧 困 率 」 の 「 大 人 が 一 人 」 に つ い て は 36 か 国 ） の 単 純 平 均 。  
  

順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合
1 アイスランド 4.9 1 フィンランド 2.9 1 フィンランド 3.4 1 デンマーク 9.7 1 フィンランド 2.0
2 チェコ 5.3 2 デンマーク 4.8 2 デンマーク 3.8 2 フィンランド 16.3 2 アイスランド 2.8
3 デンマーク 6.5 3 アイスランド 5.4 2 スイス 3.8 3 アイスランド 18.9 3 デンマーク 3.5
4 フィンランド 6.7 4 スロベニア 6.0 4 アイスランド 4.5 4 ノルウェー 23.4 4 チェコ 3.6
5 スロベニア 7.0 5 ノルウェー 6.7 5 スロベニア 5.1 5 ハンガリー 23.5 5 スロベニア 4.0
6 ベルギー 7.3 6 ポーランド 7.1 6 チェコ 5.4 6 ポーランド 23.8 6 スイス 4.1
7 アイルランド 7.7 7 カナダ 7.3 7 ノルウェー 6.7 7 スロベニア 24.5 7 アイルランド 4.5
8 スロバキア 7.8 8 アイルランド 7.4 7 ポーランド 6.7 8 ラトビア 24.8 7 ノルウェー 4.5
9 ノルウェー 7.9 9 チェコ 7.8 9 アイルランド 7.0 9 スウェーデン 25.3 9 ベルギー 5.3

10 オランダ 8.2 10 ベルギー 8.0 10 スウェーデン 7.8 10 ギリシャ 26.8 10 スウェーデン 5.4
11 フランス 8.4 11 スウェーデン 8.8 11 ベルギー 8.0 11 ドイツ 27.2 11 フランス 6.0
12 カナダ 8.6 12 韓国 9.8 12 オーストリア 8.6 12 アイルランド 27.5 12 オランダ 6.3
13 ハンガリー 8.7 13 ハンガリー 10.2 13 ハンガリー 8.8 12 ポルトガル 27.5 13 ポーランド 6.4
14 ポーランド 9.1 14 オランダ 10.3 14 オランダ 8.9 14 イギリス 28.1 14 ドイツ 6.7
15 スウェーデン 9.2 15 エストニア 10.6 15 ラトビア 9.3 15 チェコ 28.4 15 ニュージーランド 7.3
16 オーストリア 9.6 15 ラトビア 10.6 16 エストニア 9.4 16 エストニア 29.1 16 オーストリア 7.5
17 ルクセンブルク 9.8 15 リトアニア 10.6 16 フランス 9.4 16 フランス 29.1 16 エストニア 7.5
18 スイス 9.9 18 スイス 11.4 16 ドイツ 9.4 18 ベルギー 29.5 18 ラトビア 7.6
19 ドイツ 10.9 19 日本 11.5 19 カナダ 9.8 18 オランダ 29.5 19 カナダ 7.7
20 イギリス 11.2 20 フランス 11.7 20 日本 10.6 20 オーストリア 31.0 19 ハンガリー 7.7
21 ニュージーランド 12.4 20 ドイツ 11.7 20 スロバキア 10.6 21 トルコ 31.2 21 日本 8.6
22 オーストラリア 12.6 22 イギリス 11.9 22 ポルトガル 11.1 22 イタリア 33.4 22 オーストラリア 8.8
23 ポルトガル 12.8 23 オーストリア 12.0 23 ニュージーランド 11.3 23 スロバキア 33.6 23 リトアニア 9.5
24 ギリシャ 13.0 24 スロバキア 12.4 24 オーストラリア 11.5 24 イスラエル 33.9 24 ポルトガル 9.7
25 イタリア 13.5 25 オーストラリア 13.3 25 韓国 11.6 25 メキシコ 34.2 25 イギリス 9.9
26 リトアニア 14.1 26 ニュージーランド 14.8 26 イギリス 12.3 26 ルクセンブルク 40.2 26 スロバキア 10.2
27 トルコ 15.0 27 ポルトガル 15.2 27 ギリシャ 13.5 27 スペイン 40.3 27 韓国 10.7
28 韓国 15.3 28 ギリシャ 15.3 28 リトアニア 13.8 28 オーストラリア 41.0 28 ルクセンブルク 12.1
29 日本 15.4 29 ルクセンブルク 15.6 29 ルクセンブルク 14.3 29 リトアニア 41.3 29 ギリシャ 13.2
29 スペイン 15.4 30 イタリア 17.2 30 メキシコ 16.4 30 チリ 42.6 30 アメリカ 14.9
31 エストニア 15.8 31 アメリカ 18.6 31 イタリア 17.2 31 カナダ 44.1 31 メキシコ 15.3
32 アメリカ 16.4 32 メキシコ 19.9 32 スペイン 17.6 32 日本 44.5 32 イタリア 15.8
33 チリ 16.5 33 イスラエル 20.1 33 イスラエル 18.2 33 アメリカ 45.7 33 スペイン 16.4
34 メキシコ 16.6 34 チリ 21.5 34 アメリカ 18.3 34 ニュージーランド 46.1 34 チリ 16.7
35 イスラエル 16.9 35 スペイン 21.8 35 トルコ 18.4 35 コスタリカ 47.4 35 イスラエル 17.7
35 ラトビア 16.9 36 トルコ 22.4 36 チリ 18.9 36 韓国 47.7 36 トルコ 18.2
37 コスタリカ 20.3 37 コスタリカ 27.4 37 コスタリカ 24.3 － コロンビア － 37 コスタリカ 22.1

－ コロンビア － － コロンビア － － コロンビア － － スイス － － コロンビア －
OECD平均 11.4 OECD平均 12.4 OECD平均 11.0 OECD平均 31.1 OECD平均 9.2

計 大人が一人 大人が二人以上こどもの貧困率相対的貧困率 こどもがいる世帯の貧困率
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 ○  内 閣府 の 調査 1では 、学 校の 授 業の 理解 状況 につ い て、 等価 世帯 収入 の 水準 別 2

にみ ると 、「 ほと んど わか らな い」 と 「わ から ない こと が 多い 」を 合わ せた 割 合
は、「 中 央値 の２ 分の １未 満」 の世 帯 では 24.0%で、 他 の世 帯と 比べ て高 くな っ
てい ます 。  

 
図 表 59 授 業 の 理 解 状 況 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  

  

 
1 調 査 対 象 者 は 全 国 の 中 学 ２ 年 生 及 び そ の 保 護 者 。 標 本 数 は 5,000 組 で 、 有 効 回 収 数 は 2,715 件 （ 組 ）、 有 効 回
収 率 は 54.3%。 図 表 内 の 「 n=○ ○ 」 は そ の 設 問 に つ い て の 有 効 回 答 者 数 （ 集 計 対 象 件 数 ） を 示 し て い る 。  
2 年 間 収 入 に 関 す る 回 答 の 各 選 択 肢 の 中 央 値 を そ の 世 帯 の 収 入 の 値 と す る （ 例 え ば 、「 50 万 円 未 満 」 で あ れ ば 25
万 円 、「 50〜 100 万 円 未 満 」 で あ れ ば 75 万 円 と す る ）。 な お 、「 1000 万 円 以 上 」 は 1050 万 円 と す る 。 そ の 値 を 、
同 居 家 族 の 人 数 の 平 方 根 を と っ た も の で 除 す 。 こ の 方 法 で 算 出 し た 値 （ 等 価 世 帯 収 入 ） の 中 央 値 を 求 め 、 さ ら
に 、 そ の 2 分 の 1 未 満 で あ る か 否 か で 分 類 す る 。  
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41.8%
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中央値の2分の1以上中央値未満

(n=965)
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いつもわかる だいたいわかる

教科によってはわからないことがある わからないことが多い
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 ○  内 閣府 の 調査 では 、学 校の 授 業以 外で どの よう に 勉強 をし てい るか に つい て、
等価 世帯 収入 の 水準 別に みる と、「中 央値 の２ 分の １未 満 」の 世帯 では 、「 塾で 勉
強す る」 が 28.7%で 、他 の世 帯と 比 べて 低く なっ てい る 一方、「学 校の 授業 以 外
で勉 強は しな い 」の 割合 は 12.3%で、 他 の世 帯と 比べ て 高く なっ てい ます 。  

 ○  支 援制 度 ・居 場所 等の 利用 状 況に つい て、「勉 強を 無料 でみ てく れる 場 所」 に
関し ては 、等 価 世帯 収入 の水 準別 に みる と、「 中 央値 の２ 分の １未 満」 の世 帯 で
は「 利用 した こ とが ある 」の 割合 は 9.5%、「あ れ ば利 用し たい と思 う」 の割 合 は
40.4%とな っ てい ます 。  

 
図 表 60 普 段 の 勉 強 の 仕 方 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  

図 表 61 支 援 制 度 ・ 居 場 所 等 の 利 用 状 況 （ 勉 強 を 無 料 で み て く れ る 場 所 ）（ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）   
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 ○  内 閣府 の 調査 では 、母 親の 就 労状 況に つい て等 価 世帯 収入 の水 準別 に みる と、
世帯 収入 の水 準 が「 中央 値の ２分 の １未 満」 の世 帯で は、「パ ート ・ア ルバ イ
ト・ 日雇 い・ 非 常勤 職員 」が 49.8%と な って いま す。  

 ○  ま た、 父 親の 就労 状況 につ い ては、「中 央値 の２ 分 の１ 未満 」の 世帯 で は「 正
社員 ・正 規職 員 ・会 社役 員」 が 48.1%と 他の 世帯 と比 べ て低 くな って いま す 。  

 
図 表 62 母 親 の 就 労 状 況 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  

 

図 表 63 父 親 の 就 労 状 況 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  
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 ○  内 閣府 の 調査 では 、子 供が 将 来ど の段 階ま で進 学 する と思 うか につ い て、 等価
世帯 収入 の水 準 別に みる と、「中 央値 の２ 分の １未 満」 の 世帯 では、「 高校 まで 」
の回 答割 合 が 37.5%で、 他の 世帯 と 比べ て高 くな って い ます 。  

 ○  「 高校 ま で」 と回 答し た場 合 の理 由を 等価 世帯 収 入の 水準 別に みる と、「中 央
値の ２分 の１ 未 満」 の世 帯で は、「家 庭の 経済 的な 状況 か ら考 えて 」や 「一 般 的
な進 路だ と思 う から 」の 回答 割合 が 他の 世帯 と比 べて 高 くな って いま す。  

 
図 表 64 子 供 の 進 学 段 階 に 関 す る 希 望 ・ 展 望 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  

 
図 表 65 進 学 段 階 に 関 す る 希 望 ・ 展 望 に つ い て 「 高 校 ま で 」 と 考 え る 理 由 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）   
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 ○  内 閣府 の 調査 では 、将 来ど の 段階 まで 進学 した い かに つい て、 等価 世 帯収 入の
水準 別に みる と、「中 央値 の２ 分の １ 未満 」の 世帯 では 、「 高校 まで 」の 回答 割 合
が 32.7%で、 他の 世 帯と 比べ て高 く なっ てい ます 。  

 ○  「 高校 ま で」 と回 答し た場 合 の理 由を 等価 世帯 収 入の 水準 別に みる と、「中 央
値の 2 分 の 1 未 満」 の世 帯で は、「希 望す る学 校や 職業 が ある から 」は 22.0%で
他の 世帯 と比 べ て低 く、 他方 で、「家 にお 金が ない と思 う から 」が 15.6%、「 早 く
働く 必要 があ る から 」が 14.7%と 比較 的 高く なっ てい ま す。  

 
図 表 66 進 学 し た い と 思 う 教 育 段 階 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）  

図 表 67 進 学 希 望 の 教 育 段 階 に つ い て 「 高 校 ま で 」 と 考 え る 理 由 （ 等 価 世 帯 収 入 の 水 準 別 ）  

 
資 料 ： 令 和 3 年  子 供 の 生 活 状 況 調 査 の 分 析  報 告 書 （ 内 閣 府 ）   
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 ○  生 活 保 護 世 帯 に 属 す る 子 供 や 児 童 養 護 施 設 の 子 供 の 大 学 等 へ の 進 学 率 は 、 全 世
帯（ 都内 ）の 進 学率 より も低 くな っ てい ます 。  

 
図 表 68 大 学 等 へ の 進 学 率  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 調 べ 。 全 世 帯 は 、 文 部 科 学 省 「 学 校 基 本 調 査 」  

 
 ○  家 庭 の 課 題 の 早 期 発 見 に も つ な が る 妊 娠 届 出 者 に 対 す る 面 接 を 行 っ た 割 合 は 、

大幅 に上 昇し て いま す。  
 

図 表 69 妊 娠 届 出 者 に 対 す る 面 接 を 行 っ た 割 合  

 
資 料 ： 母 子 保 健 事 業 報 告 年 報 （ 東 京 都 福 祉 局 ） よ り   
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 ○  小 学校 入 学前 （未 就学 ）の 子 供が いる 世帯 （200 世帯 ）で 、令 和３ 年 ９月 中に
育児 にか かっ た 費用 を聞 いた とこ ろ 、世 帯の 年間 収入 別 にみ ると 、収 入が 高 いほ
うが 支出 額も 高 い傾 向に あり ます 。  

 
図 表 70 １ か 月 の 育 児 に か か っ た 費 用  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 調 査 」（ 令 和 ３ 年 度 ）  

（ 注 ） 費 用 に つ い て は 、 小 学 校 入 学 前 の 子 供 が ２ 人 以 上 い る 場 合 は 合 算 。 保 育 費 、 医 療 費 、 家 具 ・ 寝 具 な ど の 費 用 、 衣 服 費 、

衛 生 費 、 乳 児 に 係 る 費 用 及 び そ の 他 （ 小 遣 い 、 お も ち ゃ 代 等 ） の 乳 幼 児 に か か っ た 費 用 は 全 て 入 る 。 た だ し 、 飲 食 費 、 光

熱 水 道 費 、 住 居 費 な ど は 分 割 不 可 能 な た め 除 外 す る 。  

  

4.0%

12.5%

3.7%

7.9%

2.0%

1.7%

42.0%

62.5%

76.9%

63.0%

44.7%

30.0%

31.7%

19.5%

12.5%

7.7%

11.1%

21.1%

30.0%

18.3%

7.5%

3.7%

10.0%

15.0%

17.0%

15.4%

14.8%

15.8%

14.0%

25.0%

10.0%

12.5%

3.7%

10.5%

14.0%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

200万円未満

（8世帯）

200〜400万円未満

（13世帯）

400〜600万円未満

（27世帯）

600〜800万円未満

（38世帯）

800〜1,000万円未満

（50世帯）

1,000万円以上

（60世帯）

1万円未満 1〜4万円未満 4〜7万円未満 7〜10万円未満 10万円以上 無回答
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 ○  18 歳 の子 供 が いる 世帯 につ い て、 生活 困窮 者へ の 支援 制度 の認 知度 と 生活 困窮
の場 合の 利用 意 向の 関係 をみ ると 、 生活 保護 制度 を除 い て、「 知っ てい る」 と 回
答し た人 の割 合 より 「利 用し たい 」 と回 答し た人 の割 合 のほ うが 高い 傾向 に あり
ます 。  

 
図 表 71 生 活 困 窮 者 へ の 支 援 制 度 の 認 知 度 と 生 活 困 窮 の 場 合 の 利 用 意 向  

 

資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ３ 年 度 ）  

  

93.1%

44.2%

23.5%

6.1%

15.6%

6.0%

54.2%

75.1%

92.6%

82.9%

52.1%

47.1%

43.2%

41.3%

49.2%

2.6%

49.9%

53.6%

55.7%

47.8%

0.9%

2.6%

1.6%

3.0%

1.4%

3.3%

1.3%

3.0%

1.5%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【認知度】

【利用意向】

【認知度】

【利用意向】

【認知度】

【利用意向】

【認知度】

【利用意向】

【認知度】

【利用意向】

知っている 知らなかった 利用したい 利用したくない 無回答

生 活 保 護 制 度  

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度  

（ 住 居 確 保 給 付 金 な ど ）  

TOKYO チ ャ レ ン ジ ネ ッ ト  

受 験 生 チ ャ レ ン ジ  

支 援 貸 付 事 業  

生 活 福 祉 資 金 貸 付 制 度  
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【２ 教育の支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  保 護 者 の 所 得 な ど 家 庭 の 状 況 が 子 供 の 学 力 や 体 験 の 機 会 に 影 響 を 与 え る な ど 、
教 育 に お け る 格 差 の 問 題 が あ り ま す 。 全 て の 子 供 が 、 家 庭 の 経 済 状 況 に か か わ ら
ず、 質の 高い 教 育を 受け られ るよ う にす る必 要が あり ま す。  

 ○  ま た 、 家 庭 の 経 済 状 況 が 理 由 で 学 校 生 活 が 制 約 さ れ た り 進 路 が 狭 ま っ た り す る
こと がな いよ う 、将 来の 貧困 の予 防 や、教育 の機 会均 等 を保 障す る観 点か ら 、幼 児
期か ら高 等教 育 段階 まで 切れ 目の な い教 育費 負担 の軽 減 を図 る必 要が あり ま す。  

 ○  子 供 が 安 心 し て 多 様 な 体 験 や 遊 び が で き る 機 会 や 、 学 習 す る 機 会 を 確 保 す る 必
要が あり ます 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  外 部人 材 を活 用し 、放 課後 や 長期 休業 期間 中な ど 、年 間 200 時間 程度 の 学 習指
導や 自習 室の 監 督な どの 学習 支援 を 実施 しま す。  

 ○  経 済的 な 理由 や家 庭の 事情 に より 、家庭 での 学習 が 困難 であ った り、学 習習 慣 が
十分 に身 につ い てい ない 中学 生等 に 対し て、地域 と学 校 の連 携・協 働に よる 学 習支
援を 実施 しま す 。ま た、 中学 3 年生 を対 象と した 進学 支 援を 実施 しま す。  

 ○  子 供の 多 様な 体験 機会 を確 保 する ため 、区 市町 村 を支 援し ます 。  
 ○  都 と し て 国 に 先 行 し て 、 子 育 て 世 帯 の 実 態 に 応 じ た 教 育 費 の 負 担 軽 減 を 実 施 し

ます 。  
 ○  低 所 得 世 帯 の 中 学 ３ 年 生 ・ 高 校 ３ 年 生 に 係 る 学 習 塾 等 の 受 講 費 用 及 び 受 験 料 の

貸付 を実 施し ま す。  
 ○  都 立高 校 生等 の一 人１ 台端 末 の購 入支 援や 給付 型 奨学 金支 援を 実施 し ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

244   
高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 によ
る授 業 料 負 担 の軽 減  

教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
総 務 局  

 高 等 学 校 等 に通 う一 定 の収 入 額 未 満 の世 帯 の生 徒 を
対 象 に、高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 を支 給 する。 

245   
私 立 高 等 学 校 等 特 別 奨 学
金  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 都 内 に在 住 する私 立 高 校 等 に通 う生 徒 を対 象 に、授 業
料 の一 部 を助 成 する。 

246   私 立 中 学 校 等 特 別 奨 学 金  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 都 内 に在 住 する私 立 中 学 校 等 に通 う生 徒 を対 象 に、授
業 料 の一 部 を助 成 する。 

247   
給 付 型 奨 学 金 （ 高 等 学 校
等 ）  

教 育 庁  
総 務 局  

 家 庭 の経 済 状 況 が教 育 の格 差 につながることのないよう、
保 護 者 等 の収 入 の状 況 に応 じて、都 内 の高 等 学 校 （ 中
等 教 育 学 校 後 期 課 程 を含 む。） や特 別 支 援 学 校 （ 高
等 部 ） の生 徒 に対 し、多 様 な教 育 活 動 に参 加 するために
必 要 な経 費 の支 援 等 を行 う。 
 家 庭 の経 済 状 況 が教 育 の格 差 につながることのないよう、
保 護 者 等 の収 入 の状 況 に応 じて、都 立 産 業 技 術 高 等 専
門 学 校 1〜 3 年 生 に対 し、授 業 料 負 担 の軽 減 及 び選 択
的 学 習 活 動 に係 る経 費 の支 援 等 を行 う。 

248   
高 校 生 等 奨 学 給 付 金 による
授 業 料 以 外 の負 担 軽 減  

教 育 庁  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
総 務 局  

 高 等 学 校 等 に通 う生 徒 の保 護 者 のうち、生 活 保 護 受
給 世 帯 又 は都 道 府 県 民 税 所 得 割 額 及 び区 市 町 村 民 税
所 得 割 額 の合 計 が非 課 税 の世 帯 に対 し、授 業 料 以 外 の
教 育 に必 要 な教 科 書 費 、教 材 費 、学 用 品 費 の経 費 を軽
減 するため奨 学 給 付 金 を支 給 する。 

249   
就 学 奨 励 事 業 （ 特 別 支 援
学 校 ）  

教 育 庁  

 都 内 特 別 支 援 学 校 等 に在 学 する幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 の
就 学 のために必 要 な経 費 の一 部 を、保 護 者 等 の経 済 的
負 担 能 力 の程 度 に応 じて支 給 し、経 済 的 負 担 軽 減 を図
る。 

250   育 英 資 金 事 業 費 補 助  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 高 等 学 校 等 に在 学 する都 民 で、勉 学 意 欲 がありながら
経 済 的 理 由 により修 学 困 難 な者 に対 し、育 英 資 金 奨 学
金 を無 利 子 で貸 し付 ける。 

251   
地 域 未 来 塾 （ スタディ・ アシス
ト＋ ）  

教 育 庁  

 経 済 的 な理 由 や家 庭 の事 情 により、家 庭 での学 習 が困
難 であったり、学 習 習 慣 が十 分 に身 についていない中 学 生
等 に対 して、地 域 と学 校 の連 携 ・ 協 働 による学 習 支 援 を実
施 する。また、中 学 3 年 生 を対 象 とした進 学 支 援 を行 う。 

252 ◆ 子 どもの進 路 選 択 支 援 事 業  福 祉 局  

 西 多 摩 福 祉 事 務 所 において、生 活 保 護 受 給 中 の子 育
て世 帯 に対 し、訪 問 等 のアウトリーチ型 手 法 により、学 習 ・
生 活 環 境 の改 善 、進 路 選 択 や奨 学 金 の活 用 等 に関 する
相 談 ・ 助 言 を行 う。 

253 ◆ 

子 供 の多 様 な体 験 の機 会 確
保 事 業  
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 こども大 綱 やこどもの貧 困 解 消 法 の趣 旨 を踏 まえ、家 庭
の経 済 的 事 情 や家 族 構 成 に関 わらず、全 ての家 庭 の子 供
や、親 子 が一 緒 に楽 しめるような事 業 を企 画 ・ 実 施 する区
市 町 村 を支 援 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

再 掲    
私 立 幼 稚 園 等 に通 う園 児 の
保 護 者 への支 援  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 

再 掲    校 内 寺 子 屋  教 育 庁   

再 掲    
スクールソーシャルワーカー活 用 事
業  

教 育 庁   

再 掲    スクールカウンセラー活 用 事 業  教 育 庁   

再 掲    
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基
づく子 供 の学 習 ・ 生 活 支 援  

福 祉 局   

再 掲    
受 験 生 チャレンジ支 援 貸 付 事
業  

福 祉 局   

再 掲    被 保 護 者 自 立 促 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    放 課 後 子 供 教 室  教 育 庁   

再 掲    自 立 生 活 スタート支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    
ひとり親 家 庭 等 生 活 向 上 事
業  

福 祉 局   

再 掲    
授 業 料 免 除 制 度 （ 都 立 高
等 学 校 等 ）  

教 育 庁   

再 掲    
東 京 都 公 立 学 校 給 食 費 負
担 軽 減 事 業  

教 育 庁   
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【３ 生活の安定に資するための支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  貧 困 の 状 況 に あ る 子 供 や 子 育 て 当 事 者 が 社 会 的 孤 立 に 陥 る こ と の な い よ う 、 親
の妊 娠・出産 期 から の 相談 支援 の充 実 や居 場所 づく りな ど 、生 活 の安 定に 資す る た
めの 支援 を進 め る必 要が あり ます 。  

 ○  子 供 や 家 庭 が 抱 え る 困 難 や 課 題 は 、 様 々 な 要 因 が 複 合 的 に 重 な り 合 っ て 、 い じ
め、不 登校 、ひ きこ も り、孤 独・孤立、非行 とい った 様々 な 形態 で表 出す るも の で
あり 、表 出し て いる 課 題に 係る 子供 へ の支 援に 加え 、保 護 者へ の 支援 を始 めと す る
成育 環境 や社 会 的養 護へ の対 応も 含 め、重層 的に アプ ロ ーチ する 必要 があ り ます。 

 ○  施 設や 里 親等 の下 で育 った 子 供は 、施設 退所 後等 に 進学・就労 や自 立し た 生活 を
営む 上で 、家 族 から の サポ ート が期 待 でき ず、様々 な困 難 に直 面 して いる 場合 が 多
いた め、 自立 支 援を 進め る必 要が あ りま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  自 立相 談 支援 機関 3によ る子 供 の学 習・ 生活 支援 を 実施 しま す。  
 ○  子 供が 気 軽に 立ち 寄る こと が でき 、学 習支 援や 食 事の 提供 を行 う「 居 場所 」

（拠 点） を設 置 し、 要支 援家 庭等 に 対す る見 守り を地 域 全体 で行 う体 制を 整 備す
る区 市町 村を 支 援し ます 。  

 ○  生 活困 窮 世帯 の子 供を 支援 す る民 間団 体に よる 事 業の 立上 げ支 援や 、 民間 団体
間の 連携 促進 に 取り 組む 区市 町村 を 支援 し、 子供 の学 習 ・生 活支 援や 子供 の 居場
所創 設に 関す る 取組 を充 実し ます 。  

 ○  子 育て 世 帯な どの 住宅 確保 要 配慮 者の 居住 の安 定 を図 るた め、 入居 を 拒ま ない
民間 賃貸 住宅 （ 東京 ささ エー ル住 宅 ）の 登録 を促 進す る とと もに 登録 住宅 の 入居
者へ の家 賃債 務 保証 や入 居に 係る 情 報提 供、 相談 、見 守 り等 の生 活支 援を 行 う居
住支 援法 人の 指 定を 推進 しま す。  

 ○  若 者と 企 業の マッ チン グ支 援 、職 業意 識の 形成 、 個々 の状 況に 応じ た 相談 やカ
ウン セリ ング 、 能力 開発 等に より 若 者の 就業 を支 援し ま す。  

 ○  社 会的 養 護の 下で 育つ 子供 が 、自 らの 意志 で希 望 する 未来 を切 り開 い てい ける
よう 、入 所（ 里 親委 託） 中か ら退 所 （解 除） 後ま で、 自 立に 向け て一 貫し て 支援
して きま す。  

  

 
3 生 活 困 窮 者 か ら の 相 談 に 応 じ 必 要 な 情 報 の 提 供 や 助 言 等 を 行 い 、 認 定 就 労 訓 練 事 業 の 利 用 の あ っ せ ん 、 プ ラ ン
の 作 成 等 の 支 援 を 包 括 的 に 行 う 自 立 相 談 支 援 事 業 を 実 施 す る 機 関 。 区 部 ・ 市 部 に つ い て は 区 市 が 実 施 主 体 、 町 村
部 に つ い て は 東 京 都 が 実 施 主 体 と し て 実 施  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  
番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

254   
子 供 サポート事 業 立 上 げ支 援
事 業  

福 祉 局  
 貧 困 世 帯 等 の子 供 に対 して、支 援 を実 施 する民 間 団 体
の事 業 の立 上 げ等 に取 組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

255   フードパントリー設 置 事 業  福 祉 局  

 住 民 の身 近 な地 域 に「 フードパントリー（ 食 の中 継 地
点 ） 」 を設 置 し、生 活 困 窮 者 に対 して食 料 提 供 を行 うとと
もに、それぞれの生 活 の状 況 や食 以 外 の困 りごと等 について
話 を聴 くことで、現 在 区 市 等 の相 談 支 援 窓 口 を利 用 してい
ない生 活 困 窮 者 を、それぞれの状 況 ・ 移 行 に応 じた適 切 な
相 談 支 援 機 関 に繋 ぐ取 組 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

256   フードパントリー緊 急 支 援 事 業  福 祉 局  
 食 料 価 格 が上 昇 する中 でも、生 活 困 窮 に陥 った方 への
食 の提 供 と適 切 な支 援 機 関 へとつなぐ取 組 を実 施 する区
市 町 村 社 会 福 祉 協 議 会 等 を支 援 する。 

257   生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度  福 祉 局  

 経 済 的 に困 窮 し、最 低 限 度 の生 活 を維 持 することができ
なくなるおそれのある方 に対 して、個 々の状 況 に応 じた支 援
を行 い、自 立 の促 進 を図 る。 
（ １ ） 必 須 事 業  
  ・ 自 立 相 談 支 援 事 業  
  ・ 住 居 確 保 給 付 金 の支 給  
（ ２ ） 任 意 事 業  
  ・ 就 労 準 備 支 援 事 業  
  ・ 一 時 生 活 支 援 事 業  
  ・ 家 計 改 善 支 援 事 業  
  ・ 子 供 の学 習 ・ 生 活 支 援 事 業 (再 掲 ： NO.182「 生
活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基 づく子 供 の学 習 支 援 」 ) 

258   若 年 者 の雇 用 就 業 支 援 事 業  産 業 労 働 局  

 東 京 しごとセンターにヤングコーナーを設 け、若 者 と企 業 のマ
ッチング支 援 、職 業 意 識 の形 成 、個 々の状 況 に応 じた相 談
やカウンセリング、能 力 開 発 等 により若 年 者 就 業 のためのワ
ンストップサービスを展 開 する。 

259   
若 年 者 の雇 用 就 業 支 援 事 業
「 高 校 生 向 け就 業 意 識 啓 発
講 座 」  

産 業 労 働 局  
 都 立 高 校 を対 象 に、自 分 にあった就 職 先 を選 択 できるよ
うに意 識 啓 発 をする講 座 を実 施 する。 

260   若 者 正 社 員 チャレンジ事 業  産 業 労 働 局  

 正 社 員 としての実 務 経 験 や心 構 えが十 分 でない若 年 者
を対 象 に、セミナーと企 業 内 実 習 を組 み合 わせたプログラムを
提 供 し、実 践 的 な能 力 の付 与 や就 業 現 場 での実 習 による
就 労 意 識 の醸 成 により、正 社 員 での就 職 を促 進 する。 

261 ◆ 
若 者 世 代 職 場 定 着 促 進 事
業  

産 業 労 働 局  

 東 京 しごと財 団 が実 施 する都 の就 職 支 援 事 業 により職
業 紹 介 を受 けた若 者 世 代 の者 を正 規 雇 用 労 働 者 として
採 用 し、計 画 的 な育 成 計 画 の策 定 や結 婚 ・ 育 児 支 援 制
度 の整 備 など採 用 後 も安 心 して働 き続 けられる労 働 環 境
整 備 を行 った企 業 に対 して、助 成 金 を支 給 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

再 掲    

子 育 て家 庭 に対 するアウトリー
チ型 の食 事 支 援 事 業 ＜ 子 供
家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補
助 事 業 ＞  

福 祉 局   

再 掲    ひきこもりに係 る支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    子 供 の居 場 所 創 設 事 業  福 祉 局   

再 掲    子 供 食 堂 推 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    ヤングケアラー支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    乳 児 院 の家 庭 養 育 推 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    
専 門 機 能 強 化 型 児 童 養 護
施 設   

福 祉 局   

再 掲    
養 育 家 庭 等 自 立 援 助 補 助
事 業   

福 祉 局   

再 掲    自 立 援 助 促 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    

東 京 都 ひとり親 家 庭 支 援 セン
ター事 業  
（ 母 子 家 庭 等 就 業 ・ 自 立 支
援 センター事 業 ）  

福 祉 局   

再 掲    
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 による
相 談 ・ 支 援  

福 祉 局   

再 掲    都 営 住 宅 の優 先 入 居  
住 宅 政 策 本
部  

 

再 掲    
住 宅 確 保 要 配 慮 者 に対 する
居 住 支 援 の推 進  

住 宅 政 策 本
部  
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【４ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  保 護 者 の 就 労 支 援 に お い て 、 子 育 て 当 事 者 の 安 定 的 な 経 済 基 盤 を 確 保 す る 観 点
から 、単に 職を 得る にと どま らず 、所得 の増 大 、職 業生 活の 安定 と向 上の た めの 支
援 を 進 め る と と も に 、 仕 事 と 両 立 し て 安 心 し て 子 供 を 育 て ら れ る 環 境 づ く り を 進
める 必要 があ り ます 。  

 ○  ひ と り 親 家 庭 は も ち ろ ん の こ と 、 ふ た り 親 家 庭 に つ い て も 生 活 が 困 難 な 状 態 に
あ る 家 庭 に つ い て は 、 保 護 者 の 状 況 に 合 っ た き め 細 か な 就 労 支 援 を 進 め て い く 必
要が あり ます 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  生 活保 護 受給 者、住居 確保 給 付金 受 給者 及び 生活 困 窮者 だけ でな く、児 童扶 養 手
当受 給者 、生 活 保護 の 相談 段階 の者 等 を対 象と して 、公 共 職業 安 定所 本所 等の 施 設
内で の就 労支 援 を実 施し ます 。  

 ○  東 京 し ご と セ ン タ ー に お い て 、 一 人 ひ と り の 適 性 や 状 況 を 踏 ま え た き め 細 か な
キャ リア カウ ン セリ ング を実 施す る ほか 、各種 セミ ナー や 能力 開発 、職 業紹 介 など
を行 い、 就職 活 動を 支援 しま す。  

 ○  結 婚・育 児を 支 援す る制 度の 整 備な ど、正規 雇用 等 転換 後 も安 心し て働 き 続け ら
れる 環境 整備 や 賃金 の引 上げ に取 り 組む 企業 に助 成金 を 支給 しま す。  

 ○  ひ と り 親 家 庭 の 親 の 経 済 的 自 立 を 図 る た め 、 高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試 験 合 格 の
ため の講 座（ 通 信講 座 を含 む）を受 講 した 場 合に 各種 給付 金 を支 給す ると とも に 、
全区 市町 村で の 実施 を推 進し ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  
番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

262   
生 活 保 護 受 給 者 等 就 労 自
立 促 進 事 業  

福 祉 局  

 生 活 保 護 受 給 者 、住 居 確 保 給 付 金 受 給 者 及 び生 活
困 窮 者 だけでなく、児 童 扶 養 手 当 受 給 者 、生 活 保 護 の相
談 段 階 の者 等 （ 以 下 「 生 活 保 護 受 給 者 等 」 という。） を
対 象 として、公 共 職 業 安 定 所 （ 以 下 「 ハローワーク」 とい
う。） 本 所 等 の施 設 内 での就 労 支 援 を実 施 するほか、地
方 公 共 団 体 にハローワークの常 設 窓 口 の設 置 又 は地 方 公
共 団 体 等 への巡 回 相 談 の実 施 などワンストップ型 の支 援
体 制 を全 国 的 に整 備 し、生 活 保 護 受 給 者 等 について、ハ
ローワークと地 方 公 共 団 体 が一 体 となったきめ細 やかな就 労
支 援 を推 進 すること、さらには、住 居 や生 活 支 援 の確 保 に
困 難 を抱 え、生 活 困 窮 状 態 に陥 る可 能 性 のある求 職 者 に
対 して、住 居 ・ 生 活 支 援 に関 する相 談 、住 居 ・ 生 活 支 援
施 策 に関 する制 度 説 明 等 、住 居 ・ 生 活 支 援 から就 労 支
援 までの一 貫 した支 援 を行 うことにより、生 活 保 護 受 給 者
等 の就 労 による自 立 を促 進 する。 

263   東 京 しごとセンター事 業  産 業 労 働 局  

 東 京 しごとセンターにおいて、一 人 ひとりの適 性 や状 況 を踏
まえたきめ細 かなキャリアカウンセリングを実 施 するほか、各 種
セミナーや能 力 開 発 、職 業 紹 介 などを行 い、就 職 活 動 を支
援 する。また、東 京 しごとセンター内 の「 女 性 しごと応 援 テラ
ス」 において、家 庭 と両 立 しながら仕 事 に就 きたいと考 えてい
る女 性 などを対 象 に、きめ細 かい再 就 職 支 援 を実 施 する。 

264   
正 規 雇 用 等 転 換 安 定 化 支
援 事 業  

産 業 労 働 局  

 計 画 的 な育 成 計 画 の策 定 や退 職 金 制 度 の整 備 、結
婚 ・ 育 児 支 援 制 度 の整 備 など、正 規 雇 用 等 転 換 後 も労
働 者 が安 心 して働 き続 けられる労 働 環 境 整 備 や賃 金 の引
上 げに取 り組 む企 業 に対 して助 成 金 を支 給 する。 

再 掲    在 宅 就 業 推 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    
高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試
験 合 格 支 援 事 業  

福 祉 局   

再 掲    
母 子 家 庭 及 び父 子 家 庭 自 立
支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業  

福 祉 局   

再 掲    
母 子 家 庭 及 び父 子 家 庭 高 等
職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 事
業  

福 祉 局   

再 掲    
ひとり親 家 庭 高 等 職 業 訓 練
促 進 資 金 貸 付 事 業  

福 祉 局   

再 掲    
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プログラ
ム策 定 事 業  

福 祉 局   

再 掲    
ひとり親 家 庭 ホームヘルプサービ
ス事 業  

福 祉 局   

再 掲    ひとり親 家 庭 就 業 推 進 事 業  福 祉 局   
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【５ 経済的支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  貧 困に よ って 、日 々 の食 事に 困る 子供 や 、学 習の 機会 や部 活動・地域 クラ ブ活 動
に 参 加 す る 機 会 を 十 分 に 得 ら れ な い 子 供 、 進 学 を 諦 め ざ る を 得 な い な ど 権 利 が 侵
害さ れた 状況 で 生き てい る子 供が い ます 。  

 ○  子 育 て 当 事 者 の 日 々 の 生 活 を 安 定 さ せ る 観 点 か ら 、 様 々 な 支 援 を 組 み 合 わ せ て
経済 的支 援の 効 果を 高め てい く必 要 があ りま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  低 所得 世 帯等 に対 し、必要 な 資金 を 貸し 付け 、経 済 的自 立 や社 会参 加を 促 進し ま
す。  

 ○  ひ とり 親 家庭 に対 する 児童 扶 養手 当の 支給 、児 童 育成 手 当の 支給 によ り 、ひ と り
親家 庭を 経済 的 に支 援し ます 。  

 ○  ひ とり 親 家庭 等に 対し 、母 子 及び 父 子福 祉資 金の 貸 付け を実 施し 、ひ と り親 家 庭
等を 経済 的に 支 援し ます 。  

 ○  児 童 養 護 施 設 等 入 所 中 又 は 里 親 等 へ 委 託 中 の 者 及 び 児 童 養 護 施 設 等 を 退 所 し た
者 又 は 里 親 等 へ の 委 託 が 解 除 さ れ た 者 に 対 し て 、 自 立 支 援 資 金 を 貸 し 付 け る こ と
によ り、 これ ら の者 の円 滑な 自立 を 支援 しま す。  

 ○  児 童 養 護 施 設 等 の 利 用 者 の 退 所 後 の 自 立 生 活 の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 に 、 施 設
等と 連携 して 相 談援 助を 行う とと も に必 要な 資金 の貸 付 を実 施し ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  
番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

265   生 活 保 護 制 度  福 祉 局  

 国 が生 活 に困 窮 する全 ての国 民 に、その困 窮 の程 度 に
応 じて保 護 を行 い、最 低 限 度 の生 活 を保 障 し、併 せて自
立 を助 長 することを目 的 としている。保 護 の基 準 によって計
算 された最 低 生 活 費 と、保 護 を受 けようとする人 の収 入 を
比 べ、収 入 が最 低 生 活 費 を下 回 る場 合 に、その不 足 分 に
ついて保 護 を行 う。保 護 は、生 活 扶 助 とその他 の扶 助 （ 教
育 ・ 住 宅 ・ 医 療 ・ 介 護 ・ 出 産 ・ 生 業 ・ 葬 祭 ） に分 かれてお
り、保 護 を受 ける人 の世 帯 構 成 や収 入 などの状 況 に応 じ
て、その全 部 又 は一 部 が適 用 される。 
・ 教 育 扶 助 （ 基 準 額 、教 材 代 、学 習 支 援 費 等 ）  
・ 生 業 扶 助 （ 高 等 学 校 等 就 学 費 、技 能 修 得 費 等 ）  
・ 就 労 自 立 給 付 金 、進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 、就 労 活 動
促 進 費 の支 給  
・ 被 保 護 者 就 労 支 援 事 業 、被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事
業 の実 施  
・ ケースワーカーによる生 活 相 談 ・ 援 助  

266   生 活 福 祉 資 金 制 度  福 祉 局  

 低 所 得 世 帯 、障 害 者 又 は高 齢 者 のいる世 帯 に対 し、必
要 な資 金 を貸 し付 け、経 済 的 自 立 や社 会 参 加 の促 進 を
図 る。 
※平 成 27 年 4 月 から、生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度 と連
携 して世 帯 の支 援 を行 っている。 

再 掲    
児 童 養 護 施 設 退 所 者 等 に対
する自 立 支 援 資 金 貸 付 制 度  

福 祉 局   

再 掲    
児 童 扶 養 手 当 ・ 児 童 育 成 手
当 ・ 母 子 及 び父 子 福 祉 資 金
貸 付  

福 祉 局   

再 掲    ひとり親 家 庭 等 医 療 費 助 成  福 祉 局   

再 掲    養 育 費 確 保 支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    女 性 福 祉 資 金 の貸 付  福 祉 局   
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【６ 必要な支援の利用を促す取組】 

＜現状と課題＞ 

 ○  生 活 困 窮 を 含 め た 家 庭 内 の 様 々 な 課 題 を 早 期 に 把 握 し た 上 で 、 適 切 な 支 援 を 早
期か つ包 括的 に 講じ てい く必 要が あ りま す。  

 ○  乳 幼児 期 から 義務 教育 へ、更 には 高 等学 校段 階へ と 、子 供 のラ イフ ステ ー ジに 応
じ、 問題 発見 と 支援 を切 れ目 なく つ なげ てい くこ とが 必 要で す。  

 ○  貧 困の 状 況に ある 子供 やそ の 家庭 にお いて 、必 要 な支 援 制度 を知 らな い 、利 用 の
仕方 が分 から な い等 の状 況が みら れ ます 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  妊 娠・出 産・子 育て 期の 切れ 目 ない 支援 を通 じて 、子供 の貧 困を 早期 に 把握 し、
支援 につ なげ ま す。  

 ○  保 護 者 の 養 育 を 支 援 す る こ と が 特 に 必 要 な 家 庭 を 訪 問 し 支 援 す る 養 育 支 援 訪 問
事業 に取 り組 む 区市 町村 を支 援し ま す。  

 ○  母 子 健 康 手 帳 交 付 時 や 新 生 児 訪 問 時 の 機 会 等 を 活 用 し て 、 支 援 が 必 要 な 家 庭 の
早期 発見 を図 り 、保 健所・保健 セン ター の個 別指 導 、子 供家 庭支 援セ ンタ ー で実 施
する 在宅 サー ビ スな ど、 適切 な支 援 につ なげ る区 市町 村 の取 組を 促進 しま す 。  

 ○  子 供 の 貧 困 の 実 態 把 握 や 支 援 ニ ー ズ 等 の 調 査 、 関 係 機 関 の 連 携 強 化 や 支 援 を 必
要 と す る 家 庭 へ の 周 知 強 化 な ど 、 子 供 の 貧 困 対 策 の 推 進 に 取 り 組 む 区 市 町 村 を 支
援し てい きま す 。  

 
■と うき ょう 子 育て 応援 ブッ ク  
 ・東京 都及 び都 内 の 各区 市町 村で は、子 供 の年 齢や 困

りご との 内容 に 合わ せて、様 々な 子育 て支 援を 行っ
てい ます 。  

 ・東京 都は 、東 京の 子育 てに 関す る 情報 をわ かり やす
くま とめ た「 とう き ょ う子 育て 応援 ブ ック 」を発 行
して いま す。  

 ・「 とう き ょ う子 育 てス イ ッ チ」 サ イ ト ・ア プ リ にお
い て、「と う き ょう 子 育 て応 援 ブ ック 」 の 内 容を 活
用し たチ ャッ ト ボッ トに より 、子 育て 支援 情報 を提
供し てい ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  
番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

267   子 供 の貧 困 対 策 支 援 事 業  福 祉 局  

 生 活 に困 窮 する要 支 援 家 庭 やひとり親 家 庭 等 を必 要 な
支 援 につなげることを目 的 に、専 任 職 員 を配 置 し、関 係 機
関 との連 携 強 化 など子 供 の貧 困 対 策 の推 進 に取 り組 む区
市 町 村 を支 援 する。 

268   
子 育 てサポート情 報 普 及 推 進
事 業  

福 祉 局  
 生 活 に困 窮 する子 育 て家 庭 等 を必 要 な支 援 につなげる
ことを目 的 に、子 育 て支 援 等 の施 策 の周 知 を強 化 すること
で、子 供 の貧 困 対 策 の効 果 的 な推 進 を図 る。 

269   
チャットボットによる子 育 て支 援
情 報 の発 信  

福 祉 局  
 東 京 の子 育 てに関 する情 報 をまとめた「 とうきょう子 育 て
応 援 ブック」 の内 容 を基 に、子 育 て相 談 のチャットボットを作
り、保 護 者 が必 要 な情 報 を入 手 しやすい環 境 を整 備 する。 

再 掲    性 と健 康 の相 談 センター事 業  福 祉 局   

再 掲    とうきょうママパパ応 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    
要 支 援 家 庭 の早 期 発 見 に向
けた取 組  

福 祉 局   

再 掲    
乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 （ こ
んにちは赤 ちゃん事 業 ）  

福 祉 局   

再 掲    
子 供 家 庭 支 援 センター事 業 ＜
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 ＞    

福 祉 局   

再 掲    養 育 支 援 訪 問 事 業  福 祉 局   

再 掲    
地 域 子 育 て支 援 拠 点 事 業
（ 子 育 てひろば事 業 ） の充 実  

福 祉 局   

再 掲    4152（ よいこに） 電 話  福 祉 局   

再 掲    
児 童 虐 待 を防 止 するための
SNS を活 用 した相 談 事 業  

福 祉 局   

再 掲    
ひとり親 家 庭 向 けポータルサイト
の運 用  

福 祉 局   

再 掲    
こども家 庭 センター体 制 強 化 事
業  

福 祉 局   

再 掲    子 育 て世 帯 訪 問 支 援 事 業  福 祉 局   
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コラ ム  
 

後日 更新  
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【目標５】 

特に支援を必要とする子供や家庭への支援の充実  

 
 
 

     １  子供の権利擁護の取組 

     ２ ヤングケアラーへの支援 

     ３ 児童虐待の未然防止と対応力の強化 

     ４ 社会的養護体制の充実 

     ５ ひとり親家庭の自立支援の推進 

     ６ 障害児施策の充実 

     ７ 慢性的な疾病を抱える児童等の自立支援 

     ８ 外国につながる子供等への支援 

 
 子 供が 、あ ら ゆる 場 面に おい て権 利 の主 体と して 尊重 さ れる とと もに 、生 ま れ育 っ た
環境 に左 右さ れ ず、 健や かに 成長 で きる 社会 を実 現し て いく 必要 があ りま す 。  
 全 ての 子供 が 健や かに 育つ ため に は、地域 社会 が一 体 とな って 、虐待 の未 然防 止・早
期 発 見 や 自 立 支 援 な ど 、 子 供 と 家 庭 の 状 況 に 応 じ た 切 れ 目 な い 総 合 的 な 取 組 を 進 め る
必要 があ りま す 。  
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【１ 子供の権利擁護の取組】 

＜子供の権利擁護を取り巻く状況＞ 

 ○  子 供が 権 利の 主体 であ るこ と を知 って いる か聞 い たと ころ 、子 供の 回 答で は 、学
年別 にみ ると 、 小３ では 「全 く知 ら ない 」が 41.6％ で最 も高 く、 小５ 、中 ２ 、17
歳で は「 少し だ け知 って いる 」が 最 も高 い。  

 
図 表 72 子 供 が 権 利 の 主 体 で あ る こ と の 認 知 度 （ 子 供 ／ 学 年 別 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 子 供 政 策 連 携 室 「『 と う き ょ う  こ ど も  ア ン ケ ー ト 』 報 告 書 （ 令 和 ６ 年 調 査 ）」 を 基 に 作 成  
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よく知っている 少しだけ知っている 聞いたことがある 全く知らない 無回答/不明
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 ○  子 供が 権 利の 主体 であ るこ と を知 って いる か聞 い たと ころ 、保 護 者の 回答 では、
子供 の学 年別 に 見た 場合 、子 供 が権 利の 主体 であ るこ と を知 って いる（「 よく 知っ
てい る」 と「 少 しだ け知 って いる 」 の割 合） 保護 者は 、 ３歳 で 67.7％、 小３ で は
67.0％ 、小 ５で は 64.6％ 、中 ２で は 65.2％ 、17 歳 では 68.0％ と なっ てい ます 。  

 
図 表 73 子 供 が 権 利 の 主 体 で あ る こ と の 認 知 度 （ 保 護 者 ／ 学 年 別 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 子 供 政 策 連 携 室 「『 と う き ょ う  こ ど も  ア ン ケ ー ト 』 報 告 書 （ 令 和 ６ 年 調 査 ）」 を 基 に 作 成  
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＜現状と課題＞ 

 ○  子 供は 、あら ゆ る場 面に おい て 権利 の主 体と して 尊 重さ れる 必要 があ り ます 。子
供 の 権 利 を 擁 護 す る た め 、 子 供 本 人 か ら の 悩 み や 訴 え に 対 応 す る 相 談 窓 口 を 設 置
して いま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  当 事 者 で あ る 子 供 の 権 利 擁 護 を 推 進 す る た め 、 子 供 の 権 利 擁 護 専 門 相 談 事 業 の
さら なる 周知 を 図り ます 。  

 ○  児 童 虐 待 を 防 止 す る た め 、 子 供 及 び そ の 保 護 者 に と っ て 身 近 な LINE（ ラ イ ン ）
を活 用し 、よ り アク セス しや すい 相 談窓 口を 設置 しま す 。  

 ○  「 東京 都 子供 へ の虐 待の 防止 等 に関 する 条例 」に 明 記し て いる 保護 者に よ る体 罰
そ の 他 の 子 供 の 品 位 を 傷 つ け る 罰 の 禁 止 を 徹 底 し 、 体 罰 や 暴 言 に よ ら な い 子 育 て
を推 進す るた め 、子 供 のし つけ には 体 罰が 必要 とい う認 識 を社 会か らな くし 、体罰
など によ らな い 子育 てが 社会 全体 に 浸透 する よう 普及 啓 発に 努め ます 。  

 
■子 供の 権利 擁 護専 門相 談事 業  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

270   
子 供 の権 利 擁 護 専 門 相 談 事
業  

福 祉 局  
 様 々な子 供 の権 利 侵 害 事 案 に対 応 する、子 供 の権 利
擁 護 専 門 相 談 事 業 の実 施 などにより、関 係 機 関 と連 携 し
ながら、子 供 の権 利 擁 護 体 制 を強 化 する。 

271   
児 童 虐 待 を防 止 するための
SNS を活 用 した相 談 事 業  

福 祉 局  

 児 童 虐 待 の未 然 防 止 を図 るため、近 年 、コミュニケーショ
ン手 段 として浸 透 しているソーシャルメディアのうち、最 も利 用
されている無 料 通 話 アプリ（ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ） を活 用 した相 談
窓 口 を設 置 する。 

再 掲    4152（ よいこに） 電 話  福 祉 局   

再 掲    

「 東 京 都 こども基 本 条 例 」 を踏
まえた新 たな取 組 ＜ 子 供 家 庭
支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 事
業 ＞  

福 祉 局   

再 掲    児 童 虐 待 防 止 の普 及 啓 発  福 祉 局   
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【２ ヤングケアラーへの支援】 

＜ヤングケアラーを取り巻く状況＞ 

 ○  厚 生労 働 省の 調査 では 、家 族 の中 に 世話 をし てい る 人が いる 子供 の割 合 は、中 学
２年 生で 5.7％ 、高 校 ２年 生で 4.1％ とな っ てい ます 。ま た 、家 族の 中に 世話 を し
てい る人 がい る 子供 のう ち、 相談 し たこ とが ない 割合 は 、中 学２ 年生 で 67.7％ 、
高校 ２年 生 で 64.2％ とな って いま す 。  

 
図 表 74 家 族 の 中 に 世 話 を し て い る 人 が い る 子 供 の 割 合 （ 全 国 ）  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省  ヤ ン グ ケ ア ラ ― の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 （ 令 和 ２ 年 度 ）  

 

図 表 75 家 族 の 中 に 世 話 を し て い る 人 が い る 子 供 の う ち 、 相 談 し た こ と が な い 割 合 （ 全 国 ）  

 
資 料 ： 厚 生 労 働 省  ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 （ 令 和 ２ 年 度 ）  
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＜現状と課題＞ 

 ○  令 和６ 年 ６月 に子 ども・若 者 育成 支 援推 進法 等が 改 正さ れ、ヤン グケ ア ラー に つ
い て 「 家 族 の 介 護 そ の 他 の 日 常 生 活 上 の 世 話 を 過 度 に 行 っ て い る と 認 め ら れ る 子
ども・若者 」と 定義 が 初め て示 され る とと もに 、国・地 方公 共 団 体等 が各 種支 援 に
努め るべ き対 象 とし て明 記さ れま し た。  

 ○  ヤ ン グ ケ ア ラ ー は 、 家 庭 内 の デ リ ケ ー ト な 問 題 で あ り 表 面 化 し に く い こ と 、 ま
た 、周 囲の 大人 か ら も「介 護力 」と 見な さ れ 、相 談支 援の 対 象 とし て十 分に 認 識さ
れな いこ とな ど から 、必 要な 支援 に つな がり にく いと い う課 題が あり ます 。  

 ○  子 供自 身 も、ヤ ング ケア ラー で ある 自覚 がな く、子 供家 庭 支援 セン ター な どの 公
的機 関に 相談 す るこ とが 少な いと い う課 題が あり ます 。  

 ○  ヤ ング ケ アラ ーが 悩み など を 相談 しや すい 環境 の 整備 など が必 要で す 。  
 

＜取組の方向性＞ 

 ○  ヤ ン グ ケ ア ラ ー へ の 支 援 に つ い て は 、 子 供 政 策 総 合 推 進 本 部 の 下 に 設 置 さ れ て
いる 、関係 局で 構 成 する「 子供 政策 連 携 推進 チー ム 」に お い て 、組 織横 断的 に 取り
組ん でい きま す 。  

 ○  ヤ ン グ ケ ア ラ ー に つ い て 認 知 し 理 解 を 深 め て も ら う た め 、 制 作 し た 専 用 ホ ー ム
ペー ジ「ヤ ング ケア ラー のひ ろば 」を戦 略的 に広 報す る など 、普 及 啓発 を実 施し ま
す。  

 ○  福 祉・教 育な ど の関 係機 関が 、ヤン グ ケア ラー を早 期 に把 握し 支援 につ な げら れ
るよ う、 ヤン グ ケア ラー 支援 マニ ュ アル の活 用を 促進 し ます 。  

 ○  ヤ ング ケ アラ ーの 児童・生 徒 に気 付 いた ら支 援に つ なげ るた めに 、学 校 の役 割 や
具 体 的 な 取 組 を 分 か り や す く 記 載 し た リ ー フ レ ッ ト や 教 職 員 に 助 言 を 行 う 相 談 窓
口の 活用 を促 進 しま す。  

 ○  ヤ ング ケ アラ ー支 援推 進協 議 会を 設置・運 営し、児童・介護・医 療・障 害・教 育
分野 等の 多機 関 連携 の体 制を 強化 し ます 。  

 ○  関 係 機 関 と の 調 整 等 を 行 う ヤ ン グ ケ ア ラ ー ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー の 研 修 を 実 施 す
ると とも に 、区 市町 村に おけ るコ ー ディ ネー ター の配 置 促進 を支 援し てい き ます。 

 ○  悩 み な ど を 共 有 で き る オ ン ラ イ ン サ ロ ン や ピ ア サ ポ ー ト 、 家 事 支 援 ヘ ル パ ー 派
遣 等 の 支 援 を 民 間 団 体 と 連 携 し て 推 進 し て い き ま す 。 当 事 者 で あ る 子 供 の 権 利 擁
護を 推進 する た め、 子供 の権 利擁 護 専門 相談 事業 のさ ら なる 周知 を図 りま す 。  

 ○  様 々な 困 難を 抱え る児 童・生 徒一 人 ひと りに きめ 細 かく 対応 する ため 、スク ー ル
カ ウ ン セ ラ ー や ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 等 の 専 門 人 材 を 活 用 し た 相 談 体 制 の
機能 強化 を図 り 、関 係機 関と 連携 し た支 援を 促進 しま す 。  
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■ヤ ング ケア ラ ー及 びそ の家 族を 支 える 関係 機関  

 
資 料 ： 東 京 都 ヤ ン グ ケ ア ラ ー 支 援 マ ニ ュ ア ル  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

272   ヤングケアラー普 及 啓 発 事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

 ヤングケアラーについて認 知 し理 解 を深 めてもらうため、制
作 した専 用 ホームページ「 ヤングケアラーのひろば」 を戦 略 的 に
広 報 するなど、普 及 啓 発 を実 施 する。 

273   ヤングケアラー支 援 事 業  福 祉 局  

 ヤングケアラーを早 期 に発 見 して適 切 な支 援 につなげられる
よう、ヤングケアラーの状 況 や、把 握 ・ 支 援 のポイントを記 載 し
た支 援 マニュアルを活 用 し、関 係 機 関 の連 携 強 化 をより一
層 促 進 するとともに、ヤングケアラーが抱 える悩 みを相 談 ・ 共
有 するための相 談 支 援 体 制 を整 備 する。 
〇ヤングケアラー支 援 推 進 協 議 会 の設 置 ・ 運 営  
〇ヤングケアラー・ コーディネーターの配 置 促 進 支 援  
  ・ ヤングケアラー・ コーディネーター研 修  
  ・ ヤングケアラー・ コーディネーター配 置 支 援  
〇ヤングケアラー相 談 支 援 等 補 助 事 業  
  ・ ピアサポート等 相 談 支 援 を行 う団 体 への支 援  
  ・ オンラインサロンを行 う団 体 への支 援  

274 ◆ 
ヤングケアラー相 談 支 援 等 補 助
事 業  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 ヤングケアラー相 談 支 援 等 補 助 事 業 において、18 歳 以
上 のヤングケアラーを支 援 するための人 員 増 配 置 分 に対 する
上 乗 せ補 助 を実 施 する。 

再 掲    子 供 の居 場 所 創 設 事 業  福 祉 局   

再 掲   
スクールソーシャルワーカー活 用 事
業  

教 育 庁   

再 掲   スクールカウンセラー活 用 事 業  教 育 庁   
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【３ 児童虐待の未然防止と対応力の強化】 

＜児童虐待を取り巻く状況＞ 

 ○  児 童相 談 所が 受理 した 相談 件 数は 、増 加 傾向 にあ りま す。特 に、被 虐待 相談 は急
増し てお り、 １ ０年 前と 比較 し、 ４ 倍以 上と なっ てい ま す。  

 
図 表 76 児 童 相 談 所 の 相 談 受 理 件 数  

 

 
 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ） 区 児 童 相 談 所 分 も 含 む 。  
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 ○  児 童 虐 待 相 談 件 数 の 増 加 に 伴 い 、 一 時 的 な 保 護 が 必 要 な 児 童 の 数 も 増 加 し て い
ます 。こ のた め、一 時 保護 所の 定員 数 を拡 充す ると とも に 一時 保護 委託 を積 極 的に
活用 しま す。  

図 表 77 一 時 保 護 所  新 規 入 所 状 況  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ） 特 別 区 児 童 相 談 所 を 除 く 。 令 和 ４ 年 度 か ら 、 保 護 所 間 移 送 に よ る も の を 含 ま な い 。  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  年 々 深 刻 化 す る 児 童 虐 待 に 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 す る た め に は 、 都 と 区 市 町 村 が
連携 し、 児童 相 談体 制を 一層 強化 す るこ とが 重要 です 。  

 〇  ま た、区 立児 童 相談 所の 設置 が 進め られ る中 、区 立 児童 相 談所 も含 めた 東 京全 体
での 児童 相談 体 制の 強化 が求 めら れ てい ます 。  

 ○  体 制 の 強 化 や 人 材 育 成 な ど 児 童 虐 待 へ の 対 応 力 向 上 と と も に 、 未 然 防 止 と 早 期
発見 の取 組が 求 めら れて いま す。  

 ○  保 護者 対 応や 子供 の安 全確 保 など 、様 々 な場 面で 、子供 家庭 支援 セン タ ー、保健
所・保健 セ ンタ ー、学校 、幼 稚 園、保育 所、医療 機 関、警察 、児童 相談 所等 の 地域
の関 係機 関が 連 携し 、要保 護児 童対 策 地域 協議 会の 機能 を 活用 する など して 、一貫
して 取り 組む こ とが 重要 です 。  

 ○  一 時 保 護 所 に 入 所 す る 児 童 の 権 利 が 尊 重 さ れ 安 心 し た 生 活 が で き る よ う 、 児 童
の年 齢に 応じ た 個別 対応 環境 の整 備 を進 める こと も必 要 です 。また 、一 時保 護 や施
設 入 所 等 に よ り 家 族 分 離 し た 児 童 が 、 家 庭 復 帰 を す る 際 に は 、 虐 待 の 再 発 を 防 止
し、 親子 で安 定 的な 生活 を継 続さ せ るた めの 支援 も必 要 です 。  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  区 市町 村 の子 育て 支援 機関 、児童 相 談所 等地 域の 関 係機 関の 連携 を強 化 し、虐 待
の未 然防 止か ら 早期 発見・対応 、子 供の 保 護・ケ ア、保護 者支 援 、家族 の再 統 合、
アフ ター ケア ま での 切れ 目の ない 支 援が 行わ れる 体制 を 整備 しま す。  

 ○  都 児童 相 談所 にお いて は、人 員増 を はじ め体 制強 化 を図 ると とも に、児 童相 談 所
の新 設等 によ り 、よ りき め細 かな 相 談体 制の 整備 を推 進 しま す。  

 〇  都 児童 相 談セ ンタ ーの 体制 を 強化 し、相談 援助 業 務の 標 準化 、個 別ケ ー スに 係 る
専門 的支 援、人 材育 成 の共 同推 進に 向 けた 取組 を進 め、区 立児 童 相談 所や 子供 家 庭
支援 セン ター を 含め た東 京全 体の 児 童相 談業 務の 総合 調 整機 能を 担い ます 。  

 ○  ま た 、 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス の 設 置 や 都 児 童 相 談 所 へ の 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー の
分室 設置 など も あわ せ、 区市 町村 と の連 携に より 相談 体 制を 強化 しま す。  

 ○  子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー と 児 童 相 談 所 の 児 童 虐 待 対 応 の 連 携 に つ い て 定 め た 「 東
京ル ール 」に基 づく 対応 を徹 底し 、支援 の隙 間が 生じ な いよ う、よ り一 層の 連携 強
化を 図り ます 。ま た、東京 ルー ルの 運 用状 況を 検証 し、必要 な 見 直し を実 施し ま す。 

 ○  一 時的 な 保護 が必 要な 児童 が 増え てい るこ とか ら 、引 き 続き 、区 市町 村 と十 分 な
連携 を図 りつ つ 、一 時 保護 需要 を踏 ま え、一 時保 護委 託の 活 用も 含め た必 要な 体 制
を整 えま す 。ま た 、一 時保 護さ れた 子 供の 権利 擁護 や安 定 した 生活 のた め 、ア セス
メン トの 強化 、 職員 研修 の充 実、 意 見を 受け 止め る取 組 を推 進し ます 。  

 〇  区 市 町 村 の 児 童 福 祉 部 門 と 母 子 保 健 部 門 が 連 携 し て 、 妊 娠 期 か ら 児 童 虐 待 の 未
然防 止に 取り 組 むた めの 体制 を強 化 しま す。  

 ○  児 童 虐 待 防 止 へ の 理 解 促 進 に 向 け た 普 及 啓 発 を 展 開 し 、 子 育 て を し て い る 親 と
そ の 子 供 を 地 域 全 体 で 温 か く 見 守 り 、 必 要 な 時 に 手 を 差 し の べ る と い う 機 運 を 醸
成 す る と と も に 、 児 童 虐 待 を 発 見 し た 際 に 関 係 機 関 に 連 絡 す る 意 識 の 啓 発 を 行 い
ます 。  
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■児 童虐 待相 談 に対 する 児童 相談 所 の対 応  

 
資 料 ： 東 京 都 児 童 相 談 所  事 業 概 要  2023 年 （ 令 和 5 年 ） 版  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

275   児 童 虐 待 防 止 の普 及 啓 発  福 祉 局  

 児 童 虐 待 防 止 への理 解 促 進 に向 けた普 及 啓 発 を展 開
し、地 域 全 体 で子 育 て家 庭 を見 守 るという機 運 を醸 成 する
とともに、児 童 虐 待 を発 見 した際 に関 係 機 関 に連 絡 する意
識 の啓 発 を行 う。 

276   未 就 園 児 等 全 戸 訪 問 事 業  福 祉 局  
 未 就 園 児 等 のいる家 庭 への訪 問 による安 全 確 認 を行 う
区 市 町 村 を支 援 することで、児 童 虐 待 の早 期 発 見 ・ 早 期
対 応 の取 組 を強 化 する。 

277   
サポートコンシェルジュ事 業 ＜ 子
供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括
補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 乳 幼 児 健 診 未 受 診 者 や未 就 園 児 等 への訪 問 や子 供
食 堂 の実 施 等 により把 握 した、継 続 的 な見 守 りが必 要 な
児 童 のいる家 庭 について、関 係 機 関 等 との連 携 により虐 待
リスクが表 面 化 する前 に適 切 に支 援 する。 

278   
児 童 相 談 所 の体 制 と取 組 の
強 化  

福 祉 局  

 児 童 虐 待 をはじめ困 難 な問 題 を抱 える家 庭 をより効 果
的 に支 援 するため、子 供 の保 護 ・ ケア、保 護 者 の支 援 、家
族 再 統 合 、アフターケア等 の取 組 や、サテライトの設 置 など
区 市 町 村 や保 健 所 等 関 係 機 関 との連 携 を強 化 していくと
ともに、トレーニングセンターでの研 修 など研 修 プログラムの充
実 や児 童 福 祉 司 などの人 材 の確 保 、練 馬 児 童 相 談 所 の
新 設 や多 摩 地 域 の児 童 相 談 所 管 轄 区 域 の見 直 し等 によ
り、一 層 の体 制 強 化 を図 る。また、AI を活 用 した音 声 マイニ
ングシステムを導 入 し、電 話 対 応 の効 率 化 ・ 職 員 育 成 を図
る。 

279   
医 療 機 関 における虐 待 対 応 力
の強 化  

福 祉 局  
 児 童 虐 待 の早 期 発 見 ・ 予 防 のため、虐 待 や要 支 援 家
庭 の発 見 の機 会 を有 する医 療 機 関 等 に対 し、判 断 力 ・ 対
応 力 の強 化 に向 けた支 援 を行 う。 

280   
医 療 機 関 の病 床 確 保 による一
時 保 護 機 能 強 化 事 業  

福 祉 局  

 児 童 を一 時 保 護 する際 、事 前 に医 療 等 の情 報 がない児
童 のアセスメントや、病 状 が不 安 定 な児 童 の服 薬 管 理 等 を
医 療 機 関 で実 施 できるよう、一 時 保 護 委 託 できる病 床 を
確 保 します。 

281   児 童 相 談 所 における外 部 評 価  福 祉 局  

 一 時 保 護 中 の児 童 の権 利 擁 護 と一 時 保 護 所 の施 設
運 営 の質 の向 上 を図 るため、外 部 機 関 からの定 期 的 な評
価 を受 審 する。また、児 童 相 談 所 の相 談 部 門 における業 務
について、より適 正 な運 営 の実 現 を図 るため、 外 部 評 価 機
関 による評 価 を実 施 する。 

282   
一 時 保 護 所 における第 三 者 委
員 の活 動  

福 祉 局  
 一 時 保 護 所 入 所 児 童 からの相 談 に対 して適 切 な対 応
を図 り、児 童 の権 利 擁 護 と福 祉 サービスの質 の向 上 を図 る
ため、第 三 者 委 員 の活 動 を実 施 します。 

283   
児 童 相 談 所 業 務 における民 間
事 業 者 の活 用  

福 祉 局  
深 刻 化 する児 童 虐 待 に対 応 するため、民 間 事 業 者 を活 用
して児 童 相 談 所 の体 制 強 化 を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

284 ◆ 
児 童 相 談 体 制 強 化 に係 る総
合 連 携 事 業  

福 祉 局  

 東 京 全 体 の児 童 相 談 体 制 の充 実 ・ 強 化 を図 るため、都
児 童 相 談 所 及 び特 別 区 児 童 相 談 所 並 びに子 供 家 庭 支
援 センターを対 象 とした合 同 研 修 や相 談 事 例 等 を共 有 する
システム構 築 を行 う。 

285 ◆ 一 時 保 護 体 制 強 化 事 業  福 祉 局  
 一 時 保 護 条 例 も踏 まえ、各 施 策 を実 現 するための具 体
的 な取 組 を実 施 する。 

286 ◆ 警 察 との情 報 共 有 システム 福 祉 局  
 児 童 虐 待 事 案 へ迅 速 、的 確 に対 応 をするため、児 童 虐
待 に関 する情 報 を警 察 とリアルタイムに共 有 する。 

再 掲    
要 支 援 家 庭 の早 期 発 見 に向
けた取 組  

福 祉 局   

再 掲    
こども家 庭 センター体 制 強 化 事
業  

福 祉 局   

再 掲    
子 供 家 庭 支 援 センター事 業 ＜
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 ＞    

福 祉 局   

再 掲    

子 供 家 庭 支 援 センター地 域 支
援 力 強 化 事 業 ＜ 子 供 家 庭
支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 事
業 ＞    

福 祉 局   

再 掲    
虐 待 対 策 コーディネーター事 業
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞    

福 祉 局   

再 掲    
虐 待 対 策 ワーカー業 務 の委 託
支 援 事 業 ＜ 子 供 家 庭 支 援
区 市 町 村 包 括 補 助 事 業 ＞   

福 祉 局   

再 掲    
要 支 援 家 庭 を対 象 としたショー
トステイ事 業  

福 祉 局   

再 掲    
子 供 を守 る地 域 ネットワーク機
能 強 化 事 業  

福 祉 局   

再 掲    

子 供 を守 る地 域 ネットワーク巡
回 支 援 事 業 ＜ 子 供 家 庭 支
援 区 市 町 村 包 括 補 助 事 業
＞  

福 祉 局   

再 掲    
子 供 の権 利 擁 護 専 門 相 談 事
業  

福 祉 局   

再 掲    
児 童 虐 待 を防 止 するための
SNS を活 用 した相 談 事 業  

福 祉 局   
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【４ 社会的養護体制の充実】 

＜社会的養護を取り巻く状況＞ 

 ○  東 京都 に おけ る社 会的 養護 を 必要 とす る子 供は 、令 和５ 年度 には 3,783 人お り、
その 子供 たち の 多く は、児 童養 護施 設 、乳 児院 、養育 家庭 など で暮 らし てい ま す。  

 ○  児 童養 護 施設 の入 所率 は 、非 常に 高い 割合 で推 移 して いま す 。一 方 、乳 児院 は、
近年 、割 合が 低 下し てい ます 。  

 
図 表 78 社 会 的 養 護 の も と で 育 つ 児 童 数 の 推 移 （ 各 年 度 ３ 月 １ 日 現 在 ）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ）児 童 養 護 施 設 及 び 乳 児 院 は 各 年 度 ３ 月 １ 日 現 在 、養 育 家 庭 等 及 び フ ァ ミ リ ー ホ ー ム は 各 年 度 末 現 在 。令 和 ２ 年 度 以 降 、特

別 区 児 童 相 談 所 に よ る 措 置 分 を 含 む  
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図 表 79 児 童 養 護 施 設 ・ 乳 児 院 の 入 所 状 況 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

 
図 表 80 里 親 等 委 託 率 （ 各 年 度 末 現 在 ）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

（ 注 ） 養 育 家 庭 等 委 託 率 ＝ 養 育 家 庭 等 ・ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 委 託 児 童 数 ／ 乳 児 院 入 所 児 童 数 +児 童 養 護 施 設 入 所 児 童 数 +養 育 家 庭

等 ・ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 委 託 児 童 数  

全 国 の 数 値 は 「 社 会 的 養 護 の 現 状 に つ い て （ 厚 生 労 働 省 ・ こ ど も 家 庭 庁 ）」 に よ る  
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 ○  児 童養 護 施設 入所 児童 につ い て、 情緒 的な 課題 を 抱え てい る児 童 が 42.0％ 、や
健康 上の 問題 を 抱え てい る児 童 が 42.2％ とな って いま す 。  

 
図 表 81 児 童 養 護 施 設 入 所 児 童 の 状 況 （ 令 和 ５ 年 ６ 月 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  

 
 ○  児 童養 護 施設 入所 者の 進路 状 況に つい て、 全高 卒 者の 大学 等へ の進 学 が 72.8％

なの に対 し、 児 童養 護施 設入 所者 は 28.3％と なっ てい ま す。  
 

図 表 82 令 和 5 年 ３ 月 卒 業 児 童 の 進 路 状 況 （ 東 京 都 ）  

  大学等 専修学校等 就職 

児童養護施設入所者 28.3% 26.7% 36.1% 

全高卒者 72.8% 15.0% 4.9% 

 
資 料 ： 児 童 養 護 施 設 等 入 退 所 状 況 等 調 査 及 び 学 校 基 本 調 査  
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＜現状と課題＞ 

 ○  施 設 等 に 入 所 し て い る 子 供 は 、 虐 待 等 を 原 因 と し て 心 に 深 い 傷 を 受 け 情 緒 的 な
課 題 な ど を 抱 え て い る こ と も 多 い こ と か ら 、 個 別 的 な ケ ア や 専 門 的 な ケ ア が 求 め
られ てい ます 。  

 ○  被 虐 待 児 童 や 個 別 的 ケ ア が 必 要 な 子 供 が 増 加 し て お り 、 適 切 な 養 育 を 受 け ら れ
な か っ た こ と に よ り 生 じ る 様 々 な 課 題 を 解 決 す る た め に は 、 一 人 ひ と り の 子 供 に
き め 細 か な 支 援 が 行 え る よ う 、 家 庭 と 同 様 の 環 境 や 家 庭 的 な 環 境 で の 養 育 を 推 進
する とと もに 、施設 の専 門機 能や 自 立支 援機 能な ど 、社 会的 養護 施策 の充 実・強 化
を図 るこ とが 必 要で す。  

 ○  社 会的 養 護の もと にあ る子 供 は、経 済的 な問 題や 、それ ま での 養育 環境 に より 学
習 習 慣 が 身 に つ い て い な い な ど に よ る 学 力 不 足 な ど か ら 、 自 ら が 希 望 す る 進 路 に
進め ない 場合 が あり ます 。  

 ○  児 童養 護 施設 退所 者（ケ アリ ーバ ー）は 、退 所 後も 親族 等に よる サポ ー トが 得に
くく 、 就 労し た 子供 の 約 50%が 、 １年 以 内に 離 職 をし て いる など 、 安 定し た 生活
を持 続す るこ と が困 難な 実態 があ り 、支 援が 必要 です 。  

 ○  子 供 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る た め に は 、 子 供 の 意 見 を 踏 ま え た 支 援 を 行 う 必 要
があ るこ とか ら 、子 供 が権 利に つい て 知り 、話す 大人 を自 ら 選ん で意 見を 表明 で き
るよ う、子供 に 対す る 権利 の啓 発や 相 談先 の周 知を 行う こ とに 加え 、子 供の 周 りに
い る 大 人 に 対 し て 、 意 見 表 明 等 の 重 要 性 に つ い て の 理 解 促 進 を 図 る こ と が 重 要 で
す。  

 ○  子 供は 、自分 の 気持 ちを 自ら 整 理し て伝 える こと が 困難 であ った り、誰 に伝 え れ
ば良 いか 分か ら ない こと があ るた め 、子 供 の意 見表 明に は 、子 供 の考 えを 整理 し て
意 見 を 形 成 す る た め の 支 援 と 、 形 成 し た 意 見 を 大 人 に 伝 え る た め の 支 援 が 必 要 で
す。  

 ○  子 供 が 意 見 を 表 明 で き る 環 境 を 整 え 、 子 供 の 周 り に い る 大 人 が 意 見 を 聴 く こ と
が基 本で すが 、措置 内 容に つい ては 、子供 に 影響 を与 える 重 大な 決定 であ るこ と か
ら、意見 表明 等 の支 援 に留 まら ず、更 なる 権 利擁 護の 仕組 み を整 える こと が重 要 で
す。  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  社 会 的 養 護 を 必 要 と す る 子 供 た ち が 、 一 人 ひ と り の 状 況 に 応 じ た 支 援 が 受 け ら
れ る よ う 、 一 時 保 護 か ら 家 庭 復 帰 や 社 会 的 自 立 に 至 る ま で 総 合 的 に 支 援 す る 体 制
の整 備を 進め ま す。  

 ○  子 供 が 家 庭 に お い て 健 や か に 養 育 さ れ る こ と を 原 則 と し た 上 で 、 家 庭 に お け る
養育 が困 難な 場 合は 、家庭 と同 様の 環 境に おけ る養 育を 優 先し 、里親 等へ の委 託 を
推進 しま す 。ま た 、施 設に つい ても 、でき る限 り小 規模 か つ地 域分 散化 され た 家庭
的な 養育 環境 を 確保 しま す。  

 ○  フ ォス タ リ ン グ業 務 1を 包 括的 に 民 間機 関 に 委託 す る フ ォス タ リ ング 機 関 事 業を
実施 し、里親 等委 託 を推 進す る体 制 の強 化を 図り 、令 和 11 年 度に おけ る里 親 等委
託率 （合 計） を 37.4%とす るこ とを 目 指し ます 。  

 ○  社 会的 養 護の もと で生 活す る 子供 たち の権 利を 擁 護す ると とも に、施 設退 所（里
親委 託解 除）後の 自 立 と地 域で の安 定 した 生活 を継 続す る ため に、入所（里 親委 託）
中か ら退 所（ 解 除） 後ま で、 一貫 し て支 援し てい きま す 。  

 ○  子 供 が 自 ら の 権 利 や 困 っ た と き の 相 談 方 法 に つ い て 知 り 、 意 見 を 表 明 す る こ と
がで きる よう 、 年齢 や発 達の 状況 に 応じ た効 果的 な啓 発 を実 施し てい きま す 。  

 ○  子 供 が 考 え を 整 理 し 、 大 人 に 伝 え る こ と を 支 援 す る た め 一 部 の 一 時 保 護 所 入 所
中 及 び 里 親 委 託 中 の 子 供 を 対 象 と し て モ デ ル 的 に 導 入 し て い る 意 見 表 明 等 支 援 員
につ いて 、モ デ ル実 施の 結果 を踏 ま え、 導入 先の 拡大 を 検討 しま す。  

 ○  子 供 が 措 置 内 容 に 納 得 で き な い 場 合 は 、 自 ら 児 童 福 祉 審 議 会 に 申 し 立 て る こ と
を可 能と しま す 。  

  

 
1 里 親 の リ ク ル ー ト 及 び ア セ ス メ ン ト 、 里 親 に 対 す る 研 修 、 児 童 と 里 親 の マ ッ チ ン グ 、 里 親 へ の 支 援  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

287   
家 庭 的 養 護 （ 養 育 家 庭 等 ・
ファミリーホーム） の推 進  

福 祉 局  

○令 和 11 年 度 において、社 会 的 養 護 に占 める里 親 等 委
託 の割 合 が 37.4％ となるよう、養 育 家 庭 等 ・ ファミリーホーム
を推 進 していく。 
○民 間 フォスタリング機 関 を設 置 することにより、里 親 委 託
を一 層 推 進 し、里 親 に対 する一 貫 性 ・ 継 続 性 のある支 援
体 制 を構 築 する。 
○養 育 家 庭 でより多 くの児 童 が育 まれるよう、普 及 啓 発 に
より養 育 家 庭 登 録 数 を拡 大 するとともに、養 育 家 庭 への支
援 を充 実 する。また、乳 児 期 からの委 託 を促 進 する。 
○養 育 者 の住 居 において、5 人 又 は 6 人 の子 供 を養 育 す
る小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 （ ファミリーホーム） を着
実 に実 施 する。 

288   乳 児 院 の家 庭 養 育 推 進 事 業  福 祉 局  
 乳 児 院 に対 して、通 常 の乳 児 院 の職 員 配 置 に加 え、治
療 的 ・ 専 門 的 ケアが必 要 な児 童 及 び保 護 者 に対 する手 厚
い支 援 ができる体 制 等 を整 備 する。 

289   育 児 指 導 機 能 強 化 事 業  福 祉 局  

 乳 児 院 等 に育 児 指 導 担 当 職 員 を配 置 し、入 所 児 童 や
その家 族 及 び地 域 で子 育 て中 の家 庭 等 からの子 育 てに関
する相 談 に応 じる等 により、子 育 てに関 する不 安 を解 消 する
などの育 児 指 導 機 能 の充 実 を図 る。 

290   医 療 機 関 等 連 携 強 化 事 業  福 祉 局  
 乳 児 院 等 における医 療 機 関 との連 携 強 化 を図 り、継 続
的 な服 薬 管 理 や健 康 管 理 が必 要 な児 童 等 の円 滑 な受
入 を促 進 する。 

291 ◆ 
障 害 児 等 受 入 体 制 等 強 化
事 業  

福 祉 局  

 障 害 等 を有 する児 童 に対 して、入 所 前 の受 入 に係 る連
絡 調 整 等 や入 所 中 の支 援 ・ 補 助 を行 うための障 害 児 等
受 入 調 整 員 を配 置 することにより、障 害 等 を有 する児 童 の
受 入 及 び支 援 体 制 を強 化 する。 

292   新 生 児 委 託 推 進 事 業  福 祉 局  

 家 庭 で適 切 な養 育 を受 けられない新 生 児 を対 象 として、
養 子 縁 組 が最 善 と判 断 した場 合 には、乳 児 院 を活 用 し
て、養 子 縁 組 里 親 の養 育 力 向 上 のための研 修 や、新 生 児
と養 子 縁 組 里 親 の交 流 支 援 等 を行 うことにより、新 生 児
委 託 を推 進 する。 

293   児 童 福 祉 施 設 の整 備  福 祉 局  
 児 童 養 護 施 設 や一 時 保 護 所 への入 所 児 童 の増 加 への
対 応 や、施 設 内 での生 活 環 境 の改 善 を図 るため、施 設 の
整 備 を進 める。 

294   
専 門 機 能 強 化 型 児 童 養 護
施 設   

福 祉 局  

 虐 待 等 により問 題 を抱 える子 供 たちへのケアを充 実 させる
ため、精 神 科 医 師 や治 療 担 当 職 員 を配 置 するとともに個
別 ケア職 員 を配 置 するなど機 能 を充 実 し、専 門 的 ・ 個 別
的 ケアを行 う専 門 機 能 強 化 型 児 童 養 護 施 設 の指 定 数 を
拡 大 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

295   
家 庭 的 養 育 （ グループホーム）
の設 置 促 進  

福 祉 局  

○児 童 が「 できる限 り良 好 な家 庭 的 環 境 」 で養 育 されるよ
う、児 童 養 護 施 設 が地 域 の住 宅 を活 用 し家 庭 的 な環 境
で養 護 を行 うグループホームについて、引 き続 き設 置 を進 め
る。 
○４ か所 以 上 のグループホームを設 置 する施 設 について、各
グループホームへの助 言 ・ 指 導 等 を行 うグループホーム支 援 員
を配 置 するなど、安 定 的 運 営 を支 援 する。 

296   連 携 型 専 門 ケア機 能 事 業  福 祉 局  

 都 立 児 童 養 護 施 設 において、虐 待 に起 因 する重 篤 な情
緒 ・ 行 動 上 の問 題 を抱 える子 供 に対 して生 活 支 援 ・ 医
療 ・ 教 育 を一 体 的 に提 供 する「 連 携 型 専 門 ケア機 能 」 を
実 施 する。 

297   
児 童 養 護 施 設 等 の支 援 力 の
向 上 、人 材 確 保 及 び人 材 育
成  

福 祉 局  

 ○児 童 養 護 施 設 等 職 員 の研 修 への参 加 を促 進 すると
ともに、児 童 に対 するケアの充 実 と職 員 の資 質 向 上 及 び研
修 指 導 者 の養 成 を図 る。 
 ○児 童 養 護 施 設 等 における実 習 体 制 等 充 実 させること
により、職 員 の人 材 確 保 を図 る。 
 ○児 童 養 護 施 設 等 が高 機 能 化 及 び多 機 能 化 ・ 機 能
転 換 、小 規 模 かつ地 域 分 散 化 を進 めるうえで、必 要 な人
材 の育 成 を図 る。 

298   
児 童 養 護 施 設 等 職 員 宿 舎
借 り上 げ支 援 事 業  

福 祉 局  
 児 童 養 護 施 設 等 に勤 務 する職 員 の宿 舎 を借 り上 げるた
めの費 用 の一 部 を支 援 する。 

299   
児 童 養 護 施 設 等 体 制 強 化
事 業  

福 祉 局  
 児 童 指 導 員 や養 育 者 等 の直 接 処 遇 職 員 の業 務 負 担
の軽 減 等 に取 り組 んでいる施 設 に対 し、補 助 者 の雇 上 げに
必 要 な費 用 の一 部 を補 助 する。 

300   
施 設 と地 域 との関 係 強 化 事
業  

福 祉 局  
 シニア世 代 ・ シニア予 備 群 を児 童 養 護 施 設 等 における
様 々な家 事 ・ 養 育 等 を担 う人 材 として活 用 するための費 用
の一 部 を支 援 する。 

301   
児 童 養 護 施 設 等 のＢ Ｃ Ｐ 策
定 支 援 事 業  

福 祉 局  

 大 規 模 災 害 や感 染 症 が発 生 した場 合 等 における児 童
養 護 施 設 等 利 用 者 の安 全 を確 保 するため、児 童 養 護 施
設 等 に専 門 的 な支 援 を行 い、Ｂ Ｃ Ｐ （ 事 業 継 続 計 画 ）
策 定 の推 進 とその実 効 性 を確 保 する。 

302   東 京 都 児 童 自 立 サポート事 業  福 祉 局  

 児 童 自 立 支 援 施 設 を退 所 した児 童 の地 域 での立 ち直
りを支 援 するため、児 童 相 談 所 と民 生 ・ 児 童 委 員 及 び主
任 児 童 委 員 等 が連 携 協 力 をして、児 童 の自 立 を支 援 する
取 組 を推 進 する。 

303   フレンドホーム事 業  福 祉 局  

 児 童 養 護 施 設 や乳 児 院 に入 所 している子 供 を、フレンド
ホームとして登 録 した家 庭 に、夏 休 み・ 冬 休 みや週 末 等 学
校 が休 みの間 、数 日 間 預 け、家 庭 生 活 の体 験 を通 じた子
どもの健 やかな育 成 を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

304   
養 護 児 童 に対 する自 立 支 援
機 能 の強 化  

福 祉 局  

○児 童 養 護 施 設 に入 所 している児 童 の自 立 に向 けた支 援
や、施 設 退 所 後 のアフターケアの充 実 を図 るため、自 立 支
援 業 務 に専 念 できる職 員 （ 自 立 支 援 コーディネーター） を
配 置 し、自 立 支 援 体 制 の構 築 ・ 推 進 を行 う（ 自 立 支 援
強 化 事 業 ） 。 
○児 童 に対 する学 習 支 援 (塾 への通 塾 費 用 )の充 実 や、自
立 支 援 コーディネーターによる進 学 支 援 の充 実 を図 る（ 児
童 養 護 施 設 における学 習 ・ 進 学 支 援 等 ） 。 
○児 童 養 護 施 設 等 を退 所 した児 童 等 に、生 活 の場 を提
供 しながら就 労 支 援 等 を行 う自 立 援 助 ホームに、就 労 支
援 ・ 就 労 定 着 を専 門 に行 うジョブトレーナーを配 置 する（ ジョ
ブ・ トレーニング事 業 ） 。 
○児 童 福 祉 や就 労 支 援 に精 通 したスタッフを配 置 し、生 活
上 の問 題 や求 職 上 の問 題 について相 談 支 援 等 を行 うことに
より自 立 を支 援 するとともに、対 象 者 同 士 が集 まり、意 見
交 換 や情 報 交 換 を行 える相 互 交 流 の場 （ ふらっとホーム）
を提 供 する。 
〇児 童 養 護 施 設 等 に入 所 している児 童 の自 立 に向 けた支
援 や、施 設 退 所 後 のアフターケアの充 実 を図 るため、自 立
支 援 業 務 に専 念 できる職 員 （ 自 立 支 援 担 当 職 員 ） を配
置 し、自 立 支 援 体 制 の構 築 ・ 推 進 を行 う。 
〇児 童 養 護 施 設 、法 人 型 ファミリーホーム及 び自 立 援 助 ホ
ームの退 所 者 が居 住 する住 居 を法 人 等 が借 り上 げる際 にか
かる費 用 の一 部 を補 助 することで、退 所 後 のアフターケアの
充 実 を図 る。 
〇社 会 的 養 護 施 設 の退 所 者 （ ケアリーバー） 等 の退 所 後
における居 住 費 の支 援 や施 設 職 員 等 によるきめ細 かなアフ
ターケアを実 施 し、生 活 の安 定 を支 援 する。 

305   自 立 生 活 スタート支 援 事 業  福 祉 局  

 児 童 養 護 施 設 等 の利 用 者 の退 所 後 の自 立 生 活 の支
援 を行 うことを目 的 に、施 設 等 と連 携 して相 談 援 助 を行 う
とともに必 要 な資 金 の貸 付 を行 う。貸 付 後 、自 立 に向 けた
真 摯 な努 力 をし、継 続 勤 務 や入 学 した学 校 の卒 業 等 の一
定 条 件 を満 たした場 合 には、申 請 によって償 還 が免 除 され
る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

306   
養 育 家 庭 等 自 立 援 助 補 助
事 業   

福 祉 局  

①養 育 家 庭 等 が元 委 託 児 童 に対 して、次 に掲 げる援 助 を
月 ２ 回 以 上 行 った場 合 に補 助 を行 う。 
（ １ ） 住 居 、家 庭 、交 友 関 係 、将 来 への不 安 等 に関 する
生 活 上 の問 題 について相 談 に応 じ、必 要 に応 じて他 機 関 と
連 携 する等 の必 要 な支 援 を行 うこと。 
（ ２ ） 進 路 、就 学 と生 活 の両 立 に関 する問 題 、求 職 活
動 等 に関 する求 職 上 の問 題 、職 場 の対 人 関 係 ・ 離 職 ・ 転
職 等 に関 する就 業 上 の問 題 等 について相 談 に応 じ、必 要
に応 じてハローワーク等 専 門 機 関 の活 用 、職 場 との連 携 、
面 接 の付 き添 いを行 う等 の支 援 を行 うこと。 
②里 親 委 託 措 置 解 除 となった元 委 託 児 童 について、原 則
措 置 解 除 後 最 大 ４ 年 間 （ 対 象 者 が 22 歳 になる年 度 の
末 日 まで。） 、家 賃 補 助 を受 けながら、養 育 家 庭 等 による
きめ細 かいアフターケアを継 続 することで、自 立 後 の安 定 した
生 活 を確 保 する。 

307   身 元 保 証 人 確 保 対 策 事 業  福 祉 局  

 児 童 養 護 施 設 等 または母 子 生 活 支 援 施 設 や女 性 自
立 支 援 施 設 を退 所 し、就 職 や進 学 をする際 、又 はアパート
などへ入 居 する際 に、他 の援 助 を期 待 できない場 合 に、施
設 長 が身 元 保 証 や連 帯 保 証 を行 うことにより、社 会 的 な
自 立 を促 進 する。 

308   
児 童 養 護 施 設 退 所 者 等 に対
する自 立 支 援 資 金 貸 付 制 度  

福 祉 局  

 児 童 養 護 施 設 等 入 所 中 又 は里 親 等 へ委 託 中 の者 及
び児 童 養 護 施 設 等 を退 所 した者 又 は里 親 等 への委 託 が
解 除 された者 に対 して、自 立 支 援 資 金 を貸 付 けることによ
り、これらの者 の円 滑 な自 立 を支 援 する。 

309   
フォスタリング機 関 （ 里 親 養 育
包 括 支 援 機 関 ） 事 業  

福 祉 局  

 社 会 的 養 護 を必 要 とする児 童 の里 親 への委 託 をより一
層 推 進 するため、里 親 のリクルート及 びアセスメント、里 親 登
録 前 後 及 び委 託 後 における里 親 に対 する研 修 、子 どもと里
親 のマッチング、子 どもの里 親 委 託 中 における里 親 養 育 への
支 援 、里 親 委 託 措 置 解 除 後 における支 援 に至 るまでの一
貫 した里 親 支 援 及 び養 子 縁 組 に関 する相 談 ・ 支 援 を総
合 的 に実 施 することを目 的 とする。 

310   
里 親 養 育 専 門 相 談 事 業
（ 里 親 子 のサポートネット）  

福 祉 局  

 チーム養 育 の中 で調 整 できなかった事 案 について、専 門 相
談 員 が第 三 者 の立 場 から、子 供 や里 親 、児 童 相 談 所 の
意 見 を聴 き、調 整 する仕 組 みを児 童 福 祉 審 議 会 のもとに
設 置 することにより、子 供 の利 益 を守 るとともに権 利 擁 護 を
図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

311 ◆ 
社 会 的 養 護 自 立 支 援 実 態
把 握 事 業  

福 祉 局  

 社 会 的 養 護 経 験 者 等 への自 立 支 援 が確 実 に提 供 され
るための環 境 整 備 を推 進 するため、社 会 的 養 護 経 験 者 等
の実 態 把 握 に係 る調 査 の実 施 や関 係 機 関 との連 携 強 化
を図 る。 

312 ◆ 
社 会 的 養 護 職 員 等 の奨 学 金
返 済 ・ 育 成 支 援 事 業  

福 祉 局  
 社 会 的 養 護 等 の分 野 において新 規 採 用 者 を対 象 とした
奨 学 金 返 済 支 援 事 業 を実 施 し、人 材 確 保 ・ 定 着 を強 化
する。 

313 ◆ 
こども家 庭 ソーシャルワーカー取
得 促 進 事 業  

福 祉 局  
 新 たな公 的 資 格 である「 こども家 庭 ソーシャルワーカー」 取
得 のため、児 童 養 護 施 設 等 の職 員 が研 修 等 に参 加 しやす
い環 境 を整 備 する。 

314   
被 措 置 児 童 等 虐 待 の防 止 ・
対 応 強 化  

福 祉 局  

 「 3 つの電 話 相 談 窓 口 （ 東 京 都 、児 童 相 談 所 、児 童
福 祉 審 議 会 ） 」 を設 置 し、虐 待 を受 けた被 措 置 児 童 等
本 人 からの届 出 や、虐 待 を受 けたと思 われる児 童 を発 見 し
た者 からの通 告 に対 し、関 係 機 関 等 と連 携 しながら対 応 す
る。 

315   
被 措 置 児 童 に対 する子 供 の権
利 の啓 発  

福 祉 局  

 被 措 置 児 童 に対 して、子 供 の権 利 の啓 発 や相 談 方 法
の周 知 を図 る。また、児 童 相 談 所 職 員 、里 親 、施 設 職 員
等 に対 して、被 措 置 児 童 の権 利 擁 護 の重 要 性 や子 供 の
権 利 の啓 発 物 の活 用 方 法 の周 知 を図 る。 

316 ◆ 意 見 表 明 等 支 援 事 業  福 祉 局  

 措 置 決 定 の場 面 等 において、面 談 等 を通 じて子 供 の意
見 形 成 を支 援 し、希 望 に応 じて周 りの大 人 に対 する意 見
表 明 の支 援 や意 見 の代 弁 をする役 割 を担 う、「 意 見 表 明
等 支 援 員 」 を導 入 する。 

317 ◆ 
被 措 置 児 童 等 の権 利 擁 護 に
関 する調 査  

福 祉 局  
 子 供 の権 利 擁 護 の取 組 状 況 を把 握 するため、被 措 置
児 童 等 を対 象 とした意 見 表 明 に係 る満 足 度 等 に関 する調
査 を実 施 する。 
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

287   
家 庭 的 養 護 （ 養 育 家 庭 等 ・
ファミリーホーム） の推 進  

福 祉 局  
（ 令 和 11 年 度 ）  
 里 親 等 委 託 率 37.4％  

【 令 和 ６ 年 ３ 月
末 現 在 】  
○ 養 育 家 庭 等
（ 登 録 数 ：
1,191 家 庭 、委 託
児 童 数 ： 526 人
（ 区 児 相 含
む） ）  
○ フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
（ 設 置 数 ： 30 ホ
ー ム 、 入 所 児 童
数 ： 120 人 （ 区
児 相 含 む） ）  
○ 社 会 的 養 護 に
対 する家 庭 養 育 の
割 合  
17.5％  
※いずれも速 報 値  

294   
専 門 機 能 強 化 型 児 童 養 護
施 設   

福 祉 局  全 民 間 児 童 養 護 施 設  

専 門 的 、 治 療 的
ケア体 制 の充 実  
 
専 門 機 能 強 化 型
児 童 養 護 施 設 の
運 営  39 か所  

309   
フォスタリング機 関 （ 里 親 養 育
包 括 支 援 機 関 ） 事 業  

福 祉 局  
全 て の 都 児 童 相 談 所 担 当 地 域 で
実 施  

児 童 相 談 所 ５ 所  
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【５ ひとり親家庭の自立支援の推進】 

＜ひとり親家庭を取り巻く状況＞ 

 ○  都 内の 三 世代 同居 等も 含む ひ とり 親世 帯は 、母 子 世帯 約 144,500 世帯 、 父 子世
帯約 12,900 世 帯と 推 計さ れま す。  

 ○  令 和４ 年 に東 京都 が行 った 調 査に よる と、ひと り 親世 帯 にな った 理由 は、「離 婚」
70.3%、「 死別 」11.4%、「未 婚 ・非 婚」 10.7%と なっ てい ます 。  

 ○  ひ とり 親 家庭 の親 の就 労状 況 をみ ると 、平 成 29 年度 に 比べ 令和 ４年 度 は、父は
正規 の職 員・従 業員 の割 合が 減少 す る一 方、母 は正 規の 職員・従業 員の 割合 が 増え
てい ます 。  

図 表 83 就 業 上 の 地 位  

 

 
 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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 ○  令 和４ 度 の収 入を みる と、 母 子世 帯で は年 収 200 万円 未満 が 30.3%とな っ てお
り、平成 29 年度 よ り も割 合が やや 減 少し てい ます 。父 子世 帯 では 、200 万円 未満
は 2.6%で 、平 成 29 年度 より も割 合 が減 少し てい ます 。  

 
図 表 84 世 帯 の 年 間 収 入  

 

 

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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 ○  ひ と り 親 世 帯 で 現 在 困 っ て い る こ と は 、 母 子 世 帯 で は 「 家 計 に つ い て 」 57.9%、
「子 供の 教育・ 進路 ・就職 につ いて 」43.3%、父子 世 帯で は「 子供 の教 育・進 路・
就職 につ いて 」41.4%、「家 事 につ いて 」34.5％ とな って い ます 。  

 
図 表 85 ひ と り 親 世 帯 に な っ て 現 在 困 っ て い る こ と 〔 複 数 回 答 〕 ― 母 の 従 業 上 の 地 位 別  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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偏
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（
世
間
体
）
に
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い
て

そ
の
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100.0 57.9 25.9 18.6 7.0 18.0 10.1 21.6 43.3 4.9 4.3
（328）

100.0 58.5 24.6 19.6 7.3 17.9 9.3 21.9 43.2 5.3 4.0
（301）

100.0 37.5 18.8 6.3 6.3 18.8 - 43.8 37.5 6.3 6.3
（16）
100.0 52.8 22.4 18.4 8.8 17.6 8.8 18.4 45.6 6.4 3.2

（125）
100.0 66.7 16.7 - 33.3 - - 33.3 33.3 16.7 -
（6）

100.0 63.9 27.8 25.8 3.1 19.6 8.2 20.6 43.3 1.0 3.1
（97）
100.0 75.0 37.5 18.8 6.3 12.5 6.3 18.8 37.5 18.8 -
（18）
100.0 78.3 26.1 26.1 13.0 8.7 13.0 26.1 39.1 - 17.4
（23）
100.0 52.2 39.1 4.3 4.3 21.7 21.7 21.7 47.8 - 4.3
（4）

会社・団体等の役員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の
派遣社員

契約社員・嘱託、
その他

非就業

総数

就業

自営業

正規の職員・従業員
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図 表 86 ひ と り 親 世 帯 に な っ て 現 在 困 っ て い る こ と 〔 複 数 回 答 〕 ― 父 親 の 従 業 上 の 地 位 別  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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100.0 31.0 10.3 3.4 34.5 6.9 6.9 24.1 41.4 6.9 -
（29）
100.0 32.1 7.1 3.6 32.1 7.1 7.1 25.0 42.9 7.1 -
（28）
100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - - -
（2）

100.0 27.3 - 4.5 27.3 9.1 9.1 22.7 45.5 9.1 -
（22）
100.0 100.0 - - 100.0 - - - 100.0 - -
（1）

100.0 - - - - - - - - - -
（1）

100.0 - - - - - - - - - -
-

100.0 100.0 100.0 - 100.0 - - - - - -
（1）

100.0 - 100.0 - 100.0 - - - - - -
（1）

会社・団体等の役員

パート・アルバイト

労働者派遣事業所の
派遣社員

契約社員・嘱託、
その他

非就業

総数

就業

自営業

正規の職員・従業員
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 ○  相 談相 手 がい る割 合は 、両 親 世帯 は 94.2％、 母子 世帯 は 85.0％、 父子 世帯 では
60.0%とな っ てい ます 。  

 
図 表 87 相 談 相 手 の 有 無 − 世 帯 類 型 （ 母 子 ・ 父 子 世 帯 ） 別  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
 

＜現状と課題＞ 

 ○  ひ とり 親 家庭 の親 は、ひと り 親家 庭 にな る前 後を 通 じて 、家庭 や生 活の 様 々な 課
題に 直面 しま す 。ひ と り親 家庭 の親 は 、子 育 てと 家計 の支 え 手を 同時 に担 うた め 、
肉体 的、精神 的 な負 担 も大 きい こと 、また 経 済的 に困 窮し て いる 家庭 が多 いこ と な
どか ら、 生活 全 般を 視野 に入 れた 総 合的 な支 援が 必要 で す。  

 ○  ひ と り 親 家 庭 の た め の 支 援 策 が 十 分 に は 活 用 さ れ て い な い 状 況 が あ る な ど 、 支
援 が 必 要 な 人 が 必 ず し も 相 談 窓 口 に つ な が っ て い な い 可 能 性 が あ る た め 、 関 係 機
関が 連携 し支 援 が必 要な 家庭 を把 握 する こと が必 要で す 。  

 ○  ひ とり 親 世帯 の就 業率 は母 子 世帯・父子 世帯 とも に ９割 を超 えて いま す が、母 子
世帯 では パー ト・ア ルバ イト 等非 正 規雇 用が 約４ 割と な って いま す 。ま た 、ひ とり
親家 庭で は仕 事 と子 育て の両 立が 難 しい と考 える 人が 多 い状 況が あり ます 。  

 ○  民 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 が 成 立 し 、 離 婚 後 の 父 母 の 子 の 養 育 に 関 す る 責 務
を明 確化 する な ど 、親権・監護 、養 育費 、親子 交流 等に 関 する 規定 が見 直さ れ たこ
とを 踏ま えた 対 応が 必要 です 。ま た、養 育 費を 受け 取っ て いる 人の 割合 は過 去 の調
査と 比較 して 増 加傾 向に ある もの の 、養 育費 を受 け取 っ てい る割 合は 約３ 割 です。 
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1.0 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

総数（5,202人）

両親世帯（4,528人）

母子世帯（401人）

父子世帯（35人）

いる いないので欲しい 必要ない 無回答
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＜取組の方向性＞ 

 ○  母 子家 庭・父 子 家庭 双方 の特 性 やニ ーズ に配 慮し な がら 、必要 なひ とり 親 家庭 が
確実 に相 談・支 援に つな がる よう 、広報・普及 啓発 や新 た な相 談拠 点の 設置 な ど相
談体 制の 更な る 強化 を図 ると とも に 、相 談 支援 の質 の向 上 、関 係 機関 の連 携強 化 を
進め ます 。  

 ○  ひ と り 親 家 庭 が 抱 え る 様 々 な 課 題 に 的 確 に 対 応 し 、 よ り 安 定 し た 就 業 と 子 供 の
健全 な育 成を 図 るた め、個 別・継 続的 な就 業支 援の 充実 や 、就 業と 子育 ての 両 立が
可 能 と な る 地 域 の 子 育 て 支 援 や 子 供 の 学 習 支 援 な ど を 推 進 す る こ と に よ り 、 ひ と
り親 家庭 の地 域 での 自立 した 生活 を 支援 しま す。  

 ○  東 京労 働 局で は、母 子家 庭の 母 、父 子家 庭の 父な ど の就 職困 難者 を 、ハ ロー ワー
ク や 民 間 の 職 業 紹 介 事 業 者 な ど の 職 業 紹 介 に よ り 、 継 続 し て 雇 用 す る 労 働 者 と し
て雇 い入 れる 事 業主 に対 して 、助 成 金を 支給 して いま す 。  

 ○  ひ とり 親 家庭 の生 活の 安定 を 図る ため 、養 育費 立 替保 証 、公 正証 書等 の 作成 及 び
ＡＤ Ｒ（裁 判外 紛争 解決 手続 ）に係 る支 援等 を行 うほ か 、養 育費 に関 する 専 門相 談
など 養育 費の 履 行確 保等 に資 する 区 市の 取組 に対 して 補 助を 行い ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

318   
ひとり親 家 庭 向 けポータルサイト
の運 用  

福 祉 局  
 国 、都 、区 市 町 村 や民 間 機 関 等 の様 々な機 関 が実 施
しているひとり親 家 庭 への支 援 施 策 等 について、横 断 的 に
検 索 できるポータルサイトを運 用 する。 

319   

東 京 都 ひとり親 家 庭 支 援 セン
ター事 業  
（ 母 子 家 庭 等 就 業 ・ 自 立 支
援 センター事 業 ）  

福 祉 局  

○相 談 体 制 の整 備  
 ひとり親 家 庭 の生 活 相 談 ・ 養 育 費 相 談 ・ 離 婚 前 後 の
法 律 相 談 ・ 面 会 交 流 支 援 事 業 、離 婚 前 後 の親 支 援 講
座 、ひとり親 への支 援 を行 う相 談 支 援 員 研 修 を実 施 する。 
○就 業 支 援  
・ ひとり親 家 庭 の就 業 による自 立 を支 援 するため、就 業 相
談 等 事 業 （ 就 業 相 談 、就 業 促 進 活 動 、キャリアアップ支
援 、相 談 支 援 員 研 修 会 ） 、就 業 支 援 講 習 会 、就 業 情
報 提 供 事 業 を行 う。 
・ 親 への支 援 とあわせて、子 供 本 人 へのキャリアカウンセリン
グや求 人 情 報 の提 供 などを行 う。 

320   
ひとり親 家 庭 相 談 体 制 強 化
事 業 ＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市
町 村 包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 就 業 等 の理 由 により、平 日 や日 中 の時 間 帯 に相 談 でき
ないひとり親 の困 難 な状 況 を解 消 するために、Ｓ Ｎ Ｓ 等 を
活 用 した対 面 相 談 以 外 のひとり親 がより相 談 しやすい体 制
強 化 を実 施 する区 市 町 村 に対 し子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 により補 助 を実 施 する。 

321   
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 による
相 談 ・ 支 援  

福 祉 局  
 ひとり親 家 庭 及 び寡 婦 に対 し、相 談 に応 じ、自 立 に必 要
な情 報 提 供 及 び指 導 を行 う。また、職 業 能 力 の向 上 及 び
求 職 活 動 に関 する支 援 を行 う。 

322   
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 の資
質 の向 上 （ 母 子 ・ 父 子 自 立
支 援 員 研 修 ）   

福 祉 局  

 身 近 な地 域 において、ひとり親 家 庭 からの相 談 に的 確 に
対 応 していくため、母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 員 の研 修 の内 容
を充 実 し、カウンセリングの精 神 や技 法 、サービスのコーディネ
ートなど総 合 的 な支 援 力 の向 上 を図 る。 

323   
ひとり親 家 庭 等 生 活 向 上 事
業  

福 祉 局  
 ひとり親 家 庭 及 び寡 婦 が生 活 の中 で直 面 する諸 問 題 の
解 決 や子 供 の生 活 ・ 学 習 支 援 を図 るなど、地 域 での生 活
を総 合 的 に支 える事 業 に取 り組 む区 市 町 村 を支 援 する。 

324   
配 偶 者 暴 力 被 害 者 の自 立 生
活 再 建 のための総 合 的 な支 援  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 配 偶 者 暴 力 被 害 者 の自 立 生 活 再 建 のため、以 下 のと
おり総 合 的 な支 援 を実 施 する。 
○配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 センターにおける電 話 相 談 、面 接
相 談 （ 精 神 科 医 による相 談 ・ 法 律 相 談 ）  
○配 偶 者 暴 力 被 害 者 が自 立 した生 活 を築 くための講 座  
○子 供 の心 のダメージの早 期 回 復 を図 るための子 供 広 場 事
業  
○各 関 係 機 関 が統 一 的 な支 援 を行 うための「 配 偶 者 暴
力 被 害 者 支 援 基 本 プログラム」 の配 布  
○被 害 者 支 援 民 間 団 体 への活 動 支 援 （ 人 材 育 成 、施
設 機 能 の強 化 等 ）  
○民 間 で被 害 者 支 援 を行 う人 材 に対 する研 修 等 の実 施  
○区 市 町 村 における配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 センター機 能 整
備 に対 する支 援   等  
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

325   在 宅 就 業 推 進 事 業  福 祉 局  
 在 宅 就 業 を希 望 するひとり親 に対 し、一 定 の期 間 、業 務
の調 達 ・ 分 配 、納 入 した業 務 の検 収 を行 うとともに、在 宅
就 業 コーディネーターがサポートを行 う。 

326   
高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試
験 合 格 支 援 事 業  

福 祉 局  

 ひとり親 家 庭 の親 の経 済 的 自 立 を図 るため、高 等 学 校
卒 業 程 度 認 定 試 験 合 格 のための講 座 （ 通 信 講 座 を含
む） を受 講 した場 合 に各 種 給 付 金 を支 給 するとともに、全
区 市 町 村 での実 施 を推 進 する。 

327   
母 子 家 庭 及 び父 子 家 庭 自 立
支 援 教 育 訓 練 給 付 金 事 業  

福 祉 局  
 母 子 家 庭 の母 又 は父 子 家 庭 の父 の就 業 を支 援 するた
め、教 育 訓 練 を受 講 した場 合 に、その経 費 の一 部 を給 付 す
る事 業 について、全 区 市 町 村 において取 り組 む。 

328   
母 子 家 庭 及 び父 子 家 庭 高 等
職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 事
業  

福 祉 局  

 母 子 家 庭 の母 又 は父 子 家 庭 の父 の就 労 につながる資
格 取 得 を促 進 するため、養 成 機 関 で修 業 している一 定 の
訓 練 期 間 にかかる訓 練 促 進 給 付 金 を支 給 して、負 担 の軽
減 を図 る事 業 について、全 区 市 町 村 において取 り組 む。 

329   
ひとり親 家 庭 高 等 職 業 訓 練
促 進 資 金 貸 付 事 業  

福 祉 局  

 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 を活 用 して養 成 機 関 に在
学 し、就 職 に有 利 な資 格 の取 得 を目 指 すひとり親 家 庭 の
親 に対 し、高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 を貸 し付 け、修 学 を容
易 にするとともに、母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プログラムの策 定 を
受 け、自 立 に向 けて意 欲 的 に取 り組 むひとり親 家 庭 の親 に
対 し、住 宅 支 援 資 金 を貸 し付 け、ひとり親 家 庭 の親 の自
立 の促 進 を図 る。 

330   
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プログラ
ム策 定 事 業  

福 祉 局  
 ひとり親 家 庭 の職 業 的 自 立 を促 進 するため、母 子 ・ 父
子 自 立 支 援 プログラム策 定 員 により、就 業 に結 びつく支 援
を行 う事 業 について、全 区 市 での実 施 を支 援 する。 

331   
ひとり親 家 庭 への総 合 的 な支
援 のための相 談 窓 口 の強 化 事
業  

福 祉 局  
 福 祉 事 務 所 に就 業 支 援 専 門 員 を配 置 し、母 子 ・ 父 子
自 立 支 援 員 やハローワークと連 携 した包 括 的 な就 業 支 援 を
行 う。 

332   
ひとり親 家 庭 ホームヘルプサービ
ス事 業  

福 祉 局  

 ひとり親 家 庭 になって直 後 の生 活 の激 変 や就 職 活 動 等
の理 由 により、家 事 や育 児 等 の日 常 生 活 に支 援 が必 要 な
ひとり親 家 庭 に対 して、ホームヘルパーを派 遣 する市 町 村 を
支 援 する。 

333 ◆ 

ひとり親 家 庭 ホームヘルプサービ
スの利 用 促 進 事 業  
＜ 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村
包 括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  

 ひとり親 家 庭 に家 事 ・ 育 児 サービスを行 うためのホームヘル
パーを派 遣 する「 ひとり親 家 庭 ホームヘルプサービス事 業 」 の
広 報 や、支 援 者 の質 向 上 及 びひとり親 家 庭 への理 解 を深
めるための研 修 を実 施 する区 市 町 村 を支 援 する。 

334   ひとり親 家 庭 就 業 推 進 事 業  福 祉 局  

 ひとり親 の希 望 や適 性 に応 じて、就 業 相 談 、スキルアップ
訓 練 、職 業 紹 介 、マッチング支 援 、アフターフォローに至 るまで
一 貫 して実 施 することで、ひとり親 家 庭 等 の自 立 を支 援 す
る。 

335   都 営 住 宅 の優 先 入 居  
住 宅 政 策 本
部  

 ひとり親 家 庭 の生 活 の場 を確 保 するため、都 営 住 宅 の当
せん倍 率 の優 遇 制 度 、ポイント方 式 による入 居 者 募 集 、母
子 生 活 支 援 施 設 特 別 割 当 等 により、住 宅 を提 供 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

336   公 社 住 宅 への入 居 機 会 確 保  
住 宅 政 策 本
部  

 ひとり親 家 庭 を対 象 に公 社 住 宅 への入 居 機 会 の確 保 の
ため、月 収 基 準 に満 たない場 合 でも児 童 育 成 手 当 等 を合
算 する「 収 入 審 査 の緩 和 」 や、一 定 期 間 、一 部 住 宅 にお
いて家 賃 を割 引 する「 こどもすくすく割 」 を実 施 する。 

337 ◆ 
成 長 産 業 分 野 へのキャリアシフ
ト等 支 援 事 業  

産 業 労 働 局  

＜ ひとり親 向 け就 業 支 援 コース＞  
Ｐ Ｃ やＷ i-F i を無 償 で貸 与 し、ｅ ラーニング等 により、デジタ
ルスキルや柔 軟 な働 き方 が可 能 な業 種 ・ 職 種 のスキルの習
得 及 び就 職 支 援 を一 体 的 に行 うことで、ひとり親 の方 々の
キャリア形 成 や就 職 活 動 を支 援 する。 

338   女 性 しごと応 援 キャラバン 産 業 労 働 局  

 都 内 各 区 市 町 村 において、キャラバン型 のセミナー及 び就
職 相 談 を実 施 するとともに、セミナー等 受 講 後 、ひとり親 の
方 などきめ細 やかな支 援 を望 む女 性 を想 定 し、東 京 しごとセ
ンターにおいてキャリアカウンセリング機 能 を強 化 する。 

339 ◆ 
非 正 規 ・ ひとり親 ・ 困 難 を抱 え
る女 性 等 向 け就 業 自 立 支 援  

産 業 労 働 局  

 経 済 的 困 難 を抱 える女 性 等 にアウトリーチでアプローチし、
就 職 相 談 会 やセミナー等 を通 じて東 京 しごとセンターの就 労
支 援 につなげることで、女 性 の就 職 ・ 正 規 雇 用 化 を後 押 し
する。 

340   
母 子 生 活 支 援 施 設 等 の支 援
力 の向 上  

福 祉 局  

 母 子 生 活 支 援 施 設 における支 援 の核 となる基 幹 的 職
員 を育 成 する。また、母 子 生 活 支 援 施 設 や女 性 自 立 支
援 施 設 の職 員 の研 修 参 加 や施 設 間 研 修 を支 援 し、対 応
力 を強 化 する。 

341   
施 設 に入 所 する子 供 の自 立 支
援 の充 実  

福 祉 局  
 養 育 環 境 により、十 分 な学 習 機 会 が確 保 されていない
小 学 生 から中 学 生 までの児 童 に対 し、標 準 的 学 力 を備 え
させ、退 所 後 の自 立 のための学 習 支 援 の充 実 を図 る。 

342   
母 子 生 活 支 援 施 設 等 の施 設
整 備  

福 祉 局  
 老 朽 化 した母 子 生 活 支 援 施 設 ・ 女 性 自 立 支 援 施 設 に
ついて、利 用 者 の安 全 の確 保 と居 住 環 境 の改 善 を図 るた
め、需 要 動 向 も踏 まえ、施 設 の整 備 を計 画 的 に進 める。 

343   
母 子 緊 急 一 時 保 護 事 業 ＜
子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 ＞  

福 祉 局  
 緊 急 に保 護 の必 要 な母 子 家 庭 等 を一 時 保 護 し、その
安 全 ・ 安 心 を確 保 するため、緊 急 一 時 保 護 事 業 を実 施 す
る。 

344   
児 童 扶 養 手 当 ・ 児 童 育 成 手
当 ・ 母 子 及 び父 子 福 祉 資 金
貸 付  

福 祉 局  

○ひとり親 家 庭 に対 する児 童 扶 養 手 当 の支 給 、児 童 育 成
手 当 の支 給 により、ひとり親 家 庭 を経 済 的 に支 援 する。 
○ひとり親 家 庭 等 に対 し、母 子 及 び父 子 福 祉 資 金 の貸 付
けを実 施 し、ひとり親 家 庭 等 を経 済 的 に支 援 する。事 業 開
始 、事 業 継 続 、修 学 （ 母 子 ・ 父 子 福 祉 資 金 による高 校 ・
大 学 等 への修 学 資 金 貸 付 ） 、技 能 習 得 、修 業 、就 職 支
度 、医 療 介 護 、生 活 、住 宅 、転 宅 、就 学 支 度 、結 婚 の
12 種 類  

345   ひとり親 家 庭 等 医 療 費 助 成   福 祉 局  
 ひとり親 家 庭 等 の経 済 的 負 担 の軽 減 を図 るため、医 療
費 の自 己 負 担 分 の助 成 を行 う区 市 町 村 を支 援 する。 

346   養 育 費 確 保 支 援 事 業  福 祉 局  
 ひとり親 家 庭 の養 育 費 の安 定 した取 得 に向 け、養 育 費
確 保 に係 る事 業 を実 施 する区 市 を支 援 する。 
町 村 部 については、都 が直 接 事 業 を実 施 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

347   女 性 福 祉 資 金 の貸 付  福 祉 局  

 配 偶 者 のいない女 性 に対 し、女 性 福 祉 資 金 の貸 付 を実
施 し、経 済 的 に支 援 する。事 業 開 始 、事 業 継 続 、技 能 習
得 、医 療 介 護 、生 活 、就 職 支 度 、住 宅 、転 宅 、結 婚 、修
学 、就 学 支 度 の１ １ 種 類 。 

348   若 年 被 害 女 性 等 支 援 事 業  福 祉 局  

 様 々な困 難 を抱 えた若 年 女 性 について、公 的 機 関 と民
間 団 体 が密 接 に連 携 し、アウトリーチから居 場 所 の確 保 、
公 的 機 関 や施 設 への「 つなぎ」 を含 めたアプローチを実 施 す
る。 

再 掲    
生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基
づく子 供 の学 習 ・ 生 活 支 援  

福 祉 局   

再 掲    
受 験 生 チャレンジ支 援 貸 付 事
業  

福 祉 局   

再 掲    被 保 護 者 自 立 促 進 事 業  福 祉 局   

再 掲   ベビーシッター利 用 支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    東 京 しごとセンター事 業  産 業 労 働 局   

再 掲    
児 童 養 護 施 設 等 体 制 強 化
事 業  

福 祉 局   

再 掲    自 立 生 活 スタート支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    自 立 援 助 促 進 事 業  福 祉 局   

再 掲    
若 年 夫 婦 ・ 子 育 て世 帯 への入
居 機 会 の確 保  

住 宅 政 策 本
部  

 

再 掲    
住 宅 確 保 要 配 慮 者 に対 する
居 住 支 援 の推 進  

住 宅 政 策 本
部  
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

323   
ひ と り 親 家 庭 等 生 活 向 上 事
業  

福 祉 局  

ひ と り 親 家 庭 生 活 向 上 事 業 の う ち
子 供 の生 活 ・ 学 習 支 援 事 業 又 は生
活 困 窮 者 自 立 支 援 法 に基 づく子 供
の学 習 ・ 生 活 支 援 事 業 について、62
区 市 町 村 で実 施  

１  子 供 の生 活 ・
学 習 支 援 事 業  
24 区 市  
２  ひ と り 親 生 活
支 援 事 業 （ (1)相
談 支 援 事 業 (2)家
計 管 理 ・ 生 活 支
援 講 習 会 等 事 業
(3)学 習 支 援 事 業
(4) 情 報 交 換 事
業 ） （ 5 ） 短 期
施 設 利 用 相 談 支
援 事 業  
  15 区 市  

326   
高 等 学 校 卒 業 程 度 認 定 試
験 合 格 支 援 事 業  

福 祉 局  62 区 市 町 村  
10 区 14 市 13 町
村  

330   
母 子 ・ 父 子 自 立 支 援 プロ グラ
ム策 定 事 業  

福 祉 局  62 区 市 町 村  
21 区 25 市 13 町
村  
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【６ 障害児施策の充実】 

＜障害児を取り巻く状況＞ 

 ○  東 京都 内 には 、令 和５ 年３ 月 末現 在、身体 障害 者 手帳 を持 つ 18 歳 未 満の 子 供が
23,962 人 、知 的障 害 の「 愛の 手帳 」 を持 つ 18 歳未 満の 子 供 が 14,491 人 いま す。 

 
図 表 88 障 害 者 の 手 帳 所 持 者 数 （ 総 数 及 び 18 歳 未 満 ）（ 東 京 都 ： 令 和 ５ 年 ３ 月 末 現 在 ）  

  総数 18 歳未満 構成比 

身体障害者手帳交付数 486,142 23,962 4.9％ 

愛の手帳交付数 100,907 14,491 14.4％ 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 151,603 － － 

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局  年 報 （ 福 祉 ・ 衛 生 行 政 統 計 ）  

（ 注 ） 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 所 持 者 数 に つ い て は 、 18 歳 以 上 、 18 歳 未 満 の 統 計 は な く 、 総 数 の み で あ る 。  

 
 ○  ま た 、全 国調 査に よる と、「知 的 発 達に 遅れ はな い もの の学 習面 又は 行 動面 で著

しい 困 難を 示す 」 と 通常 の 学級 の担 任 等 が回 答 した 児童 ・ 生 徒の 割 合は 、8.8％ と
なっ てい ます 。  

 
図 表 89 学 習 面 や 行 動 面 で 著 し い 困 難 を 示 す 児 童 ・ 生 徒 （ 全 国 ） ＜ 小 学 校 ・ 中 学 校 ＞  

  推定値（95％信頼区間） 

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8%（8.4%〜9.3%） 

学習面で著しい困難を示す 6.5%（6.1%〜6.9%） 

行動面で著しい困難を示す 4.7%（4.4%〜5.0%） 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3%（2.1%〜2.6%） 

 
資 料 ： 文 部 科 学 省 「 通 常 の 学 級 に 在 籍 す る 発 達 障 害 の 可 能 性 の あ る 特 別 な 教 育 的 支 援 を 必 要 と す る 児 童 生 徒 に 関 す る 調 査 」（ 令

和 4 年 ）  

（ 注 ） 調 査 対 象 は 、 全 国 の 公 立 の 小 ・ 中 学 校 の 通 常 の 学 級 に 在 籍 す る 児 童 生 徒 を 母 集 団 と し た 。 標 本 児 童 生 徒 数 53,951 人 （ 小

学 校 ： 35,963 人 、 中 学 校 ： 17,988 人  

   「 学 習 面 で 著 し い 困 難 を 示 す 」 と は 、「 聞 く 」「 話 す 」「 読 む 」「 書 く 」「 計 算 す る 」「 推 論 す る 」 の １ つ あ る い は 複 数 で 著 し

い 困 難 を 示 す 場 合 を 指 し 、 一 方 、「 行 動 面 で 著 し い 困 難 を 示 す 」 と は 、「 不 注 意 」、「 多 動 性 − 衝 動 性 」、 あ る い は 「 対 人 関

係 や こ だ わ り 等 」 に つ い て １ つ か 複 数 で 問 題 を 著 し く 示 す 場 合 を 指 す 。  
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 ○  特 別 支 援 学 校 高 等 部 の 生 徒 の 卒 業 後 の 企 業 就 労 者 数 及 び 就 労 率 に つ い て は 、 令
和５ 年度 は卒 業 した 1,750 人の うち 746 人（ 42.6％ ）が 企業 就労 して いま す 。  

 
図 表 90 特 別 支 援 学 校 高 等 部 の 就 労 実 績  

 
資 料 ： 公 立 学 校 統 計 調 査 報 告 書 「 進 路 状 況 調 査 編 」  

 
 ○  特 別支 援 教育 を受 ける 児童・生徒 数は 増加 傾向 に あり 、こ の 10 年 で 約２ 倍 とな

って いま す。  
 

図 表 91 特 別 支 援 教 育 を 受 け る 児 童 ・ 生 徒 数  

 
資 料 ： 東 京 都 教 育 委 員 会 「 東 京 都 教 育 ビ ジ ョ ン （ 第 5 次 ）」  

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

卒業生総数（人） 1,806 1,884 1,864 1,926 1,897 1,883 1,699 1,703 1,750

企業就労者（人） 744 754 817 854 843 809 703 683 746

就労率 41.2% 40.0% 43.8％ 44.3％ 44.4％ 43.0％ 41.4％ 40.1％ 42.6％

11,879 12,127 12,372 12,528 12,732 12,797 12,861 13,045 13,488 13,978

8,968 9,344 9,719 10,038 10,522 11,092 11,852 12,593 13,418 14,239
10,792 12,096 14,808 18,716

23,208 26,376 29,825 32,589 35,079 35,171
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 ○  医 療的 ケ アが 必要 な児 童・ 生 徒数 は増 加傾 向に あ りま す。  
 

図 表 92 医 療 的 ケ ア 児 童 ・ 生 徒 数  

 
資 料 ： 東 京 都 教 育 委 員 会 「 東 京 都 教 育 ビ ジ ョ ン （ 第 5 次 ）」  

（ 注 ） 都 内 公 立 特 別 支 援 学 校 に 在 籍 す る 医 療 的 ケ ア 児 総 数 （ 各 年 度 ５ 月 １ 日 時 点 ）  ※ Ｒ ２ は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 拡 大 に

よ り 未 調 査  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  障 害児 支 援利 用計 画の 活用 や 、個 別 の計 画の 適切 な 引継 ぎを 行う など に より 、教
育・保育 等と も 連携 を 図り 、乳 幼児 期 から 学 校卒 業ま で一 貫 した 支援 を身 近な 場 所
で提 供す る体 制 の構 築が 重要 です 。  

 ○  障 害 児 及 び そ の 家 族 が 身 近 な 地 域 で 安 心 し て 生 活 し て い く た め に は 、 障 害 児 の
障 害 種 別 や 年 齢 別 等 の ニ ー ズ に 応 じ て き め 細 か な 相 談 対 応 や 療 育 等 の 適 切 な 支 援
を行 う必 要が あ りま す。障 害児 の心 身の 状 況に 応じ た保 健 、医 療 、障 害 福祉 、保育 、
教 育 等 の 各 関 連 分 野 の 支 援 を 受 け る こ と が で き る よ う 、 関 係 者 と 連 携 し て 取 り 組
んで いく こと が 必要 です 。  

 ○  ま た 、障 害児 が障 害児 支援 を 利用 する こと によ り 、地 域の 保育・教育 等の 支援 を
受け られ るよ う にす るこ とで 、障 害 の有 無 に関 わら ず、全 ての 児 童が とも に成 長 で
きる よう 、地域 社会 への 参加 や包 容（イ ンク ルー ジョ ン ）を 推進 する 必要 が あり ま
す。  

 ○  児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー に つ い て は 、 地 域 の 障 害 児 の 健 全 な 発 達 に お い て 中 核 的
な 役 割 を 果 た す 機 関 と し て 位 置 付 け 、 他 の 障 害 児 通 所 支 援 等 を 実 施 す る 事 業 所 と
連携 を図 り、 障 害児 通所 支援 の体 制 整備 を図 るこ とが 重 要で す。  
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 ○  地 域に お ける イン クル ージ ョ ン推 進の 観点 から 、児童 発 達支 援セ ンタ ー には 、保
育 所 や 認 定 こ ど も 園 等 に 対 し 、 障 害 児 及 び 家 族 へ の 専 門 的 支 援 や 助 言 を 行 う 機 能
が求 めら れて お り、こう した 観点 か らも 設置 を進 める 必 要が あり ます 。また 、保育
所等 訪問 支援 等 の活 用に より 、障 害 児通 所 支援 事業 所と 保 育所 等と の連 携・協 力を
深め るこ とで 、 障害 児へ の支 援体 制 を構 築し てい くこ と も必 要で す。  

 ○  医 療技 術 の進 歩等 を背 景と し て、NICU 等 に長 期間 入院 した 後、引 き続 き人 工呼
吸 器 や 胃 ろ う 等 を 使 用 し 、 た ん の 吸 引 や 経 管 栄 養 な ど の 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 児 童
（医 療的 ケア 児 ）が 増 加し てい ます 。こう し た医 療的 ケア 児 が適 切な 支援 を受 け ら
れる よう 、在宅 生活 を支 える サー ビ スの 充実 に積 極的 に 取り 組む 必要 があ り ます。 

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  障 害 児 及 び そ の 保 護 者 が 身 近 な 地 域 で 安 心 し て 生 活 で き る よ う に す る た め 、 一
般 的 な 子 育 て 支 援 施 策 に お い て 障 害 児 の 受 入 れ を 進 め る と と も に 、 子 供 の 成 長 段
階や 、障害 特性 等に 応じ た支 援を し てい きま す 。ま た 、社 会的 自立 を図 るこ と ので
きる 力や 、地 域 の一 員 とし て生 きて い く力 を培 える よう 、一人 ひ とり のニ ーズ に 応
じた 特別 支援 教 育を 推進 しま す。  

 ○  障 害の 有 無に かか わら ず 、地 域で 共に 生活 する「 共生 社会 」を進 める 観点 から 、
保育・教 育等 と 連携 を 図り 、乳 幼児 期 から 学 校卒 業ま で一 貫 した 支援 が提 供さ れ る
体制 整備 に取 り 組み ます 。また 、学校 にお いて は 、乳 幼児 期か ら学 校卒 業後 ま で一
貫性 のあ る支 援 を行 って いく ため 、「 学校 生活 支援 シー ト（個 別 の教 育支 援計 画）」
を作 成し てい ま す。  

 ○  医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 が 個 々 の 医 療 的 ケ ア 児 の 心 身 の 状 況 等 に 応 じ た 適 切
な支 援を 受け ら れる よう にす るた め 、医 療 的ケ ア児 支援 セ ンタ ーを 設置 し、相 談支
援や 情報 提供 を 行う とと もに 、支 援 に関 わる 人材 を養 成 しま す。  

 〇  個 々 の 状 況 に 応 じ た 地 域 生 活 を 支 援 す る た め 、 障 害 児 の 放 課 後 等 支 援 の 充 実 や
難 聴 児 支 援 の た め の 中 核 的 機 能 を 有 す る 体 制 の 構 築 な ど 、 支 援 の 提 供 体 制 の 拡 充
を図 って いき ま す。  
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■障 害児 とそ の 家族 を支 援  

 
 
■「 個別 の教 育 支援 計画 」を 活用 し た一 貫性 のあ る支 援 の充 実  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

349   短 期 入 所 事 業 の充 実  福 祉 局  

 保 護 者 等 の事 情 により一 時 的 に介 護 を行 うことが困 難
になった場 合 など必 要 なときに、障 害 児 （ 者 ） が短 期 間 、
施 設 に入 所 して必 要 な支 援 を受 けられるよう、短 期 入 所 事
業 （ ショートステイ） の充 実 を図 る。 

350   児 童 発 達 支 援  福 祉 局  
 未 就 学 の障 害 のある児 童 を通 所 させて、日 常 生 活 におけ
る基 本 的 な動 作 の指 導 、知 識 技 能 の付 与 、集 団 生 活 へ
の適 応 訓 練 などの支 援 を行 う。 

351   放 課 後 等 デイサービス 福 祉 局  
 就 学 中 の障 害 のある児 童 を通 所 させて、授 業 の終 了 後
又 は休 校 日 に、生 活 能 力 向 上 のための必 要 な訓 練 、社 会
との交 流 促 進 などの支 援 を行 う。 

352   
児 童 発 達 支 援 センターの設 置
促 進  

福 祉 局  
 地 域 における障 害 児 支 援 の中 核 的 施 設 として、児 童 発
達 支 援 センターの設 置 促 進 を図 る。 

353   
児 童 発 達 支 援 センター地 域 支
援 体 制 確 保 事 業  

福 祉 局  
 児 童 発 達 支 援 センターが行 う地 域 支 援 ・ 地 域 連 携 の体
制 確 保 に係 る取 組 を支 援 する。 

354   
障 害 児 の地 域 社 会 への参 加 ・
包 容 （ インクルージョン） を推
進 する体 制  

福 祉 局  

 保 育 所 等 を利 用 中 の障 害 児 又 は今 後 利 用 する予 定 の
障 害 児 に対 し、その安 定 した利 用 を促 進 するため、保 育 所
等 を訪 問 し、集 団 生 活 への適 応 のための専 門 的 な支 援 を
行 う。 

355   
主 に重 症 心 身 障 害 児 を支 援
する児 童 発 達 支 援 事 業 所 の
設 置 促 進  

福 祉 局  
 未 就 学 の重 症 心 身 障 害 児 を通 所 させて、日 常 生 活 にお
ける基 本 的 な動 作 の指 導 、知 識 技 能 の付 与 、集 団 生 活
への適 応 訓 練 などの支 援 を行 う。 

356   
主 に重 症 心 身 障 害 児 を支 援
する放 課 後 等 デイサービスの設
置 促 進  

福 祉 局  
 就 学 中 の重 症 心 身 障 害 児 を通 所 させて、授 業 の終 了
後 又 は休 校 日 に、生 活 能 力 向 上 のための必 要 な訓 練 、社
会 との交 流 促 進 などの支 援 を行 う。 

357   
都 型 放 課 後 等 デイサービス事
業  

福 祉 局  
 都 で定 める基 準 を満 たす事 業 者 に対 し、運 営 等 に要 する
経 費 の一 部 を補 助 し、放 課 後 等 デイサービス事 業 所 の支
援 の質 の向 上 を図 る。 

358   障 害 児 の放 課 後 等 支 援 事 業  福 祉 局  
 医 療 的 ケア児 及 び重 症 心 身 障 害 児 に対 する放 課 後 等
支 援 の充 実 を図 るため、サービス提 供 時 間 の延 長 や専 門 職
の配 置 、送 迎 支 援 等 に取 り組 む区 市 町 村 の支 援 を行 う。 

359   
聴 覚 障 害 児 のための体 制 整
備 事 業  

福 祉 局  
 都 内 の聴 覚 障 害 児 が、早 期 に適 切 な支 援 を受 けられる
ようにするため、関 係 機 関 等 との連 携 強 化 を図 る等 、難 聴
児 支 援 のための中 核 的 機 能 を有 する体 制 を整 備 する。 

360   
児 童 発 達 支 援 事 業 所 等 利
用 支 援 事 業  

福 祉 局  
 第 ２ 子 以 降 の児 童 発 達 支 援 事 業 所 等 自 己 負 担 を無
償 化 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

361   
障 害 児 支 援 に係 る職 員 の養
成 ・ 確 保  

福 祉 局  

○相 談 支 援 従 事 者 研 修  
 必 要 なサービスの総 合 的 かつ計 画 的 な利 用 支 援 等 のた
め、サービス等 利 用 計 画 及 び障 害 児 支 援 利 用 計 画 を作
成 する相 談 支 援 専 門 員 の養 成 及 び資 質 の向 上 を図 る。 
○サービス管 理 責 任 者 等 研 修  
 個 別 支 援 計 画 の作 成 やサービス提 供 プロセスの管 理 等 を
行 うサービス管 理 責 任 者 及 び児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者
の養 成 を行 う。 
○強 度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修  
 強 度 行 動 障 害 を有 する者 （ 児 ） に対 し、適 切 な支 援 を
行 う職 員 や、適 切 な障 害 特 性 の評 価 及 び支 援 計 画 の作
成 ができる職 員 の人 材 育 成 のための研 修 を行 う。 
○介 護 職 員 等 によるたんの吸 引 等 のための研 修 事 業  
 在 宅 や障 害 者 施 設 等 において、適 切 にたんの吸 引 等 の
医 療 的 ケアを行 うことができる介 護 職 員 等 を養 成 する。 

362   
発 達 障 害 児 等 への支 援 の充
実  

福 祉 局  

○発 達 障 害 者 支 援 体 制 整 備 推 進 事 業  
 発 達 障 害 児 （ 者 ） のライフステージに応 じた支 援 体 制 を
充 実 し、支 援 機 関 に従 事 する専 門 的 人 材 の育 成 等 を行 う
ことにより、発 達 障 害 者 支 援 体 制 の整 備 を推 進 し、発 達
障 害 児 （ 者 ） の福 祉 の増 進 を図 る。 
○発 達 障 害 者 支 援 センターの運 営  
 発 達 障 害 児 （ 者 ） 及 びその家 族 に対 する支 援 を総 合
的 に行 う地 域 の拠 点 として、発 達 障 害 に関 する各 般 の問
題 について発 達 障 害 児 （ 者 ） 及 びその家 族 からの相 談 に
応 じ、適 切 な指 導 又 は助 言 を行 うとともに、関 係 施 設 との
連 携 強 化 等 により、発 達 障 害 児 （ 者 ） に対 する地 域 にお
ける総 合 的 な支 援 体 制 の整 備 を推 進 する。 
○ペアレントメンター養 成 ・ 派 遣 事 業  
 子 供 が発 達 障 害 の診 断 を受 けて間 もない親 などに対 し
て、発 達 障 害 児 （ 者 ） の子 育 て経 験 を活 かして相 談 ・ 助
言 を行 うペアレントメンターを養 成 するとともに、ペアレントメン
ター・ コーディネーターを配 置 し、家 族 への適 切 な支 援 に結 び
付 けることで、家 族 支 援 体 制 の整 備 を図 る。 

363   障 害 児 等 療 育 支 援 事 業  福 祉 局  

 在 宅 心 身 障 害 児 （ 者 ） の地 域 生 活 を支 援 するため、
以 下 の事 業 を行 う。 
① 在 宅 支 援 訪 問 療 育 等 指 導 事 業  
 相 談 ・ 指 導 班 を編 成 して、必 要 とする地 域 又 は希 望 する
家 庭 を定 期 的 若 しくは随 時 訪 問 して、在 宅 心 身 障 害 児
（ 者 ） に対 する各 種 相 談 ・ 指 導 を行 う。 
② 在 宅 支 援 外 来 療 育 等 指 導 事 業  
 外 来 の方 法 により、地 域 の心 身 障 害 児 （ 者 ） に対 し、
各 種 相 談 ・ 指 導 を行 う。 
③ 施 設 支 援 一 般 指 導 事 業  
 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 及 び障 害 児 保 育 を行 う保 育
所 等 の職 員 に、療 育 技 術 の指 導 を行 う。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

364   
重 症 心 身 障 害 児 等 在 宅 療
育 支 援 事 業  

福 祉 局  

 NICU 等 の高 度 な医 療 施 設 に入 院 している重 症 心 身 障
害 児 及 び医 療 的 ケア児 が、在 宅 生 活 に円 滑 に移 行 できる
よう訪 問 看 護 等 の早 期 療 育 支 援 を行 うとともに、安 定 した
在 宅 生 活 を継 続 できるよう地 域 の訪 問 看 護 人 材 の育 成
及 び関 係 機 関 の連 携 を図 り、もって重 症 心 身 障 害 児 及 び
医 療 的 ケア児 の在 宅 療 育 体 制 の整 備 の推 進 を図 る。 
 
①重 症 心 身 障 害 児 等 在 宅 療 育 支 援 センターの設 置  
②訪 問 看 護 及 び訪 問 健 康 診 査  
③在 宅 療 育 相 談  
④訪 問 看 護 師 等 育 成 研 修  
⑤在 宅 療 育 支 援 地 域 連 携 会 議 の開 催  

365   
在 宅 レスパイト・ 就 労 等 支 援
事 業  

福 祉 局  

 重 症 心 身 障 害 児 (者 )及 び医 療 的 ケア児 の家 族 の休 養
(レスパイト)や就 労 等 を支 援 するため、家 族 に代 わって一 定
時 間 医 療 的 ケア等 を行 う訪 問 看 護 師 の派 遣 に取 り組 む
区 市 町 村 を支 援 する。 

366   
障 害 者 （ 児 ） ショートステイ事
業 （ 受 入 促 進 員 配 置 ）  

福 祉 局  

 病 床 確 保 事 業 を実 施 する短 期 入 所 事 業 所 に対 して、
受 入 促 進 員 である看 護 師 等 の経 費 を支 援 することで、重
症 心 身 障 害 児 （ 者 ） に加 え、医 療 的 ケア児 （ 者 ） の受
入 れの促 進 を図 る。 

367   
障 害 者 （ 児 ） ショートステイ事
業 （ 病 床 確 保 ）  

福 祉 局  
 短 期 入 所 事 業 所 において、病 床 確 保 することで、特 に医
療 ニーズの高 い重 症 心 身 障 害 児 (者 )に加 え、医 療 的 ケア
児 (者 )の受 入 れの促 進 を図 る。 

368   
障 害 者 （ 児 ） ショートステイ事
業 （ 短 期 入 所 開 設 支 援 ）  

福 祉 局  
 新 規 に医 療 型 短 期 入 所 事 業 所 を開 設 しようとする事 業
者 に対 して、講 習 会 を開 催 する等 の開 設 支 援 を行 う。 

369   
障 害 者 （ 児 ） ショートステイ事
業 （ 医 療 機 器 等 整 備 費 補
助 ）  

福 祉 局  

 新 たに医 療 型 短 期 入 所 事 業 に参 画 する等 、より多 くの
医 療 的 ケア児 等 を受 け入 れるための環 境 を整 備 した場 合
に、必 要 となる医 療 機 器 等 の整 備 費 用 を補 助 することによ
り、医 療 型 短 期 入 所 における医 療 的 ケア児 等 の受 入 れを
促 進 する。 

370   
重 症 心 身 障 害 児 通 所 委 託
（ 受 入 促 進 員 配 置 ）  

福 祉 局  

 都 が指 定 する重 症 心 身 障 害 児 （ 者 ） 通 所 事 業 所 に
おいて、高 い看 護 技 術 を持 った看 護 師 を受 入 促 進 員 として
配 置 し、特 に医 療 ニーズが高 い在 宅 の重 症 心 身 障 害 児
（ 者 ） の積 極 的 な受 入 れの促 進 を図 る。 

371   
重 症 心 身 障 害 児 （ 者 ） 通
所 運 営 費 補 助 事 業  

福 祉 局  
 在 宅 の重 症 心 身 障 害 児 （ 者 ） に日 中 活 動 の場 を提
供 し、通 所 施 設 における適 切 な療 育 環 境 の確 保 を図 る。  

372   
医 療 的 ケア児 に対 する支 援 の
ための体 制 整 備  

福 祉 局  

 関 係 機 関 相 互 の意 見 交 換 等 を行 う協 議 会 の運 営 に加
え、医 療 的 ケア児 等 コーディネーターや看 護 職 員 等 の支 援
人 材 を育 成 するための研 修 を行 うとともに、医 療 的 ケア児
支 援 センターによる相 談 支 援 や情 報 提 供 、区 市 町 村 の取
組 に対 する補 助 を実 施 し、医 療 的 ケア児 に対 する支 援 体
制 を整 備 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

373   
重 症 心 身 障 害 児 施 設 における
看 護 師 確 保 対 策 事 業  

福 祉 局  

 重 症 心 身 障 害 児 施 設 で働 く看 護 師 に対 し、研 修 や資
格 取 得 の機 会 を提 供 するとともに、職 場 勤 務 環 境 改 善 及
び看 護 師 募 集 対 策 の充 実 を図 ることで、看 護 師 の確 保 ・
定 着 に努 め、重 症 心 身 障 害 児 （ 者 ） への支 援 の充 実 を
図 る。 

374   
医 療 的 ケア児 訪 問 看 護 ステー
ション体 制 整 備 事 業  

福 祉 局  
 訪 問 看 護 ステーション向 けに人 材 育 成 研 修 を実 施 し、医
療 的 ケア児 の受 入 経 費 を補 助 することで、医 療 的 ケア児 に
対 応 できる訪 問 看 護 ステーションの受 入 拡 充 を図 る。 

375   
医 療 的 ケア児 ペアレントメンター
事 業  

福 祉 局  

 医 療 的 ケア児 の保 護 者 に対 し、ペアレントメンターが就 労
等 について自 身 の経 験 を基 にノウハウの提 供 や相 談 に応 じる
ことで、医 療 的 ケア児 の保 護 者 の就 労 に向 けた取 組 を支 援
する。 

376   
医 療 的 ケア児 日 中 預 かり支 援
事 業  

福 祉 局  
 医 療 的 ケア児 の日 中 預 かりを行 う事 業 所 に対 し支 援 を
行 うことで、日 中 の預 かり先 を確 保 し、医 療 的 ケア児 の保
護 者 が安 心 して就 労 できる環 境 を整 備 する。 

377   
肢 体 不 自 由 特 別 支 援 学 校 に
おける指 導 体 制 の充 実  

教 育 庁  

 都 立 肢 体 不 自 由 特 別 支 援 学 校 において、医 療 的 ケア
が必 要 な児 童 ・ 生 徒 が増 加 しているため、常 勤 看 護 師 に
加 え、１ ８ 年 度 から非 常 勤 看 護 師 を配 置 している。また、
２ ３ 年 度 から非 常 勤 職 員 （ 学 校 介 護 職 員 ） の配 置 を
進 めており、２ ８ 年 度 までに全 校 への配 置 が完 了 した。これ
により、教 員 の業 務 を見 直 し、役 割 を明 確 にするとともに、
教 員 と学 校 介 護 職 員 等 の専 門 家 とのチームアプローチによる
都 独 自 の指 導 体 制 を整 備 している。 

378   
医 療 的 ケアが必 要 な児 童 ・ 生
徒 の学 習 機 会 の拡 充  
＜ 専 用 通 学 車 両 の運 行 ＞  

教 育 庁  
 肢 体 不 自 由 特 別 支 援 学 校 において、医 療 的 ケア児 の
学 習 の機 会 を拡 充 するため、専 用 の通 学 車 両 を運 行 す
る。 

379   
特 別 支 援 学 校 における障 害 の
特 性 に応 じた指 導 内 容 ・ 方 法
の普 及 ・ 啓 発  

教 育 庁  
 知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 における自 閉 症 教 育 の充 実 を
図 る。 

380 ◆ 
インクルーシブ教 育 システム体 制
の整 備  

教 育 庁  

 障 害 のある子 どもと障 害 のない子 どもが可 能 な限 り共 に
過 ごせるようインクルーシブな教 育 を推 進 し、教 育 的 ニーズに
応 える多 様 な学 びの場 を整 備 するため、区 市 町 村 立 小 ・
中 学 校 において障 害 のある児 童 ・ 生 徒 の日 常 生 活 上 の介
助 や学 習 支 援 等 を行 う「 インクルーシブ教 育 支 援 員 」 の配
置 のための支 援 を行 う。さらに、公 立 小 中 学 校 におけるイン
クルーシブな教 育 の更 なる推 進 の実 効 性 を高 めるために、異
校 種 期 限 付 異 動 により配 置 した都 立 特 別 支 援 学 校 教 員
の専 門 性 の活 用 、環 境 整 備 のための必 要 な支 援 等 を行 う
重 点 地 区 を指 定 するとともに、協 議 会 において事 業 の検 証
等 を行 う。 

381   
特 別 支 援 学 校 におけるキャリア
教 育 ・ 職 業 教 育 の普 及 ・ 啓 発  

教 育 庁  
 知 的 障 害 が中 ・ 重 度 の生 徒 の職 業 能 力 の開 発 ・ 伸 長
に向 けた教 育 内 容 の充 実 を図 るとともに、保 護 者 対 象 のセ
ミナーを実 施 してキャリア教 育 に関 する理 解 ・ 啓 発 を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

382   
知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 にお
ける職 業 教 育 の充 実  

教 育 庁  

 知 的 障 害 が軽 い生 徒 を対 象 として、職 業 的 自 立 に向 け
た専 門 的 な教 育 を行 う高 等 部 就 業 技 術 科 において、今
後 、更 なる教 育 の充 実 を図 る。 
 知 的 障 害 が軽 度 から中 度 の生 徒 を対 象 に、生 徒 の就
労 実 現 に向 けた基 礎 的 な職 業 教 育 を行 う、高 等 部 職 能
開 発 科 の設 置 を拡 充 していく。 

383   
民 間 活 力 との連 携 による就 労
支 援  

教 育 庁  
 特 別 支 援 学 校 高 等 部 生 徒 の企 業 就 労 を促 進 するた
め、現 場 実 習 先 や就 職 先 の開 拓 に関 する情 報 収 集 を委
託 し、その情 報 の活 用 を図 る。 

384   
特 別 支 援 学 校 のセンター的 機
能 の発 揮  

教 育 庁  

 特 別 な支 援 を必 要 とする幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 、保 護 者 並
びに保 育 所 、幼 稚 園 、小 ・ 中 学 校 及 び高 等 学 校 に適 切 に
支 援 するため、特 別 支 援 学 校 は、各 地 域 における特 別 支
援 教 育 のセンターとしての機 能 を発 揮 して、相 談 や情 報 提
供 等 を実 施 する。 

385   
公 立 学 校 における発 達 障 害 教
育 の推 進  

教 育 庁  

 東 京 都 特 別 支 援 教 育 推 進 計 画 （ 第 二 期 ） ・ 第 一 次
実 施 計 画 及 び東 京 都 発 達 障 害 教 育 推 進 計 画 に基 づき、
都 内 全 ての公 立 小 ・ 中 学 校 への特 別 支 援 教 室 の導 入 が
完 了 した（ 小 学 校 は平 成 ３ ０ 年 度 全 校 導 入 完 了 、中
学 校 は令 和 ３ 年 度 全 校 導 入 完 了 ） 。小 ・ 中 学 校 におけ
る特 別 支 援 教 室 の更 なる充 実 のため、巡 回 心 理 士 の派
遣 、都 職 員 による巡 回 指 導 、通 常 学 級 における生 徒 のサ
ポートを行 う支 援 員 配 置 に係 る予 算 補 助 などの支 援 を引 き
続 き実 施 していく。また、都 立 高 校 の生 徒 を対 象 として、土
曜 日 等 に学 校 外 で、民 間 のノウハウを活 用 しながらソーシャ
ルスキルの学 習 等 の特 別 な指 導 ・ 支 援 を行 う「 コミュニケーシ
ョンアシスト講 座 」 を実 施 している。学 校 内 で実 施 する通 級
による指 導 については、平 成 ３ ０ 年 度 から令 和 ２ 年 度 まで
のパイロット校 での実 践 と検 証 結 果 を踏 まえ、令 和 ３ 年 度
から、外 部 人 材 を活 用 した都 独 自 の仕 組 みを導 入 してい
る。 

386   
小 ・ 中 学 校 における特 別 支 援
教 育 の普 及 ・ 啓 発  

教 育 庁  
 主 に読 み書 きに障 害 のある生 徒 の指 導 法 の研 究 ・ 開 発
を行 う。 

387   
高 等 学 校 における特 別 支 援 教
育 の普 及 ・ 啓 発  

教 育 庁  
 都 立 高 等 学 校 に在 籍 している特 別 な支 援 を必 要 とする
生 徒 のために、都 立 高 等 学 校 と都 立 特 別 支 援 学 校 が連
携 して情 報 交 換 や事 例 検 討 を行 う。 

388   
特 別 支 援 教 育 における一 貫 し
た指 導 ・ 支 援 の普 及 ・ 啓 発  

教 育 庁  

 公 立 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 ・ 特 別 支 援 学 校 における特 別 な
支 援 を必 要 とする児 童 ・ 生 徒 の支 援 のため、「 学 校 生 活
支 援 シート（ 個 別 の教 育 支 援 計 画 ） 」 の作 成 と活 用 に関
する普 及 ・ 啓 発 を行 う。 

389   特 別 支 援 教 育 の理 解 ・ 啓 発  教 育 庁  
 副 籍 制 度 の更 なる充 実 を図 るため、特 別 支 援 学 校 や
小 ・ 中 学 校 の教 職 員 、在 籍 する児 童 ・ 生 徒 及 びその保 護
者 に対 する理 解 ・ 啓 発 を積 極 的 に進 める。 
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390   
都 立 特 別 支 援 学 校 における障
害 者 スポーツの推 進  

教 育 庁  

 都 立 特 別 支 援 学 校 における障 害 者 スポーツを取 り入 れた
体 育 的 活 動 の指 導 内 容 ・ 方 法 の研 究 ・ 開 発 及 び、小 ・
中 学 校 との交 流 における障 害 者 スポーツの効 果 や具 体 的
方 策 の普 及 ・ 啓 発 を行 う。 

391 ◆ 
特 別 支 援 学 校 と高 等 学 校 等
の協 働 的 な取 組  

教 育 庁  
 都 立 特 別 支 援 学 校 と都 立 高 等 学 校 等 が協 働 して日 常
的 に共 に学 ぶことができる環 境 の整 備 を検 討  

392 ◆ 
「 インクルーシブな学 び」 プログラ
ム事 業  

教 育 庁  

 都 立 高 校 生 は、社 会 にある様 々なバリアを体 験 的 に理
解 し、多 様 性 を認 め合 える共 生 社 会 づくりの必 要 性 を理
解 することができ、特 別 支 援 学 校 生 は、卒 業 後 も生 涯 を通
じて人 々の心 のつながりや相 互 に理 解 し合 う機 会 を得 る 

393   
特 別 支 援 教 育 を行 う私 立 学
校 への助 成  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 私 立 特 別 支 援 学 校 等 における特 別 支 援 教 育 の振 興 ・
発 展 及 び保 護 者 の負 担 軽 減 を図 るため、その経 費 の一 部
を補 助 する。 

再 掲    子 供 の読 書 活 動 の推 進  教 育 庁   

再 掲   ベビーシッター利 用 支 援 事 業  福 祉 局   
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

349   短 期 入 所 事 業 の充 実  福 祉 局  
令 和 ８ 年 度 までに 140 人 分 の短 期
入 所 整 備  
（ 障 害 者 を含 めた総 数 ）  

事 業 者 数  354
か 所 （ う ち 児 童  
140 か所 ）  
定 員 数  1,361
名 （ う ち 児 童  
689 名 ）  
（ 令 和 6 年 3 月
31 日 現 在 ）  

352   
児 童 発 達 支 援 セ ン ター の 設 置
促 進  

福 祉 局  
令 和 ８ 年 度 までに各 区 市 町 村 に少
なくとも１ か所 以 上 設 置  

40 区 市 町 村 （ 18
区 22 市 ）  
（ 令 和 6 年 4 月
1 日 現 在 ）  

354   
障 害 児 の地 域 社 会 への参 加 ・
包 容 （ イ ン ク ル ー ジ ョ ン ） を 推
進 する体 制  

福 祉 局  
令 和 ８ 年 度 までに 
各 区 市 町 村 において利 用 できる体 制
を構 築  

48 か所 （ 23 区 24
市 1 町 ）  
（ 令 和 6 年 3 月
31 日 現 在 ）  

355   
主 に 重 症 心 身 障 害 児 を 支 援
す る 児 童 発 達 支 援 事 業 所 の
設 置 促 進  

福 祉 局  
令 和 ８ 年 度 までに各 区 市 町 村 に少
なくとも１ か所 以 上 確 保  

36 か所 （ 16 区 20
市 ）  
（ 令 和 6 年 3 月
31 日 現 在 ）  

356   
主 に 重 症 心 身 障 害 児 を 支 援
す る 放 課 後 等 デイ サ ー ビス の 設
置 促 進  

福 祉 局  
令 和 ８ 年 度 までに各 区 市 町 村 に少
なくとも１ か所 以 上 確 保  

41 か所 （ 21 区 20
市 ）  
（ 令 和 6 年 3 月
31 日 現 在 ）  

359   
聴 覚 障 害 児 の た め の 体 制 整
備 事 業  

福 祉 局  都 において体 制 を確 保  

R6.2 難 聴 児 の 早
期 支 援 及 び 関 係
機 関 連 携 強 化 協
議 会  
R6.3 東 京 都 難
聴 児 相 談 支 援 セ
ンター開 設  
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【７ 慢性的な疾病を抱える児童の自立支援】 

＜慢性疾患を抱える児童を取り巻く状況＞ 

 ○  小 児慢 性 特定 疾病 医療 受給 者 証数 は、令 和 ４年 時点 で 115,000 人 とな っ てお り 、
国内 の全 ての 当 該年 齢人 口の 約 0.6％と な って いま す。  

 
図 表 93 小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療 受 給 者 証 数 （ 令 和 4 年 ）（ 全 国 ）  

  単 位  合 計  0〜 5 歳  6〜 11 歳  12〜 14 歳  15〜 17 歳  18〜 19 歳  

全 体  人  20,014,964 5,185,467 6,094,133 3,223,037 3,235,989 2,276,338 

対 象 児 童  人  115,000 21,557 34,674 20,709 23,162 14,898 

比 率  % 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7 

資 料 ： 総 務 省 統 計 局 「 人 口 推 計 」（ 各 年 10 月 1 日 ）、 厚 生 労 働 省 「 衛 生 行 政 報 告 例 （ 令 和 4 年 ）」  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  慢 性 疾 患 を 抱 え る 子 供 と そ の 家 族 へ の 公 的 支 援 策 と し て 、 昭 和 ４ ９ 年 度 に 医 療
費の 自己 負担 部 分を 補助 する 小児 慢 性特 定疾 患治 療研 究 事業 を開 始し まし た 。  

 ○  平 成１ ７ 年度 に児 童福 祉法 に 根拠 を持 つ事 業と し て法 制化 され まし た 。  
 ○  小 児慢 性 特定 疾病 対策 の充 実 を図 るた め、平成 ２ ６年 ５ 月、公平 かつ 安 定的 な 医

療 費 助 成 の 制 度 の 確 立 及 び 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 の 自 立 を 支 援 す る た め の 事 業
を児 童福 祉法 に 位置 付け られ まし た 。  

 ○  慢 性 的 な 疾 病 に か か っ て い る た め 、 学 校 生 活 で の 教 育 や 社 会 性 の 涵 養 に 遅 れ が
見ら れ、 自立 を 阻害 され てい る児 童 等が いま す。  

＜取組の方向性＞ 

 ○  相 談支 援 の充 実や 、自 立支 援 員の 配 置等 によ り、疾 患を 抱 える 児童 の自 立 に向 け
た支 援の 充実 を 図り ます 。また 、地域 の関 係機 関と も連 携 し、対象 者の ニー ズ に応
じた 支援 を実 施 して いき ます 。  

 ○  小 児 期 か ら 成 人 期 へ の 移 行 期 に あ る 小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 へ の 適 切 な 医 療 の
提供 に関 する 課 題を 解消 する ため 、医療 従 事者 間の 連携 な ど支 援体 制の 整備 や 、患
者や 家族 の自 律 （自 立） 支援 を実 施 しま す。  
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■大 人に なっ て いく あな たへ  

 

＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

394   
小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等
自 立 支 援 事 業  

福 祉 局  

 慢 性 的 な疾 病 にかかっていることにより、長 期 にわたり療
養 を必 要 とする児 童 等 の健 全 育 成 及 び自 立 促 進 を図 るた
め、児 童 及 びその家 族 からの相 談 に応 じ、必 要 な情 報 の提
供 及 び助 言 を行 うとともに、関 係 機 関 との連 絡 調 整 等 を
行 う。 

395   
移 行 期 医 療 支 援 体 制 整 備
事 業  

福 祉 局  

 小 児 期 から成 人 期 への移 行 期 にある小 児 慢 性 特 定 疾
病 児 童 等 への適 切 な医 療 の提 供 に関 する課 題 を解 消 する
ため、小 児 期 及 び成 人 期 をそれぞれ担 当 する医 療 従 事 者
間 の連 携 など支 援 体 制 の整 備 や、自 身 の疾 病 等 の理 解
を深 めるなどの自 律 （ 自 立 ） 支 援 の実 施 により、移 行 期
医 療 支 援 体 制 の整 備 を目 的 とする。 

396 ◆ 
若 年 がん患 者 在 宅 療 養 支 援
事 業  

保 健 医 療 局  
 若 年 がん患 者 の療 養 生 活 の充 実 を図 るため、介 護 保 険
制 度 の対 象 とならない 40 歳 未 満 のがん患 者 に対 し、在 宅
サービス等 の費 用 を助 成 する区 市 町 村 を支 援 する。 
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【８ 外国につながる子供等への支援】 

＜外国につながる児童を取り巻く状況＞ 

 ○  外 国人 の 年少 人口 の推 移を み ると 、令和 ２年 まで 増 加し た後 、令 和４ 年 まで 減 少
しま した が、 令 和６ 年は 54,750 人 と２ 年 続け て増 加し て いま す。  

 
図 表 94 外 国 人 の 年 少 人 口 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 総 務 局 「 住 民 基 本 台 帳 に よ る 東 京 都 の 世 帯 と 人 口 」（ 各 年 １ 月 １ 日 現 在 ）  
 

＜現状と課題＞ 

 ○  外 国 に つ な が る 子 供 た ち が 安 心 し て 学 校 に 通 う た め に は 、 一 人 一 人 の 状 況 に 応
じた 支援 が必 要 です 。  

 ○  外 国 に つ な が る 子 供 が 抱 え る 悩 み は 様 々 で あ り 、 学 校 の 内 外 で 多 面 的 な サ ポ ー
トが 必要 です 。  

 〇  地 域に お いて は、国 際交 流協 会等 の団 体が 、日本 語教 室、相 談対 応や 交流 の機 会
の提 供等 を行 っ てい ます 。  

 〇  多 く の 関 係 機 関 と さ ら に 連 携 を 図 り な が ら 、 外 国 に つ な が る 子 供 を 支 援 し て い
くこ とが 必要 で す。  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  海 外か ら 帰国 した 子供 、外 国 人の 子 供、両親 が国 際 結婚 の 子供 等の 外国 に つな が
る 子 供 が 増 え て い る こ と を 踏 ま え 、 一 人 ひ と り の 実 情 に 寄 り 添 っ た 多 面 的 な 支 援
を実 施す ると と もに 、保護 者等 が教 育・保 育 施設 等を 円滑 に 利用 でき るよ う支 援 し
ます 。  

 ○  学 習 の 基 礎 と な る 初 期 日 本 語 の 早 期 習 得 に 向 け た 取 組 を 実 施 す る 区 市 町 村 を 支
援し ます 。  

 ○  仮 想空 間 上の 学び の場 を開 発 など 、多様 な学 習機 会 を創 出し 、日 本語 学 習を 支 援
しま す。  

 ○  児 童・生 徒用 教 材や 教職 員向 け ガイ ドラ イン の作 成 、教 員 向け ハン ドブ ッ クの 改
定、 教員 向け 研 修の 実施 等に より 、 日本 語指 導の 質的 向 上を 図り ます 。  

 ○  都 立 高 校 に お け る 外 部 人 材 の 活 用 に よ る 日 本 語 指 導 や 相 談 対 応 の 充 実 を 図 り ま
す。  

 ○  母 語が 日 本語 では ない 保護 者 が、子育 てや 教育 に 関す る情 報を 取得 し 、教 育・保
育 施 設 等 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う 、 多 言 語 に 対 応 す る 相 談 窓 口 を 設 置 す る 区 市 町
村を 支援 しま す 。  

 ○  困 り 事 を 抱 え る 子 供 や 家 族 を 適 切 な 窓 口 に つ な げ る よ う 、 や さ し い 日 本 語 を 含
む 15 言 語で 対 応す る 「東 京都 多言 語 相談 ナビ 」を 運営 し ます 。  

 ○  日 本 語 を 母 語 と し な い 子 供 等 や 保 護 者 の 困 り ご と や 悩 み に 寄 り 添 い 、 適 切 な 情
報や 支援 につ な ぐ「 多 文化 キッ ズコ ー ディ ネー ター 」を 配 置す る 区市 町村 を支 援 し
ます 。  

 ○  SNS を 活 用し た相 談環 境を 整 備し ます 。  
 ○  日 本語 を 母語 とし ない 子供 が 集い 、交流 す る地 域の 居 場所 とし て、学習・相談・

交流 等の 機能 を 一体 的に 備え た「 多 文化 キ ッズ サロ ン」を 設置 す る区 市町 村を 支 援
しま す。  

 ○  区 市 町 村 等 の 地 域 に お け る 日 本 語 教 育 の 取 組 を 支 援 す る と と も に 、 都 内 公 立 学
校に おけ るア セ スメ ント の導 入や 日 本語 指導 を充 実し て いき ます 。  

 ○  都 立高 校 にお いて 新た に「ダ イバ ーシ ティ 推進 校 」を 指定 し 、日 本語 指導 が必 要
な生 徒支 援の 拠 点校 とし ます 。ま た、日 本 人と 外国 籍の 生 徒が とも に学 ぶ環 境 の特
徴を 生か し、 ダ イバ ーシ ティ 教育 を 推進 しま す。  
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＜計画事業＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

397   多 文 化 キッズサロン設 置 支 援  
子 供 政 策 連
携 室  

 「 学 習 」 「 相 談 」 「 交 流 」 等 の機 能 を一 体 的 に備 え、子
供 目 線 の地 域 の居 場 所 として、「 多 文 化 キッズサロン」 を設
置 する区 市 町 村 に対 し、その経 費 の一 部 を補 助 する。 

398   
日 本 語 を母 語 としない子 どもへ
の支 援  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 区 市 町 村 が、日 本 語 を母 語 としない子 ども等 とその保 護
者 の様 々な困 りごと（ 学 校 や生 活 全 般 の悩 み等 ） に寄 り
添 う「 多 文 化 キッズコーディネーター」 を配 置 する取 組 に対 して
補 助 を行 う。また、東 京 都 つながり創 生 財 団 は、専 門 家 で
構 成 されるスーパーバイザーチームと連 携 するなどして、各 地 域
の「 多 文 化 キッズコーディネーター」 をサポートする。 

399 ◆ 地 域 日 本 語 教 育 推 進 事 業  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 区 市 町 村 等 の地 域 における日 本 語 教 育 の取 組 に対 して
補 助 を行 う。また、東 京 都 つながり創 生 財 団 は区 市 町 村
等 に出 向 き、各 地 域 の「 地 域 日 本 語 教 育 コーディネーター」
と連 携 して地 域 日 本 語 教 育 の体 制 づくりを推 進 する。 

400 ◆ 
「 日 本 語 指 導 推 進 ガイドライ
ン」 の作 成 及 び活 用 促 進  

教 育 庁  

 日 本 語 指 導 推 進 校 の指 定 や講 習 会 ・ 連 絡 会 の実 施
等 により、全 教 職 員 向 け指 導 資 料 「 日 本 語 指 導 推 進 ガイ
ドライン」 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 東 京 都 教 育 委 員 会 作 成 ） に
基 づいた日 本 語 指 導 の取 組 を広 く周 知 し、都 内 公 立 学 校
の日 本 語 指 導 の充 実 を図 る。 

401 ◆ 日 本 語 能 力 測 定 の支 援  教 育 庁  

 児 童 ・ 生 徒 の日 本 語 の能 力 等 を対 話 を通 して測 定 する
「 対 話 型 アセスメント」 を小 ・ 中 学 校 で実 施 するため、都 が
人 材 育 成 等 により、区 市 町 村 での導 入 を支 援 する。 
 また、都 立 高 校 の生 徒 を対 象 に、オンラインテストによって
日 本 語 能 力 を測 定 するアセスメントを導 入 する。 

402 ◆ 春 期 ・ 土 曜 日 本 語 講 座  教 育 庁  
 日 本 語 の能 力 が入 門 ・ 初 級 レベルの都 立 高 校 新 入 生
を対 象 に、春 期 ・ 土 曜 に集 中 して日 本 語 を学 習 することが
できる日 本 語 講 座 を実 施 する。 

403 ◆ ダイバーシティ推 進 校  教 育 庁  

 在 京 外 国 人 等 対 象 の入 試 実 施 校 のうち、新 設 する４
校 を「 ダイバーシティ推 進 校 」 として指 定 し、日 本 語 指 導 が
必 要 な生 徒 支 援 の拠 点 校 とします。また、日 本 人 と外 国
籍 の生 徒 がともに学 ぶ環 境 の特 徴 を生 かし、ダイバーシティ
教 育 を推 進 します。 

再 掲    利 用 者 支 援 事 業  福 祉 局   

再 掲    
保 育 サービス推 進 事 業 及 び保
育 力 強 化 事 業  

福 祉 局   

再 掲    保 育 体 制 強 化 事 業  福 祉 局   

再 掲    
バーチャル・ ラーニング・ プラットフ
ォームの開 発  

教 育 庁   

  



238 
 

コラ ム  
 

後日 更新  
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【目標６】 

次代を担う子供たちを健やかに育む基盤の整備 
 
 
 

     １  家庭生活と仕事との両立の実現 

     ２ 子供を犯罪等の被害から守るための活動の推進 

     ３ 子供の安全を確保するための取組の推進 

     ４ 良質な住宅と居住環境の確保 

     ５ 安心して外出できる環境の整備 

     ６ 子供・子育てを応援する機運の醸成 

 
 働 きな がら 子 育て をし てい くた め には 、ラ イ フ・ワ ーク・バ ラン スの 実現 に 向け た取
組が 不可 欠で す 。そ のた め 、性 別に か か わら ず 、育 業し や す い職 場環 境づ く りや 、仕事
と 子 育 て を 両 立 で き る 雇 用 環 境 の 整 備 を 行 う と と も に 、 働 き 方 の 見 直 し に 向 け た 普 及
啓発 等が 必要 で す。  
 ま た 、子 育て 世帯 が安 心し て暮 ら せる 住環 境の 確保 や 、交 通事 故 、家 庭内 等で の不 慮
の事 故等 を防 ぐ ため の取 組も 必要 で す。  
 さ らに 、身 近 な地 域 のま ちづ くり や 政策 を子 供の 目線 に 立っ て進 める とと も に、様 々
な主 体と 連携 す るこ とで 、社 会全 体 で子 供・子 育て を応 援 して い く機 運を 醸成 す る取 組
が必 要で す。  
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【１ 家庭生活と仕事との両立の実現】 

＜家庭を取り巻く状況＞ 

 ○  最 年少 の 子供 が就 学前（ ６歳 未満 ）の家 庭に おけ る 共働 き率 は 、年 々増 加傾 向に
あり 、令 和２ 年 では 、全国 で 61.9％、東 京 都で は、63.1％ とな って いま す。こ れま
で、東 京都 の共 働き 率は 、全国 値よ り低 い状 況が 続い て きま した が 、令 和２ 年は 全
国値 より 高く な って いま す。  

 
図 表 95 最 年 少 の 子 供 が 就 学 前 の 家 庭 に お け る 共 働 き 率 （ 全 国 ・ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 総 務 省 「 国 勢 調 査 」（ 令 和 ２ 年 ）  
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 ○  近 年 、女 性 の 有業 率は 増加 傾 向に あり ます 。また 、結 婚・出産 期に 当た る 年 代で
有業 率は 一旦 低 下し 、子 育て が落 ち 着い た時 期に 再び 上 昇す る M 字 カー ブは 緩 や
かに なっ てい ま す。  

 ○  一 方で 、女 性の 正規 雇用 比率 は 20 代 後半 をピ ーク に 右肩 下が りの「L 字カ ーブ 」
の傾 向が あり 、出産 な どで 退職 する と 、再 就 職の 際に は非 正 規雇 用と なる 割合 が 高
いと 推測 され ま す。  

図 表 96 年 齢 別  女 性 有 業 率 の 推 移  

 
資 料 ： 東 京 都 総 務 局 「 都 民 の 就 業 構 造 」  

図 表 97 女 性 の 正 規 雇 用 比 率  

 

資 料 ： 東 京 都 「 東 京 の 労 働 力 （ 労 働 力 調 査 結 果 ） 令 和 ５ 年 平 均 」 を 基 に 作 成   
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 ○  「以 前は 働 いて いた 」と回 答し た 母親 に 、仕 事を 辞め た 理由 を聞 いた とこ ろ、「 育
児に 専念 した か った ため 」の 割合 が 31.0％と 最も 高く 、 次い で「 結婚 のた め 」が
21.1％ とな って いま すが 、と もに 前 回よ り減 少し てい ま す。  

 
図 表 98 仕 事 を 辞 め た 理 由 （ 東 京 都 ）（ 母 親 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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（育児休業、短時間勤務等）が整っていなかったから

仕事と子育てを両立することについて、

職場の理解が得られなかったから

仕事を続けることの意義を感じなかったから

会社倒産や人事整理など会社の都合から

その他

無回答
R4 母（n=617）
H29 母（n=1179）

母
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 ○  就 学 前 の 児 童 が い る 世 帯 に お け る 、 現 在 就 労 し て い な い 母 親 の 今 後 の 就 労 希 望
をみ ると 、「い ず れ働 きた い」の割 合が 増 加す ると とも に「 今 後も 働く つも り はな
い」 の割 合が 減 少し てお り、 就労 希 望が 増加 して いる こ とが うか がえ ます 。  

 
図 表 99 今 後 の 就 労 希 望 （ 現 在 働 い て い な い 母 親 ）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 平 成 29 年 度 、 令 和 ４ 年 度 ）  
 
 ○  今 後の 就 労希 望に つい て、「 今す ぐ にで も働 きた い」又 は「い ずれ 働 きた い 」と

回答 した 母親（537 人 ）に、ど のよ うな 条件 が満 たさ れれ ば 働く こと がで きる と 思
うか 尋ね たと こ ろ、「 短い 時間 でも 働 ける 職場 があ れば 」が 62.8％ と最 も高 く 、次
いで「 希望 する 労 働条 件で あれ ば 」が 43.2％ 、「 子育 て に手 がか か らな くな った ら 」
が 39.9%とな って い ます 。  

 
図 表 100 就 労 す る た め の 条 件 （ ３ つ 以 内 の 複 数 回 答 ）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）   

14.0 

12.0 

13.7 

10.2 

70.4 

73.8 

69.6 

69.3 

11.5 

11.2 

13.9 

18.6 

4.1 

2.9 

2.8 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4年度（636人）

平成29年度（1,223人）

平成24年度（1,757人）

平成19年度（2,077人）

今すぐにでも働きたい いずれ働きたい 今後も働くつもりはない 無回答

62.8 
43.2 

39.9 
30.9 

15.8 
13.0 

10.6 
10.2 
10.2 

8.6 
0.7 

4.1 

0 20 40 60 80

短い時間でも働ける職場があれば
希望する労働条件であれば

子育てに手がかからなくなったら
家に近い職場があれば

子供をどこかに預けられたら
自分の能力を活かせる職場があれば

末子が小学校に入学したら
末子が幼稚園に入園したら

テレワークが出来れば
家族の理解が得られれば

以前の勤務先に再雇用制度が導入されれば
その他

（%）
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 ○  ６ 歳未 満 の子 供の いる 家庭 に おけ る１ 日の 家事・育児 時間（ 週全 体平 均 ）に つい
て夫 婦で 比較 す ると 、妻 の 家事・育児 時間 の平 均は 、全国 で 410 分 、東京 都で 443
分に 上り ます 。それ に対 し、夫の 家 事・育児 時間 の平 均 は、全国 で 94 分 、東京 都
で 95 分 です 。  

 
図 表 101 １ 日 の 夫 婦 の 家 事 ・ 育 児 時 間 （ ６ 歳 未 満 の 子 供 の い る 家 庭 ）（ 週 全 体 平 均 ）  

 
資 料 ： 総 務 省 統 計 局 「 令 和 ３ 年 社 会 生 活 基 本 調 査 」  
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 ○  東 京都 内 にお ける 夫婦 の家 事・育 児分 担の 割合 に つい ては、妻：夫が ５：５（夫
の回 答）、６：４（妻 の回 答 ）を 理想 とす る割 合が 高い の に対 して 、現実 は妻：夫
が８ ：２ 、9：1 の 割 合が 高く なっ て いま す。  

 
図 表 102 夫 婦 の 家 事 ・ 育 児 分 担 の 割 合 （ 理 想 と 現 実 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 令 和 ４ 年 度 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」  
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 ○  就 学前 の 子供 を持 ち、 就業 し てい る親 の帰 宅時 間 をみ ると 、22 時 以降 に 帰 宅す
る父 親の 割合 は、平成 29 年度 に比 べて 減 少 し、令 和 ４年 は２ 割を 下回 って いま す 。
また、18 時よ り前 に 帰宅 する 母親 の 割合 は約 45％で、平 成 29 年よ り若 干で す が、
帰宅 時間 の遅 い 母親 の割 合が 高く な って いま す。  

 
図 表 103 帰 宅 時 間  

 

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 令 和 ４ 年 度 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」  
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午前6時〜11時59分 自宅就労 無回答

母
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 ○  育 児・介 護休 業法 には 、１歳 に満 たな い子 を養 育 する 労働 者は 、その 事業 主に 申
し出 るこ とに よ り、育児 休業 をす る こと がで きる と定 め られ てい ます 。また 、平成
29 年 10 月 から 、 保 育所 に入 れな い 場合 など は、 ２歳 ま で育 児休 業取 得を 可 能と
する 法改 正が さ れま した 。  

 ○  東 京 都 で は 、 ほ と ん ど の 企 業 が 育 児 休 業 規 定 を 設 け て お り 、 取 得 可 能 期 間 は 育
児・ 介護 休業 法 に則 った 「原 則は １ 歳だ が一 定の 場合 は ２歳 」の 企業 が約 5 割 を
占め てい ます 。 しか しな がら 、女 性 の育 児休 業取 得率 が 、令 和５ 年度 に は 92.9％
であ るの に対 し て、 男性 の取 得率 は 38.9％と 、以 前よ り 上昇 して はい るも の の、
依然 とし て低 い 状況 です 。  

 
図 表 104 育 児 休 業 の 取 得 可 能 期 間  

 
資 料 ： 東 京 都 産 業 労 働 局 「 東 京 都 男 女 雇 用 平 等 参 画 状 況 調 査 」（ 令 和 ５ 年 ）  
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0.0 

1.6 

3.6 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1000人以上
（n＝135）

500〜999人
（n=72）
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（n=69）
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（n=189）

30〜99人
（n=140）
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（n=622）
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育児休業の規定なし 無回答
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図 表 105 育 児 休 業 取 得 率 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 産 業 労 働 局 「 東 京 都 男 女 雇 用 平 等 参 画 状 況 調 査 」（ 令 和 ５ 年 ）  

（ 注 ） 平 成 24 年 度 は デ ー タ な し  
 
 ○  育 児 休 業 取 得 者 及 び 申 し 出 た 従 業 員 が い る 事 業 所 に 対 し 、 育 児 休 業 取 得 期 間 は

どの くら いか 尋 ねた とこ ろ 、男 性で は「 １か 月〜 ３か 月 未満」（32.4％ ）が 最も 多
く 、次 いで「 ３ か月 〜６ か月 未満 」（14.4％ ）と なっ てい ま す 。女性 では「 ６ か月
〜１ 年未 満」（34.0％）が最 も多 く、次 いで「 1 年 を超 え 1 年 6 か 月未 満」（22.6％）、
「１ 年」（21.2％） と なっ てい ます 。  

 
図 表 106 育 児 休 業 の 取 得 期 間 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 産 業 労 働 局 「 東 京 都 男 女 雇 用 平 等 参 画 状 況 調 査 」（ 令 和 5 年 ）  
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 ○  育 児休 業 を取 得し なか った 理 由に つい ては 、男 性 は「 取 る必 要が なか っ たか ら」、
女性 は「そ の 当時、就労 して いな か った から」の割 合 が高 く なっ てい ます が、「 勤
務先 で制 度が 整 って いな い（い なか っ た ）から」、「職 場全 体 と して 、取り づら い 雰
囲気 だか ら」、「 自分 が 休む と家 計が 苦 しく なる から 」と い った 理 由で 取得 でき な か
った 人も いま す 。  

図 表 107 育 児 休 業 を 取 得 し な か っ た 理 由 （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 4 年 ）  

 
 ○  育 児・介 護休 業法 には 、小学 校就 学前（ 令和 ７年 ４月 １日 から は小 学 校３ 年生 修

了ま で ）の 子を 養 育 する 労働 者が 、子 供 の看 護等 のた め に 、申請 によ り 、子 １ 人の
場合 １年 に５ 日 まで 、２ 人以 上の 場合 １ 年に 10 日ま で 休暇 を 取得 する こと が でき
る看 護休 暇制 度 が定 めら れて いま す 。  

 ○  し かし な がら 、法改 正前 であ っ た調 査時 点に おい て 、看 護 休暇 制度 の認 知 度を み
ると 「知 らな い」（44.5%） が「 知っ てい た 」（54.9%）を やや 下 回っ てい ます 。  

図 表 108 看 護 休 暇 制 度 の 認 知 度 （ n=1,133）（ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 産 業 労 働 局 「 東 京 都 男 女 雇 用 平 等 参 画 状 況 調 査 」（ 令 和 ５ 年 ）  
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その当時、就労していなかったから 取る必要がなかったから その他

無回答
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知っていた 知らない 無回答
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＜現状と課題＞ 

 ○  近 年 、共 働き や女 性の 有業 率 が増 加傾 向で あり 、出産 、育児 と仕 事を 両 立さ せて
いく ため には 、法定 の 休暇 制度 や企 業 独自 の支 援制 度を 整 備す るこ とに 加え 、制度
の対 象と なる 従 業員 が積 極的 に活 用 でき るよ うな 職場 の 環境 整備 が重 要で す 。  

 ○  ラ イフ・ワー ク・バ ラン スの 実現 に向 けて 、多様 な働 き方 や両 立支 援 制度 とい っ
た「仕 組み 」を作 る だけ では 不十 分 であ り、「仕 組み 」を 作る 企業 と「仕 組み 」を
使う 従業 員の 双 方が 意識 改革 を進 め てい くこ とが 必要 で す。  

 ○  家 事・育 児に つい ては 多く を 女性 が担 って いる 実 態が あり 、男性 の家 事・育 児を
促 進 し 女 性 の 家 事 ・ 育 児 時 間 の 減 少 、 社 会 へ の 参 画 時 間 の 創 出 に つ な げ る た め に
は 、 多 様 な 働 き 方 の 実 現 や 長 時 間 労 働 の 是 正 に よ り 男 性 が 育 業 を 当 た り 前 に す る
気運 を醸 成す る とと もに 、男 性が 主 体的 に 家事・育 児を 行 える よ うに なる こと が 重
要で す。  

 ○  男 性 が 家 事 ・ 育 児 に 主 体 的 に 取 り 組 む よ う に な り 、 女 性 の 負 担 が 軽 く な る こ と
で、女性 が社 会 に参 画 しや すく なり ま す。男 性に とっ ても 生 活の 充実 につ なが り 、
生 涯 に わ た る 豊 か な 人 生 に つ な が る と 考 え ら れ ま す 。 企 業 に と っ て も 時 間 効 率 や
生産 性を 意識 し た働 き方 が実 践さ れ るこ とは 大き なメ リ ット があ ると 言え ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  ラ イフ・ワ ー ク・バ ラン スを 推 進す る 中小 企業 及び そ の従 業員 を支 援す る とと も
に、 結婚 や出 産 等で 離職 した 女性 の 再就 職を 支援 しま す 。  

 ○  企 業 や NPO 団 体な ど、ま た 性別 や 年齢 にか かわ ら ず、多様 な対 象に 向 けて 、ラ
イフ・ワー ク・バラ ン スの 意識 啓発 を 推進 しま す 。企 業経 営 者 等に 対し ては 、セ ミ
ナー や普 及啓 発 資料 の発 行に より 意 識改 革を 促し ます 。また 、男性 の家 事・育 児を
促進 する ため 、子 育 て中 の夫 婦、プレ パ パ・プ レマ マ、経営 者・管 理職 、若 者か ら
シニ アま であ ら ゆる 方々 に向 け役 立 つ情 報を 発信 する 等 、家 事・育 児に 対す る 社会
全体 のマ イン ド チェ ンジ を促 しま す 。  

 ○  育 児は「休 み」では なく「 未 来を 育 む大 切な 仕事 」と 考 える 育児 休業 の 愛称「育
業」の 理念 を広 く普 及さ せ 、多 様な 主体 によ る取 組を 後 押し する こと で 、男 女問 わ
ず望 む人 誰も が「育 業」で きる 社会 の気 運を 醸成 しま す 。夫 婦で 協力 して 育 児が で
き、 親子 時間 を 大切 にし た多 様な 働 き方 を推 進し てい き ます 。  

 ○  男 女と も に育 児な どの ライ フ イベ ント が訪 れた 際 に、「 育業」し やす く、家 庭と
仕事 を両 立で き る職 場環 境の 整備 や 、男 性 の家 事・育児 を 促進 す るた めの 普及 啓 発
を、 より 一層 推 進し てい きま す。  
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■育 業ロ ゴマ ー ク  

 
＜ロ ゴマ ーク の コン セプ ト＞  
 衝 撃吸 収力 に 優れ 、多 方に 力を 分 散で きる ハニ カム 構 造を モチ ーフ とし て 、  
  ・育 業で き る強 固で 柔軟 な基 盤 を持 った 社会 や組 織  
  ・育 業で 職 場を 抜け ても 、赤 ち ゃん を守 るよ うに 周 りの チー ムが 形を 保 つこ とで

育業 を全 体で 支 える 世の 中  
  ・中 心の 形 が保 たれ るこ とで 、 安心 して 育業 から 復 帰で きる 様子  
 を 表現 して い ます 。  
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

404   
家 庭 と仕 事 の両 立 支 援 推 進
事 業  

産 業 労 働 局  

 家 庭 と仕 事 の両 立 推 進 に向 けて、両 立 支 援 ポータルサイト
において、育 児 ・ 介 護 、病 気 治 療 ・ 不 妊 治 療 等 と仕 事 の両
立 支 援 の情 報 を掲 載 し総 合 的 に提 供 する。 
 介 護 離 職 の防 止 に向 けて、介 護 と仕 事 の両 立 推 進 シンポ
ジウムにより、企 業 経 営 者 、従 業 員 に対 し普 及 啓 発 する。 

405   
働 きやすい職 場 環 境 づくり推
進 事 業  

産 業 労 働 局  

 育 児 ・ 介 護 や病 気 治 療 と仕 事 の両 立 や、非 正 規 雇 用 労
働 者 の処 遇 改 善 など働 きやすい職 場 環 境 づくりに取 り組 む
中 小 企 業 等 を支 援 するため、研 修 会 、奨 励 金 の支 給 、専
門 家 派 遣 を行 う。 

406   子 育 て・ 介 護 支 援 融 資  産 業 労 働 局  

 中 小 企 業 従 業 員 の生 活 の安 定 に資 するため、子 育 て費
用 （ 教 育 費 ・ 医 療 費 ・ 保 育 サービス費 など） や介 護 費 用
（ 医 療 費 ・ 介 護 サービス費 など） 及 び育 児 ・ 介 護 休 業 期
間 中 の生 活 資 金 を低 利 かつ保 証 料 全 額 都 負 担 で融 資 す
る。 

407   女 性 再 就 職 支 援 事 業  産 業 労 働 局  

○東 京 しごとセンター（ 飯 田 橋 ） 内 に「 女 性 しごと応 援 テラ
ス」 を設 置 し、家 庭 と両 立 しながら仕 事 に就 きたいと考 えてい
る女 性 などを対 象 に、専 任 の就 職 支 援 アドバイザーによるキャ
リアカウンセリングや求 人 情 報 の提 供 、職 業 紹 介 などにより就
職 まで一 貫 したきめ細 かい総 合 的 な再 就 職 支 援 を実 施 す
る。 
○ビジネススキルの習 得 や職 場 体 験 等 のメニューを組 み合 わせ
た支 援 プログラム「 女 性 再 就 職 サポートプログラム」 を実 施 する
ほか、家 庭 の事 情 等 により自 宅 で働 くことを希 望 する女 性 向
けの「 在 宅 ワークセミナー」 、育 児 と仕 事 の両 立 方 法 を学 ぶ講
座 と短 期 インターンシップを組 み合 わせた「 レディＧ Ｏ ！ ワクワ
ク塾 」 、都 内 各 地 で合 同 就 職 面 接 会 ・ 個 別 就 業 相 談 ・ セ
ミナーを 1 日 で実 施 する「 地 域 密 着 型 マッチングイベント」 、女
性 のキャリア形 成 の実 現 に向 けた就 職 を後 押 しするための
「 女 性 キャリアアップ再 就 職 応 援 プログラム」 を実 施 する。 

408 ◆ 女 性 再 就 職 包 括 サポート事 業  産 業 労 働 局  

 育 児 や介 護 を抱 えた方 が就 職 活 動 をより効 率 的 に実 施
できるよう、家 庭 での隙 間 時 間 などで実 施 できるメンター相
談 、就 職 活 動 に役 立 つノウハウを習 得 できるキャリア講 座 、受
講 生 同 士 で仲 間 づくりができるコミュニティ等 の包 括 的 サポート
をオンラインで実 施 する。 

409   女 性 向 け委 託 訓 練  産 業 労 働 局  
 結 婚 、出 産 、育 児 等 により退 職 したが、その後 再 び就 職 を
希 望 する女 性 に対 し、通 学 及 びｅ ラーニングによる職 業 訓 練
を実 施 し、再 就 職 を支 援 する。 

410   保 育 支 援 つき施 設 内 訓 練  産 業 労 働 局  

 職 業 能 力 開 発 センター等 に入 校 する育 児 中 の人 に対 し、
民 間 の保 育 施 設 を活 用 して、訓 練 期 間 中 の保 育 サービスを
提 供 することにより、育 児 等 による離 職 からの再 就 職 を支 援
する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

411   働 くパパママ育 業 応 援 事 業  産 業 労 働 局  

 女 性 従 業 員 が、希 望 する期 間 （ 合 計 1 年 以 上 ） の育
業 をし、原 職 等 に職 場 復 帰 するとともに、企 業 が就 業 規 則
等 で法 定 を上 回 る育 業 期 間 等 の規 定 を新 たに整 備 した場
合 に奨 励 金 を支 給 する。また、男 性 の育 業 を奨 励 する企 業
に対 し、育 業 しやすい職 場 環 境 整 備 を行 うとともに、男 性 従
業 員 が合 計 15 日 以 上 の育 業 をし、原 職 等 に職 場 復 帰 し
た場 合 に、育 業 期 間 に応 じて奨 励 金 を支 給 する。 

412   
育 業 によるパワーアップ応 援 事
業  

産 業 労 働 局  

 女 性 従 業 員 が、合 計 ６ か月 以 上 １ 年 未 満 の育 業 （ 産
後 休 業 含 む） をし、原 職 等 に職 場 復 帰 するとともに、夫 婦
双 方 の育 業 計 画 書 （ パートナーは合 計 30 日 以 上 ） を作
成 した企 業 に対 して、定 額 で奨 励 金 を支 給 する。また、計 画
書 策 定 にあたり、企 業 に対 する専 門 家 派 遣 も行 う。 

413   男 性 育 業 もっと応 援 事 業  産 業 労 働 局  

 複 数 の男 性 従 業 員 が合 計 30 日 以 上 の育 業 をし、原 職
等 に職 場 復 帰 した企 業 に対 し、継 続 的 に育 業 しやすい法 定
上 の環 境 整 備 を２ つ以 上 実 施 した場 合 に、育 業 した人 数 に
応 じて奨 励 金 を支 給 する。 

414   ライフ・ ワーク・ バランスの推 進  
生 活 文 化 ス
ポーツ局  
産 業 労 働 局  

（ 生 活 文 化 スポーツ局 ）  
 Web サイト「 TEAM 家 事 ・ 育 児 」 において、子 育 て中 の方 や
経 営 者 層 、若 者 など多 様 な主 体 に向 けて役 立 つ情 報 を発
信 することで、男 性 の家 事 ・ 育 児 の促 進 を図 る。 
（ 産 業 労 働 局 ）  
 生 活 と仕 事 を両 立 しながら、いきいきと働 き続 けられる職 場
の実 現 に向 け優 れた取 組 を実 施 している中 小 企 業 を、有 識
者 （ 学 識 経 験 者 、労 使 団 体 等 ） からなる審 査 会 で審 査
し、都 が「 東 京 ライフ・ ワーク・ バランス認 定 企 業 」 として認 定 す
る。併 せて、働 き方 改 革 やテレワークといった、ライフ・ ワーク・ バ
ランスの推 進 に資 する様 々なテーマごとにエリアを設 けた総 合 展
を開 催 する。 

415   
東 京 ウィメンズプラザ普 及 啓 発
事 業  

生 活 文 化 ス
ポーツ局  

 各 種 研 修 や講 座 を通 じてライフ・ ワーク・ バランス推 進 の積
極 的 な取 組 を促 すほか、男 性 に家 事 ・ 育 児 を促 すセミナーの
開 催 等 により、ライフ・ ワーク・ バランスを推 進 する。 

416   普 及 啓 発 セミナーの実 施  産 業 労 働 局  

 企 業 の雇 用 環 境 整 備 を促 進 するため、男 女 労 働 者 や事
業 主 、都 民 を対 象 に、雇 用 機 会 均 等 法 や育 児 介 護 休 業
法 等 の労 働 法 、労 働 問 題 に関 する基 礎 知 識 の普 及 を図
る。また、事 業 主 や人 事 労 務 担 当 者 等 を対 象 とし、企 業 に
おける女 性 の能 力 活 用 や仕 事 と家 庭 の両 立 支 援 策 について
のセミナーを実 施 する。 

417   普 及 啓 発 資 料 の発 行  産 業 労 働 局  
 労 働 問 題 についての正 しい理 解 を促 進 するため、男 女 雇
用 平 等 や両 立 支 援 、パートタイム労 働 等 に関 する普 及 啓 発
資 料 を発 行 する。 

418   
男 女 雇 用 平 等 参 画 状 況 調
査  

産 業 労 働 局  
 雇 用 環 境 の整 備 に当 たっての課 題 を把 握 するため、企 業
における男 女 雇 用 平 等 の進 展 状 況 等 の調 査 を実 施 する。
調 査 結 果 に基 づき、男 女 雇 用 平 等 について啓 発 を行 う。 

  



254 
 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

419   
子 育 てしやすい社 会 に向 けた
「 育 業 」 の推 進  

子 供 政 策 連
携 室  

 育 児 休 業 の愛 称 「 育 業 」 の理 念 を広 く普 及 させ、多 様 な
主 体 による取 組 を後 押 しすることで、男 女 問 わず望 む人 誰 も
が「 育 業 」 できる社 会 の気 運 を醸 成 するとともに、「 育 業 」 の
推 進 を契 機 として、夫 婦 で協 力 して育 児 ができ、親 子 時 間 を
大 切 にした多 様 な働 き方 を推 進 する。 

420   
男 性 育 業 促 進 に向 けた普 及
啓 発 事 業  

産 業 労 働 局  

 男 性 の育 業 を促 進 するため、男 性 の育 児 休 業 取 得 率 平
均 ５ ０ ％ 以 上 を達 成 し、今 後 も継 続 して男 性 育 業 を推 進
する企 業 等 に取 得 率 に応 じた登 録 マークを付 与 するとともに、
男 性 育 業 の促 進 に積 極 的 に取 り組 む企 業 の事 例 の発 信 や
セミナー等 を行 う。 

421 ◆ 
「 手 取 り時 間 」 創 出 ・ エンゲージ
メント向 上 推 進 事 業  

産 業 労 働 局  
 専 門 家 の派 遣 を受 けて、「 手 取 り時 間 」 の創 出 やライフス
テージの支 援 ・ エンゲージメント向 上 に向 けた取 組 、賃 金 の引
上 げの取 組 を行 う中 小 企 業 等 に対 して奨 励 金 を支 給 する。 

422   
女 性 向 けキャリアチェンジ支 援
事 業  

産 業 労 働 局  
 非 正 規 雇 用 で働 く女 性 等 のキャリアチェンジを支 援 するた
め、e ラーニングによる能 力 開 発 及 び就 職 支 援 を一 体 的 に実
施 する。 

423   育 業 中 スキルアップ支 援 事 業  産 業 労 働 局  
 育 業 を後 押 しするため、育 業 中 のスキルアップを希 望 する従
業 員 を支 援 する企 業 に対 し、受 講 料 等 の一 部 を助 成 する。 

424 ◆ 男 性 育 業 推 進 リーダー事 業  産 業 労 働 局  

 都 内 企 業 における更 なる男 性 育 業 の促 進 に向 けて、男 性
育 業 の経 験 者 を「 男 性 育 業 推 進 リーダー」 として設 置 し、男
性 育 業 の課 題 把 握 や具 体 的 な取 組 を実 施 し社 内 外 に発
信 した企 業 等 を「 男 性 育 業 推 進 リーダー設 置 企 業 」 として認
定 し、都 のホームページにて取 組 を紹 介 する。また、取 組 等 の
要 件 を満 たした中 堅 ・ 中 小 企 業 等 には奨 励 金 を支 給 する。 

425 ◆ テレワークトータルサポート事 業  産 業 労 働 局  

 ICT 等 の専 門 家 により、業 務 の棚 卸 やツール選 定 、規 程 の
整 備 、運 用 課 題 の解 決 等 についての助 言 を行 い、テレワーク
の導 入 ・ 定 着 ・ 促 進 に向 けた取 組 の支 援 とテレワーク機 器 及
びツール導 入 経 費 、環 境 整 備 に係 る経 費 助 成 を実 施 する。 

426 ◆ 女 性 Ｉ Ｔ エンジニア育 成 事 業  産 業 労 働 局  

 非 正 規 雇 用 で働 く女 性 等 が、プログラミング等 を学 び、Ｉ
Ｔ エンジニアとしての再 就 職 やキャリア形 成 を実 現 できるよう、
e-ラーニング等 によるスキルの習 得 支 援 と職 業 紹 介 等 の就 職
支 援 を一 体 的 に実 施 する。 

再 掲   
キャリアとチャイルドプラン両 立
支 援 事 業  

産 業 労 働 局   

再 掲    
子 供 ・ 子 育 て応 援 とうきょう事
業  

福 祉 局   
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【２ 子供を犯罪等の被害から守るための活動の推進】 

＜子供の犯罪被害等を取り巻く状況＞ 

 ○  令 和 5 年 度に 都が 実施 した 調 査で は、 調査 対象 の 小学 生の 53.7％ がス マ ー トフ
ォン を利 用し て いま す。１日 のイ ン ター ネッ ト利 用時 間（SNS）を みる と、小 学生
では、「１ 時間 程 度」が 18.2％と 高い も の の、「 ほと んど 使 わな い」の 割 合が 62.9％
と最 も高 くな っ てい ます 。一方 、中学 生と 高校 生で は「１ 時間 程 度」、「 ２時 間程 度」
の割 合が 高く な って おり、「ほ とん ど 使わ ない」の 割合 は、中 学生 が 17.2％、高校
生が 9.5％と な って い ます 。  

 
図 表 109 通 信 系 機 器 の 利 用 状 況 （ 東 京 都 ）  

学 校 種  （ n）  

インターネットを利 用 するための機 器 の割 合 （ ％ ）  

①
携
帯
電
話 

②
 
 
 
 
 
 
  

③
 
 
 
 
 
端
末
  

 
 
 
  

④
 
 
 
機 

⑤
携
帯
型
音
楽 

 
 
 
 
  

全体 11,662 5.6 68.1 71.7 56.8 7.7 

小学校 7,069 7.1 53.7 74.2 59.8 8.4 

中学校 2,395 2.8 91.8 66.2 60.3 6.9 

高等学校 1,508 2.5 98.1 67.8 44.1 5.0 

特別支援学校 690 6.1 68.0 72.8 42.3 9.9 
資 料 ： 東 京 都 教 育 庁  令 和 ５ 年 度 「 児 童 ・ 生 徒 の イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 状 況 調 査 」  

図 表 110 １ 日 の イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 時 間 （ SNS）（ 東 京 都 ）  

学 校 種  （ n）  

一 日 のインターネット利 用 時 間 （ Ｓ Ｎ Ｓ ） の割 合 （ ％ ）  

①
１
時
間
程
度 

②
２
時
間
程
度 

③
３
時
間
程
度 

④
４
時
間
程
度 

⑤
５
時
間
程
度 

⑥
６
時
間
程
度 

⑦
６
時
間
 
超
 
  

⑧
 
 
 
 
使
 
 
  

全体 11,662 21.4 12.0 8.1 4.3 3.0 1.6 4.1 45.5 

小学校 7,069 18.2 7.3 4.7 2.1 1.8 1.0 2.0 62.9 

中学校 2,395 27.9 21.5 14.2 7.1 4.6 2.4 5.1 17.2 

高等学校 1,508 26.1 21.1 15.5 9.0 5.9 3.1 9.9 9.5 

特別支援学校 690 21.2 7.8 5.5 6.7 3.6 2.5 8.4 44.3 
資 料 ： 東 京 都 教 育 庁  令 和 ５ 年 度 「 児 童 ・ 生 徒 の イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 状 況 調 査 」  
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 ○  92.4％の 児童・生徒 は 、イ ンタ ーネ ッ ト利 用時 にト ラ ブル や嫌 な思 いを し た経 験
はな いと して い ます が、「 メ ール や SNS に書 き込 んだ 文 章が 原因 で友 達と け んか
にな った 」、「 無 料通 信 アプ リな どの グ ルー プで 仲間 外れ に され たり 、勝 手に 退 会さ
せら れた りし た 」な どの トラ ブル も 報告 され てい ます 。  

 
図 表 111 ト ラ ブ ル や 嫌 な 思 い （ 東 京 都 ）  

学校種 （n） 

インターネット利用時の 
トラブルや嫌な思いの経験の有無の割合（％） 

①ある ②ない 

全体 11,662 7.6 92.4 

小学校 7,069 7.0 93.0 

中学校 2,395 7.4 92.6 

高等学校 1,508 9.2 90.8 

特別支援学校 690 10.6 89.4 

 

学校種 （n） 

トラブルや嫌な思いをした経験の内容の割合（％） 
①メールやＳＮ
Ｓに書き込んだ
文章が原因で
友だちとけんか

になった 

②グループ内
や、誰もが見ら
れるところで、自
分の悪口や個
人情報を書か

れた 

③無料通話ア
プリなどのグルー
プで仲間外れに
されたり、勝手
に退会させられ

たりした 

④その他 

全体 888 49.2 26.5 19.5 21.5 

小学校 498 42.8 24.3 20.5 25.3 

中学校 178 57.3 27.5 15.2 18.5 

高等学校 139 59.0 30.2 18.0 16.5 

特別支援学校 73 54.8 31.5 26.0 12.3 

資 料 ： 東 京 都 教 育 庁  令 和 ５ 年 度 「 児 童 ・ 生 徒 の イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 状 況 調 査 」  
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 ○  全 国に お ける 少年（20 歳 未 満）が 被害 者と なる 刑 法犯 の認 知件 数は 、平成 22 年
が 260,759 件 、令 和 5 年 が 95,173 件 と 13 年 間で 約 64％ 減 少 して いま す 。し かし
なが ら 、未 就学 児に つい ては 、微増 傾向 にあ り 、被 害件 数全 体に 占め る割 合 は増 加
して いま す。  

 
図 表 112 少 年 が 主 た る 被 害 者 と な る 刑 法 犯 の 認 知 件 数 の 推 移 （ 全 国 ）  

 
 

 

資 料 ： 警 察 庁 生 活 安 全 局 少 年 課 「 令 和 5 年 に お け る 少 年 非 行 、 児 童 虐 待 、 及 び 子 供 の 性 被 害 の 状 況 」  

（ 注 ） 総 数 は 、 20 歳 未 満 の 件 数  
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（件）

平成22年 27年 28年 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年 5年
総数 260,759 151,644 131,148 116,563 102,524 93,795 64,679 60,103 72,907 95,173
　うち未就学 472 551 613 620 643 762 839 728 768 912
　うち小学生 24,060 15,319 13,042 11,811 9,680 8,692 6,520 6,394 6,941 8,721
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 ○  内 閣府 の 調査 によ ると、若 年層（ 16〜24 歳）のう ち、４ 人に １人 以上（26.4％ ）
が何 らか の性 暴 力被 害に 遭っ てい ま す。 また 、若 年層 の 12.4％（ 女性 15.0％ 、男
性 5.1％） は、 身 体接 触を 伴う 被害 に 、若 年層の 4.1％（ 女性 4.7％ 、男性 2.1％）
は、 性交 を伴 う 被害 に遭 って いま す 。  

 
図 表 113 身 体 接 触 を 伴 う 性 暴 力 被 害 の 遭 遇 率  

  16〜19 歳 20〜24 歳  計 

女性 11.7%（167） 16.7%（460） 15.0%（627） 

男性 3.5%（19） 5.8%（76） 5.1%（95） 

その他・答えたくない 21.7%（18） 28.0%（30） 25.3%（48） 

計 9.9%（204） 13.6%（566） 12.4%（770） 

 

図 表 114 性 交 を 伴 う 性 暴 力 被 害 の 遭 遇 率  

  16〜19 歳 20〜24 歳  計 

女性 2.7%（39） 5.7%（158） 4.7%（197） 

男性 0.5%（3） 2.7%（36） 2.1%（39） 

その他・答えたくない 4.8%（4） 14.0%（15） 10.0%（19） 

計 2.2%（46） 5.0%（209） 4.1%（255） 

資 料 ： 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局「 若 年 層 の 性 暴 力 被 害 の 実 態 に 関 す る オ ン ラ イ ン ア ン ケ ー ト 及 び ヒ ア リ ン グ 結 果 」報 告 書（ 令 和 4

年 ３ 月 ）  

（ 注 ） ( )内 の 数 値 は 回 答 数 を 示 す 。  

   ア ン ケ ー ト の 回 収 率 が 全 体 で ２ ．８ ２ ％ で あ っ て 、任 意 の 回 答 者（ 積 極 的 に 回 答 し た 方 ）の 回 答 内 容 に 基 づ く た め 、疫 学

的 遭 遇 率 を 示 す も の で は な い こ と に 留 意 が 必 要 で あ る 。  

   「 そ の 他 」 に は 、「 Ｘ ジ ェ ン ダ ー ・ ノ ン バ イ ナ リ ー 」 と し た 回 答 者 の 回 答 を 含 む 。  
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 ○  被 害に 遭 って も 、半 数以 上は ど こ（ だれ ）にも 相談 し て いま せん 。相談 し た 人の
相談 先は 身近 な 人（ ①友 人・ 知人 、 ②家 族や 親せ き） が 多く なっ てい ます 。  

 
図 表 115 【 性 交 を 伴 う 性 暴 力 被 害 】 性 暴 力 被 害 の 相 談 状 況 に つ い て  

 
資 料 ： 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局「 若 年 層 の 性 暴 力 被 害 の 実 態 に 関 す る オ ン ラ イ ン ア ン ケ ー ト 及 び ヒ ア リ ン グ 結 果 」報 告 書（ 令 和 4

年 ３ 月 ）  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  近 年、子 供が 被 害者 とな る犯 罪 が多 発し 、子 供を 取 り巻 く 環境 は厳 しい も のと な
っ て い ま す 。 子 供 が 犯 罪 等 の 被 害 に 遭 い に く い ま ち づ く り を 推 進 す る 必 要 が あ り
ます 。  

 ○  東 京は 多 くの 繁華 街を 有し て おり 、特に 新宿 歌舞 伎 町地 区に おい ては 、少年 に 対
す る 有 害 な サ ー ビ ス の 提 供 や 、 ト ー 横 に 集 ま っ た 少 年 に よ る 過 量 服 薬 等 の 問 題 行
為 が 顕 在 化 し て い る ほ か 、 こ う し た 少 年 ら に 悪 意 を 持 っ た 大 人 が 接 近 す る な ど の
状況 も認 めら れ 、憂 慮す べき 情勢 に あり ます 。  
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学校関係者

職場・アルバイトの関係者

民間の専門家や専門機関

医療関係者

性犯罪・性暴力被害者支援の専門相談窓口

性暴力に関するSNS相談（Cure time）

被害者支援センター

配偶者暴力相談支援センター、男女共同参画センター

法務局・地方法務局、人権擁護委員

警察

上記遺体の公的な機関

その他

どこ（だれ）にも相談しなかった

相談した人・機関（複数回答） 最初に相談した人・機関
（n=167）
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 ○  ス マー ト フォ ンの 普及 など 、情報 通 信機 器の 目覚 ま しい 進歩 に伴 い、様 々な 情 報
をど こで も瞬 時 に入 手で きる 時代 に なり まし たが 、イン ター ネッ ト上 の情 報 には、
誤 っ た 情 報 や 薬 物 乱 用 を 助 長 す る 有 害 な 情 報 も 数 多 く 見 受 け ら れ ま す 。 特 に 大 麻
に 関 し て は 「 身 体 へ の 影 響 が な い 」「 依 存 性 が な い 」 な ど の 誤 っ た 情 報 が 流 布 し 、
また 、全 国に お ける 大麻 事犯 の検 挙 人員 のう ち約 ７割 を 30 歳未 満が 占め る など、
若年 層で の大 麻 乱用 が広 がっ てい ま す 。また 、非行・犯 罪に 陥 らず とも 、様々 な 悩
みや 生き づら さ から 、薬局 、ド ラッ グ スト ア 等で 処方 箋な し で購 入で きる 市販 薬 を
オー バー ドー ズ して しま う若 年層 も 増え てい ます 。そ の ため 、若年 層へ の普 及 啓発
によ り、違法 薬 物に 関 して 正し い知 識 を付 与す ると とも に 、医 薬 品の 適正 使用 に つ
いて 伝え 、専 門 機関 等へ の相 談を 促 すこ とが 必要 です 。  

 ○  違 法 薬 物 や 危 険 ド ラ ッ グ は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 売 買 や 宅 配 利 用 な ど 販 売 方
法が 多様 化・潜 在 化 し 、容 易に 購入 で き る実 態が ある こ とか ら 、指 導・取 締り の 強
化と 併せ て、 啓 発の 強化 が喫 緊の 課 題と なっ てい ます 。  

 ○  子 供 は 性 暴 力 の 被 害 に 遭 っ て も 、 そ れ を 性 被 害 だ と 認 識 で き な い 場 合 が あ る こ
とや 、加害 者と の関 係性 など から 誰 にも 相談 でき ず 、被 害が 潜在 化・深 刻化 しや す
いこ とが 指摘 さ れて いま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  東 京都・区 市 町村・警視 庁・関係 団 体等 が連 携し て 、子 供を 犯罪 被害 か ら守 るた
めの 取組 を進 め てい きま す。  

 ○  イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 適 正 な 利 用 や 薬 物 乱 用 防 止 な ど 、 子 供 が 犯 罪 等 に 巻 き 込 ま
れな いよ う啓 発 を行 って いく とと も に、子供 を見 守る ボ ラン ティ アの 活性 化 など、
地域 で子 供を 見 守る 取組 を促 進し ま す。  

 ○  様 々な 不 安や 悩み を抱 えて「 トー 横」に 来訪 する 青少 年・若 者が 犯罪 被害 等に 巻
き込 まれ るこ と のな いよ う 、注 意喚 起を 行う ほか 、青少 年・若 者へ の相 談業 務 を行
う「 き みま も＠ 歌舞 伎町 」を運 営し 、関係 機関 と連 携を 図 りな がら 様々 な支 援 につ
なぎ ます 。  

 ○  薬 物乱 用 によ る健 康被 害に つ いて 、学校 では 、小 学校、中学 校、高 等 学校 と、発
達段 階に 応じ 、 保健 の授 業に おい て 指導 しま す。  

 ○  子 供や 保 護者 が相 談し やす い 体制 の充 実や 、成 長、発 達 段階 に応 じた 正 しい 知識
の理 解促 進な ど 、被 害者 への 支援 と 性被 害の 未然 防止 を 推進 しま す。  

  



261 
 

＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

427   
子 供 の安 全 確 保 に向 けた対 策
の推 進  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 活 動 事 例 紹 介 による防 犯 ボランティア団 体 等 の活 性 化 、
子 供 自 らが危 険 を避 けることができる能 力 の向 上 、家 庭 での
防 犯 教 育 の促 進 、子 供 ・ 保 護 者 の防 犯 意 識 向 上 や地 域
ぐるみでの子 供 を守 る社 会 気 運 醸 成 に向 けた親 子 で訪 れる
機 会 の多 い商 業 施 設 等 の事 業 者 と連 携 等 、地 域 や家 庭
で子 供 を守 る取 組 を促 進 する。 

428 ◆ 
犯 罪 被 害 等 のリスクを抱 える青
少 年 ・ 若 者 への支 援  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 「 トー横 」 をはじめとする歌 舞 伎 町 界 隈 における諸 問 題 に
対 して、関 係 機 関 と連 携 し、注 意 喚 起 等 を実 施 するととも
に、青 少 年 ・ 若 者 を犯 罪 被 害 等 から守 るため、相 談 窓 口
「 きみまも＠ 歌 舞 伎 町 」 を運 営 し、適 切 な支 援 につなげてい
く。 

429   セーフティ教 室 の実 施 ・ 充 実  教 育 庁  

 学 校 と家 庭 や地 域 社 会 、関 係 諸 機 関 とが連 携 を強 化 し
て、児 童 ・ 生 徒 を犯 罪 から守 るとともに非 行 防 止 を図 って健
全 育 成 を推 進 するため、都 内 全 公 立 学 校 でセーフティ教 室
を実 施 する。 

430   防 犯 教 室 の実 施  警 視 庁  

 子 供 自 身 が防 犯 意 識 を持 ち、いざという時 に自 分 自 身 で
身 を守 ることができるようにするため、警 察 や学 校 等 の関 係
機 関 が連 携 を図 り、子 供 や保 護 者 を対 象 とした参 加 ・ 体
験 ・ 実 践 型 の防 犯 教 室 を実 施 する。 

431   
電 子 メールなどを活 用 した情 報
の発 信  

警 視 庁  
 子 供 に対 する声 掛 け事 案 等 の発 生 状 況 や防 犯 対 策 を
電 子 メールや防 犯 アプリ「 デジポリス」 で発 信 し、都 民 の自 主
防 犯 意 識 の向 上 と自 主 防 犯 行 動 の促 進 を図 る。 

432   
「 子 ども 110 番 の家 」 活 動 の
支 援  

警 視 庁  
 子 供 を犯 罪 から守 り安 全 を確 保 するために、「 子 ども 110
番 の家 」 （ 住 宅 ・ 店 舗 、車 両 ） 活 動 を支 援 する。 
○活 動 マニュアルの作 成 、配 布  

433   ながら見 守 り連 携 事 業  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 犯 罪 や事 故 の被 害 に遭 いやすい子 供 や高 齢 者 等 への対
策 を強 化 するため、都 が地 域 を巡 回 する各 事 業 者 と包 括
協 定 を締 結 し、事 業 者 と共 同 で子 供 等 を見 守 るネットワー
クの構 築 を推 進 する。 

434   
在 住 外 国 人 等 の子 供 の安 全
確 保 に向 けた対 策 の推 進  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 都 内 の在 住 外 国 人 は、増 加 傾 向 にあり、在 住 外 国 人 や
外 国 にルーツを持 つ者 の子 供 も将 来 的 に増 えていくことが予
想 される。 
 そこで、在 住 外 国 人 等 の子 供 等 を対 象 に見 守 り活 動 の
実 施 や、犯 罪 ・ トラブルに巻 き込 まれないための安 全 に関 する
啓 発 等 、安 全 ・ 安 心 に関 する取 組 を実 施 する。 

435   
地 域 の安 全 確 保 に向 けた防 犯
設 備 区 市 町 村 補 助 事 業  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 区 市 町 村 ・ 教 育 委 員 会 ・ 警 察 署 で構 成 する協 議 体 が、
放 課 後 活 動 時 間 帯 における子 供 の安 全 及 びその他 地 域 の
安 全 のため必 要 と認 める道 路 ・ 公 園 へ設 置 する防 犯 カメラ
の整 備 に関 し、その経 費 の一 部 を補 助 し、地 域 の安 全 確 保
を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

436   
青 少 年 の健 全 な育 成 に関 する
条 例 の運 用  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 青 少 年 の健 全 な育 成 を図 るため、以 下 のことに取 り組 む。 
○優 良 映 画 の推 奨 ・ 青 少 年 の健 全 な育 成 を阻 害 する図
書 類 の指 定 （ 図 書 、Ｄ Ｖ Ｄ 等 ）  
○立 入 調 査 （ 書 店 、コンビニ等 図 書 類 販 売 店 、深 夜 立 入
制 限 施 設 、雑 誌 等 自 動 販 売 機 等 ）  
○有 害 広 告 物 の行 政 指 導  
○青 少 年 健 全 育 成 功 労 者 等 表 彰 及 び青 少 年 健 全 育 成
協 力 者 等 感 謝 状 贈 呈  
○インターネットの有 害 情 報 への対 応 （ 青 少 年 がインターネッ
トを適 正 に利 用 できる環 境 の整 備 、フィルタリングの開 発 、告
知 、利 用 の勧 奨 の努 力 義 務 等 （ 平 成 17 年 3 月 改
正 ） ）  
○青 少 年 の性 に対 する関 わり方 （ 青 少 年 に慎 重 な行 動 を
促 す環 境 の整 備 ）  
○青 少 年 に対 する保 護 者 の養 育 の在 り方 （ 青 少 年 を健
全 に育 成 するための保 護 者 の責 務 を明 らかにする）  
○インターネット利 用 環 境 の整 備 （ フィルタリングの実 効 性 の
向 上 、フィルタリングを解 除 する場 合 の手 続 きの厳 格 化 等
（ 平 成 22 年 12 月 改 正 ） ）  
○児 童 ポルノの根 絶 等 に向 けた都 の責 務 （ 平 成 22 年 12
月 改 正 ）  
○青 少 年 に係 る児 童 ポルノ等 の提 供 を当 該 青 少 年 に対 し
不 当 に求 める行 為 の禁 止 （ 平 成 29 年 12 月 改 正 ）  
○インターネット利 用 環 境 の整 備 （ フィルタリング有 効 化 措
置 に関 する手 続 規 定 整 備 （ 平 成 29 年 12 月 改 正 ） ）  

437   
インターネット利 用 適 正 化 ・ 性
被 害 等 防 止 対 策  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 インターネットやスマートフォン等 の利 用 に伴 うトラブルから身
を守 るため、青 少 年 やその保 護 者 等 を対 象 に、ネット上 のト
ラブルや危 険 性 、その防 止 策 等 についての講 座 を開 催 する。
また、SNS での出 会 いの危 険 性 等 について、ターゲティング広
告 を通 して普 及 啓 発 を実 施 する。 

438   
ネット・ スマホのトラブル相 談 窓
口 「 こたエール」 の運 営  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 青 少 年 やその保 護 者 等 を対 象 とした、インターネットやスマ
ートフォン等 に関 する各 種 トラブルに気 軽 に相 談 できる総 合 的
な窓 口 「 こたエール」 の運 営 や、相 談 内 容 の分 析 、都 民 に対
する啓 発 や広 報 活 動 等 を行 っている。 

439   情 報 教 育 に関 する啓 発 ・ 指 導  教 育 庁  

 児 童 ・ 生 徒 のインターネット等 の適 正 な利 用 を進 めるため
に、次 の取 組 を行 う。 
○児 童 ・ 生 徒 のインターネット利 用 状 況 調 査 を実 施 し、Ｓ
Ｎ Ｓ 等 の利 用 状 況 やトラブル被 害 等 の経 験 について把 握 す
る。 
○学 校 非 公 式 サイトの監 視 等 を実 施 し、監 視 結 果 を都 立
学 校 ・ 区 市 町 村 教 育 委 員 会 に情 報 提 供 する。 
○GIGA ワークブックとうきょう等 を都 内 全 公 立 学 校 向 けに情
報 教 育 ポータルサイトで公 開 し、児 童 ・ 生 徒 の主 体 的 な情
報 モラル教 育 に関 して啓 発 を行 う。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

440   学 校 における安 全 教 育 の推 進  教 育 庁  

 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 に危 険 を予 測 し回 避 する能 力 と、他
者 や社 会 の安 全 に貢 献 できる資 質 ・ 能 力 を育 成 する。 
○教 師 向 け実 践 的 指 導 資 料 「 安 全 教 育 プログラム」 を都
内 公 立 学 校 全 教 員 に配 信  
○高 等 学 校 における交 通 安 全 教 育 の充 実 を図 るため、「 安
全 教 育 プログラム」 に「 東 京 都 高 等 学 校 交 通 安 全 教 育 指
導 事 例 集 」 を掲 載  
○安 全 教 育 を推 進 する教 員 の資 質 ・ 能 力 を育 成 する「 学
校 安 全 教 室 指 導 者 講 習 」 の実 施  

441   学 校 における安 全 体 制 の推 進  教 育 庁  
 公 立 学 校 の安 全 体 制 を推 進 するため、以 下 のことに取 り
組 む。 
○地 域 ぐるみの学 校 安 全 体 制 整 備 の推 進  

442   薬 物 乱 用 防 止 対 策  
教 育 庁  
保 健 医 療 局  

青 少 年 の薬 物 乱 用 を防 止 するため、次 の対 策 を展 開 する。 
（ 教 育 庁 、保 健 医 療 局 ）  
○薬 物 乱 用 防 止 教 室 の実 施   
（ 教 育 庁 ）  
〇担 当 指 導 主 事 連 絡 会 及 び保 健 体 育 科 主 任 連 絡 協 議
会 において、薬 物 乱 用 防 止 に関 する取 組 の周 知  
（ 保 健 医 療 局 ）  
○啓 発 パンフレット、リーフレット等 の作 成 ・ 配 布  

443 ◆ 
子 供 ・ 保 護 者 専 用 性 被 害 相
談 ホットライン 

総 務 局  

 都 内 の子 供 やその保 護 者 を対 象 に、性 被 害 に関 する電
話 相 談 窓 口 を東 京 都 性 犯 罪 ・ 性 暴 力 被 害 者 ワンストップ
支 援 センター内 に設 置 し、24 時 間 365 日 相 談 を受 け付 け
る。 
  都 内 からかけるとき 0120-333-891（ 無 料 ）  
  都 外 からかけるとき 03-6811-0850（ 有 料 ）  

444 ◆ 
LINE による「 性 被 害 相 談 窓
口 」  

総 務 局  

 都 内 在 住 ・ 在 勤 ・ 在 学 の性 犯 罪 ・ 性 暴 力 被 害 者 とその
関 係 者 を対 象 に、若 年 層 に普 及 している LINE を活 用 した
「 性 被 害 相 談 窓 口 」 を設 置 し、相 談 を受 け付 ける。 
  受 付 日 ： 月 ・ 水 ・ 金 ・ 土 （ 年 末 年 始 ・ 祝 日 除 く。）  
  受 付 時 間 ： 16： 00〜 21： 00（ 受 付 20： 30 ま
で）  
  LINE アカウント： 相 談 ほっと LINE＠ 東 京  

445 ◆ 子 供 の性 被 害 相 談 窓 口 周 知  総 務 局  

 子 供 ・ 若 者 が性 被 害 に遭 ったかもしれないと不 安 に思 った
時 にためらわずに相 談 できるように、夏 ・ 冬 休 みの長 期 休 みの
前 後 に、性 被 害 相 談 窓 口 の周 知 動 画 を駅 サイネージやＳ
Ｎ Ｓ 広 告 で集 中 的 に放 映 する。 

446 ◆ 生 命 （ いのち） の安 全 教 育   教 育 庁  

 性 暴 力 の加 害 者 、被 害 者 、傍 観 者 にならないようにする
ために、各 学 校 における「 生 命 （ いのち） の安 全 教 育 」 を促
進 する。 
○教 職 員 向 け指 導 資 料 の作 成 ・ 配 信  
○児 童 ・ 生 徒 向 け理 解 啓 発 ちらしの作 成 ・ 配 信  
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447 ◆ 
教 職 員 等 による児 童 ・ 生 徒 性
暴 力 の防 止  

教 育 庁  

教 職 員 等 による児 童 ・ 生 徒 への性 暴 力 を防 止 するため、以
下 のことに取 り組 む。 
〇「 児 童 ・ 生 徒 を教 職 員 等 による性 暴 力 から守 るための第
三 者 相 談 窓 口 」 の運 営  
〇ロールプレイや動 画 等 による教 職 員 向 け研 修 の充 実  
〇関 係 機 関 と連 携 し、実 効 的 な対 応 が行 うことができるよう
情 報 共 有  
〇専 門 家 の協 力 を得 た調 査 の実 施  

448 ◆ 
性 暴 力 ・ 性 被 害 防 止 に関 する
普 及 啓 発  

子 供 政 策 連
携 室  

 性 暴 力 の内 容 や対 処 方 法 などについて、年 齢 層 別 にアニ
メ動 画 を制 作 ・ 発 信  

449 ◆ 痴 漢 撲 滅 プロジェクト 
生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 痴 漢 被 害 のない社 会 の実 現 を目 指 し、令 和 ４ 年 度 末 に
庁 内 関 係 各 局 及 び警 視 庁 から成 るプロジェクトチームを設 置
し、「 痴 漢 撲 滅 プロジェクト」 を推 進 している。令 和 ５ 年 度 か
らは、痴 漢 被 害 実 態 把 握 調 査 を行 うとともに、ホームページ
等 による情 報 発 信 やキャンペーン等 を通 じた普 及 啓 発 など、
痴 漢 撲 滅 に向 けた取 組 を行 っている。 

再 掲    保 育 体 制 強 化 事 業  福 祉 局   

再 掲    スクールサポーター制 度  警 視 庁   

再 掲   
子 供 の権 利 擁 護 専 門 相 談 事
業  

福 祉 局   
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【３ 子供の安全を確保するための取組の推進】 

＜子供の安全を取り巻く状況＞ 

 ○  子 供 の 交 通 事 故 に つ い て 、 子 供 が 第 １ 当 事 者 又 は 第 ２ 当 事 者 と し て 関 与 し た 事
故（ 以 下、「子 供関 連 事故 」とい う。）の 発 生件 数は 、平成 25 年 の 2,273 件 から 令
和２ 年の 1,234 件 に 減少 しま した が 、令 和３ 年か ら増 加 傾向 にあ り、 令和 ５ 年に
は 1,778 件 とな っ て いま す。一方 で、死者 数は 、お おむ ね横 ば い傾 向で 推移 し てい
ます 。  

 
図 表 116 子 供 関 連 事 故 件 数 及 び 子 供 の 事 故 死 者 数 の 推 移  

 
資 料 ： 令 和 ６ 年 度 東 京 都 交 通 安 全 実 施 計 画 （ 警 視 庁 の 統 計 ）  
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 ○  ０ 歳か ら ５歳 まで の乳 幼児 の 事故 で、 平成 ３０ 年 から 令和 ４年 まで の ５年 間  
に 45,090 人が 救急 搬 送さ れて いま す 。コ ロナ 禍の 前後 で 大き な差 はな く推 移 して
いま す。  

 
図 表 117 乳 幼 児 の 年 別 の 救 急 搬 送 人 員  

 
資 料 ： 救 急 搬 送 デ ー タ か ら 見 る 日 常 生 活 事 故 の 実 態 （ 令 和 ４ 年 ）  

 
 ○  年 齢別 で は、１ 歳児 の救 急搬 送 人員 が 1,929 人 と 最も 多く 、次い で ２歳 児 が 1,725

人と なっ てい ま す。  
 

図 表 118 乳 幼 児 の 年 齢 別 の 救 急 搬 送 人 員 （ 令 和 ４ 年 ）  

 
資 料 ： 救 急 搬 送 デ ー タ か ら 見 る 日 常 生 活 事 故 の 実 態 （ 令 和 ４ 年 ）  
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 ○  ０ 歳〜 ５ 歳（ 乳幼 児）の 事 故に つ いて は、73.0％が 住 宅 等居 住場 所と な って いま
す。  

 
図 表 119 乳 幼 児 の 発 生 場 所 別 の 救 急 搬 送 人 員 （ 令 和 ４ 年 ）  

 
資 料 ： 救 急 搬 送 デ ー タ か ら 見 る 日 常 生 活 事 故 の 実 態 （ 令 和 ４ 年 ）  

 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供の 交 通事 故件 数は 、そ の 他の 年 齢層 に比 べて 少 ない とは いえ 、死 亡 事故 が ゼ
ロ に は 至 ら ず 、 次 世 代 を 担 う 子 供 の か け が え の な い 命 を 交 通 事 故 か ら 守 っ て い く
対策 が必 要で す 。  

 ○  子 供 の 状 態 別 事 故 発 生 件 数 の 内 訳 を み る と 、 歩 行 中 や 自 転 車 乗 用 中 が 多 く を 占
めて おり 、歩 行 中の 飛 出し や自 転車 の 安全 不確 認、一時 不 停止 な ど子 供の 違反 に よ
る事 故も 発生 し てい ます 。  

 ○  乳 幼児 に つい ては 、短 期間 の うち に 、心 身の 特性 と 生活 上 の留 意点 が大 き く変 化
しま す 。防 災対 策 上 、時期 によ って 、必 要 とす る生 活環 境 や食 物・物 資等 が異 な る
ため 、そ れに 対 応し た適 切な 配慮 が 重要 です 。  

 ○  ま た 、栄 養 状 態や 水分 、衛生 の 確 保が 、乳幼 児の 成 長 、感染 症リ スク の 低減 につ
なが るな ど 、生 命の 維持 上 、大 きな 影響 を与 えま す 。乳 児に とっ ての ミル ク や水 な
ど、生命 や健 康 維持 に 必要 な物 資に つ いて は、被災 時に 確 実に 調 達で きる しく み が
必要 です 。  
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 ○  大 規模 災 害が 発生 した 場合 に は、電気・ガス・水道 など のラ イフ ライ ン の復 旧に
は 1 週 間以 上か か る 恐れ があ りま す 。水 など が不 自由 な 災害 時に は、 乳児 用 液体
ミ ル ク が 有 用 で す 。 ま た 、 乳 児 用 液 体 ミ ル ク が 災 害 時 に 有 効 に 活 用 さ れ る た め に
は、 平常 時か ら 正し い知 識を 持つ こ とが 大切 です 。  

 ○  乳 幼児 期 の事 故に 関す る知 見 が集 積す るこ とに よ り、安全 な生 活環 境 の創 出や、
保護 者へ の効 果 的な 普及 啓発 方法 な ど、 将来 の事 故防 止 に知 見が 継承 され ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  子 供 た ち が 交 通 ル ー ル を 守 り 、 子 供 自 身 が 危 険 を 予 測 し 回 避 す る こ と が で き る
よう 、参 加・ 体 験・ 実践 型の 交通 安 全教 育な どを 実施 し ます 。  

 ○  家 庭 内 に お け る 子 供 の 事 故 防 止 に 関 す る 啓 発 を 行 う と と も に 、 子 供 の 安 全 に 配
慮し た商 品の 普 及を 図り ます 。  

 ○  災 害 時 に お い て 乳 幼 児 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る た め 、 調 製 粉 乳 と 哺 乳 瓶 の 備 蓄
を行 いま す。  

 ○  利 便 性 が 高 く 災 害 時 の 活 用 に 有 効 な 乳 児 用 液 体 ミ ル ク に つ い て 、 備 蓄 を 行 う と
とも に 、民 間事 業者 と締 結し た協 定 に基 づき 、災害 発生 時に 緊急 に調 達し 、提供 し
ます 。  

 ○  「防 げる 事故 」を確 実に 防ぎ 、子供 が安 心し てチ ャ レン ジで きる 社会 を 実現 する
ため、産 官学 民の 連 携の 下、「 変え ら れる もの を変 える 」の 視 点で 事故 予防 の サイ
クル を回 しな が ら、エビ デン ス・ベ ース の事 故予 防策 を 展開 し、子 供の 事故 が起 き
にく い環 境づ く りを 推進 しま す。  

 ○  子 供の 死 亡事 例に つい て 、福 祉 、保 健 、教 育等 の関 係 機 関と 連携 しな が ら 、子供
の死 に至 る情 報 を収 集し 、予 防可 能 な要 因 につ いて 検証 し 、効 果 的な 予防 対策 を 提
言す るこ とで 、 将来 の子 供の 死亡 減 少に つな げま す。   
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＜計画事業＞ 

◆ ： 第 ３ 期 に お い て 追 加 し た 事 業  

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

450   
チャイルドシートなどの正 しい着
用 についての普 及 啓 発  

警 視 庁  

 子 供 の安 全 を確 保 するために、以 下 のことに取 り組 む。 
○子 供 と保 護 者 が一 緒 に学 ぶことができる参 加 ・ 体 験 ・ 実
践 型 の交 通 安 全 教 室 を開 催 する。 
○新 聞 、テレビ、ラジオ、インターネット等 、各 種 広 報 媒 体 を
活 用 してチャイルドシートの着 用 意 識 を高 め、正 しい着 用 の
徹 底 を図 る。 
○チャイルドシート着 用 講 習 会 を実 施 する。 

451   交 通 安 全 教 育 の推 進  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
警 視 庁  

（ 生 活 文 化 スポーツ局 ）  
 小 学 生 等 を対 象 とした交 通 安 全 教 育 として、「 歩 行 者 シ
ミュレータ」 等 を活 用 した参 加 ・ 体 験 型 の交 通 安 全 教 室 を
実 施  
（ 警 視 庁 ）  
 子 供 が正 しい交 通 安 全 知 識 を身 に付 けるために、幼 稚
園 ・ 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 高 校 等 において、成 長 に合 わせた段
階 的 かつ体 系 的 な参 加 ・ 体 験 ・ 実 践 型 の交 通 安 全 教 育 を
行 う。 

452   信 号 機 の導 入 ・ 整 備  警 視 庁  
○歩 車 分 離 式 信 号 機 の導 入  
 子 供 の利 用 機 会 が多 い交 差 点 を対 象 に、歩 行 者 と車
両 の通 行 を時 間 的 に分 離 する。 

453   自 転 車 の安 全 利 用 の推 進  
生 活 文 化 スポ
ーツ局  
警 視 庁  

（ 生 活 文 化 スポーツ局 ）  
○「 東 京 都 自 転 車 の安 全 で適 正 な利 用 の促 進 に関 する条
例 」 等 の理 念 に基 づき、小 学 生 用 、幼 稚 園 ・ 保 育 園 の園
児 保 護 者 用 など、対 象 別 に自 転 車 安 全 利 用 に関 するリー
フレットを作 成 し配 布 するとともに、自 転 車 シミュレータを活 用
した参 加 ・ 体 験 型 の自 転 車 安 全 教 室 を、教 育 庁 等 との連
携 により学 校 等 で開 催 する。 
 また、スマートフォン・ タブレット向 けに東 京 都 自 転 車 安 全
学 習 アプリ「 輪 トレ」 を提 供 する。 
（ 生 活 文 化 スポーツ局 、警 視 庁 ）  
〇自 転 車 の幼 児 用 座 席 に乗 車 させた幼 児 の安 全 対 策 を
推 進 する。 
○リーフレットや動 画 を活 用 した普 及 啓 発 により、ヘルメットの
着 用 を促 進 する。 
〇自 転 車 利 用 中 の対 人 賠 償 事 故 に備 える保 険 等 への加
入 を促 進 する。 
（ 警 視 庁 ）  
○子 供 と保 護 者 が一 緒 に学 ぶことができる参 加 ・ 体 験 ・ 実
践 型 の交 通 安 全 教 室 を開 催 する。 
○中 学 生 以 上 に対 して、スタントマンによる交 通 事 故 再 現 ス
タントを中 心 とした自 転 車 安 全 教 室 を実 施 し、交 通 ルールの
遵 守 意 識 の向 上 を図 る。 
○新 聞 、テレビ、ラジオ、インターネット等 、各 種 広 報 媒 体 を
活 用 して、自 転 車 の安 全 利 用 について広 報 啓 発 を推 進 す
る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

454   地 域 幹 線 道 路 の整 備  建 設 局  

 幹 線 道 路 の整 備 が進 んでいないエリアでは、周 辺 道 路 の
渋 滞 のため、地 域 に用 事 のない通 過 交 通 が生 活 道 路 に流
入 している。このため、地 域 幹 線 道 路 を整 備 し、安 心 で安 全
なまちを実 現 する。 

455   連 続 立 体 交 差 事 業  建 設 局  
 歩 行 者 の安 全 や道 路 交 通 の円 滑 化 などを図 るため、鉄
道 の立 体 化 を行 い、踏 切 を除 却 する。 

456   
子 供 の身 の回 りの危 険 について
の情 報 発 信 ・ 普 及 啓 発  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 乳 幼 児 の事 故 防 止 ガイドの作 成 のほか、子 育 て世 代 が多
く集 まるイベント、東 京 消 防 庁 防 災 館 、区 市 町 村 が開 催 す
る消 費 生 活 展 等 、多 様 な主 体 と連 携 し、家 の中 の危 険 や
子 供 服 の安 全 性 など子 供 の事 故 防 止 に関 する模 型 ・ パネ
ル等 の展 示 を活 用 して、より多 くの保 護 者 や子 供 に体 験 型
の啓 発 を行 っていく。 
 また、消 費 者 及 び事 業 者 の情 報 交 流 等 を通 じて、商 品
等 の安 全 対 策 に役 立 てるため、NPO が運 営 する「 こどものケ
ガを減 らすためにみんなをつなぐプラットフォーム」 で普 及 啓 発 を
実 施 する。 

457   災 害 用 ミルク等 の確 保  福 祉 局  
 乳 幼 児 用 の調 製 粉 乳 と哺 乳 瓶 4 日 分 （ 災 害 発 生 後
の最 初 の 3 日 分 は区 市 町 村 、都 は以 降 の 4 日 分 ） をラン
ニングストック方 式 で備 蓄 する。 

458   
「 東 京 マイ・ タイムライン」 の普 及
啓 発  

総 務 局  

〇冊 子 版 の配 布  
 都 内 全 ての国 公 私 立 小 ・ 中 ・ 高 等 学 校 の児 童 、生 徒 を
対 象 に配 布 する。 
 （ 配 布 対 象 は小 １ 、小 ４ 、中 １ 、高 １ の学 年 ）  
〇学 校 出 前 講 座  
 高 校 生 を対 象 に、風 水 害 からの避 難 について考 えてもらう
ためセミナーを実 施 する。 
〇親 子 セミナー 
 小 学 生 以 上 の子 供 とその保 護 者 を対 象 に、風 水 害 から
の避 難 について考 えてもらうためセミナーを実 施 する。 

459   セーフティ・ レビュー事 業  
子 供 政 策 連
携 室  

関 係 各 局 と連 携 し、事 故 事 例 データの収 集 ・ 分 析 、専 門
家 の知 見 等 を活 かした事 故 防 止 策 の提 言 等 を実 施 する。 

460   
事 故 情 報 等 データベース構 築
事 業  

子 供 政 策 連
携 室  

産 官 学 民 で利 活 用 できる子 供 の事 故 情 報 データベースを構
築 する。 

461   
予 防 のための子 供 の死 亡 検 証
（ CDR）  

福 祉 局  

 子 供 の死 亡 事 例 について、福 祉 、保 健 、教 育 等 の関 係
機 関 と連 携 しながら、子 供 の死 に至 る情 報 を収 集 し、予 防
可 能 な要 因 について検 証 し、効 果 的 な予 防 対 策 を提 言 す
ることで、将 来 の子 供 の死 亡 減 少 につなげる。 

462   
子 供 の安 全 に配 慮 した商 品 の
普 及  

生 活 文 化 スポ
ーツ局  

 事 業 者 等 と連 携 して、子 供 の安 全 に配 慮 した商 品 見 本
市 を開 催 し、商 品 のＰ Ｒ 強 化 、事 業 者 による安 全 な商 品
の開 発 ・ 製 造 、販 売 ・ 流 通 拡 大 の促 進 、商 品 を主 体 的 に
選 択 ・ 購 入 する消 費 者 の育 成 を図 る。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

再 掲    保 育 体 制 強 化 事 業  福 祉 局   

再 掲    
子 育 て世 帯 に配 慮 した住 宅 の
供 給 促 進  

住 宅 政 策 本
部  

 

再 掲    
「 子 供 を守 る」 住 宅 確 保 促 進
事 業  

住 宅 政 策 本
部  
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【４ 良質な住宅と居住環境の確保】 

＜住宅環境を取り巻く状況＞ 

 ○  都 内で は 、夫 婦と 18 歳未 満 の者 か らな る世 帯の 33.9％ が 70 ㎡ 未満 の 住宅 に 住
んで いま す。  

 
図 表 120 住 宅 の 床 面 積 （ 世 帯 に い る 子 供 の 年 齢 別 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 （ 令 和 ３ 年 度 ） を 基 に 作 成  

  

10.1%

11.8%

14.3%

23.8%

32.6%

36.2%

33.3%

25.8%

24.8%

21.9%

16.9%
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１８歳未満の子供がいる世帯

（466世帯）

６歳未満の子供がいる世帯

（178世帯）

３歳未満の子供がいる世帯

（105世帯）

50㎡未満 50㎡〜70㎡未満 70㎡〜100㎡未満 100㎡以上 無回答
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 ○  子 育 て を す る 上 で 住 宅 の 周 り の 環 境 と し て 重 要 だ と 思 う こ と を 聞 い た と こ ろ 、
「子 供の 遊び 場 や公 園が 近く にあ る 」の 割合 が最 も高 く なっ てい ます 。  

 
図 表 121 子 育 て を す る 上 で 住 宅 の 周 り の 環 境 と し て 重 要 な こ と （ ３ つ ま で の 複 数 回 答 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 （ 令 和 ３ 年 度 ）  
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日用品を購入するスーパーや飲食店が近くにある

小学校や中学校が近くにある

駅やバス停に近く、通勤に便利である

その他

特にない

わからない

無回答

（％）

令和３年度
（4,581人）
令和28年度
（5,944人）
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＜現状と課題＞ 

 ○  救 急搬 送 に至 る乳 幼児（ ０歳 から ５歳 まで ）の日 常生 活に おけ る事 故 は、約７ 割
が 住 宅 等 で 発 生 し て お り 、 子 育 て に 配 慮 し た 設 備 な ど 住 宅 内 で の 安 全 性 の 確 保 が
求め られ てい ま す。  

 ○  都 は、子 育て に 適し た住 宅の 供 給を 促進 する ため「 子育 て に配 慮し た住 宅 のガ イ
ドラ イン」を 策定 す ると とも に、「 東京 こ ども すく すく 住 宅認 定制 度」に よ り、子
育て しや すい 環 境づ くり を行 って い る優 良な 住宅 を認 定 して いま す。  

 ○  子 育て 世 帯、特に ひと り親 世 帯は 、就 労 や子 育て に不 安を 抱え 、経済 的に 困窮 し
て い る こ と も 多 く 、 民 間 賃 貸 住 宅 へ の 入 居 を 拒 ま れ 住 宅 確 保 に 苦 慮 し て い る 場 合
があ りま す。  

 ○  私 たち の 暮ら す室 内で は 、建 材 、家 具、家 庭用 品か らさ まざ まな 化学 物 質が 空気
中 に 放 出 さ れ て い ま す 。 乳 児 や 子 供 は 体 が 小 さ く 、 １ 回 の 呼 吸 量 も 少 な い の で す
が、体重 １㎏ あ たり で 比較 する と、呼 吸に よ って 取り 込む 化 学物 質の 量は 大人 の ２
倍以 上に もな り ます 。そ の ため 、乳児 や子 供が 長時 間過 ご す室 内の 空気 には 、十分
注意 を払 う必 要 があ りま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  子 育 て 世 帯 に 配 慮 し た 住 宅 供 給 の 誘 導 、 民 間 賃 貸 住 宅 へ の 円 滑 な 入 居 に 対 す る
支 援 、 公 的 住 宅 の 建 て 替 え に よ る 子 育 て 支 援 施 設 等 の 整 備 及 び 公 的 住 宅 に お け る
子育 て世 帯に 対 する 入居 機会 の確 保 など の取 組を 推進 し ます 。  

 ○  東 京 こ ど も す く す く 住 宅 に 係 る 改 修 物 件 へ の 取 組 強 化 、 戸 建 住 宅 へ の 対 象 拡 大
を通 じ、 住宅 の 整備 ・改 修を 行う 事 業者 等を 支援 しま す 。  

 ○  都 営住 宅 の建 設に 伴い 、必要 とな る道 路・公 園等 の公 共施 設や 保育 所・児 童館 等
の公 益的 施設 を、「地 域開 発要 綱」 に 基づ き整 備し ます 。  

 ○  子 育て 世 帯等 の入 居を 拒ま な い民 間賃 貸住 宅（ 東 京さ さ エー ル住 宅）の 登録 促 進
及び 入居 相談 な どの サポ ート を行 う 居住 支援 法人 の指 定 を進 めま す。  

 ○  都 営 住 宅 や 公 社 住 宅 の 入 居 者 募 集 に お い て 、 子 育 て 世 帯 が 優 先 的 に 入 居 で き る
機会 を確 保し ま す。  

 ○  住 宅の 価 格や 家賃 が上 昇す る 中、民 間活 力を 活用 し 、子 育 て世 帯等 が住 み やす い
アフ ォー ダブ ル 住宅 の供 給を 推進 し ます 。  

 ○  子 供は 化 学物 質の 影響 を受 け やす く、将来 に わた る健 康影 響も 懸念 さ れる ため、
建 材 に 由 来 す る 化 学 物 質 の 低 減 化 等 の シ ッ ク ハ ウ ス 対 策 の 啓 発 を 行 い 、 安 全 な 室
内環 境の 確保 を 推進 しま す。  

  



275 
 

■東 京こ ども す くす く住 宅  
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＜計画事業＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

463   
住 宅 困 窮 度 に応 じた入 居 者
選 定 方 式 の実 施  

住 宅 政 策 本
部  

 住 宅 に困 窮 している 18 歳 未 満 の子 供 が３ 人 以 上 いる
多 子 世 帯 が、「 多 子 世 帯 ポイント方 式 募 集 」 や「 多 子 世 帯
優 遇 抽 せん制 度 」 を活 用 し、優 先 的 に都 営 住 宅 に入 居 で
きるよう、入 居 者 の選 定 を実 施 する。 

464   
若 年 夫 婦 ・ 子 育 て世 帯 への入
居 機 会 の確 保  

住 宅 政 策 本
部  

 若 年 夫 婦 ・ 子 育 て世 帯 （ ひとり親 世 帯 含 む） 向 けに、
一 般 募 集 とは別 枠 で行 う入 居 期 間 を 10 年 （ ただし、10
年 経 過 した時 点 で子 がいる場 合 は、末 子 の高 校 修 了 期 ま
で延 長 ） までとする期 限 付 きの入 居 者 募 集 方 式 である「 都
営 住 宅 定 期 使 用 住 宅 募 集 」 や、入 居 期 限 のない「 若 年 夫
婦 ・ 子 育 て世 帯 向 （ ひとり親 世 帯 含 む） 」 の毎 月 募 集 を
通 して、若 年 夫 婦 ・ 子 育 て世 帯 の入 居 の機 会 を確 保 する。 

465   
小 学 校 就 学 前 の子 育 て世 帯
への入 居 機 会 の確 保  

住 宅 政 策 本
部  

 都 営 住 宅 において、小 学 校 就 学 前 の子 供 が２ 人 以 上 い
る世 帯 を優 遇 抽 せん制 度 により優 先 的 に都 営 住 宅 に入 居
できるよう、入 居 者 の選 定 を実 施 する。 
 また、18 歳 未 満 の児 童 が１ 人 または２ 人 いる世 帯 を優
遇 抽 せん制 度 により優 先 的 に都 営 住 宅 に入 居 できるよう、
入 居 者 の選 定 を実 施 する。 

466   地 域 開 発 整 備 事 業  
住 宅 政 策 本
部  

 都 営 住 宅 の建 設 に伴 い、必 要 となる道 路 ・ 公 園 等 の公
共 施 設 や保 育 所 ・ 児 童 館 等 の公 益 的 施 設 を、「 地 域 開
発 要 綱 」 に基 づき、整 備 することにより、良 好 な市 街 地 の形
成 や生 活 環 境 の向 上 を図 る。 

467   
公 社 住 宅 における子 育 て世 帯
への入 居 支 援  

住 宅 政 策 本
部  

○優 先 入 居 の実 施  
 子 育 て世 帯 の入 居 機 会 を確 保 し、居 住 の安 定 が図 られ
るよう、新 築 募 集 における「 子 育 て世 帯 倍 率 優 遇 制 度 」 、
空 き家 先 着 順 募 集 における「 子 育 て世 帯 等 優 先 申 込 制
度 」 の利 用 を促 進 する。 
○近 居 の支 援  
 世 代 間 で助 け合 いながら安 心 して生 活 できるよう、子 育 て
世 帯 が親 族 の近 くに住 む近 居 を支 援 するため、新 築 募 集 に
おける「 近 居 世 帯 倍 率 優 遇 制 度 」 とともに、一 部 住 宅 の空
き家 募 集 において事 前 に登 録 することで優 先 的 に入 居 できる
「 近 居 であんしん登 録 制 度 」 、及 び家 賃 を一 定 期 間 割 引 す
る「 近 居 サポート割 」 を実 施 する。 
〇子 育 て世 帯  住 まい相 談 窓 口 の設 置  
 新 規 入 居 ご希 望 の方 に対 し、公 社 住 宅 に関 する子 育 て
関 連 情 報 を提 供 する。 

  



277 
 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

468   
子 育 て世 帯 に配 慮 した住 宅 の
供 給 促 進  

住 宅 政 策 本
部  

 子 育 て支 援 サービスとも連 携 した子 育 て世 帯 向 けの質 の
高 い住 宅 を都 が認 定 する「 東 京 都 子 育 て支 援 住 宅 認 定
制 度 」 を「 東 京 こどもすくすく住 宅 認 定 制 度 」 として制 度 を再
構 築 し、認 定 基 準 を多 段 階 化 するとともに、認 定 住 宅 にお
ける改 修 や新 築 に対 する直 接 補 助 の実 施 などにより、子 育
て世 帯 に配 慮 した住 宅 の供 給 を促 進 する。 
 東 京 こどもすくすく住 宅 について、令 和 ７ 年 度 から既 存 ス
トックの有 効 活 用 や良 質 な賃 貸 住 宅 の供 給 を促 進 する観
点 から、一 層 メリハリある制 度 に見 直 しを図 るとともに、住 宅
市 場 全 体 の取 組 を強 化 するため、制 度 の対 象 を戸 建 住 宅
にも拡 大 する。 

469 ◆ 
「 子 供 を守 る」 住 宅 確 保 促 進
事 業  

住 宅 政 策 本
部  

 子 供 の安 全 確 保 のための工 事 等 を行 う集 合 住 宅 居 住
者 に直 接 補 助 し、子 育 て世 帯 の住 まいの安 全 性 を底 上 す
る。 

470   
住 宅 確 保 要 配 慮 者 に対 する
居 住 支 援 の推 進  

住 宅 政 策 本
部  

 子 育 て世 帯 などの住 宅 確 保 要 配 慮 者 の居 住 の安 定 を
図 るため、入 居 を拒 まない民 間 賃 貸 住 宅 （ 東 京 ささエール
住 宅 ） の登 録 を促 進 するとともに登 録 住 宅 の入 居 者 への
家 賃 債 務 保 証 や入 居 に係 る情 報 提 供 、相 談 、見 守 り等 の
生 活 支 援 を行 う居 住 支 援 法 人 の指 定 を進 める。 
 また、地 域 の実 情 に応 じたきめ細 かな支 援 を担 う区 市 町
村 に対 して、広 域 的 な立 場 から全 国 の協 議 会 の取 組 事 例
等 の情 報 提 供 や活 動 に対 する支 援 を行 うなど、区 市 町 村
居 住 支 援 協 議 会 の設 置 を推 進 する。 

471 ◆ 都 営 住 宅 を活 用 した結 婚 支 援  
住 宅 政 策 本
部  

 入 居 期 間 を 10 年 （ ただし、10 年 経 過 した時 点 で子 が
いる場 合 は、末 子 の高 校 修 了 期 まで延 長 ） までとする入 居
者 募 集 方 式 のうち、毎 月 募 集 を通 して、結 婚 予 定 者 に交
通 利 便 性 の高 い都 営 住 宅 を優 先 的 に提 供 する。 

472 ◆ 公 社 住 宅 を活 用 した結 婚 支 援  
住 宅 政 策 本
部  

 結 婚 を予 定 する方 々を支 援 するため、「 結 婚 予 定 者 優
先 申 込 制 度 」 により、交 通 利 便 性 の高 い公 社 住 宅 を優 先
的 に提 供 する。 

473   シックハウス対 策  保 健 医 療 局  

 化 学 物 質 による子 供 の健 康 への影 響 を予 防 するため、庁
内 で組 織 する「 居 室 内 の有 害 化 学 物 質 に関 する連 絡 会
議 」 等 により、各 局 が連 携 し、「 化 学 物 質 の子 供 ガイドライン
（ 室 内 空 気 編 ） 」 や「 健 康 ・ 快 適 居 住 環 境 の指 針 （ 平
成 ２ ８ 年 度  改 定 版 ） 」 等 を活 用 した室 内 環 境 保 健 対
策 を推 進 する。 
 また、子 供 が利 用 する施 設 の担 当 者 を対 象 とした「 化 学
物 質 健 康 問 題 に関 する講 習 会 」 の開 催 や、区 市 町 村 保
育 担 当 者 会 等 におけるガイドライン等 の周 知 及 び包 括 補 助
事 業 を活 用 した化 学 物 質 の測 定 実 施 の支 援 等 の取 組 を
進 める。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

474 ◆ 
子 育 て世 帯 等 が住 みやすいアフ
ォーダブル住 宅 の供 給  

スタートアップ・
国 際 金 融 都
市 戦 略 室  
住 宅 政 策 本
部  
都 市 整 備 局  

〇金 融 スキームの活 用  
 複 数 のファンドを組 成 し、子 育 て世 帯 等 へのアフォーダブル
な住 宅 供 給 を実 現  
〇空 き家 の有 効 活 用  
 区 市 町 村 と連 携 し、空 き家 を地 域 資 源 として活 用 し地
域 の課 題 解 決 に取 り組 む民 間 事 業 者 等 に対 して、ひとり親
世 帯 等 を対 象 としたシェアハウスへの改 修 に係 るメニューを新
たに設 けるなど、取 組 を後 押 し 
〇開 発 と合 わせた導 入  
 都 市 開 発 諸 制 度 等 による開 発 と合 わせたアフォーダブル住
宅 の導 入 に向 けた促 進 策 を検 討  
〇多 摩 ニュータウンのまちづくり 
 子 育 て世 代 に選 ばれ、ライフステージに合 わせて、空 き住 戸
の活 用 など多 様 な住 まいの供 給 を促 進  

 

＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

468   
子 育 て 世 帯 に配 慮 し た 住 宅 の
供 給 促 進  

住 宅 政 策 本
部  

（ 令 和 12 年 度 末 ）  
 認 定 戸 数  10,000 戸  

認 定 戸 数  延 べ
3,920 戸  
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【５ 安心して外出できる環境の整備】 

＜子育て家庭を取り巻く状況＞ 

 ○  子 育て 中 の父 母に 、子 育て を する 上 で整 備し てほ し いも のを 尋ね たと こ ろ、令 和
４ 年 度 も 父 母 と も に 「 子 供 が 安 全 に 遊 ぶ こ と が で き る 公 園 」 が 最 も 多 く 、 次 い で
「 子 供 が 泣 い て も 周 囲 の 目 を 気 に す る こ と な く 利 用 で き る 電 車 車 両 」 が 多 く な っ
てい ます 。母 親の 回 答で は「 段差 のな い 歩道 や駅 など の バリ アフ リー 」、父 親 の回
答で は「子 供連 れで も楽 に利 用で き 、オ ムツ 替え の場 所 があ る公 衆ト イレ 」がそ の
次に 多く なっ て いま す。  

 
図 表 122 子 育 て を し て い く 上 で 整 備 し て ほ し い も の （ 東 京 都 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ４ 年 度 ）  
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 ○  日 常 よ く 出 か け る と こ ろ に 着 く ま で の バ リ ア の 有 無 を 外 出 時 グ ル ー プ 別 に み る
と、 乳幼 児連 れ グル ープ は 62.2％で 、 総 数や 他の グル ー プと 比べ て高 くな っ てい
ます 。  

 
図 表 123 日 常 よ く 出 か け る と こ ろ に 着 く ま で の バ リ ア の 有 無 （ 外 出 時 グ ル ー プ 別 ）  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ３ 年 度 ）  

（ 注 ） 外 出 時 の 障 害 あ り グ ル ー プ ： 何 ら か の 障 害 が あ る た め に 、 外 出 の 際 、 福 祉 機 器 や 介 助 者 が 必 要 で あ る 人  

   乳 幼 児 連 れ グ ル ー プ ： 乳 幼 児 を 連 れ て 外 出 す る こ と が あ る 人  

   高 齢 者 グ ル ー プ ： 年 齢 が 65 歳 以 上 の 人  
 
 ○  「心 の バリ ア フリ ー 1」とい う言 葉 や意 味を 知っ て いる か聞 いた とこ ろ、「 言 葉も

意味 も、 今回 は じめ て知 った 」の 割 合が 48.7％ と最 も高 くな って いま す。  
 

図 表 124 心 の バ リ ア フ リ ー の 認 知 度  

 
資 料 ： 東 京 都 福 祉 局 「 東 京 都 福 祉 保 健 基 礎 調 査 」（ 令 和 ３ 年 度 ）   

 
1 誰 も が 円 滑 に 移 動 し 、 様 々 な 活 動 を 楽 し め る ま ち づ く り を 進 め る た め 、 全 て の 人 が 平 等 に 参 加 で き る 社 会 や 環
境 に つ い て 考 え 、 必 要 な 行 動 を 続 け る こ と  
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＜現状と課題＞ 

 ○  交 通機 関 、道 路 、建 築物 等に お い て 、施 設や 環境 の 整 備を 行う とと も に 、合理的
配慮 の提 供や 情 報保 障を 行う など 、ハー ド・ソ フト 一体 的 なバ リ アフ リー を推 進 す
る必 要が あり ま す。  

 ○  情 報 バ リ ア フ リ ー 環 境 の 構 築 や 心 の バ リ ア フ リ ー の 理 解 促 進 な ど ソ フ ト 面 の 取
組を 更に 充実 さ せる 必要 があ りま す 。  

 ○  子 育て 世 帯に 配慮 した 環境 整 備の 促進 を図 るた め 、民 間 施設 等に おけ る「赤 ち ゃ
ん・ ふら っと 」 の設 置等 を更 に進 め てい く必 要が あり ま す。  

 ○  車 両 の 更 新 に 合 わ せ て 、 車 椅 子 や ベ ビ ー カ ー 等 に 配 慮 し た ス ペ ー ス の 導 入 を 進
める こと が望 ま しい です 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  誰 も が 安 心 し て 外 出 で き る よ う 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 視 点 に 立 っ た 福 祉 の
まち づく りを 推 進す ると とも に 、マ タニ ティ マー クの 普 及な ど、ハ ード・ソフ トの
両面 から 一体 的 にバ リア フリ ー化 を 進め てい きま す。  

 ○  授 乳や お むつ 替え など がで き る「 赤ち ゃん・ふら っと 」を商 業施 設等 に 設置 しま
す。  

 ○  都 立公 園 に野 外体 験や 里山 体 験が でき る広 場を 整 備し ます 。  
 ○  交 通機 関 や公 共空 間の バリ ア フリ ー化 を推 進し ま す。  
 ○  心 のバ リ アフ リー の理 解促 進 と情 報バ リア フリ ー の普 及推 進を 行い ま す。  
 ○  地 下鉄 車 両の 更新 にあ わせ 、各車 両に フリ ース ペ ース を導 入し ます 。また 、子育

て応 援ス ペー ス を都 営地 下鉄 の全 路 線に 展開 し、 導入 車 両を 順次 拡大 しま す 。  
 ○  都 営バ ス（乗 合バ ス車 両 ）に つい ては 、平成 24 年度 末 に全 車両 をノ ン ステ ップ

バス とし てい ま す。  
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■子 育て 応援 ス ペー ス  

 
ⒸMercis bv 
 
■こ ども スマ イ ルス ポッ ト  

  
（新 宿西 口駅 ）         （ 上野 御徒 町駅 ）  
 

 
（門 前仲 町駅 ）  
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＜計画事業＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

475   
子 育 て家 庭 の外 出 環 境 の整
備 「 赤 ちゃん・ ふらっと」  

福 祉 局  

 子 育 て家 庭 が、気 軽 に外 出 できるよう、授 乳 やおむつ替 え
などができる「 赤 ちゃん・ ふらっと」 を保 育 所 や公 共 施 設 等 、
身 近 な地 域 に設 置 する区 市 町 村 を支 援 するほか、都 立 施
設 、民 間 施 設 にも設 置 を進 める。 

476   緑 の拠 点 となる公 園 の整 備  建 設 局  
 都 民 に安 らぎやレクリエーションの場 を提 供 する都 立 公 園
の整 備 を推 進 する。 

477   
こころとからだを育 てる活 動 体 験
（ 野 外 体 験 ・ 里 山 体 験 ） の 
活 動 広 場 拠 点 づくり 

建 設 局  

 都 市 化 や家 族 形 態 の変 化 により、都 市 生 活 の中 では得
られなくなった野 外 体 験 や里 山 体 験 を親 子 連 れ、高 齢 者 な
ど、多 くの都 民 が都 立 公 園 で楽 しめる広 場 を整 備 する。 
 野 外 体 験 や里 山 体 験 を通 じて自 然 と親 しむ機 会 を提 供
し、快 適 さを備 えた公 園 整 備 を行 うことにより、都 心 や丘 陵
地 の公 園 に来 園 する都 民 が増 加 し楽 しめる公 園 の整 備 をす
る。 

478   

心 のバリアフリーに向 けた普 及 啓
発 の強 化 への支 援  
〔 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 〕  

福 祉 局  

 心 のバリアフリーに関 するガイドラインを活 用 するなどして、学
校 や地 域 でのユニバーサルデザイン教 育 や福 祉 のまちづくりサ
ポーター等 の養 成 、事 業 者 の接 遇 向 上 に向 けた普 及 啓 発
等 の様 々な取 組 を行 う区 市 町 村 を支 援 することで、全 ての
人 が平 等 に参 加 できる社 会 や環 境 について考 え、必 要 な行
動 を続 ける心 のバリアフリーを推 進 する。 

479   

情 報 バリアフリーに係 る充 実 への
支 援  
〔 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 〕  

福 祉 局  

 地 域 のバリアフリーマップの作 成 やＩ Ｃ Ｔ を活 用 した歩 行
者 の移 動 支 援 、コミュニケーション支 援 ボードの普 及 など、区
市 町 村 の様 々な取 組 を支 援 し、誰 もが必 要 な情 報 を容 易
に入 手 できる環 境 を整 備 する。 

480   情 報 バリアフリーの普 及 推 進  福 祉 局  

 年 齢 、性 別 、国 籍 、障 害 の有 無 等 にかかわらず、誰 もが
外 出 や活 動 を楽 しむことのできるよう、ハード・ ソフトの一 体 的
なバリアフリー化 を東 京 ２ ０ ２ ０ 大 会 のレガシーとして発 展 さ
せるため、必 要 な情 報 をスムーズに入 手 できる情 報 バリアフリ
ー環 境 に向 け、利 用 者 の視 点 に立 ったわかりやすい情 報 提
供 や普 及 啓 発 を行 う。 

481   心 のバリアフリーの理 解 促 進  福 祉 局  

 年 齢 、性 別 、国 籍 、障 害 の有 無 等 にかかわらず、誰 もが
外 出 や活 動 を楽 しむことのできるよう、ハード・ ソフトの一 体 的
なバリアフリー化 を東 京 ２ ０ ２ ０ 大 会 のレガシーとして発 展 さ
せるため、心 のバリアフリーが浸 透 した共 生 社 会 の実 現 に向
け、多 くの人 の理 解 に広 がり、実 践 に繋 がるよう、効 果 的 な
普 及 啓 発 を行 う。 

482   
東 京 都 福 祉 のまちづくり条 例 の
運 用 等  

福 祉 局  

○建 築 物 、道 路 、公 園 、公 共 交 通 施 設 等 の新 設 又 は改
修 の際 に、整 備 基 準 に適 合 した整 備 を図 る。 
○区 市 町 村 に委 任 した届 出 、指 導 ・ 助 言 、適 合 証 交 付 等
運 用 事 務 の円 滑 な実 施 に向 けた制 度 の周 知 、特 例 交 付
金 の交 付 等 を行 う。※所 管 行 政 庁 ： 独 自 条 例 制 定 による
適 用 除 外 8 区 市 を除 く区 市 町 村  

  



284 
 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

483   

区 市 町 村 福 祉 のまちづくりに関
する基 盤 整 備 事 業  
〔 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包
括 補 助 事 業 〕  

福 祉 局  

 区 市 町 村 が自 ら行 う福 祉 のまちづくり条 例 に適 合 した公
共 的 施 設 、道 路 、公 園 等 の整 備 や、小 規 模 店 舗 など身
近 な建 築 物 のバリアフリー化 整 備 を行 う民 間 事 業 者 に対 す
る整 備 費 の一 部 を助 成 する事 業 に対 し支 援 を行 う。 

484   
福 祉 のまちづくり功 労 者 に対 す
る知 事 感 謝 状 の贈 呈  

福 祉 局  
 東 京 都 の福 祉 のまちづくりの推 進 について顕 著 な功 績 のあ
った個 人 または団 体 に感 謝 状 を贈 呈 することにより、福 祉 の
まちづくりの取 組 を広 く普 及 させる。 

485   
公 共 トイレの介 助 用 ベッド設 置
促 進 事 業 〔 地 域 福 祉 推 進 区
市 町 村 包 括 補 助 事 業 〕  

福 祉 局  
 公 共 トイレへの介 助 用 ベッドの計 画 的 な設 置 ・ 情 報 発 信
等 に一 体 的 に取 り組 む市 町 村 を支 援 することで、公 共 トイレ
のバリアフリー化 を促 進 する。 

486   
鉄 道 駅 総 合 バリアフリー推 進 事
業 （ バリアフリー基 本 構 想 等 作
成 費 補 助 ）  

都 市 整 備 局  

 地 域 の面 的 かつ一 体 的 なバリアフリー化 を推 進 するため、
バリアフリー法 に基 づきバリアフリー基 本 構 想 及 び移 動 等 円
滑 化 促 進 方 針 を作 成 する区 市 町 村 に対 し補 助 を行 う。ま
た、情 報 提 供 や技 術 的 助 言 を行 い、地 域 のバリアフリー化 を
推 進 する。 

487   
鉄 道 駅 総 合 バリアフリー推 進 事
業 （ 鉄 道 駅 エレベーター等 整 備
事 業 ）  

都 市 整 備 局  
 Ｊ Ｒ ・ 私 鉄 の鉄 道 駅 における円 滑 な移 動 を確 保 するた
め、区 市 町 と連 携 してエレベーター等 の整 備 に対 する補 助 を
行 う。 

488   
鉄 道 駅 総 合 バリアフリー推 進 事
業 （ ホームドア等 整 備 促 進 事
業 ）  

都 市 整 備 局  
 Ｊ Ｒ ・ 私 鉄 の鉄 道 駅 における安 全 性 を確 保 するため、区
市 町 と連 携 してホームドアの整 備 に対 する補 助 を行 う。 

489   
鉄 道 駅 総 合 バリアフリー推 進 事
業 （ 鉄 道 駅 バリアフリートイレ等
整 備 促 進 事 業 ）  

都 市 整 備 局  

 Ｊ Ｒ ・ 私 鉄 の鉄 道 駅 における車 椅 子 使 用 者 だけでなく、
乳 幼 児 連 れの方 等 、多 様 な利 用 者 の利 便 性 を向 上 するた
め、区 市 町 と連 携 してバリアフリートイレの整 備 や機 能 の分 散
配 置 に対 する補 助 を行 う。 

490   地 下 高 速 鉄 道 建 設 助 成  都 市 整 備 局  

 地 下 高 速 鉄 道 の建 設 促 進 を図 るため、交 通 局 及 び東
京 メトロが施 行 する、地 下 高 速 鉄 道 の新 線 建 設 、耐 震 補
強 及 び大 規 模 改 良 （ ホームドア、エレベーター等 整 備 含
む。） に対 する補 助 を行 う。 

491   
だれにも乗 り降 りしやすいバス整
備 事 業  

都 市 整 備 局  
 民 営 バス事 業 者 が整 備 するノンステップバスに対 し、購 入
経 費 の一 部 を補 助 することにより、だれでも乗 り降 りしやすい
バスの導 入 促 進 を図 る。 

492   道 路 のバリアフリー化  建 設 局  

 多 くの人 が日 常 生 活 で利 用 する主 要 駅 や生 活 関 連 施
設 を結 ぶ都 道 等 について、バリアフリー化 を推 進 する。 
 また、既 設 道 路 橋 の「 優 先 的 に整 備 する橋 梁 」 について、
バリアフリー化 整 備 を順 次 進 めていく。 

493   歩 道 の整 備 ・ 改 善  建 設 局  

 歩 道 が無 い又 は狭 い箇 所 において、バリアフリーに配 慮 した
歩 道 整 備 を推 進 し、安 全 で快 適 な歩 行 空 間 の形 成 を図
る。 
 また、現 道 の補 修 に併 せ、歩 道 の拡 幅 や段 差 ・ 勾 配 の改
善 などにより、歩 行 空 間 の確 保 ・ 改 善 を行 う。 

494   
地 下 鉄 車 両 へのフリースペース
導 入  

交 通 局  

 新 型 車 両 に更 新 する際 には、各 車 両 にフリースペースを設
置 する。 
 また、子 育 て応 援 スペースを都 営 地 下 鉄 の全 路 線 へ展 開
し、導 入 車 両 を順 次 拡 大 する。 
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番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

495   トイレの改 修 （ グレードアップ）  交 通 局  

 老 朽 化 している浅 草 線 、三 田 線 、新 宿 線 のトイレについ
て、出 入 口 の段 差 解 消 、ベビーチェア・ おむつ交 換 台 の増
設 、パウダーコーナーの設 置 など、機 能 性 と清 潔 感 を備 えたト
イレにグレードアップする。 

496   マタニティマークの普 及 への協 力  交 通 局  

 出 産 や子 育 て支 援 のため、妊 娠 中 のお客 様 やそのご家 族
等 に対 するマタニティマークの配 布 を引 き続 き行 う。また、駅 貼
りポスターや車 内 ステッカー等 により、マークの普 及 促 進 に努 め
る。 
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＜目標を掲げている取組＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  
目 標 値 （ 年 度 の記 載 ないものは、 

令 和 11 年 度 末 までの目 標 ）  
令 和 5 年 度 実 績  

486   
鉄 道 駅 総 合 バ リ ア フ リ ー 推 進
事 業 （ バ リ ア フ リ ー 基 本 構 想
等 作 成 費 補 助 ）  

都 市 整 備 局  
バリ ア フ リ ー 化 に 向 けた 取 り 組 み を 都
内 各 地 に展 開  
（ 2030 年 度 ）  

実 績  
・ 協 議 会 等 を 通
じ 、 区 市 町 村 に 基
本 構 想 及 び 促 進
方 針 作 成 の 技 術
的 支 援 を実 施  
・ 基 本 構 想 等 作
成 費 補 助 事 業 を
実 施 （ 基 本 構 想
1 区 1 市 、促 進 方
針 2 区 1 市 ）  
< 参 考 > バ リ ア フ リ
ー基 本 構 想 を作 成
した区 市 町 村 の 数
31 区 市 （ 21 区
10 市 ） 102 地
区 、 移 動 等 円 滑
化 促 進 方 針 を 作
成 した区 市 町 村 の
数 9 区 市 （ 6 区 3
市 ） 37 地 区  

488   
鉄 道 駅 総 合 バ リ ア フ リ ー 推 進
事 業 （ ホ ー ム ドア 等 整 備 促 進
事 業 ）  

都 市 整 備 局  
Ｊ Ｒ ・ 私 鉄 の整 備 率  
約 ６ 割 （ 2030 年 度 ）  

補 助 実 績  
 ホ ー ム ド ア 整 備  
12 駅  
に 対 し て 補 助 を 実
施  

492   道 路 のバリアフリー化  建 設 局  

 
次 期 「 東 京 都 道 路 バリ ア フ リ ー 推 進
計 画 」 等 に基 づ き 、道 路 の バリアフ リ
ー化 の整 備 を推 進  

○ 主 要 駅 周 辺  
6km 整 備 完 了  
○ 令 和 元 年 に 国
が指 定 した特 定 道
路  5km 整 備 完
了  
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【６ 子供・子育てを応援する機運の醸成】 

＜子育て家庭を取り巻く状況＞ 

 ○  地 域 に 支 え ら れ て い る と 感 じ て い る 人 は 「 感 じ る 」「 や や 感 じ る 」 を 合 わ せ て
38.2％ とな って いま す。  

 
図 表 125 子 育 て を す る 上 で 、 地 域 に 支 え ら れ て い る と 感 じ て い ま す か 。  

 
資 料 ： 東 京 都 「 令 和 ６ 年 度 若 年 層 及 び 子 育 て 世 代 を 対 象 と し た 意 識 調 査 」  
 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 育て 応 援と うき ょう パス ポ ート につ いて は 、令 和７ 年１ 月 1 日 現在 、約 9,200
店の 企業・店舗 等が 協賛 店と して 登 録し てい ます 。子供・子育 ての 機運 を醸 成 する
ため 、引 き続 き 、協 賛店 を増 やし て いく こと が重 要で す 。  

 ○  社 会の あ らゆ る主 体と 連携 し 、官 民 一体 とな って 、子供 の 笑顔 があ ふれ る 社会 、
安 心 し て 子 供 を 産 み 育 て ら れ る 社 会 を 目 指 す 取 り 組 み で あ る 、 こ ど も ス マ イ ル ム
ーブ メン トに つ いて は、令 和 ７年 １月 １日 現在、約 1,900 団体 が 参画 して いま す 。
引き 続き 参画 企 業・団 体を 増や すと と もに 、子供 が笑 顔に な る取 り組 みを 推進 し て
いく こと が重 要 です 。  

 ○  妊 娠・ 出 産・ 子育 て支 援や 社 会的 養護 など の「 子 供・ 子育 て支 援」 を 、NPO 等
を含 めた 社会 全 体で 推進 して いく 必 要が あり ます 。  

  

感じる
7.3%

やや感じる
30.9%

あまり感じな
い

35.9%

全く感じない
12.3%

わからない
13.5%

n=3,229
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＜取組の方向性＞ 

 ○  ポ ータ ル サイ ト・アプ リ「 と うき ょう 子育 てス イ ッチ 」に より 、子 育 て当 事者・
支援 者に 役立 つ 情報 を発 信し てい き ます 。  

 ○  子 育て 応 援と うき ょう パス ポ ート を運 営し てい き ます 。  
 ○  こ ど も ス マ イ ル ム ー ブ メ ン ト の 取 組 を 更 に 加 速 さ せ る た め に 、 幅 広 い 主 体 の 連

携を 都が 促進 し 、リ ー ディ ング モデ ル とな る象 徴的 な取 組 の推 進や 参画 企業・団 体
の 特 性 や 強 み を 活 か し た 様 々 な 取 組 の 促 進 に 加 え 、 こ ど も ス マ イ ル ム ー ブ メ ン ト
の普 及啓 発を 進 めて いき ます 。  

 ○  NPO 等を 子 供 ・子 育て 支援 を 担う 重要 な柱 の一 つ と位 置付 け、 効果 的 な事 業を
展開 する NPO 等に 対 し、財 政支 援 等を 行 うこ とで、社 会全 体 での 子供・子 育て 支
援を 一層 推進 し てい きま す。  

 
■子 育て 応援 と うき ょう パス ポー ト  
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■こ ども スマ イ ルム ーブ メン ト  
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＜計画事業＞ 

番 号  事 業 名  所 管 局  事 業 概 要  

497   
子 供 ・ 子 育 て応 援 とうきょう事
業  

福 祉 局  

 東 京 のポテンシャルを生 かした協 働 の促 進 、東 京 の子 育 て
に役 立 つ情 報 の発 信 、子 育 て家 庭 が子 育 てを応 援 するサー
ビスを受 けることができる仕 組 みの構 築 等 （ 子 育 て応 援 とう
きょうパスポート事 業 ） 、その他 、社 会 全 体 で子 育 てを応 援
する機 運 を高 める取 組 を行 う。 
（ 「 子 育 て応 援 とうきょう会 議 事 業 」 （ 平 成 19 年 度 開
始 ） と「 子 育 て応 援 とうきょうパスポート事 業 」 （ 平 成 28 年
度 開 始 ） を統 合 。「 子 育 て応 援 とうきょう会 議 の運 営 」 は
令 和 2 年 度 をもって終 了 。）  

498   こどもスマイルムーブメント 
子 供 政 策 連
携 室  

 社 会 の様 々な主 体 と連 携 し、官 民 一 体 となって「 子 供 の
笑 顔 があふれる社 会 」 「 安 心 して子 供 を産 み育 てられる社
会 」 を目 指 す取 組 として、「 こどもスマイルムーブメント」 を推 進
している。令 和 ７ 年 １ 月 現 在 、1,900 を超 える参 画 企 業 ・
団 体 がこどもスマイルムーブメント宣 言 に賛 同 し、子 供 の笑 顔
につながる子 供 の目 線 に立 った様 々な取 組 を展 開 している。 

499 ◆ 子 供 が輝 く東 京 ・ 応 援 事 業  福 祉 局  

 NPO 等 を子 供 ・ 子 育 て支 援 を担 う重 要 な柱 の一 つと位
置 付 け、効 果 的 な事 業 を展 開 する NPO 等 に対 し、都 が直
接 財 政 支 援 等 を行 うことで、社 会 全 体 での子 供 ・ 子 育 て支
援 を一 層 推 進 していく。 
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コラ ム  
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第４章 

子供・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上 
 
 
 
 
 

     １  母子保健 

     2 子育て支援 

     3 幼児教育 

     4 保育 

     5 認定こども園 

     6 子供の居場所づくり 

     7 児童相談所 

     8 社会的養護 

     9 ひとり親家庭支援 

     10 障害児支援 
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 第 ３ 章 で 掲 げ た 事 業 を 支 え る の は 、 専 門 職 に 加 え 、 子 育 て 経 験 者 や ボ ラ ン テ ィ ア な
ど、 地域 で活 動 する 様々 な人 材で す 。  
 こ れら の人 材 の確 保・資 質の 向上 は 、一 義的 には 事業 者 の責 務で すが 、利用 者ニ ーズ
に応 じた 適切 な サー ビス を提 供す る ため に必 要な 人材 の 確保・資質 の向 上は 、子供・子
育て 支援 の実 施 主体 であ る区 市町 村 の責 務で もあ りま す 。  
 
 都 は 、広 域自 治 体 とし て 、都 内全 域 の 子供・子育 て支 援 の 質の 向上 に向 け 、人 材の確
保・ 資質 の向 上 を図 る区 市町 村や 事 業者 を支 援し てい き ます 。  
 
 平 成 30 年 1 月か ら、 ポー タル サ イト 「ふ くむ すび 」（ 東京 都福 祉人 材情 報 バン クシ
ステ ム ）を 運営 して いま す 。福 祉分 野に 多様 な人 材を 確 保す るた め 、福 祉職 場に 関心 の
ある 方に シス テ ムへ の登 録を 促し 、福祉 事業 者の 職員 募 集や 職場 環境 等に 関 する 情報、
都 ・ 区 市 町 村 の 資 格 取 得 等 に 関 す る 支 援 策 や 研 修 ・ イ ベ ン ト 等 の 情 報 を 発 信 し て い ま
す。  
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【１ 母子保健】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供 と 子 育 て 家 庭 を 切 れ 目 な く 支 援 す る た め に は 、 全 て の 子 育 て 家 庭 に 対 し て
妊娠 期か ら専 門 職が 関わ り、各家 庭 の状 況 や子 育て 支援 の ニー ズ等 を把 握し 、適切
な相 談支 援や サ ービ ス提 供を 行う こ とが 必要 です 。  

 ○  ま た 、必 要に 応じ て 、関 係機 関と も連 絡調 整を 行 い、支援 につ なげ る こと も求 め
られ ます 。  

 ○  区 市町 村 の保 健所・保 健セ ン ター に おい ては 、こ う した 妊 娠期 から 子育 て 期に わ
たる 総合 的支 援 を提 供す るた めの 人 材を 確保 ・育 成す る 必要 があ りま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  区 市 町 村 に お い て 、 妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援 体 制 を 整 備
でき るよ う 、都 は 、区 市町 村に おけ る 専門 職の 配置 を支 援 する とと もに 、研修 等に
より 、こ れを 支 える 人材 の育 成を 支 援し ます 。  

 ○  ま た 、 実 際 の 取 組 の 参 考 と な る よ う 、 区 市 町 村 担 当 者 の 連 絡 会 を 開 催 す る な ど
し、 各区 市町 村 の取 組の 状況 に関 す る情 報提 供な ども 行 いま す。  

 ○  産 後の 家 庭や 多胎 児を 育て る 家庭 に寄 り添 い、適 切に 支 援す る「 家事 育 児サ ポ ー
ター」（産 後ド ゥー ラ 、ベビ ーシ ッ ター、家事 支援 ヘル パ ー等 ）の質 の向 上 を図 る
区市 町村 を支 援 しま す。  

 ○  さ ら に 、 母 子 保 健 部 門 と 児 童 福 祉 部 門 が 連 携 し て 妊 娠 期 か ら 包 括 的 な 相 談 支 援
を 実 施 で き る よ う 、 必 要 な ス キ ル の 習 得 や 連 携 体 制 構 築 に 向 け た 研 修 を 実 施 し ま
す。  
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【２ 子育て支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供家 庭 支援 セン ター は、全 ての 子 供と 子育 て家 庭 にと って 、第 一義 的 な相 談 窓
口で あり 、ニー ズに 応じ た適 切な サ ービ スの 提供・紹介 や 、地 域の ネッ トワ ー クの
連 絡 調 整 を 行 う な ど 、 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 の 中 心 的 な 役 割 を 果 た す 必 要 が あ
りま す。  

 ○  虐 待 対 応 や 関 係 機 関 調 整 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 社 会 資 源 の 開 発 な ど を 総 合 的 に
行え る人 材の 確 保・育成 が不 可欠 で すが 、区 市 町村 によ り 、職 員の 配置 や経 験 年数
など 、組 織の 体 制に はば らつ きが あ り、 対応 力の 強化 が 求め られ てい ます 。  

 ○  児 童 福 祉 法 等 改 正 に よ り 、 区 市 町 村 の 子 育 て 支 援 部 門 と 母 子 保 健 部 門 が 一 体 と
な り 、 妊 娠 期 か ら 包 括 的 な 相 談 支 援 等 を 行 う た め の 人 材 の 養 成 が 求 め ら れ て い ま
す。  

 ○  子 育 て ひ ろ ば に つ い て は 、 地 域 で 子 育 て 家 庭 が 孤 立 し な い よ う 、 親 同 士 の 交 流
や 、 保 護 者 に 寄 り 添 う 相 談 支 援 等 を 適 切 に 行 う こ と が で き る 職 員 を 育 成 す る 必 要
があ りま す。ま た、地 域支 援や ニー ズ を踏 まえ 適切 なサ ー ビス につ なげ る利 用 者支
援の 役割 も果 た せる よう な人 材の 育 成も 必要 です 。  

 〇  障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、 全 て の 子 育 て 家 庭 が 安 心 し て 子 育 て ひ ろ ば を 利 用 で
きる よう 、障 害 に早 期 に気 付き 、適 切 な支 援 につ なぐ こと が でき る職 員の 育成 も 求
めら れて いま す 。  

 ○  区 市町 村 で実 施し てい る子 育 て支 援策 には 、シ ョ ート ス テイ 、ト ワイ ラ イト ス テ
イ 、フ ァミ リー・サ ポ ート・セン ター 事 業 等の 預か り型 の 事業 や 、乳 児家 庭全 戸 訪
問事 業 、養 育支 援訪 問事 業な どの 訪 問型 の事 業 、そ の他 、支援 を必 要と する 家 庭に
向 け た 様 々 な サ ー ビ ス が あ り 、 こ う し た 支 援 策 を 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 人
材を 確保 ・育 成 する 必要 があ りま す 。  

 ○  利 用者 支 援事 業に おい て 、妊 産 婦 をは じめ 、子供 や 子 育て 家庭 が 、教 育・保 育施
設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う 、 こ れ を 担 う 人 材 を 育 成 す
る必 要が あり ま す。  

 ○  小 規模 保 育、家庭 的保 育、企業 主 導型 保育、学 童ク ラ ブ、子 育て ひ ろば 事 業、利
用者 支援 事業 等 の各 事業 を確 実に 実 施す るた めに 、保育 士等 の有 資格 者に 加 えて、
保育 や子 育て 支 援分 野で 活躍 でき る 「子 育て 支援 員」 の 確保 ・育 成が 必要 で す。  

 〇  ヤ ング ケ アラ ー及 びそ の家 族 への 支援 を推 進す る には 、関係 機関 が、早 期に ヤ ン
グケ アラ ーと 思 われ る子 供に 気付 く こと や、具体 的な 相 談・支 援へ のつ なぎ を 強化
して いく こと が 必要 です 。  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は、子 供家 庭 支援 セン ター が その 役割 を十 全に 果 せる よう 、セ ンタ ー 職員 に 対
し て 虐 待 の 未 然 防 止 を 含 め た 虐 待 対 応 力 の 向 上 に 加 え 、 要 支 援 家 庭 へ の 支 援 方 法
や、地域 の関 係 機関 の 理解 と協 力の 促 進に 向け た取 組の 紹 介、ケ ース ワー クに 関 す
る関 係機 関合 同 の演 習等 、実 践的 な スキ ルが 身に 付く 研 修を 実施 しま す。  

 ○  相 談 支 援 や 虐 待 対 応 を 行 う ワ ー カ ー や 虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 心 理 専 門 支
援員 等の 専門 職 の配 置を 支援 しま す 。ま た、児 童福 祉司 任用 資格 の取 得や 、児童 相
談業 務に 係る 資 質の 向上 や専 門性 の 確保 を図 るた め、引 き続 き 、講 習会 を開 催 しま
す。  

 ○  区 市 町 村 に お い て 、 母 子 保 健 部 門 と 児 童 福 祉 部 門 が 連 携 し て 妊 娠 期 か ら 包 括 的
な 相 談 支 援 を 実 施 で き る よ う 、 必 要 な ス キ ル の 習 得 や 連 携 体 制 構 築 に 向 け た 研 修
を実 施し ます 。（ 再掲 ）  

 ○  子 育て ひ ろば にお いて 、地 域 で保 護 者に 寄り 添う 支 援を 行う ほか 、地 域 支援 や 利
用者 支援 の役 割 も適 切に 果た せる よ う、地 域の 社会 資源 に 精通 し、利用 者ニ ー ズを
踏 ま え て 適 切 な サ ー ビ ス に つ な げ る こ と が で き る 人 材 を 育 成 す る た め 、 各 自 治 体
で実 施す る研 修 に加 え、 都独 自に 実 践的 な子 育て ひろ ば 職員 研修 を実 施し ま す。  

 ○  ま た、子 育て ひ ろば を利 用す る 子供 の障 害に 早期 に 気付 き、適切 な支 援 につ な げ
るた め、 障害 児 支援 に関 する 研修 を 実施 しま す。  

 ○  預 かり 型 のサ ービ スや 訪問 型 の相 談支 援な ど、各 区市 町 村に おい て、よ り質 の 高
い 子 育 て サ ー ビ ス が 提 供 で き る よ う 、 研 修 や 先 進 的 な 独 自 の 取 組 を 行 う 区 市 町 村
の事 例の 紹介 な どに より 、こ れを 担 う従 事者 の育 成を 図 りま す。  

 ○  フ ァミ リ ー・サ ポー ト・セン タ ー事 業 にお いて 子育 て を援 助す る提 供会 員 に子 育
てに 関す る研 修 の受 講を 義務 付け る とと もに 、報 酬を 引 き上 げ るこ とで 、提 供 会員
の質 と量 の確 保 に取 り組 む区 市町 村 を支 援し ます 。  

 ○  利 用者 支 援事 業に つい て 、都 は 、区 市町 村が 、地域 の社 会資 源に 関す る 情報 の収
集や 提供 、相談・助 言 、関係 機関 調整 等 に より 、子育 て家 庭 が 多様 なサ ービ ス の中
から 、適切 な施 設や 事業 等を 選択 し 、利 用で きる 仕組 み を構 築で きる よう 、研修 等
によ り支 援し て いき ます 。  

 ○  子 育 て 支 援 員 に つ い て は 、 地 域 に お い て 保 育 や 子 育 て 支 援 等 の 仕 事 に 関 心 を 持
ち、各 事 業等 に従 事 する こと を希 望 する 方に 対し 、「子 育 て支 援員」と して 認定 す
る た め の 研 修 を 実 施 し 、 サ ー ビ ス の 担 い 手 と な る 人 材 を 確 保 す る と と も に 質 の 向
上を 図り ます 。  

 〇  ヤ ング ケ アラ ーと 接す る関 係 機関 の職 員が 、早期 に気 付き 、具体 的な 相談・支援
につ なげ られ る よう 、都 は 、研 修 を実 施す る区 市町 村を 支 援す ると とも に 、関 係機
関と の連 携等 に おい て核 とな るヤ ン グケ アラ ー・コー デ ィネ ー ター に対 して 、その
役割 等に つい て 認識 を深 める ため の 研修 を実 施し 、育 成 と質 の向 上を 図り ま す。  
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【３ 幼児教育】 
 ○  乳 幼児 期 は、生 涯に わた る人 格 形成 の基 礎が 培わ れ る重 要な 時期 であ り 、都 は 質

の高 い幼 児教 育 が提 供さ れる よう 区 市町 村や 事業 者を 支 援し てい きま す。  
 

＜現状と課題＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ○  幼 稚 園 に お い て 幼 児 の 教 育 に 直 接 携 わ る 教 諭 は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 保 有 し て

いる 必要 があ り 、免 許状 の授 与件 数 は、 毎年 、約 5,000 件 で 推移 して いま す 。  
   令 和５ 年 度の 東京 都内 の国 公 私立 幼稚 園に 勤務 す る幼 稚園 教諭 は、 10,240 人で

す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  教 育公 務 員特 例法 に基 づき 、東京 都 教育 委員 会は 、東京 都 公立 幼稚 園新 規 採用 幼

稚 園 教 諭 研 修 及 び 東 京 都 公 立 幼 稚 園 中 堅 教 諭 等 資 質 向 上 研 修 Ⅰ を 実 施 し て い ま す 。 
 ○  ま た 、 就 学 前 教 育 と 小 学 校 教 育 と の 円 滑 な 接 続 や 乳 幼 児 期 か ら 就 学 期 ま で の 発

達や 学び の連 続 性を 踏ま えた 教育 の 実施 など 、幼 稚園 、保 育 所 及び 認定 こど も 園に
おけ る質 の高 い 就学 前教 育を 支援 し てき まし た。  

 ○  公 益 社 団 法 人 東 京 都 私 立 幼 稚 園 教 育 研 修 会 で は 、 東 京 都 と 共 催 で 行 う 新 規 採 用
教員 研修 会や 、中堅 、管理 者と いっ た 職層 別の 研修 会の ほ か、教育 研究 大会 や 公開
保育 、教 員免 許 状更 新 講習 など 、教 職 員の 専 門性 を高 める た めの 取組 を積 極的 に 展
開し てい ます 。  

 ○  い ずれ も 、国 公私 立幼 稚園 や 公私 立保 育所 、認定 こど も園 等の 保育 者 など 、都 内
の 就 学 前 教 育 に 関 わ る 保 育 者 が 広 く 参 加 で き る 説 明 会 や 研 究 協 議 会 を 実 施 し て い
ます 。  
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＜取組の方向性＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ○  引 き 続 き幼 稚 園 教 諭免 許 授 与の 所 要 資 格の 特 例 制度 1に つ い て周 知 を 図る な ど、

保育 士資 格を 有 する 人材 の幼 稚園 教 諭免 許状 の取 得を 促 しま す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  幼 児期 の 教育 は、義務 教 育と その 後の 教育 の基 礎 を培 う極 めて 重要 な もの です。

この ため 、幼 児 が幼 稚 園、保育 所及 び 認定 こ ども 園等 にお い て質 の高 い幼 児教 育 を
受け るこ とが で きる よう 、今 後も 、国 と の 連携 事業 であ る 幼稚 園教 育理 解推 進 事業
など 、公 私立 な どの 設 置主 体や 施設 種 別の 違い にか かわ ら ず、保 育者 等が 一堂 に 会
して 学ぶ 機会 を 多様 に設 ける 取組 を 推進 して いき ます 。  

 ○  専 門的・広 域 的 な観 点か ら、小 学校 教 員や 保育 士等 を 対象 とし た就 学前 教 育と 小
学校 教育 との 円 滑な 接続 に向 けた 講 座・説明 会の 開催 等 、区 市町 村や 教育・保育 施
設の 設置 者等 と 連携 を図 りな がら 取 り組 むこ とに より 、地域 に おけ る幼 児教 育・保
育の 担い 手で あ る人 材の 資質 の向 上 を推 進し てい きま す 。  

  

 
1 保 育 士 の 資 格 を 有 し 、 保 育 士 と し て 一 定 の 勤 務 経 験 が あ る 場 合 、 通 常 必 要 と さ れ る 単 位 数 よ り も 少 な い 単 位 数
の 修 得 で 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 取 得 で き る 制 度  
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【４ 保育】 
 ○  保 育サ ー ビス の提 供に 当た っ ては 、保 育 士、家 庭的 保育 者、子 育て 支援 員な ど、

様々 な人 材が 必 要で す。  
 ○  ま た、障 害の あ る子 供や 食物 ア レル ギー のあ る子 供 など 、特に 配慮 が必 要 な子 供

に適 切に 対応 す るた めに は、専 門的 な知 識や 技術 を有 す る人 材が 必要 にな り ます。 
 ○  さ らに 、子育 て に不 安を 抱え る 保護 者が 増加 して い るこ とか ら、保育 所 をは じ め

と す る 保 育 の 現 場 に は 、 保 育 サ ー ビ ス の 提 供 だ け で な く 、 在 宅 の 子 育 て 家 庭 も 含
め、 保護 者に 対 する 支援 も求 めら れ るよ うに なっ てい ま す。  

 

＜現状と課題＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ①  保 育士  
 ○  多 様な 保 育ニ ーズ に対 応し 、より 良 い保 育を 提供 す るた めに は、保育 人 材の 確 保

は極 めて 重要 で す。  
 ○  ま た 、保 育所 の配 置基 準の 見 直し や、「乳 児等 の ため の 支援 給付 」（ こ ども 誰 でも

通園 制度 ）の 創 設に よる 影響 等に も 留意 する 必要 があ り ます 。  
 
 ②  そ の他 の 保育 従事 者  
 ○  家 庭 的 保 育 者 や 子 育 て 支 援 員 を 必 要 と す る 主 な 保 育 サ ー ビ ス は 区 市 町 村 認 可 に

よる もの が多 く 、区 市町 村が 計画 的 に研 修を 実施 して い くこ とが 求め られ ま す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  全 ての 子 供の 健や かな 成長 に 資す るよ う、保育 従 事者 の 資質 を高 め、質 の高 い 保

育及 び地 域の 子 育て 支援 を提 供す る こと が求 めら れま す 。  
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＜取組の方向性＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ①  保 育士  
 ○  必 要な 保 育士 を確 保す るた め 、指 定 保育 士養 成施 設 の修 学資 金の 貸付 や 、現 任 保

育 従 事 者 の 保 育 士 資 格 取 得 支 援 な ど 、 保 育 士 の 養 成 に か か わ る 取 組 を 行 う と と も
に、就職 支 援か ら就 職後 の定 着支 援 まで 行う 保育 人材 コ ーデ ィネ ータ ーの 配 置や、
保育 士就 職相 談 会の 実施 、キ ャリ ア カウ ン セリ ング の実 施 、区 市 町村 が行 う保 育 人
材確 保・定 着に 向け た取 組へ の支 援 、保 育従 事者 向け の 宿舎 借り 上げ 支援 な ど、保
育士 の確 保・ 定 着に 取り 組み ます 。  

 ○  ま た、職 責に 応 じた 処遇 を実 現 する キャ リア パス の 導入 が進 むよ う、キ ャリ ア パ
スの 仕組 みづ く りに 取り 組む 事業 者 を支 援し 、保 育士 の 確保・定着 を促 進し ま す。  

 ○  併 せて 、保育 士等 キャ リア ア ップ 研修 支援 事業 に より 、技 能・経 験 を積 んだ 職員
に 対 す る 国 の 処 遇 改 善 加 算 の 要 件 と な っ て い る 専 門 分 野 別 研 修 等 を 実 施 す る 指 定
研修 実施 機関 を 支援 しま す。  

 ○  保 育 の 仕 事 に 興 味 を 持 つ 高 校 生 を 対 象 に 、 保 育 施 設 で の 職 場 体 験 や 保 育 士 養 成
施設 の学 校説 明 会を 行い 、保育 士の 仕事 への 理解・興味 を深 め、将 来の 保育 人材 の
確保 に取 り組 み ます 。  

 〇  保 育 に 特 化 し た 常 設 の プ ラ ッ ト ホ ー ム に よ り 、 保 育 士 の 専 門 性 を は じ め と し た
保育 の魅 力を 継 続し て発 信す ると と もに 、潜 在 保育 士 、高 校生 、現 役 保育 士の 方々
へ向 けて 東京 都 のサ ポー ト制 度等 の 紹介 を実 施し てい き ます 。  

 ②  そ の他 の 保育 従事 者  
 ○  区 市町 村 によ って は十 分な 体 制が 整わ ない 場合 も ある ため 、都は 、当分 の間 、家

庭的 保育 者研 修 を引 き続 き実 施す る ほか 、保 育や 子 育て 支援 の仕 事に 関心 を 持ち、
各 事 業 に 従 事 す る こ と を 希 望 す る 方 な ど を 対 象 に 、 子 育 て 支 援 員 研 修 を 実 施 し て
いき ます 。  

 ○  居 宅 訪 問 型 保 育 を 担 う 人 材 を 確 保 す る た め 、 ベ ビ ー シ ッ タ ー 団 体 と 連 携 し て ベ
ビー シッ ター の 養成 研修 を実 施し ま す。  

（２ ）資 質の 向 上  
 ○  事 業者 や 区市 町村 によ る研 修 実施 の支 援、都に よ る研 修 の実 施と とも に 、代 替 職

員確 保に 対す る 支援 をは じめ 受講 促 進に 向け た環 境を 整 備し ます 。  
 ○  ま た、認 証保 育 所を 対象 とし た 施設 長研 修や 中堅 保 育士 研修 、研 修の 機 会が 比 較

的 少 な い 認 可 外 保 育 施 設 の 保 育 従 事 者 を 対 象 と し た 保 育 全 般 に 関 す る 研 修 を 実 施
しま す。  

 ○  障 害児 や アレ ルギ ー児 、病児・病後 児へ の対 応 、保 護者 対応 とい った 様 々な 課題
に対 応す るた め の研 修を 実施 して い きま す。  

 ○  特 に、ア レル ギ ー疾 患に つい て は、正 しい 知識 を持 っ て適 切な 日常 生活 管 理が 行
える よう 研修 を 実施 し、緊急 時に 適 切に 対 応で きる 人材 を 育成 する とと もに 、事故
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予防 を支 援し ま す。  
 ○  保 育の 質 の確 保・向上 には 、保育 従事 者の 定着 が 不可 欠で す。ライ フ・ワ ーク・

バ ラ ン ス の 推 進 や 対 話 的 な 職 場 風 土 づ く り な ど 、 保 育 従 事 者 に と っ て 働 き や す い
職 場 環 境 が 確 保 さ れ る よ う 、 事 業 主 を 対 象 と し た 研 修 を 引 き 続 き 実 施 し て い き ま
す。  

 ○  さ らに 、公開 保育 をは じめ と する 保育 所間 交流 や 園長 会に おけ る意 見 交換 など、
地域 交流 の促 進 に取 り組 む区 市町 村 を支 援し 、保 育の 質 の確 保・向 上を 図り ま す。  
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【５ 認定こども園】 

＜現状と課題＞ 

 ○  幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 と 保 育 士 資 格 の 両 資 格
を 有 す る 保 育 教 諭 の 配 置 が 必 要 で す が 、 都 内 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お け る
両資 格の 併有 者 の割 合は 、令 和６ 年 4 月 1 日 現在 約９ 割 とな って いま す。  

 ○  国 は、 平 成 27 年度 の法 施行 後 15 年 間（ 令和 11 年度 末 ま で） に限 り（ た だし、
主幹 保育 教諭・指 導 保育 教諭 は 12 年間（ 令和 8 年 度 末ま で））、幼稚 園教 諭 免許 状
又 は 保 育 士 資 格 の い ず れ か 一 方 の 資 格 を 有 し て い れ ば 保 育 教 諭 等 と す る こ と が で
きる とす る特 例 を設 ける とと もに 、「 幼 稚 園教 諭免 許や 保 育士 資格 の取 得特 例 制度」
2を実 施し てい ま す。  

 ○  こ れに 対 し、都で は 、幼 保連 携型 認定 こど も園 に おけ る教 育・保 育が 適切 に実 施
され るよ う 、少 なく とも 学級 担任 は 幼稚 園教 諭で ある こ と、また 、保育 を必 要と す
る児 童を 保育 す る者 は、３歳 以上 児 につ い ては その ６割 以 上、３ 歳未 満児 につ い て
は全 員が 保育 士 資格 を有 する こと を 求め てい ます 。  

 ○  ま た、乳 幼児 期 は、生涯 にわ た る人 格 形成 の基 礎が 培 われ る極 めて 重要 な 時期 で
ある こと から 、 保育 教諭 の資 質向 上 も必 要で す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は、「幼 稚 園 教諭 免許 や保 育 士資 格の 取得 特例 制 度」を活 用し た資 格 取得 を支
援す る区 市町 村 に対 し、その 費用 の 一部 を 補助 する 取組 な どに より 、幼 保連 携 型認
定こ ども 園に お ける 保育 教諭 の確 保 等を 図っ てい きま す 。  

 ○  ま た 、質 の高 い幼 児教 育・保 育を 提供 する ため 、幼稚 園教 諭と 保育 士 が共 に学 ぶ
講座 や研 修等 の 機会 を提 供す る取 組 を、区 市町 村や 教育・保 育 施 設の 設置 者等 と 連
携を 図り なが ら 推進 しま す。  

 〇  さ らに 、保 育 教諭 等の 免許・資 格 の併 有状 況や 、免 許・資格 の取 得を 計 画的 に行
う た め の 人 事 計 画 の 作 成 状 況 等 に つ い て の 確 認 を 行 い 、 特 例 措 置 期 間 内 の 資 格 取
得を 促進 しま す 。  

  

 
2 新 た な 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 制 度 へ の 円 滑 な 移 行 ・ 促 進 の た め 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 有 す る 者 が 保 育 士 資 格
を 取 得 し 、 又 は 保 育 士 資 格 を 有 す る 者 が 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 取 得 す る た め の 特 例 制 度 。 一 定 の 幼 児 教 育 又 は 保 育
の 経 験 が あ る 場 合 に 、 通 常 必 要 と さ れ る 単 位 数 よ り も 少 な い 単 位 数 の 修 得 で 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 又 は 保 育 士 資 格 の
取 得 が で き る 。（ 文 部 科 学 省 及 び 厚 生 労 働 省 が 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 実 施 ）  
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【6 子供の居場所づくり】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供た ち の安 全・安心 な居 場 所が 確 保で きる よう 、区市 町 村が 取り 組む 児 童館 の
運営 、学 童 クラ ブ事 業や 放課 後子 供 教室 に必 要な 人材 を 確保 する 必要 があ り ます。 

 ○  学 童ク ラ ブで は、「放 課後 児童 健 全 育成 事業 の設 備 及び 運営 に関 する 基 準」にお
いて 、児童 の対 応 に あた る「放 課後 児 童 支援 員 」の 資格 要 件 とし て 、都 道府 県 知事
等が 実施 する「 放課 後児 童支 援員 認 定資 格研 修 」の 修了 が必 須と なっ てい ま す。都
とし ては これ を 確実 に実 施し 、職 員 の確 保に 努め る必 要 があ りま す。  

 〇  学 童 ク ラ ブ 及 び 放 課 後 子 供 教 室 は 、 障 害 児 な ど 特 に 配 慮 を 必 要 と す る 児 童 へ の
対 応 も 含 め 、 安 心 し て 過 ご す こ と が で き る 居 場 所 の 提 供 や 適 切 な 育 成 支 援 が 行 わ
れる よう 職員 や 従事 者の 資質 の向 上 が求 めら れて いま す 。ま た 、支 援の 必要 な 児童
など に適 切に 対 応す るた め、 保護 者 ・学 校・ 地域 との 連 携も 求め られ てい ま す。  

 ○  学 童 ク ラ ブ と 放 課 後 子 供 教 室 の 交 流 や 連 携 を 促 進 す る よ う 、 人 材 育 成 に つ い て
も、 福祉 部門 と 教育 部門 の連 携を 強 化す る必 要が あり ま す。  

 ○  令 和７ 年 ４月 から の運 用が 予 定さ れて いる「 児童 館ガ イド ライ ン 」及 び「放 課後
児童 クラ ブ運 営 指針 」では 、子 供の 権 利に 関 する 記述 の充 実 など が盛 り込 まれ る こ
とと され てい ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 〇  児 童 館 に つ い て は 、 児 童 館 の 居 場 所 機 能 や ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 機 能 を 含 め た 福 祉
的 課 題 へ の 対 応 を 強 化 す る た め 、 児 童 の 遊 び の 指 導 等 に 当 た る 児 童 厚 生 員 等 の 資
質の 向上 を図 る ため の研 修を 実施 し ます 。  

 ○  学 童 ク ラ ブ に 放 課 後 児 童 支 援 員 を 適 切 に 配 置 で き る よ う 、 国 で 定 め る カ リ キ ュ
ラム に基 づき 、認定 資 格研 修を 実施 し てい ます 。必 要と さ れる 放 課後 児童 支援 員 を
確保 でき るよ う 、引 き続 き 、計 画的 に 研 修を 実施 しま す 。ま た 、一 定の 勤務 経 験を
有す る職 員に 対 し、資 質向 上の ため の 研修 を実 施し ます 。放課 後 児童 支援 員の 補 助
者に つい ては 、 子育 て支 援員 研修 に おい て養 成し ます 。  

 ○  放 課後 子 供教 室に おい ては 、地域 の ボラ ンテ ィア な ど、教 室を 運営 する 担 い手 の
育成 が課 題と な って いる ため 、研 修 等を 実施 し、 資質 の 向上 を図 りま す。  

 ○  福 祉部 門 と教 育部 門の 一層 の 連携 を図 るた め、推 進委 員 会を 設置 し、放 課後 対 策
の 総 合 的 な 在 り 方 等 の 協 議 を 行 う と と も に 、 両 事 業 の 従 事 者 が 共 に 参 加 で き る 研
修を 毎年 度確 実 に実 施す るな ど、 一 層の 相互 理解 と資 質 向上 を目 指し ます 。  

 ○  「児 童館 ガ イ ドラ イン 」や「 放課 後 児童 クラ ブ運 営 指針 」の改 正内 容を 踏 ま えた
対応 が取 られ る よう 、区 市町 村へ 周 知し ます 。  
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【7 児童相談所】 

＜現状と課題＞ 

 ○  児 童相 談 所に おけ る虐 待相 談 件数 が年 々増 えて い ます 。中に は、保護 者 対応 等 が
困難 な事 例や 、重篤 化 する 危険 性が 高 い事 例、居住 実態 が 把握 で きな い事 例な ど も
含ま れて おり 、 対応 に苦 慮す るケ ー スも 少な くあ りま せ ん。  

 ○  都 はこ れ まで も、児童 福祉 司 や児 童 心理 司な ど、児 童虐 待 対応 の中 心と な る職 員
を着 実に 増や し てい ます が 、虐 待に 適切 に対 応し てい く ため には 、引き 続き 、体制
の強 化や 職員 の 育成 が求 めら れて い ます 。  

 ○  ま た、児童 福 祉 司は 、職 員の 増員 等 に より 、経 験年 数の 少 な い職 員が 増え て おり、
困難 事例 等へ の 対応 力の 向上 が必 要 とな って いま す。  

 ○  さ ら に 、 子 供 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る た め に は 、 子 供 を 権 利 の 主 体 と し て 尊 重
し、 子供 が意 見 を表 明で きる 環境 を 整え てい くこ とが 求 めら れま す。  

 ○  子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー に お け る 虐 待 の 困 難 事 例 へ の 対 応 や 予 防 的 取 組 が 進 む 中 、
経験 豊富 な職 員 の育 成や 専門 職の 確 保・育成 が課 題と な って いま す 。ま た 、相 談業
務に 係る スキ ル やノ ウハ ウの 蓄積 や 継承 が困 難で す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  児 童虐 待 の対 応力 の更 なる 向 上に 向け 、児 童福 祉 司や 児 童心 理司 、児 童 福祉 司 等
の業 務を 補助 す る非 常勤 職員 を増 員 する とと もに 、医 師 や弁 護 士、保健 師な ど 様々
な専 門職 の更 な る活 用等 によ り、 児 童相 談所 の一 層の 体 制強 化を 図り ます 。  

 ○  従 来 の 研 修 に 加 え 、 令 和 ４ 年 度 に 新 た に 開 設 し た ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー に お い
て、児童 や保 護 者と の 面接 スキ ル向 上 に向 けた ロー ルプ レ イン グや 、ゼ ミ形 式 の事
例検 討な どの 実 践的 な研 修を 実施 す るな ど、 職員 の育 成 に取 り組 みま す。  

 ○  子 供の 意 見表 明や 意見 表明 等 支援 の重 要性 につ い ての 理解 促進 を図 り ます 。  
 ○  都 と 区 市 町 村 の 合 同 研 修 や 人 事 交 流 等 に つ い て 新 た に 企 画 実 施 す る こ と に よ り 、

専門 性の 向上 と 顔の 見え る関 係を 構 築し ます 。ま た、都ト レ ー ニン グセ ンタ ー と特
別区 職員 研修 所 の相 互研 修受 講を 実 施し ます 。さ らに 、都 と 区 市町 村の ケー ス 対応
の事 例等 を収 集 し、 共有 でき る仕 組 みを 検討 しま す。  
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【8 社会的養護】 

＜現状と課題＞ 

 ○  社 会 的 養 護 を 必 要 と す る 子 供 は 、 虐 待 等 を 原 因 と し て 心 に 深 い 傷 を 受 け 情 緒 的
な 課 題 な ど を 抱 え て い る こ と も 多 い こ と か ら 、 個 別 的 な ケ ア や 専 門 的 な ケ ア が 求
めら れて いま す 。児 童の 多様 なニ ー ズに 応え 子供 たち を 適切 に支 援す るた め には、
施設 等に おけ る 養育 の質 と専 門性 の 更な る向 上が 必要 で す。  

 ○  児 童 養 護 施 設 や 乳 児 院 に お い て 専 門 的 な 支 援 や 養 育 の 質 の 確 保 を 図 る た め に は 、
職員 の確 保・育 成及 び 定着 支援 に向 け た法 人・施設 の自 主 的な 取 組や 体制 の確 立 が
重要 です 。また 、養育 家庭 等に おい て も、委託 され る児 童 の状 態に 合わ せた 養 育の
質の 向上 が必 要 です 。  

 ○  ま た、生 活の 様 々な 場面 にお い て、子 供が 意見 を表 明 しや すい 環境 を整 え ると と
もに 、里 親や 施 設職 員 等に 対し て、意 見表 明 等の 重要 性に つ いて の理 解促 進を 図 る
こと も重 要で す 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  法 人・施 設が 、職員 の育 成方 針 を定 め、体 系的 な人 材育 成を 行う こと が でき るよ
う、人 材 育成 に関 する 総合 的な 計画 の 策定・取組 を支 援し ま す。ま た、職 員 が知 識・
技術 を計 画的 に 習得 でき るよ う 、新 任 職 員 、中 堅職 員 、施設 長 等 、経 験や 職責 に 応
じた 課題 別研 修 など が実 施で きる よ う支 援し ます 。  

 〇  児 童養 護 施設 等に は、高度 な 専門 的 ケア や小 規模 化・地 域 分散 化に 対応 し たケ ア
が求 めら れて い るこ とか ら、 専門 的 なケ ア等 に必 要な 人 材の 育成 を支 援し ま す。  

 ○  施 設 職 員 の 人 材 確 保 を 図 る た め 、 受 け 入 れ た 実 習 生 に 対 し て 個 別 的 で 丁 寧 な 指
導 が で き る よ う 施 設 に 担 当 職 員 等 を 配 置 し た り 、 児 童 指 導 員 等 を 目 指 す 者 や 実 習
を 受 け た 学 生 等 を 非 常 勤 職 員 と し て 雇 い 上 げ る 等 の 対 応 が 行 え る よ う 支 援 し ま す 。
また 、職 員用 の 宿舎 の借 り上 げを 支 援し ます 。  

 ○  養 育家 庭 等の 研修 体系 につ い ては 、必修 研修 に加 え 、養 育 上の 様々 な課 題 に対 応
する 知識・技 術 を得 ら れる 実践 的な 研 修を 実施 し、養育 力 の向 上 と安 定し た委 託 の
推進 を図 りま す 。  

 ○  里 親 や 施 設 職 員 等 が 権 利 擁 護 の 重 要 性 を 理 解 し 実 践 す る と と も に 、 子 供 に 十 分
な権 利の 説明 が でき るよ う、 継続 的 な啓 発を 実施 して い きま す。  
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【9 ひとり親家庭支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  ひ とり 親 家庭 が抱 える 課題 は 、就 業 から 生活 や子 育 て等 多岐 に渡 って い ます 。ひ
とり 親家 庭が 、地域 で 自立 した 生活 を 送れ るよ う、相談 の 内容 か ら課 題を 的確 に 把
握し 、関 係機 関 と連 携し なが ら、 必 要な 支援 につ なげ る こと が求 めら れま す 。  

 ○  地 域に お いて 、ひ と り親 家庭 の相 談対 応を 担っ て いる のは 、各区 市の 母子・父子
自立 支援 員で す が、 経験 年数 が３ 年 未満 の職 員が 全体 の 約 50％と なっ てお り 、人
事異 動等 もあ る こと から 、経 験や ノ ウハ ウ が蓄 積さ れに く い状 況に あり ます 。その
ため 、相 談支 援 の質 の向 上等 への 取 組が 重要 とな って い ます 。  

 〇  ま た、母 子生 活 支援 施設 は児 童 福祉 施設 の中 で、唯 一母 子 で生 活で きる 施 設で あ
るこ とか ら 、課 題を 抱え る母 と子 、また 、ひと つの 家庭 と して の親 子へ の支 援 を適
切に 行う こと が 必要 です が、 入所 す る母 子の 課題 は複 雑 化す る傾 向に あり ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は 、広 域的 な立 場か ら 、母 子・父 子自 立支 援員 や 地域 の関 係機 関等 へ の研 修を
実施 し、地域 に おけ る 相談 対応 力の 向 上を 図る とと もに 、要支 援 家庭 の把 握に 取 り
組む 区市 町村 を 支援 して いき ます 。  

 〇  母 子 生 活 支 援 施 設 に お い て 、 母 子 の 課 題 に 適 切 に 対 応 で き る 専 門 性 を 有 す る 職
員の 確保・育成 を図 ると とも に 、地 域の 子育 て支 援の 資 源と して 、施設 の多 機能 化
を推 進し てい き ます 。  
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【10 障害児支援】 

＜現状と課題＞ 

（１ ）子 育て 支 援策 にお ける 障害 児 支援 の対 応力 の向 上  
 ○  保 育所 や 学童 クラ ブ等 にお い て、障 害児 の受 入れ が 進ん でい ます が、障 害児 及 び

そ の 保 護 者 が 身 近 な 地 域 で 安 心 し て 生 活 で き る よ う 、 一 般 的 な 子 育 て 支 援 施 策 に
おい ても 、職 員 の専 門性 を向 上さ せ る必 要が あり ます 。  

（２ ）障 害児 の 支援 を担 う人 材の 養 成・ 確保  
 ○  障 害の 有 無に かか わら ず 、地 域で 共に 生活 する「 共生 社会 」を進 める 観点 から 、

障害 児支 援に つ いて は、保 育・教 育等 と連 携を 図り 、乳幼 児期 から 学校 卒業 ま で一
貫し た支 援が 提 供さ れる 体制 の構 築 が必 要で す 。ま た 、関 係機 関の 連携 の下 、ライ
フ ス テ ー ジ に 応 じ た 適 切 な 支 援 を 行 っ て い く た め に 、 障 害 児 の 相 談 支 援 体 制 の 整
備 が 重 要 で あ り 、 障 害 児 通 所 支 援 の す べ て の 利 用 者 に つ い て 障 害 児 支 援 利 用 計 画
が作 成さ れる よ う、 相談 支援 体制 の 整備 を計 画的 に進 め る必 要が あり ます 。  

 ○  発 達障 害 児（ 者）支 援に つい ては 、身近 な地 域に お ける 支援 体制 の整 備 が必 要で
あり 、保健 セン ター 、保育 所・幼 稚園 等や 児童 発達 支援 事 業所 等の 関係 機関 に よる
連携 や、心理 職 等に よ る家 族、保育 士 等へ の 専門 的支 援な ど を組 み合 わせ た早 期 発
見・早 期支 援の 取 組 が 、各 区市 町村 に お いて 進ん でき て いま す 。ま た 、周 囲 から の
孤立 や将 来へ の 不安 など を抱 える 家 族に 対す る支 援も 重 要で す。  

 ○  重 症心 身 障害 児（ 者 ）や 医 療的 ケア 児に つい て 、個 々の 特性 等に 応じ た 支援 や関
係機 関と の調 整 を行 える 人材 の確 保 ・養 成が 課題 とな っ てい ます 。  

 ○  特 別な 支 援を 必要 とす る幼 児・児 童・生 徒に 対し 、一人 ひと りの ニー ズ に応 じた
特別 支援 教育 を 一層 実施 でき るよ う 、学 校 にお ける 指導・支 援 体 制の 整備 や指 導 内
容・方 法の 充実 等 が 、重要 な課 題と な って いま す 。中 でも 、特 別 支援 教育 を推 進 す
る専 門性 の高 い 人材 の育 成と 確保 は 、極 めて 重要 です 。  

 

＜取組の方向性＞ 

（１ ）子 育て 支 援策 にお ける 障害 児 支援 の対 応力 の向 上  
 ○  保 育 所 や 学 童 ク ラ ブ 等 、 子 育 て 支 援 に 従 事 す る 職 員 が 、 一 人 ひ と り の 障 害 の 種

類、程度 に応 じ た支 援 がで きる よう 、資質 向 上に 取り 組む 区 市町 村を 支援 しま す 。 
（２ ）障 害児 の 支援 を担 う人 材の 養 成・ 確保  
 ○  障 害児 相 談支 援に つい て 、区 市町 村に おい て 、関 係機 関の 連携 の下 で 、ラ イフ ス

テー ジに 応じ た 支援 を進 める 体制 を 確保 でき るよ う、都 は、相 談支 援専 門員 の 養成
を着 実に 行い ま す。  
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 ○  ま た、在 宅や 障 害児 施設 等に お いて 、適切 にた んの 吸 引等 の医 療的 ケア を 行う こ
とが でき るよ う 、介 護 職員 等を 対象 と した 研修 を実 施す る ほか 、施設 職員 等の 専 門
性を 強化 し、適 切な 支 援を 提供 でき る よう 、強度 行動 障害 に 関す る研 修を 実施 し ま
す。  

 ○  発 達障 害 児（ 者）の ライ フス テー ジに 応じ た支 援 体制 を充 実す るた め 、こ れま で
区市 町村 が取 り 組ん でき た事 例等 を 普及 して いく とと も に、発達 障害 児（者 ）支援
に 携 わ る 区 市 町 村 や 相 談 支 援 事 業 所 等 の 職 員 、 医 療 機 関 従 事 者 な ど を 対 象 と し た
研修 等を 実施 し 、専 門的 人材 の育 成 を行 って いき ます 。  

 ○  ま た 、同 じ発 達障 害の ある 子 供を 持つ 親が 相談 相 手と なっ て悩 みを 共 感し たり、
自 分 の 子 育 て 経 験 を 通 し て 子 供 の 関 わ り 方 な ど を 助 言 す る ペ ア レ ン ト メ ン タ ー を
養 成 す る 区 市 町 村 を 支 援 し 、 悩 み や 不 安 を 抱 え る 家 族 へ の 適 切 な 支 援 に 結 び つ け
るこ とで 、家 族 支援 体制 の整 備を 図 りま す。  

 ○  重 症心 身 障害 児（ 者 ）施 設 等で 働く 看護 師に つい て は、経験 に応 じた 専 門研 修を
実施 して レベ ル アッ プを 図る とと も に、認定 看護 師資 格 取得 の機 会の 提供 を 行い、
育成 と定 着を 促 進し てい きま す。ま た、重 症心 身障 害看 護 の特 徴や 魅力 を発 信 し、
都 内 の 療 育 セ ン タ ー の 人 材 確 保 に 資 す る た め に 、 看 護 大 学 や 看 護 専 門 学 校 に お い
て説 明会 を実 施 しま す。  

 ○  在 宅の 重 症心 身障 害児（者 ）等 の 健 康を 支え る上 で 重要 な役 割を 果た す 訪問 看護
ス テ ー シ ョ ン の 看 護 師 に つ い て 、 在 宅 で の 呼 吸 管 理 や 栄 養 管 理 等 に 関 す る 研 修 及
び訪 問実 習を 行 いま す。  

 ○  医 療 的 ケ ア 児 が 適 切 な 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 医 療 的 ケ ア 児 の 支 援 に 係 る 関 係
機関 相互 の連 絡 調整 、意 見 交換 を行 う協 議会 にお いて 、課題 や情 報の 共有 、支援 方
策等 の協 議を 行 い、 関係 機関 の一 層 の連 携を 図り ます 。  

 ○  ま た 、 地 域 で 医 療 的 ケ ア 児 に 対 す る 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が で き る 人 材 を 育 成
する ため の各 種 研修 を行 いま す。さら に 、訪問 看護 ステ ー ショ ンに 対し ては 、講 義・
演 習・同 行 訪 問 等 の研 修を 実施 し 、医 療 的 ケア 児の 受入 経 費を 補助 する こと で 医療
的ケ ア児 の訪 問 看護 に取 り組 む訪 問 看護 ステ ーシ ョン の 拡大 を図 りま す。  

 ○  特 別 支 援 教 育 が 全 て の 学 校 に お い て 実 施 さ れ る よ う 全 都 的 な 視 点 に 立 っ て 人 材
の育 成と 確保 を 進め てい きま す 。障 害の ある 幼児・児童・生徒 一人 ひと りの ニ ーズ
に 応 え て 適 切 な 指 導 と 必 要 な 支 援 を 行 う こ と が で き る よ う 、 全 て の 校 種 の 教 員 を
対象 とし た研 修 を実 施し 、専 門性 の 向上 を図 って いき ま す。  
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第５章 

子供・子育て支援施策の更なる充実に向けて  

 
 
 

     １  東京都の役割 

     ２ 区市町村の役割 

     ３ 事業主の役割 

     ４ 地域社会・都民の役割 

     ５ 計画の推進体制 

     ６ 進捗状況の評価・公表 
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  本計 画に 盛 り込 んだ 各施 策を 総 合的 に推 進し 、効 果 をあ げ てい くた めに は 、都 や 区
市町 村の 各行 政 機関 をは じめ 、家 庭 、企 業、NPO 団 体等 の 幅 広い 関係 者が 連 携・ 協
力し 、そ れぞ れ の役 割を 着実 に果 た して いく こと が重 要 です 。  

 

１ 東京都の役割 
（本 計画 の着 実 な推 進）  
 ○  本 計画 が 目指 す理 念を 実現 す るた め、関 係部 局間 の連 携・協 力を 密に し 、全 庁を

挙げ て子 供・ 子 育て 支援 施策 に総 合 的か つ着 実に 取り 組 みま す。  
 ○  本 計 画 対 象 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 区 市 町 村 や 子 供 ・ 子 育 て 支 援 活 動 を 行 う

NPO 団 体等 と 協働 し 、地 域の ニー ズ に応 じた 施策 を効 果 的に 行い ます 。  
 ○  子 供目 線 の政 策を 展開 する た め、本 計画 の策 定や 見 直し にお いて 、子 供 への 意 見

聴取 に取 り組 み ます 。  
 
（区 市町 村へ の 支援 ）  
 ○  区 市町 村 が 、子供・子育 て支 援 の 実施 主体 とし て 、そ れぞ れ策 定し た 子ど も・子

育 て 支 援 事 業 計 画 、 次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画 及 び 子 供 の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策
につ いて の計 画 に基 づき 、地 域の 実 情に 応 じた 取組 を展 開 でき るよ う、必要 な 支援
を行 いま す。  

 ○  保 育や 学 童ク ラブ につ いて は 、区 市町 村が 、多様 なニ ーズ に対 応し 、サー ビス の
拡充 や質 の向 上 に向 けた 取組 を計 画 的に 進め てい ける よ う支 援し ます 。  

 ○  保 健所 や 保健 セン ター にお け る母 子保 健事 業、こ ども 家 庭セ ンタ ー、子 供家 庭 支
援 セ ン タ ー 等 を 中 心 と し た 地 域 で の 子 供 ・ 子 育 て 支 援 な ど が 妊 娠 期 か ら 切 れ 目 な
く提 供さ れる よ う、 区市 町村 の取 組 を支 援し ます 。  

 
（広 域的 ・専 門 的な 施策 の実 施）  
 ○  地 域の ニ ーズ に応 じて 、区市 町村 が乳 幼児 期に お ける 質の 高い 教育・保育 、地域

子ど も・子 育て 支援 事業 等を 適切 に 実施 でき るよ う 、子 供・子 育て 支援 を担 う 人材
の確 保・ 養成 、 資質 の向 上に 一層 取 り組 んで いき ます 。  

 ○  子 供・子 育て 支援 のう ち 、要 保護 児童 、障害 児等 特に 支援 が必 要な 子 供や その 保
護者 に対 して 、 専門 的か つ広 域的 な 観点 から の支 援を 行 いま す。  

 ○  妊 娠・出 産に 関 する 正し い知 識 、体 罰 等に よら ない 子 育て 及び 虐待 防止 等 の都 民
への 普及 啓発 、子供・子育 てを 応援 す る機 運の 醸成 など 、広域 的な 観点 から の 支援
を行 いま す。  

 
（企 業の 取組 を 促進 ）  
 ○  雇 用環 境 の整 備に 向け た企 業 の主 体的 な取 組を 支 援し ます 。ま た、生活 と 仕 事の

両立 支援 に向 け た機 運の 醸成 に取 り 組み ます 。  
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（地 域の 活動 を 支援 ）  
 ○  子 育 て 家 庭 が 抱 え る 様 々 な 問 題 に 適 切 に 対 応 し て い く に は 、 地 域 の 協 力 が 不 可

欠で す。区 市 町村 と 連携 して、民 生・児 童 委員 をは じめ 、子 育 てグ ルー プ、ボラ ン
ティ ア組 織や NPO 団 体な ど、地域 で多 様な 活動 を展 開し て いる 主体 を支 援し ま す。 

 ○  ま た、 企 業、NPO 団 体等 が創 意 工夫 を凝 らし て取 り 組む 先駆 的、 先進 的 な取 組
を支 援し ます 。  

 

２ 区市町村の役割 
（新 制度 の実 施 主体 ）  
 ○  新 制度 の 実施 主体 とし て、全 ての 子 供に 良質 な成 育 環境 を保 障す るた め 、そ れ ぞ

れの 家庭 や子 供 の状 況に 応じ て子 ど も・子 育て 支援 給付 を 保証 する とと もに 、地域
子ど も・子 育て 支援 事業 を適 切に 実 施し 、妊 娠・出 産 期か らの 切れ 目な い支 援 を行
う役 割を 担っ て いま す。  

 
（地 域の 子供 ・ 子育 て支 援の 拡充 ）  
 ○  子 育て に 孤立 感や 負担 感を 感 じて いる 子育 て家 庭 が多 いこ とか ら、妊娠・出 産・

乳幼 児養 育の あ らゆ る時 期を 通じ 、全て の 子供 とそ の家 庭 を対 象と して 、そ れ ぞれ
の状 況に 応じ た 支援 を切 れ目 なく 行 って いく 必要 があ り ます 。  

 ○  そ のた め には 、既存 の制 度に と らわ れず 、創 意工 夫 を凝 ら した 取組 を積 極 的に 展
開し 、NPO 団体 等 と も連 携し なが ら 、地 域の ニー ズに 応 じた 子供 ・子 育て 支 援を
拡充 して いく こ とが 必要 です 。  

 ○  ま た、地 域の ネ ット ワー クの 調 整機 関で ある 子供 家 庭支 援セ ンタ ーを 中 心に 、要
保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 の 活 用 な ど に よ り 、 あ ら ゆ る 関 係 機 関 と の 連 携 を 強 化 す
るこ とも 重要 で す。  

 
（学 童の 待機 児 童の 解消 に係 る取 組 ）  
 ○  待 機 児 童 対 策 の 一 層 の 強 化 と 放 課 後 の 児 童 の 居 場 所 確 保 に 向 け 、 こ ど も 家 庭 庁

と文 部科 学省 が 連携 し、予算・運 用等 の 両面 から 令 和 6〜7 年 度に 集中 的に 取 り組
むべ き対 策と し て充 実を 図り 、放 課 後児 童対 策パ ッケ ー ジを 改訂 しま した 。  

 ○  ま た、都は「『 未来 の東 京』戦略」（ 令和 ３年 ３月 策 定）にお いて 、学 童ク ラ ブに
つい て、 待機 児 童を 早期 に解 消し 、 その 状態 を継 続す る こと とし てい ます 。  

 ○  区 市町 村 にお いて 、こ れら も 踏ま え た目 標を 設定 し 、学 童 クラ ブの 多様 な サー ビ
スを 拡充 させ て いく こと が求 めら れ てい ます 。そ の際 、女 性 の 社会 進出 や働 き 方の
多様 化等 によ り 、更 なる ニー ズの 増 加が 見込 まれ るこ と から 、量 の 見込 み・確 保策
を 適 宜 見 直 す な ど 、 待 機 児 童 を 解 消 し そ の 状 態 を 継 続 で き る よ う に 取 り 組 ん で い
く必 要が あり ま す。  
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３ 事業主の役割 
（雇 用環 境の 整 備）  
 ○  労 働 者 本 人 の 希 望 に 応 じ た 育 児 休 業 や 子 供 の 看 護 休 暇 の 取 得 促 進 、 勤 務 時 間 の

短 縮 措 置 な ど 、 子 の 年 齢 に 応 じ た 柔 軟 な 働 き 方 を 実 現 す る こ と が で き る よ う 各 種
制度 の充 実を 図 ると とも に、これ ら を活 用 しや すい 、生 活 と仕 事 の両 立が 可能 な 職
場環 境づ くり に 努め るこ とが 求め ら れて いま す。  

 ○  次 世代 法 に基 づき 、事 業主 の 社会 的 責任 の一 環と し て、一 般事 業主 行動 計 画を 策
定し 、ライ フ・ワ ーク・バラ ンス の実 現に 向け た取 組等 を 実施 して いく こと が 必要
です 。令 和７ 年 ４月 から 、従 業員 数 100 人超 の企 業は 、 一般 事業 主行 動計 画 策定
時 に 育 児 休 業 の 取 得 状 況 等 に 係 る 状 況 把 握 ･数 値 目 標 の 設 定 が 義 務 付 け ら れ て い
ます 。  

 
（企 業の 社会 的 責任 ）  
 ○  企 業に は 本来 の業 務活 動の ほ か 、環境 保全 、社会 貢 献 、消費 者保 護な ど 、多 くの

社 会 的 責 任 を 果 た し て い く こ と が 求 め ら れ て い ま す 。 子 供 ・ 子 育 て 支 援 に お い て
も、就 業体 験の 受入 れな ど 、次 代を 担う 人材 を育 てて い く環 境を 整え るこ と は、企
業の 重要 な役 割 です 。  

 
（児 童虐 待の 防 止）  
 〇  東 京都 子 供へ の虐 待の 防止 等 に関 する 条例（ 以下「 子供 への 虐待 防止 条 例」とい

う。）で は、児童 相 談 所等 の子 供の 安 全確 認措 置に 協力 す るこ とな どの 責務 を 定め
て い ま す 。 社 会 全 体 で 子 供 を 虐 待 か ら 守 る こ と に 関 す る 理 解 を 深 め る こ と が 必 要
です 。  
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４ 地域社会・都民の役割 
（子 供・ 子育 て 支援 ）  
 ○  全 て の 子 供 が 障 害 の 有 無 や 生 ま れ 育 っ た 家 庭 環 境 な ど に か か わ ら ず 大 切 に さ れ 、

健や かに 成長 で きる よう 、一人 ひと りの 都民 が 、子 供の 育ち や子 供・子 育て 支援 の
重要 性に 対す る 関心 と理 解を 深め て いく こと が必 要で す 。  

 
（児 童虐 待の 防 止）  
 ○  児 童 相 談 所 及 び 子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー に 寄 せ ら れ る 児 童 虐 待 相 談 件 数 は 増 加 傾

向と なっ てい ま す。虐 待を して しま う 保護 者自 身が 子育 て に悩 んで いる など 、何ら
かの 支援 を必 要 とし てい る場 合も 多 く、周囲 の人 など が ＳＯ Ｓに いち 早く 気 付き、
支援 につ なげ る など 手を 差し 伸べ る こと が大 切で す。  

 〇  子 供 へ の 虐 待 防 止 条 例 で は 、 あ ら ゆ る 場 面 に お い て 子 供 は 権 利 の 主 体 と し て 尊
重 さ れ る 必 要 が あ る こ と を 明 記 す る と と も に 、 体 罰 等 に よ ら な い 子 育 て を 推 進 す
るこ とと して い ます 。  

 ○  児 童虐 待 の防 止等 に関 する 法 律に は、国民 の通 告 が義 務 付け られ てい ま す。何 か
様子 がお かし い と感 じた り、気に な るこ と があ った ら、子 供を 守 ると とも に家 庭 へ
の 支 援 の 契 機 に な る こ と を 踏 ま え 、 ど ん な に 些 細 な こ と で も 児 童 相 談 所 や 子 供 家
庭支 援セ ンタ ー に通 告す るこ とが 重 要で す。  

 
（関 係機 関や 企 業等 と行 政と の連 携 ）  
 ○  民 生・ 児 童委 員や 地域 の子 育 てグ ルー プ、NPO 団 体 、 各種 ボラ ンテ ィ ア組 織等

の活 動を 通じ て 、子 育 て家 庭と 子育 て 経験 者と の連 携を 図 るな ど、まず は都 民 一人
ひと りや 関係 団 体等 が、子育 て支 援 の当 事 者意 識を 持っ て 、地 域 全体 で子 育て を す
る社 会に 参加 す るこ とも 重要 です 。  

 ○  ま た、既 に構 築 され てい るネ ッ トワ ーク 等を 生か し つつ 、関係 団体 や企 業 等と 行
政の より 一層 の 連携 や協 働が 求め ら れて いま す。  
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５ 計画の推進体制  

 ○  「 東京 都子 供・子育 て 会議」及び「 東京 都子 供・子育 て 支援 総合 計画 」策 定 等事
業推 進会 議に お いて 、子供・子 育て 施 策を 総 合的 かつ 効果 的 に推 進し てい くこ と と
して いま す。計 画の 中 間見 直し や新 た な計 画の 策定 にあ た って は、子供 政策 総 合推
進本 部と 連携 し て、 施策 を企 画・ 推 進し てい きま す。  
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６ 進捗状況の評価・公表 
 ○  第 一期 東 京都 子供・子育 て支 援総 合計 画策 定後 、対象 事業 の進 捗状 況 、事 業効 果

等を 評価 する た め 、毎年 度 、東 京都 子 供・子育 て会 議に お いて 、客観 的か つ専 門 的
な立 場か らの 意 見交 換・ 調査 審議 を 行っ てき まし た。  

 
 ○  ま た計 画 の実 施状 況に つい て 、個 別 事業 に係 る数 値 目標 の推 移や 、施 策 に関 す る

各種 調査 など に より 、毎年 度、個別 事業 の 進捗 状況（ ア ウト プ ット）を点 検・評価
する とと もに 、計 画 全体 及び 目標 ご との 成果（ アウ トカ ム ）に つい ても 、令和 ５ 年
度に 設定 した 評 価指 標に より 点検・評 価 し 、施 策の 推進 及 び本 計 画の 策定 に活 か し
てい ます 。  

 
 ○  本 計画 に つい ても、「東 京都 子 供・子育 て支 援総 合 計画 」策定 等 事業 推進 会 議に

おい て、計画 の 進行 管 理や 関係 部署 と の連 絡調 整を 行う と とも に、計画 の実 施 状況
の点 検・評 価を 開か れた 過程 で行 う ため 、東 京 都子 供・子 育て 会議 にお いて 調 査審
議し てい きま す 。  

 
 〇  本 計 画 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 資 料 に つ い て は 、 東 京 都 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ

り公 表し てい き ます 。  


